


介護保険推進全国サミット介護保険推進全国サミット ひおきひおきin第16回第16回
地域の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築に向けて
～住民どうしの支え合いを主体とする地域支援を目指して～

2

CONTENTSCONTENTS

●開会式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

●基調講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

　福祉で描くコミュニティ・デザイン
社会福祉法人佛子園理事長　雄谷　良成　氏

●第１分科会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

　地域力を育てよう ～地域の活性化と新たな地域支援事業の展望～
一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム理事長　中村　秀一　氏

前静岡県富士宮市保健福祉部福祉総合相談課長　土屋　幸己　氏
社会福祉法人南大隅町社会福祉協議会事務局長　冨田　義和　氏

奈良県生駒市福祉部高齢施策課主任　森口　史子　氏
厚生労働省老健局振興課長　辺見　　聡　氏

●第 2分科会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

　医療介護連携 ～確かな連携を構築するために～
鹿児島県保健所長会会長　宇田　英典　氏

岐阜県大垣市福祉部高齢介護課長　篠田　　浩　氏
臼杵市医師会医療ソーシャルワーカー　野上美智子　氏

愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンター長　櫃本　真聿　氏
厚生労働省老健局老人保健課医療・介護連携技術推進官　秋野　憲一　氏

●第 3分科会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

　認知症を支え合う ～認知症になっても安心して暮らせる支援体制～
国際医療福祉大学大学院教授　堀田　聰子　氏
信州大学医学部保健学科教授　上村　智子　氏

株式会社浪漫代表　黒岩　尚文　氏
熊本県山鹿市福祉部国保年金課長（前長寿支援課長）　佐藤　アキ　氏

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長　水谷　忠由　氏

講　　師

コーディネーター

パネリスト

コーディネーター

パネリスト

コーディネーター

パネリスト



3

「転ばぬ先の杖」
Ⓒ日置市ひお吉くん

●分科会まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

●パネルディスカッション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

　これからの介護保険とのつき合い方 ～自分らしく地域で老いていくために～
東京大学名誉教授　大森　　彌　氏

東京大学高齢社会総合研究機構特任教授　秋山　弘子　氏
鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科教授　八田　冷子　氏

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官　山崎　史郎　氏
愛知県高浜市長　吉岡　初浩　氏

厚生労働省老健局長　三浦　公嗣　氏

●開催市からのメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133

　地域の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築に向けて　
　～住民どうしの支え合いを主体とする地域支援を目指して～

鹿児島県保健所長会会長　宇田　英典　氏
江口蓬莱館出荷者協議会会長　池田　澄弘　氏

高山地区公民館長　立和名徳文　氏
日置市医師会理事　坪内みゆき　氏

鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab 理事長　永山　由高　氏

●特別講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147

　メディコ・ポリス構想の推進に全力を ～介護を拠点に地域創生を～
東京大学名誉教授　今村奈良臣　氏

●閉会式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161

●会場スナップ写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167

●実行委員会委員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177

コーディネーター

パネリスト

コーディネーター

パネリスト

講　　師



開 会 式

10月1日■木　13:30 〜13:50

伊集院文化会館

日 時

会 場



6

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

介護保険推進全国サミット介護保険推進全国サミット ひおきひおきin第16回第16回
地域の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築に向けて
～住民どうしの支え合いを主体とする地域支援を目指して～

「転ばぬ先の杖」
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開 会 式
10月1日■木　13:30 〜13:50

＊開会挨拶
日置市長　宮路　高光

＊来賓祝辞
厚生労働大臣　塩崎　恭久
鹿児島県知事　伊藤祐一郎
日置市議会議長　成田　　浩
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「転ばぬ先の杖」
Ⓒ日置市ひお吉くん

皆様、こんにちは。ただいまご紹介を賜りました
実行委員会会長の宮路でございます。
本日は、第 16回の介護保険推進全国サミットを開
催いたしましたところ、全国から約 1,000 名の皆様
方に、遠い鹿児島、日置市までお越しいただき、厚
く御礼申し上げます。
本日は、厚生労働省の辺見課長、また、鹿児島県
の佐々木副知事をはじめとする来賓や多くの市町村
長にもお越しいただき、大変嬉しく思っております。
最初に、若干、日置市の概況をお話させていただ
きます。
私どもも平成の大合併の中におきまして、平成 17
年５月に四つの町が合併して日置市が誕生いたしま
した。
今年で合併後 10 年が過ぎ、この 10 年間には数多
くの課題もありましたが、全国的な傾向と同様、人
口は減少し高齢化していくという小さな市でござい
ます。
そのような小さな市で、今回のような全国規模の
サミットを開催するということで、厚生労働省や福
祉自治体ユニットなど多くの皆様方のご支援もいた
だきながら、無事開催する運びとなり、大変嬉しく
思います。
介護保険につきましては、今年度から第６期の事
業計画がスタートしたところですが、それぞれの市
町村におきましても、これからの３年間、それぞれ
が策定した計画に基づいて進んでいかれると思いま
す。
第６期におきましても、様々な課題を解決しなが

ら、この介護保険制度を持続可能な制度とするため
にはどうすべきか、こういうことをみんなで考えて
いく必要があろうという中で、今日と明日の２日間、
三つの分科会に分かれて学んでいただき、それぞれ
の市町村にとって、より良い介護保険制度を構築し
ていただければ幸いです。
また、サミット開催中は、中庭で日置市の特産で
ある伊集院まんじゅうや湯之元煎餅、生活研究グルー
プによる加工品のほか、日置市が現在力を入れてい
るオリーブなどを販売しております。
日置市はこれまで約２年、オリーブを栽培し、健
康をキーワードに「日置オリーブ」として販売して
おります。後ほど試食をしながらでもよろしゅうご
ざいますので、多くの皆様方に１本でも２本でも購
入していただければと思います。
今回は２日間という短い期間ではありますが、私
ども日置市を堪能していただき、いつか改めてゆっ
くりお越しいただきたいと思います。
最後になりますが、本日は、本当に多くの皆様に
お越しいただきまして開催できることを心から厚く
御礼申し上げまして、開会の挨拶に代えさせていた
だきます。本日はありがとうございました。

本来であれば、塩崎大臣自らこの場に赴いて、親
しくご挨拶差し上げるところでございますが、他の
公務によりまして出席が叶いませんでした。代わり
に祝辞を預かってまいりましたので、代読をさせて
いただきます。

開会挨拶
日置市長　宮路 高光

来賓祝辞
厚生労働大臣　塩崎 恭久

（代読：厚生労働省老健局振興課長　辺見　聡）
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「転ばぬ先の杖」
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祝辞
今日、「第 16回介護保険推進全国サミット in ひお
き」が、「地域の強みを活かした地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて～住民どうしの支え合いを主体と
する地域支援を目指して～」とのテーマで開催され
ることを心からお喜び申し上げます。
また、サミットの主催者である日置市と、開催に
あたりご尽力いただいた第 16 回介護保険推進全国
サミット in ひおき実行委員会に対し、心から敬意を
表します。
我が国は、国民の四人に一人が 65歳以上という時
代が到来し、今後、2025 年には団塊の世代が 75 歳
以上になるなど、ますます高齢化が進んでいきます。
また、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦だけの世
帯の増加、都市部での急速な高齢化、認知症高齢者
の増加に対しても、適切に対応していくことが求め
られています。
こうした状況の下、厚生労働省では、できる限り
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま
で続けることができるよう、地方自治体や関係者の
皆様とともに、医療、介護、介護予防、住まい、生
活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステム
の構築に取り組んでいます。
そのための施策として、昨年６月に成立した医療・
介護総合確保推進法に基づく介護保険法の改正、本
年４月の介護報酬改定などにより、在宅サービスの
充実・強化、在宅医療と介護の連携の強化、認知症
対応の推進などに取り組んでいます。
このサミットには、厚生労働省の担当職員も出席
して、シンポジウムや分科会が行われますので、活
発な意見交換が行われ、実りある二日間になるよう
期待しています。
また、その内容については、今後、施策を検討す
るに際し、大いに参考にさせていただきたいと思い
ます。
最後になりましたが、大会の成功とお集まりの皆
様のご健勝、ご活躍をお祈りいたしまして、私の祝
辞といたします。

平成 27年 10 月１日
厚生労働大臣　塩崎恭久

皆様こんにちは。鹿児島県の副知事の佐々木です。
伊藤知事の祝辞を預かっておりますので、代読さ
せていただきます。
本日、「第 16回介護保険推進全国サミット in ひお
き」が、このように盛大に開催されますことをお喜
び申し上げます。
また、全国各地からご参加の皆様、鹿児島へよう
こそお越しくださいました。心から歓迎させていた
だきます。
皆様には、日頃からそれぞれの地域において、介
護サービスの向上のために多大なご尽力をいただい
ており、深く敬意と感謝の意を表します。
さて、我が国におきましては、平成 37 年にいわ
ゆる団塊の世代が全て 75 歳以上になり、更なる超
高齢社会の進行が見込まれています。
当県におきましても、全国に先行して高齢化が進
行しており、現在、一般世帯に占める高齢単身世帯
の割合が全国１位、高齢夫婦世帯の割合が全国３位
という状況にあることから、地域全体で高齢者を支
える仕組みを作り上げることが重要な課題となって
います。
このため当県では、本年３月に策定した「鹿児島
すこやか長寿プラン 2015」において、高齢者ができ
る限り住み慣れた地域で社会参画しながら、かつ尊
厳を持って安心して暮らしていけるよう、地域包括
ケアシステム構築の推進を主な施策の柱と位置づけ、
その実現に向けて、在宅医療・介護の連携、認知症
施策の推進、生活支援サービスの充実・強化を図る

来賓祝辞
鹿児島県知事　伊藤 祐一郎
（代読：鹿児島県副知事　佐々木　浩）
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ための市町村の支援や、医療介護総合確保推進法に
よる介護人材の確保、介護施設等の整備に取り組ん
でおります。
このような中、ここ日置市におきまして、「地域の
強みを活かした地域包括ケアシステムの構築」をテー
マとした介護保険推進全国サミットが開催されます
ことは誠に時宜を得たものであり、活発な意見交換
が行われますことを期待しております。
さて、当県では今月 31 日から 11 月 15 日までの
16日間、国内最大の文化の祭典「第 30回国民文化祭・
かごしま 2015」を、11 月 27 日から 29 日までの三
日間には、第 15回全国障害者芸術・文化祭「ふれ愛・
アートフェスタかごしま」を開催いたします。
皆様には、今回はもとより様々な機会を利用して、
豊かな自然や多彩な食材など、魅力溢れる「本物。
鹿児島県」をご堪能いただきたいと思います。
終わりに、本サミットのご成功と皆様の今後の益々
のご健勝、ご活躍を祈念しまして挨拶といたします。

平成 27年 10 月１日
鹿児島県知事　伊藤祐一郎

皆さん、こんにちは。朝夕の空気もめっきり冷え
込みまして、秋らしくなった今日このごろでござい
ます。ようこそ今日は日置市にお出でくださいまし
た。ありがとうございます。ただいまご紹介いただ
きました、議会の成田浩でございます。
本日は、日置市議会をはじめ、多くのそれぞれの
町の議員それぞれが参加されているとうかがってお
りますが、日置市が開催地でございますので、地元

市議会を代表して一言お祝いの言葉を申し上げます。
本日は、県内外から多くの行政、介護、医療関係者、
関係団体の方々にお越しいただきまして、ようこそ
我が町日置市においでいただきました。心より歓迎
を申し上げます。
皆様方には、日頃から高齢者福祉の向上に多大な
ご尽力をいただいており、深く感謝申し上げる次第
でございます。
さて、ご存知のとおり、介護保険制度の施行から
15年が経過し、高齢者の増加に伴い、介護サービス
を受ける方も年々増えてきているなど、介護保険制
度は高齢者の暮らしを支える制度として定着し、老
後の生活に欠かせない仕組みとなっております。
以来十数年、介護保険制度は日本社会に定着しつ
つも、過重な保険、利用負担、更には介護従事者の
負担の増加など、新たな課題も提起されるようになっ
てきました。
こうした中、国によって新たに打ち出されたのが、
地域包括ケアシステムの構築であります。この問題
を真正面から捉えようと、今回の日置市でのサミッ
トでは、「地域の強みを活かした地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて」をテーマとして、「住民どうしの
支え合いを主体とする地域支援を目指して」を掲げ
ておるところでございます。
本日、明日と二日間にかけて行われる先進事例報
告、有識者によるパネルディスカッションなどを通
して、誰もがいつまでも住み慣れた地域で元気に過
ごせる町づくりに資するよう、これからの介護保険
サービスや地域包括ケアのあり方を全国に発信され
ることを期待しております。
最後に、本サミットの開催にあたり、多大なご尽
力を賜りました実行委員会等関係者の皆様方に感謝
を申し上げますとともに、本日ご列席の皆様方のご
健勝、またご多幸を心からご祈念いたしまして、お
祝いの言葉といたします。
本日は、この日置市においでいただきまして、本
当にありがとうございます。

来賓祝辞
日置市議会議長　成田　浩
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皆さん、こんにちは。最近、北陸新幹線で随分話
題の金沢を、今日朝一の飛行機でまいりました。
今日は、1,000 人近くおられるんですかね。こん
なに沢山の方々の前でお話をさせていただけること
に、本当に感謝をさせていただいております。
それでは、１時間 10分ぐらいですけれども、是非、
おつき合いいただけたらと思います。
今日は、資料集として印刷できないものも若干入
れましたので、皆さんのお手元に配られているもの
とは、少し訂正がかかっていますが、ご了承いただ
けたらと思います。
私がなぜこういった社会福祉の道に行くかという
と、実を言うと私の祖父が、小さい時に両親を亡く
して、お寺に入れられたんですね。
そのことから、自分が戦後の戦災孤児を見ると、
どうしても自分と重なってしまうところがあって、
それでどんどんお寺に子ども達を預かってきてしま
うということがありました。
そんなことから、私は昭和 36年生まれですが、ど
んどんそうやって集まってきた子ども達を、お寺で
はなくて、きちんとした形でと始まったのが、私達
の社会福祉法人佛子園です。
昭和 35 年に法人ができまして、私も施設の中で
育ちました。こんな中でアルマイトの食器で一汁一
菜の生活を結構長い間しておりました。
不思議だなと思うことがいろいろありました。
当時は、まだ義務教育免除ということで、知的障
害の方々は学校に行かなくてもいい。僕は「学校に
行きなさい」と言われて、何で彼らは行けないんだ
ろうじゃなくて、何で学校に行かなくていいのかな
というふうに思っていました。
後々考えていくと、家族のように過ごした彼らと、
いわゆる障害のない人間の暮らしぶりというのは、

途中でいくつかの分岐点を抱えて、随分違うような
組み立てになっているなということを感じるように
なりました。
私は大学を出たあとは、青年海外協力隊員として
ドミニカ共和国という所に、障害福祉のスペシャリ
ストを育てるために行っておりました。
そのあと地元の北国新聞社という所に入りまして、
私達の法人に戻ってきたのが平成７年になります。
それまで私が暮らした児童施設は、１法人１施設
の小さな小さな子ども達だけの法人でしたが、32歳
の頃に、どうもそのあたりから、外に働きに行って
虐待を受けたりとか、うまくカバーができない家族
同様に過ごした人達が、自分達の思いとは違った形
で苦しんでいるところに直面するようになりました
ので、新聞社を辞めて法人に入ることにしました。
それから、今では約 70 数事業を高齢、障害、児
童ということで、県下やブータンにも展開をし、進
めてきました。
面白いところでは、平成 10 年には、能登のほう
には、こういった働く場、障害がなくてもなかなか
働く場所がないという現状があり、日本海倶楽部を
作りました。ところが野菜を作っても、大消費地で
ある金沢までは２時間半もかかってしまいます。
よく潰れずに 17 年、18 年経ちますが、昨年、実
を言うとブルワリー・オブ・ザ・イヤーという賞を
受賞することができました。地ビールと言うんじゃ
なくて、クラフトビールという形で、障害のある人
達が作ったり、レストランで提供したりしています。
今日は後ほど、ｓｈａｒｅ（シェア）金沢という
事業所のプロトタイプとなった三草二木西圓寺をご
紹介します。その他、駅を開放したり、あるいは、
こういうちょっと広いエリアを使った施設も展開し
たりしています。
ｓｈａｒｅ金沢では、交流人口も含めてですが、
昨年で約 20 万人の方が全国からお越しをいただき
ました。
約 11,000 坪の東京ドームぐらいの敷地で、周辺
は全て住宅地ですので、住宅地の中に混在する形と
なっている所で、ｓｈａｒｅ金沢はグッド・デザイン・
アワードを受賞することができました。
安倍総理が来られた際は 2,000 人ぐらい押しかけ
て、黒服の SP の方も沢山来られたんですけど、面
白いなと思ったのは、安倍総理が、沢山の方が来ら
れたので、サービスと言うか、ハイタッチで皆さん



14

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

の所に歩いたんですね。SPの方はやはり大変反応が
早くて。
ただすごいなと思ったのは、それなりのお年の女
性の方が、安倍総理がハイタッチしていると、下か
ら手を出して、チラッとお尻を触られているという
ことがありました。
SPはそんなことは止めなかったんですけど、うち
の事を言うと、自閉症の子が、これだけの沢山の人
がいてパニックになり、総理の方に走って行ったん
ですね。
そうすると、私達職員は、その子についていたん
ですけど、振り切られてしまいました。
その際、日本の SP はすごいなと思ったのは、押
さえ込むというようなことはせずに、ふわっと抱き
かかえて、落ち着いて私達の職員の所にスッと手渡
してくれました。
日本の SP は凄いなと思い、次の日、職員会議を
開きまして、私達は福祉のプロなのに何で SP に負
けたんだという、そんな話を会議でしておりました。
じゃあ SP のように特殊訓練をやりましょうかとい
う話が上がっていましたので、ひょっとしたら佛子
園は違う方向に行くんじゃないかなと思ってしまい
ました。
安倍総理も予定の時間を随分超えて、ブータンの
研修生、金沢大学の学生さん、サービス付き高齢者
住宅に住んでいる高齢者の方々と一緒に懇談をして
いただきました。
民主党の岡田さんも来られまして、面白かったの
は知的障害の子どもが彼を見て「あっ、岡田、岡田」
と呼び捨てにしていたんですね。呼び捨てにしてい
るなと思って、岡田さんはここらへんがピクッとなっ
て、今度またしばらく歩くと、通われている高齢の
おばちゃんが僕の所に来て、耳元で「安倍さん、安
倍さん」と言っていました。
今、聞こえなかったよねと、チラッと見たら反応
していなかったので、聞こえなくて良かったなと思っ
て。いろんな所を見ていただきました。
また、岩手県の元知事で、総務大臣をやられた増
田さんにも来ていただきました。最近何でこんなに
大騒ぎになっているのかなと思うんですが、いろん
な人に来ていただきました。
今、内閣府の創生本部の広報番組が５分ぐらいで
流されていますので、良かったら見ていただけたら
と思います。

（ビデオ上映）

はい、どうもありがとうございました。
日本版 CCRC、さきほど、増田さんが出られて東
京の高齢者が地方に移住するという話がありました
が、実を言うと、あそこが切り取られた形で発表さ
れているので、いろんな語弊があるのかなと私は見
ていました。
なぜか。ｓｈａｒｅ金沢というのは、日本版
CCRCとか移住とかを前提にして作られたまちでは
ありません。結果として、ただ面白いなと思ったのは、
オーストラリアからもここを見つけて入られた方が
いらっしゃる。
これはどんなことかなと考えると、半分ぐらいの
方が日本全国いろんな所から来られて、半分ぐらい
が地元の方です。
障害のある人と子ども達とか学生さんとか、いろ
んな方々と関わることが楽しみだという理由が大き
く挙げられています。
また、意外だなと思ったのは、「このまちに移って
元気よく挨拶できるのが気持ちいいんですよ」と言
う方がいる。
その方は東京からお越しになっていますが、実を
言うと、その前は福岡におられて、20何年間、東京
で住まわれて、旦那さんが亡くなられて、その後こ
ちらに来られたんですが、「挨拶をこんなにお互いに
するって、こんな気持ちいいことだったんだね」と
いうことをおっしゃっていました。
移住というものではなくて、どちらかというと、
そこのまちがこうなるんじゃないかなという期待値
の中にいろいろな人が集まってきたという感じで
しょうか。
ｓｈａｒｅ金沢は一度もコマーシャルしたことが
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ありませんので、僕らも実を言うとびっくりしてい
るんですね。
福祉の関係者から見ると、「何だ地方創生って関係
ないでしょう。私達は福祉をやってきている人間な
ので、何でまちづくりとか地方創生とかと私達は関
係あるの？」ということを言われる時があります。
私は、昨年、社会福祉法人のあり方検討会の委員
として末席に座らせていただいて、沢山あると言わ
れた社会福祉法人の内部留保、それで社会福祉法人
がこのままでは課税されるんじゃないかとか、いろ
んな話が出て、その存在価値をしっかりさせるため
に地域貢献、地方に貢献するということをやらなく
てはいけないという話が俄に持ち上がってきたんで
すね。
でも、そういう地域貢献というもの、そういった
事業をしなくてはいけないなという一方の中で、何
か地方創生という言葉は、私達とはちょっと距離が
あるんじゃないかなというのが、一般的な福祉関係
者の立場だと思います。
今日、若干説明させていただくのは、ｓｈａｒｅ
金沢のモデルとなった廃寺が施設になった三草二木
西圓寺です。ｓｈａｒｅ金沢ってエリア型なんです
ね。
今日は資料にはありませんが、タウン型のもう
ちょっとエリアを大きくした展開はどうなっていく
のかなということを少しお知らせしたいと思います。
全国各地では、いろいろな取り組みが行われよう
としています。大学は文科省ですから、厚労省の事
業を大学が使ってやるなんてことは許されなかった
んですね。
ところが、中で高齢者デイをやったり、あるいは
保育をやったり、そんなことをもう認めることにし
ようという、そういった特区、今まで縦割りの福祉
が大きく影響していたものを横割りにできないかと
いう取り組みが、今、全国で行われようとしています。
そんな中でｓｈａｒｅ金沢がこういったふうにモ
デル事業として扱われたものですから、私達も実を
言うとびっくりしまして、昨年で交流人口も含めて
20 万人、今年 35 万人ぐらいの方々にお越しいただ
きました。入場料を取れば良かったなと、皆で言っ
ているんです。
ほかの株式会社でやっておられるところでは、

1,000円ぐらい取っているところがあるらしいんです
けど、それだったら２億とか３億になっちゃうねと。

ただ、社会福祉法人でセーフティネットの部分が
ありますので、本当に切羽詰まった思いで来られる
方もいます。そういったことと、もし何かの間違い
があったら困るだろうということで、社会福祉法人
としてやっぱりお金を取るということには踏み切れ
ませんでした。
先ほどありましたが、全国でこの様な多世代が交
流して暮らしていく、そういった拠点を作ることに
興味がある、やりたいと手を挙げた団体が 202 自治
体あります。
どうですか、九州のほうでは？鹿児島ここ日置市
は入っていません。これは今年の頭ぐらいでしたの
で、今、随分増えていると思います。
一方でｓｈａｒｅ金沢というのは、実を言うと地
方創生の CCRC、生涯活躍のまちという、そういっ
たモデルになっているんですが、今、厚労省では、
今度は地域の福祉サービスに新たなシステムとして
構築し直そうという動きがあります。
これは、高齢、障害、それから児童、この三つの
縦割りの福祉を横向きにして、例えばｓｈａｒｅ金
沢を作る時に非常に問題があったのは、生活介護の
部屋と、それから高齢者デイの部屋と、そうすると
私達は何とかそれを、障害の重い方も、あるいは認
知症の方も、若しくは活動的に非常に関わることで
成果が上がるようであれば、そういったことをどん
どんフレキシブルにやりたいと考えていたんですが、
例えば施設を作る時に、生活介護なら生活介護の廊
下を作りなさい、高齢者デイなら高齢者デイの廊下
を作りなさい。
でも同じ場所にあるのに廊下を２本作ったらどん
なことになるんですかという話をしても、それは法
律的にそうなっているからと。
今、そういったことは乗り越えられましたけど、
そういった意味で例えば高齢者デイと、あるいは障
害の就労支援と、あるいは保育の厨房なんかは別々
に作らないと駄目だということもあったりします。
そんなことというのは合理的と言えるんだろうか。
一つにして、みんなが一緒に関わるということがで
きないんだろうかと。そんなことを制度的にも、あ
るいはソーシャルワークの面では、地域包括支援、
高齢者のケアマネジメント、あるいは障害で言うと
ころの相談支援業務、自立支援協議会といったよう
な問題、それから子ども達の行く先、未来をプラン
ニングする子育て支援、この三つは実はソーシャル
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ワークをきちんと組み立てるという考え方は、みん
な地域に根ざしてやろうとしているにも関わらず、
三つがバラバラに動いていたんですね。
こういったものをワンストップで受け止められな
いか。そんなことを、今、厚労省推進枠で考えてい
ます。
今日ご紹介させていただく二つのモデルというの
は、先ほど言いましたｓｈａｒｅ金沢のモデルになっ
ているんですが、これは実を言うと縦割りの福祉を
突破したら、こういったことができるんじゃないか
という例、モデル事業に、ｓｈａｒｅ金沢とは別に
取り上げていただきました。
何で私達がｓｈａｒｅ金沢に取り組んでいくこと
になるかというと、実を言うと法人で先ほど言いま
したが、もう 55年間、この時より 10年ぐらい前に、
本部の近くで知的障害の方のグループホーム、当時
既に何軒か展開していたんですが、表立った反対で
はありませんが、「佛子園さん、うちの息子が家を建
てたんだけど、その隣に佛子園さんのグループホー
ムを作る予定ある？」と言われたんですね。
「そうです。今もう建築に入ります」「障害のある
人が地域に出ていくということは、それは素晴らし
いことだけれども、うちの隣って、ちょっと何とか
ならないかな」という話がありました。
それは決してそのことを申し出てくる方が悪いと
いうことではなくて、もっと障害のある人達を、例
えばどういう暮らしぶりなのか、そんなことをしっ
かり地域で受け止められない状況がまずいんじゃな
いか。総論賛成、各論反対を打開して、やっぱり施
設を見ているのでは、もう限界があるな、どんどん
どんどん入所施設から地域にグループホームに出し
ても、地域で孤立するようなことになっては、そこ
は地域と呼べるんだろうか、周りと何のコミュニケー
ションもなければ、施設にいるほうがまだましじゃ
ないか。そんな話が出てきた時に、ちょうど他の地
区で廃寺、亡くなって３年ぐらい後任の住職が決ま
らないんだけどということで、ご縁があって西圓寺
という廃寺を障害者や高齢者が集まるコミュニティ
の場にすることになりました。
10年ぐらい前に計画に入りまして、これはオープ
ンしてからちょうど丸８年経っています。
中に入ると星空が見えるような、そんな荒れ果て
方でしたが、戦前、戦後は沢山の方が集まっていた
んですね。こんなお寺が何で僅か半世紀ぐらいで廃

れていくのか。
実を言うと幕を付けただけであまり変わっていな
いんですけど、ここは全部瓦礫で埋まっていました。
住職が見つかるまでは、みんなで掃除してきれい
にしておこうと。
汚いものを見たら、住職だって来てくれないでしょ
う。みんなで掃除をして、１年間ぐらい待っていた
んですが、やっぱり決まりませんでした。でも一方
では、こんな庭が見つかったりとか、どんどん日本
財団や県、市などいろいろな団体などから助成をい
ただきオープンしました。
ここらへんもそうだと思うんですけど、石川県は
温泉が出やすいですね。
それで、昔のように何億円といった費用もかかり
ませんので、地元の方とどうやって使っていくかと
いう話をした時に、最初は若い人が駐車場にすると
か、いろんな話が出たんですが、こうやって長く守っ
てきたものだから、何とかみんなが集まる場所とし
て使っていこうということで、お風呂という話が出
ましたので、なんとか温泉を掘ることができました。
これはまだ借金を返していますけど。
まちの方は温泉を55世帯、無料で開放しています。
自閉症の方々が男女毎日切り替えたりしながら掃除
をしたりしています。
まちの方も段々、自分達が無料で、それ以外の住
民の方は、きちっとお金を 400 円いただいているん
ですけど、自分達がそもそも守れなかったお寺を障
害のある人達が掃除をしながらやっている、自分達
がきちんとやらなきゃいけないんじゃないかという
ことで、今では毎日、応援をしてもらっています。
そんなことで、本堂はカウンターバーになってい
ます。丸８年経っても天罰は当たっていませんので、
許してもらえているのかなというふうに思うんです
けど、うちで作っているビールなんかも受けまして、
皆でやっています。
住職の辛気臭い話じゃなくて、いろんな人達がま
た集まるようになりました。
これは日常のことです。
ワークシェアで梅干しを作ったり、それで塩加減
を教えてくれたり、こんなことを皆でやるようにな
りました。
この１枚が、我々がｓｈａｒｅ金沢に行こうと思っ
た理由です。
この方は重度心身障害の方で、首の可動域が左右
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15 度ぐらいしかなかったんです。もうちょっとあり
ましたが、ほとんど、このぐらいしか動けなかった。
今はもう 60度以上、70度ぐらいは来ていますね。
私達がどれだけリハビリをしても成果が上がらな
かった。
ここにいる高齢者の方は、元気な人もいれば、認
知症の方もいれば、あるいは知的障害の高齢者の方
も皆、足湯に入っています。
ある日、彼がハイバックチェアの車椅子にいると、
認知症のおばあちゃんが、自分がもらったゼリーを
食べさせようとしたんです。ところがブルブルして
口元に行かないんですね。
彼も可動域が少ないため逃げられないので、顔に
ベシャッとゼリーがかかって、ダラダラッと落ちる。
目に行ったら危ないなということで、職員が止めよ
うとしたんですけど、僕はたまたまその場に居合わ
せたので「ちょっと様子見よう」と言って見ていた
んです。何とか頑張っている。彼は本当に不機嫌な
顔をしていました。何てことしてくれるんだと。
２、３週間経つと、そのおばあちゃんはあげられ
るようになったんです。彼も実を言うと食べさせて
もらおうとして、最初は目でおばあちゃんがいるの
を追いかけるようになって、段々その時に持ってき
たものを目で追っかけるようになって、そのうち首
が動くようになっていったんですけど、スパッと行
くようになったんです。
２、３か月するうちに、そのおばあちゃんのとこ
ろのお嫁さんが来まして、「いつも西圓寺さん、あり
がとうございます。ちょっと分からないことがある
ので教えてもらえませんか」「どうしました？」「本
当にありがたいと思っているんですよ。うちのおば
あちゃんは深夜徘徊も随分最近減ってきて、ただ、
分からないことが一つあるんです。『西圓寺に私が
行かないと、あの子が死んでしまう』と言っている。
たぶんこの人が死んでしまうと言っています」と。
彼との関係が深夜徘徊を激減させたかという関連
性は証明できませんが、少なくとも我々は福祉のプ
ロとして、深夜徘徊もそんなにうまく改善できませ
んでしたし、重度心身の方の首の可動域をリハビリ
で回復することは、そんなにできなかった。そうな
のに福祉のプロを差し置いて、二人が関わったこと
で二人とも元気が出てくるのです。
これはどのようなことなんだろう、僕らは何か大
きな勘違いをしていたのではないか、何か福祉を偉

そうにしているんじゃないか。そんな気がしてきま
した。
西圓寺では、昔はお寺ですから、子ども達は自由
にやってきたりしています。重心の人であろうが高
齢者であろうが、隣に神社もあるんですけど、隣の
神社には行きません。七五三で西圓寺に来ます。な
ぜかというと沢山の人が集まっているから。
これを高齢者とか住民の人達が、いろんな意味合
いで使っていくわけですけど、当初始まった８年前
は 55世帯だったんですね。
この青いのは、当時からここにも来ないで、周辺
との関係性が全くない人達です。この赤いのは、始
まった当時から毎日この家の誰かが西圓寺を利用し
ている。このオレンジは、週に３、４回ぐらい使っ
ている。そういうデータです。
これが６年ぐらい経つと、周辺は全部人口減少地
域ですが 14世帯も増えたんです。
その理由はなぜか。人と関わらなかった家が沢山
あったのが、どんどん関わるようになっている。反
対に、西圓寺に来ることで、毎日だって来ています、
非常に増えた。
14 世帯ぐらいの住民の半分の方は、実を言うと、
この西圓寺がなかったら、この野田町という所にい
る必要はないので、他の所に家を建てようと思って
いた。しかし、西圓寺を通して地元のいろんな人達
と小さい時のように関わることができるようになっ
た。ここの居心地の良さみたいなものをもう一度確
認でき、最近なくなっていた人との関わりが、西圓
寺ができることで感じられるようになったというの
が最初でした。
その様子を見て、「ここに移ってきたら温泉がただ
になるんだって」と言って入ってきた人が半分ぐら
いいます。それでこんなことになりました。
でも、ここは実を言うと他の高齢者デイサービス
なので、うちに来るわけありませんが、このへんは
九谷焼の産地で、この人は一切の人間関係を断ち切っ
て作品づくりに勤しんでいる九谷焼の作家さんの家
です。こんな人がいてもいいんですよ、別に。
最近でも大阪から娘さんが帰ってきて、この前に
家を建てました。70軒になります。
いろんな人がいろんな思いで関わっている。
今まで孤立していた人達が、なぜ西圓寺に気楽に
来るのかということですが、温泉に入りに来ても、
それならスーパー銭湯に行けば地域力が高まるかと
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いったらそうではありません。きっかけがないんで
す。スーパー銭湯に行って不特定多数の人達と関わっ
ていても、コミュニティは強くならないんです。
じゃあ西圓寺に来て、なぜ来やすくなったのかと
いうと、例えば知的障害の子がいつも来る人に声を
かける、挨拶をする、あるいは、いつも来ているデ
イサービスの方に声をかけられるとか、福祉サービ
スが必要だと思われていた人達の一つひとつの動き
が、住民にとっては非常に温かい声かけになってい
たということが、この図から分かるんですね。
別に何もないんです。廃寺ですから。あるとした
ら温泉があるんですが、そこにあるものは人との関
わり。
これを僕らは種別に分けて、それぞれ別にしてい
た僕達が、化学反応が起こることを妨げていたんじゃ
ないか。そんな気になりました。
近くの保育園の子ども達もやってきますし、「ゆく
年くる年」にも出ました。
さきほどのように、清水寺とか伊勢神宮とか何
十万人、何百万人という人達が参拝する荘厳なセレ
モニーですけど、うちだけは廃寺ですし、リハーサ
ルを何回もやっているので、皆さんビールを飲んで、
へべれけになって、「ゆく年くる年」に映って、よ
く見ると、後ろでひっくり返って寝ている人がいる
んです。うちの法人にはくる年来ないんじゃないか。
そんな感じでしたね。
でもこの年は、最後にバトンタッチしたのが、福
島の被災したお寺で、屋根にブルーシートがかかっ
ている。そこにバトンタッチをして、廃寺だって元
気になれる、被災をしたお寺だって元気になれる、
やれないことはないですよという、そういったメッ
セージをNHKが皆さんに伝えるという、大きな大
きなお寺とか神社も素晴らしいと思いますが、そん
な一翼にちょっとでも参加できたのは、みんな嬉し
かった。
そういったことでｓｈａｒｅ金沢は、廃寺なんか
レアケースですから、いろんな縁があって、こういっ
たことをやることになるんですが、ベースに流れて
いたのは、高齢者、病気の人とか障害のある人でも、
みんな何らかの形で貢献できるということを、私達
は福祉の人間として忘れていたんじゃないか。
サービスを提供する側、あなた達はそのサービス
を受ける側という、何か双方向ではない、我々のエ
ゴみたいな、そんなものをきちんとお互いに関わる

ことでまちができる、地域ができるということを、
我々福祉の人間はきちんと謙虚に受け止めないと駄
目だ。それが主体性に関わって、まちを作り上げて
いくんじゃないかと。
生涯活躍のまちと日本語では最近言い出していま
すが、これは創生本部が日本版CCRCを研究した時
のデータです。
生きがいのある人は生存率が高くなる傾向にある
んですね。こんなデータが科学的に取られている。
あるいは人生に目的がある高齢者の方は要介護に
なりにくい。反対に目的を持たない人は要介護度が
高くなる傾向にある。これも世界的にデータが取ら
れています。
あるいは高齢者の就業率、一生懸命働いている高
齢者の方々が多い地域は健康寿命が高い地域である
と。そんなことが一つずつデータとして集められて
きた。
あるいは地域活動、ボランティアなどに参加をす
るということが、実を言うと要介護の認定率も低く
する傾向にある。
75歳以上の要介護認定を受ける人は４人に１人と
言われていますが、残りの３人は要介護認定を受け
ていない人達なんですね。
要介護度がついてから我々福祉の側の人間が対応
していくということも、もちろん我々の責務として
大切なことですが、一方で、そういったことを今度
は地域ぐるみで意識しながら進めていくということ
も、私達の役割なんじゃないでしょうか。
どんどん参加したいんです、スポーツだってやり
たいんだ、いろんな活動に参加したいんだという高
齢者の人は山のようにいる。障害のある人も同じよ
うに。
ｓｈａｒｅ金沢を作る時には、WHOが出してい
る「高齢者に優しい世界の都市ガイド」、これは８年
ぐらい前に出されたものですが、福祉の領域は、住
む場所を提供したり、あるいは保健サービス、地域
支援のサポートをしたり、この二つの領域ぐらいで
しかないんですね。
私達がどれだけ頑張ったって、この二つぐらいし
かやれないんです。交通機関をどうかできる、確か
に送り迎えはするかも知れませんが。
あるいは、ここにいる皆さんはたぶん、私もそう
ですけど、スマホがあって、インターネットでいろ
んな情報を取る。この大会に参加するにも、そういっ
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たツールを使っている人は山のようにいると思いま
すが、障害のある人、高齢者の方々で、こういった
情報は全く使えないという人が沢山いる。
住環境で孤立するだけではありません。情報の孤
立化はその人の孤立化を進める。そうすると、こう
いった部分は、誰がどのようにして、我々が一般的
に受け取る情報と同じように彼らにその機会をプレ
ゼントできるのか。国民として受け取れる権利とし
て、地域で起こるいろんなことを情報として取れる
のか。こんなことは我々福祉の領域だけではやれな
いんですね。現場があるじゃないですか。
そうすると我々はどうしなくてはいけないか。私
達社会福祉法人であろうと何であろうと、我々は人
の幸せや、そんなものを支えていくには、どれだけ
やったって一部しかやれないんだということを自覚
して、それ以外のところはどうやっていろんな人と
関わりながら、地域で地域力をつけて引っ張ってい
くか。そこらへんをうまく考えないと駄目なんだろ
うと。
ｓｈａｒｅ金沢から 30 分ぐらい離れた白山市に
私達の本部がありますが、これは、実を言うと大き
なエリアではありません。ｓｈａｒｅ金沢はこんな
大きな、タウン型で、一般住宅の中に山のようにあ
ります。
10年前に反対を受けたグループホームはここのシ
エロ、空という意味ですが、ここです。カチンと来
たので、ここらへん一帯に４軒もグループホームを
作りました。お陰さまで、今、最高に理解のある地
域になってありがたいです。
面白いのが、この時、障害のある人達が来て、「あ
いつは大丈夫なのか」と言われたんですけど、この
10年間、いろんな公園清掃に出たり、あるいは一緒
にいろんな活動をして、「彼らといると気持ちいいね。

一生懸命挨拶するし、できないことはできないで、
たまに泣いたり、わめいたりという声も聞こえます
けど、きちんとそういったことが分かったら全然問
題ない、というのはよく分かった。本当に申し訳な
いことをした。」そんな方が増えて、ありがたいなと
思っています。
今、ここらへんにいるいろいろな人達は、この本
部にやって来て、いろいろな人達と関わっています。
白山市は 11万人ぐらいです。この私達の本部の周辺
には 1,700 人ぐらい、もうちょっと拡大すると 9,000
人ぐらいが住んでいます。
白山市は、やはり高齢の少子化が進み出したんで
すね。ただ、この私達がいる所というのは、金沢のベッ
ドタウンでもありますので、若い人が 30 年ぐらい
ローンを組んで、子どもも育てながらやっている。
この子ども達が、またこの地域から離れていった
としたら同じようになるんですね。じゃあこの子ど
も達をどうやって地元に定着するようにするのか。
高齢者の問題もありますが、ある意味、子ども達を
どうするのかということも、すごく大切な役割になっ
ている。
今のこの事業の背景ですが、古い住宅と新興住宅
が交ざって、なかなか交流ができないという現状が
あることが分かってきました。
これは９年前となっていますが 10 年前です。グ
ループホームを建設しようとしたら、住民による反
対運動らしきものが起こりました。
実を言うと、この施設を作る前に、ｓｈａｒｅ金
沢でもそうでしたが、どんな機能がここにあるとい
いかということを、建設前からずっと相談をして、
こういう場所があったらいい、こんなふうにできた
らいいというようなことを相談しました。こちらに
はクリニックや小規模保育、近くに保育園はありま
すが、６時で終わってしまう、あるいは未満児を応
援してくれない。そんなデータがありましたので、
じゃあ周辺でやられていない機能をみんなでここに
持ってこようと意見を出し合って作ったのがこの場
所です。
ウェルネスなんかも入って、集まって一騒ぎ。取
り敢えず集まる場所が欲しいねという話でした。
社会福祉法人のあり方検討会に出ていたのに、デ
イサービスで一儲けするってどういうことですかと
言われたことがあるんですけど、あの頃は社会福祉
法人ではありませんでした。うちの高齢者デイサー
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ビスに来ている人で、活動を通しながら、労働契約
をして賃金をもらっている人がいるんですね。自分
の介護保険の負担を超えるものを稼いで、儲けて帰
ろうというのがこの話です。いろんな形があります。
１期工事は、高齢から児童から障害からいろんな
ものができ、２期では、これが来年の 10 月にフル
スペックでオープンすることになりました。
この中には、自治室というものがあります。ここ
には書いてありませんが、自治室が、この金城大学
と連携をしています。市と私達と金城大学で連携を
している。これが日本版CCRCを核とした連携とし
て、これは金沢大学もそうなんですが、ここに地方
創生概論という単位を設けて、まずは学生さんに授
業で教えよう。
インターンとして、ここに来て、いろんな地域の
役員の人達といろんな会話をしながら、学生のシェ
アホームで生活をしているような人達にはきちんと
単位を認めて、そして参政権が学生時代から、つま
り 18 歳以上になるということは、しっかりと責任
を負うということも、裏返しであるということなん
ですね。
学生だからということではなくて、自分が勉強し
ながら地域のために活かすということを実践するも
ので、これは全国でいろんな大学が取り組もうとし
ています。
こんなふうに書きました。
ちょっと嫌な書き方をしていますが、地方自治と
いうのは、例えば日置市であれば、ここらへん全体
のことを地方自治というのですが、団体自治という
のは市町村の役割のことです。住民自治というのは、
そこの住民の人達が、自分達のことを自分達で問題
点を探しながら解決していく。そういう能力のこと
です。
白山市は 11 万人あって、でも福祉の領域という
のは、効果別に分かれています。
皆さんのような社会福祉の領域にいる方々はたぶ
ん分かると思いますが、一つの暮らしぶりの中で、
10 万、20 万人という、そんな広域な生活を我々は
見ることができるわけがないんですね。そうすると、
自分達の幼なじみがいたり、地域で起こる問題を共
有できたりするのは、小学校校区や中学校校区ぐら
いなんですね。
住民と団体自治というのは、本来イコールである
べきなのですが、団体自治は非常に大きい。住民自

治というのは、福祉を通して段々、代替効果ぐらい
になってくる。そうすると、この住民自治をしっか
りやるということが大切なんじゃないかと。
今、自治室というものを作って、学生さんが常駐
しています。ここには地域の役員さんたちも毎日入
りながら部会に分かれて、多世代が交流をするとい
うことで、地域部会、福祉部会、医療部会、情報部
会といった部会を作って、そこで一つひとつの問題
を住民が自らの手で解決していく。
よく誰も遊ばない公園というのがあります。なぜ
公園で遊ばないのか。市の中、同じような滑り台、
ブランコが危ないからといって撤去されていく。何
で子ども達は市が用意した公園で遊ばないのか。危
険じゃないからですね。
子どもは必ず自分の能力を超えるギリギリなとこ
ろで遊ぼうとする。自分の能力のエリアにあるとこ
ろでは遊ばないんですね。でも子どもが怪我をした
ら市のせいになる。そうすると無難なものを作るし
かないんですね。
じゃあみんな各県、全国、同じような公園である
必要があるのか。住民の人達が本当に必要だと思う
ものを、その公園で利用して作ってもいいんじゃな
いか。
バーベキューサイトを作ってもいいですし、砂場
を作ってもいいですし、住民の責任の中でブランコ
を作ることも可能かもしれません。
そういった部分を 11万人の市から切り取って、是
非任せて欲しいということにチャレンジをしたいと
考えています。
ですから、ひょっとしたら全国の自治のあり方を、
福祉をベースに変えていくことができるんじゃない
かということにトライをしたいなと。
ここは４月８日にオープンしましたが、私は社会
福祉法人の理事長ですけど、呼ばれるままにやれと
言われたことをやっただけです。いろんな助成金の
手続きもしましたし、建物も建てましたが、運営は
地元の人がやっています。
４月８日のオープニングは、何と町会長さんをは
じめとした皆さんが自分達で進行をして、そして「理
事長、出番だよ。主催者の挨拶をして」「はい」と言っ
て、「じゃあ乾杯は誰それさんだよ」と言って、それ
がこんな風景になっています。
いろんな人がいろんな形で集まってきて、先ほど
の西圓寺のように、西圓寺もお寺ではなくなりまし
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たが、お花は絶えません。地元の人が以前のお寺を
守ってきたように西圓寺を守っているんです。お花
は切れたことがない。ここもいろいろな人達がどん
どん使うようになってきています。
実を言うと、ここは 103 世帯が無料の地域になっ
ています。入っている人は、こうやってひっくり返
すと赤になる。下にある一覧に名前を書いて入ると
いう。
これをデータにすると、４月８日から２、３週間
ぐらい経った時のデータですが、54％ぐらいの人達
が、周辺からこの行善寺という私達の本部にやって
くる。やっぱり本部に近い所は非常に関係性がいい
ので早いんですね。でもこういう新興住宅地は非常
に出足が遅かったんです。
これは７月末のデータですが、約 70％ぐらいの人
達がここの場所に集まってくるようになりました。
ここには重心の人達もいますし、もちろん認知症の
方もいますし、子ども達も自由にやって来ます。住
民のうちの約 70％。今、10 月に入りましたので、
76、７％ぐらいまで上がってきているはずです。
でもまだうまく行けてない所があるんですね。そ
こには理由があるんです、きちんと。
さっき言いましたが、一生懸命 30年のローンを組
んで、子どもができたから家を建てなきゃと言って
ようやく建てた人は、地域に関心がないわけではな
くて、あるんですけど、必死になって働いたり、余
裕がなかったり、そんなことが原因だったりします。
地域によって暮らしぶりが違うんですね。
そんなことを一様に 11 万人を相手にするような
団体自治では、細やかに対応できないんです。孤立
する高齢者や、あるいは障害のある人達、そんな人
達をフェイス・トゥ・フェイスで見守っていくには、
地域がどうあるべきかということをしっかりと見つ
めていく必要がある。先ほど言いましたが、そんな
ことは福祉だけではできないんですね。もう自分達
で勝手に宴会をしちゃうんですね。
先ほどありましたが、いろんなボランティアをす
る。ボランティアをして無料入湯券を配っています。
これは社会福祉法人として配るのではありませんで、
町から出ています。
例えばアメシロの防除をしましたとか、ホタル公
園の除草をみんなでしましたとか、こんな人には全
て無料券を配っています。
まちへの貢献運動を共有しながら、参加数の増減

調査をみんなでやっています。どうやってこの数を
増やしていこうか。高齢者であっても地域に参加す
るボランティアをする数が増えていけば、少なくと
も要介護度の悪化を防ぐことができる。子ども達も、
核家族で家の中でゲームをして過ごすのではなくて、
小さい時から地域に貢献するということで誰かに褒
められるということを感じることができる。
核家族になってバラバラになった地域を、福祉の
力でもう一度集める。高齢者の人は耳の遠い人もい
れば、認知症の人もいれば、元気なお年寄りもいれ
ば、全く体が動かせない重度心身の方もいらっしゃ
る。そんないろいろな人が地域にいて当然なんだと
いうことを、皆で子どもの時から感じながら育てる。
それを一生懸命みんなで褒める。そんなことをこう
いった活動の中でできないか。
面白いものですね。ここは新興住宅です。
先ほど写真にあった公園の、公園というのはここ
です。この赤が、先ほどの公園清掃に参加をした人
達です。面白いんですね。名前を書いてもらいます
ので、アンヤト券を使われると分かるんですね。
面白いじゃないですか。一番近くにあって使って
いるはずの公園を新興住宅の人達は掃除に来ないん
です。それではそんなに無責任な人達なのかという
と、そうではありません。先ほど言いましたが、30
年ローンも組んで、ここに定着しようとしているん
です。でも手段が分からない。あるいは世話人がい
なかったりする。そんなことを、今、改善に入った
りしています。
この中でキーになる人を、今、ここの地区もこの
地区も見つけました。今、いろんな形で打ち合わせ
をしに本部にやって来ています。ここは、３分の１
ぐらいが地域ボランティアにも参加をするようにな
りました。
そのようなことが、いろいろな地域をいろいろな
形で制度外のいろいろなサービスを生み出していく。
自分達がここでもっとできることがある。いろい
ろな人達がこの場所をどんどん自主的に使うように
なってきました。
先ほどもありましたが、10年前に反対を受けたグ
ループホームの人達です。別に集まっておいでと言っ
ているわけではありません。自分達がこの場所に自
分の思いで好きな時にやって来たら、こんなに集ま
るんです。
10年前に「彼らが自分の家の隣に来たら」と言っ
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ていた人は、この周辺に沢山います。一緒にお風呂
に入って、いろんな話をしながら、「こんばんは」と
か「おはよう」とか言っています。
残り７、８分ぐらいになりました。この前終わり
ましたが、「まれ」という番組の舞台になった石川県
の輪島、28,000 人ぐらいの人口の所ですが、随分過
疎が進みはじめました。
実を言うと、そこで日本版 CCRC、高齢者も障害
者も子ども達も、いろんな人達が集まって、化学反
応を起こせないかというプロジェクトに着手をする
予定です。
地方創生先行型交付金というのが８月いっぱいに
締め切られたんですね。発表が 10 月の半ばぐらい
にあります。ですからこの資料は、まだ審査中なので、
印刷物になると大変なことになるので出せませんで
した。中央官庁の人達もいると思うので、これを見
たら通してくださいね。
次は、カブーレです。私も青年海外協力隊員だっ
たのですが、年間 800 人ぐらいの若者が青年海外協
力隊員として世界の開発途上国に行って２年間の活
動を終えて戻ってきます。
そんな人達に声をかけましたら、輪島のために自
分で良かったら何かできないかということで、取り
敢えず 10 日間で 10 名の募集だったんですけど、４
倍で 40名の応募がありました。
今から選考に入らなくてはいけないので、何とか
使えないかということで考えています。これは私達
の法人と青年海外協力協会のジョイントベンチャー
で行っていくプロジェクトです。
私達の福祉の領域だけではカバーできないものが
山のようにあります。いろんなところと一生懸命組
みながら、まちを豊かにできないか。実を言うと、
こういったものを考えているんですが、人と漆、輪

島塗りなんですね、ここは。人と漆が交わるとかぶ
れますという。
何だそんな、何かお洒落な名前を付けたなと思っ
たら、かぶれるってそんな意味ですかみたいな。
実を言うと、町中をバブルの時は 180 億ぐらい、
当時は５万人ぐらいいたそうです。バブルの時は
180 億円も売っていたんですよ。今、30億円まで下
がりました。人口も 28,000 人になりました。急激
な高齢化と過疎が進んで、「まれ」に出て、ちょっと
元気になったんですけど、終わりましたので、また、
どんどんと減っていく。そんな町をみんなで何とか
できないか。
これは 28,000 人の輪島の市街です。ちょうど東
京ドームぐらい、ｓｈａｒｅ金沢ぐらい。この赤は
全部空き家です。空き家を有効利用できないか。輪
島らしく、輪島の人達が、高齢者であっても障害者
であっても、輪島の誇りを感じながら生きることが
できるって何だろう。漆で、輪島の人達から離れて
いった、高級美術品となってしまった輪島塗りをも
う一度福祉とタイアップすることで、皆さんの生活
の中に持ち込めないだろうか。そんなことを考える
ようになりました。
ここの様子を見ますと、これ全部、空き家です。今、
こんな空き家をうまく使おうと思っても、いろんな
制限があります。それを何とか特区でやれないかと。
この空き家を漆で塗ったりしながら、ここをつない
で、先ほどあった西圓寺や行善寺のように、みんな
が集まれる場所にできないか。お金をなるべくかけ
ないでやる方法はないか。これは実を言うと、作ろ
うと思っても今の建築基準法では作れません。そう
いったことを、CCRCの特区でやれるようにしたい。
これもそうです。これが現状です。３階建ての面
白い木造の建物があるんですね。でもこれを今度は
漆を塗ったりしながら、皆でお洒落なものにしなが
ら、お母さんを支えるようなママ図書があったり、
子たち達が遊べるように車の交通を制限したり、い
ろんな特区を使いながら、全体を高齢者や障害者や
いろんな人達に優しいまちにしていく。そうすれば
必ず輪島のそうでない、年を取ってない人、あるい
は障害のない人、そんな人達にとっても、それは優
しいまちであるのは当然なんだろうと。
ここは実を言うと、今、ゴルフ場にある電動カー
トをナンバーを付けて日本で初めて走らせはじめま
した。買い物難民とか一般の人が、福祉輸送で、私
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達は他の住民の人達も乗せ込んで運んだりすると、
白タク行為でやられてしまいますが、高齢者の人も
障害者の人も住民の人も、みんなが一緒になって、
必要であれば買い物に行ったり、あるいは病院に行っ
たり、そんなことができること、このカートなんて
僅かしかスピードが出ないんですが、この狭いエリ
アであれば、みんなで一緒になって乗り合わせてい
くことも素敵なことじゃないか。そんなことを何か
できないだろうと随分言われましたけど、諦めない
でやっていると、案外できるということに最近ちょっ
と気がついてきたんですね。
これも何か漆で塗ってやろうとか、何か輪島市の
人も熱くなっちゃって、どっちがどっちなのか、行
政なのか分からないぐらいやろうとしているんです
ね。
福祉の多機能特区、これは先ほど言いましたが、
明日、厚労省の三浦老健局長さんが来られますが、
社会・援護局を中心にして児童家庭局、それから老
健局の局長が、三人が力を合わせて、この縦割りの
福祉をぶち壊そうと言い出したんです。
こんな時代になったんですね。僕は楽しみです。
我々が文句を言いながら、ああだこうだと言って泣

きながら越えてきた壁を、いよいよ国も真剣になっ
て考えてくれるはずなんですね。
そういったことを、今、こうやって、建築にしても、
空き家があって、それを使うのに、建蔽率とか容積
率とか、いろんなことで問題になる。こういったも
のもうまく使えればいい。そんな知恵を皆さん出し
て、やっていけたらなというふうに思っています。
これがうまくいくかどうか分かりませんが、廃寺
を利用した西圓寺も８年経っています。
私は、創生本部の方々には、「ｓｈａｒｅ金沢に行
かないで西圓寺に行ってください」と言っています。
行ったら居心地がいいんですよ。やらせなんて全く
必要ないです。行ったら分かる。あれは我々がやろ
うと思ったってできるものではない。住民が８年間
も関わったら、自然とできるものでした。
ｓｈａｒｅ金沢はオープンしてから２年経ちまし
た。今からどうなるか分かりません。是非、石川県
にお越しの際は訪ねていただければなと思います。
ちょうど時間となりましたので、これで終わりた
いと思います。今日はどうもありがとうございまし
た。
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中村：皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
先ほど基調講演で雄谷さんから地域力について大
変素晴らしいお話があったばかりですが、この第１
分科会は、「地域力を育てよう」というテーマで、「地
域の活性化と新たな地域支援事業の展望」という副
題が付いております。
主催者の日置市の皆さんと事前にこの分科会につ
いて打ち合わせをしたわけですが、主催者のほうか
らは、次のような問題意識が示されています。地域
支援事業の見直しによって、既存のサービスに加え
て、NPO、民間企業、住民ボランティア、協同組合、
社会福祉法人等による生活支援サービスが制度上位
置づけられるとともに、生活支援サービスの体制整
備を促進する事業が位置づけられました。そこで、
今後、各保険者には、これまで以上に地域資源を発
掘したり、新たな社会資源を創出したりしながら、
地域包括ケアシステムの構築を進めていくことが求
められますが、一方で、平成 27 年度に新たな総合
事業へ移行した保険者は全国的に見て少ない状況に
あります。
この点については、また、辺見課長からも最新の
動向のお話いただけるのではないかと思いますが、
いずれにしても、これから高齢者自身の参画を含む
多様な主体による支え合い体制づくりを進めていく
際のポイントについて、示唆を与える分科会であっ
て欲しい。
こういうことが、第１分科会の言わばミッション
になっております。
まず進め方でございますが、２時間、時間があり
ます。前半は、私も含めましてパネリストの皆さん
から報告いたします。後半は、パネリスト相互の意
見の交換、それから論点をできれば絞ってディスカッ
ションをしたいと思います。

また、できる限り会場からのご質問も受けたいと。
こういうことで進めさせてまいりたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いをします。
最初に私のほうから、主催者の期待するこの第１
分科会のミッションをご紹介しましたが、前座とい
たしまして、社会保障改革全体の中で、どういう流
れで、この新たな地域支援事業を展望しなければな
らないか、地域の活性化を図らなければならないか、
そういうことを確認するためのプレゼンテーション
をさせていただき、その後、土屋さん、森口さん、
冨田さん、辺見さんの順に、報告をしていただきま
す。それから後半のディスカッションに移りたいと、
こう考えておりますので、どうぞよろしくお願いし
ます。
それで、画面に出ております「地域力を育てよう
～地域の活性化と新たな地域支援事業の展望～」と
いうことですが、私は、地域支援事業には、ちょっ
と個人的な関わりもあって、この事業でいろいろ今
年度から新たな展開をされることについて、少し考
えを持っております。
と申しますのは、地域支援事業の枠組みは、2000
年に介護保険が始まった時からある事業でありませ
んで、最初の介護保険法の見直し（５年経ったら介
護保険の見直しをするという約束に基づき、2005 年
に法改正があった）の際、介護保険の財源を使う地
域支援事業を法律的に位置づけました。介護保険は
ご承知のように要支援、要介護の人に対する個人給
付、まさに介護保険サービスを給付するというのが
本体でありましたけれども、その個人給付（スポー
ツで言えば、個人戦）に加えて保険者＝市町村の皆
さんが、スポーツで言うと団体競技ができるように
しようということで創設したのが、地域支援事業と
いう枠組みです。それが今回の制度改正等を踏まえ
て、大きく役割が増えているということについて、
大変感慨深いものがございます。
ご承知のとおり、昨年の前回の介護保険法の改正
も、進行中の社会保障改革の中で進んできているも
のです。
2012 年に、当時、まだ民主党政権の時代でござい
ましたけれども、当時の野党の自公と与党の民主党
と合意が達しまして、その３党の皆さんでお作りに
なった社会保障制度改革推進法というのが 2012 年
の８月に成立しました。ここで社会保障制度改革を
進めていこう、自助、共助、公助の適切な組み合わ



28

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

せで社会保障をやっていくんだというような基本的
な考え方が示された中で、少子化、医療、介護、年
金（これは消費税財源を充てる分野として掲げられ
ているものでありますが）の改革の基本方針も示さ
れています。
３党合意に基づく同法で設置されました社会保障
制度改革国民会議で具体的な中身を検討することと
されました。既に少子化対策は３本の法律が、年金
関係については、臨時国会も含めて４本の法律がで
きましたけど、医療、介護については、その当時、
法律改正もされておりませんでしたし、また、医療、
介護は法制度だけじゃなく、診療報酬、介護報酬も
関係するということで、医療、介護については、特
にこの国民会議で具体的な方向性を示すとされまし
た。その報告書が１年後に出たわけです。
それを受けて、「プログラム法」と呼んでおります
法律で順次改革が進んでいくという立て付けになっ
ておりまして、そこで昨年は診療報酬改定でありま
すとか、医療介護総合確保推進法で、この中で介護
保険の改正もされましたし、今年は介護報酬の改定、
また、医療保険制度の見直しもされたわけです。
こういう改革の中で、特に医療と介護が、これか
らの社会保障改革の中でも、全体の中ではポイント
だろうと言われております。
ここにございますように、政府は 2025 年までの
社会保障の姿を推計いたしておりますが、現在 110
兆円近くの社会保障給付費が 2025 年に 150 兆円く
らいに、1.36 倍に増えると見込んでおります。
現在、社会保障給付費の内訳は、年金が全体の５割、
医療と介護で４割、その他で１割というものですが、
2025 年まで伸びるのは、年金の伸びが 1.12 倍と留
まっているのに対して、高齢者が増える、特に後期
高齢者が増えるということを反映し、医療の伸び、
介護の伸びが著しくて、2025 年には年金が４割、医
療と介護で５割、その他が１割というような姿にな
ります。年金制度は現在の法律では、2017 年に保険
料、厚生年金で申し上げますと 18.3％の保険料で上
限に来てしまうということもあります。
そういった中で医療と介護は、ことの性格上、上
限も決められません。これから医療と介護をどうい
うふうに考えていくのかというのが社会保障改革の
中心になるとみられています。これからは社会保障
改革をしなければならないという議論がありますが、
そういった中でも医療と介護が中心的な分野と考え

られています。
また、政府は 2025 年までを改革の目標年として
います。なぜ2025年までかというと、国民会議では、
医療、介護の改革の中でも特に提供体制の改革がメ
インであると位置づけています。この提供体制の改
革は、例えば保険料とか利用者負担の見直しであれ
ば、１割にするとか、３割にするとか、法律で決め
れば、ある程度病院などの窓口ですぐ切り替わると
いうことがありますが、サービスの提供体制という
のは一朝一夕に作れない。また、体質改善には期間
がかかるだろうということで、2025 年を完成の目標
にしております。なぜ 2025 年かというと、皆さん
ご承知のとおり、我が国の人口構成に大きな影響を
与えている団塊の世代が後期高齢者に成りきるのが
2025 年であるからです。
現在 75 歳以上の人は、日本の総人口の 12％です
が、この 12％の方が、医療費の 36％使っていると
いうことであります。さらに、介護は皆さんご承知
のとおり、後期高齢者が圧倒的にサービスを使って
いるわけですから、2025 年までに提供体制の改革を
しなければならない、こういう流れになっておりま
す。
皆保険を維持するということが社会保障制度改革
推進法で規定されています。それでは具体的にどう
するかというのが国民会議に問われたのですが、国
民会議では、医療と介護を一体的に考えることが提
供体制の改革では必須だといたしました。それは、
日本は世界一の長寿国になり、1960 年代、70年代に、
医療保険、医療提供の体制を作った時と全く状況が
変わってきていることがあります。
介護は新しい制度でありますけれども、やはりニー
ズが変わってきているということで、象徴的に言わ
れていますのは、ご承知のとおり、病院完結型から
地域完結型にしていかなければならないということ
です。
様々なキーワードをご紹介しておりますが、こう
いうキーワードの中で、介護保険事業計画もあたか
も地域包括ケア計画のように作って欲しいし、医療
計画と介護保険事業改革、片方は都道府県が、片方
は市町村が作るもので、別々ではあるけれども、地
域医療包括ケア計画として一体的に作って欲しいと
いうのが国民会議の注文でございました。
そういうことに向けて、厚生労働省は、2014 年に
医療介護総合確保推進法という形で 19 の法律を改
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正しました。
二つ目標がありまして、効率的で質の高い医療の
確保と地域包括ケアシステムの構築、このために介
護保険法などが改正されたわけであります。
地域包括ケアは、こちらにいらっしゃる方は、皆
さんもうずっと聞いておられると思いますが、累次
の歩みを経て今日の姿に至っている。特に一体改革
の中では閣議決定されて、地域包括ケアシステムを
作っていくということが、医療介護提供体制改革の
目標になっておりますし、国民会議で、繰り返しに
なりますが、医療と介護を一体的に考えている。
プログラム法で条文化されましたし、医療の分野
では在宅医療連携拠点事業が、厚生労働省の医政局、
都道府県の衛生当局、保健所ラインの仕事として、
モデル事業などがスタートしてきたわけです。
地域包括ケアシステム、言葉がよく分からないと
か、そういう議論がありますが、少なくとも法律上は、
このプログラム法の中で、地域包括ケアシステムの
定義（田中滋先生達の研究会がやっておられる五つ
の要素、植木鉢の要素のもの）が条文化されています。
これまで医療関係の事業とされてきた在宅医療介
護連携を今回の介護保険法の改正によりまして、介
護保険の地域支援事業として位置づけて、全国的に
取り組む必要があります。
この問題の討議は、今日のサミットでは第２分科
会の課題だと思いますが、やはり第１分科会とも影
響するもので、この点にも目配りをしなくてはなり
ません。地域支援事業の拡大として、全国一律の予
防給付であった訪問介護、通所介護を、市町村が取
り組む地域支援事業に移行し、先ほど主催者のほう
のご注文にありました多様化をしていかなければな
りません。生活支援サービスの充実強化ということ
が求められています。
消費税財源を使いました 2015 年度の関係予算と
しても、ご承知のとおり地域医療介護総合確保基金
ということで、昨年はなかった介護分 724 億円が計
上されております。この＊が付いているのは、介護
報酬の中で重点的に配分されたものを表しておりま
すが、地域支援事業の充実ということで 236 億円が
計上され、認知症、生活支援、医療、介護の連携の
推進、地域ケア会議などを進めていかなければなら
ない。こういう状況になっております。
これもまた国民会議でありますが、先ほどの雄谷
さんのお話ではありませんが、やはり医療、介護、

福祉、子育ては、地域づくりとしてやって欲しいと
いう注文が付いております。
実は、医療法人改革とか社会福祉法人改革（今国
会では、残念ながら社会福祉法人改革のほうは、時
間切れで継続審議になりましたが）が求められてい
るのも、以上の流れの中から出ているんだというこ
とを申し上げて、私のこの分科会の言わば前座とし
てのお話とさせていただきます。
それでは、私自身も、土屋さん、森口さん、それ
から冨田さん、辺見課長のお話、楽しみにしており
ますが、最初に「地域力を育てよう」ということで、
資料の 79 ページ、土屋幸己さんのほうからお話を
いただきたいと思います。
先ほど司会のご紹介ということで、「前」という
ことが付いておりました。78ページの土屋さんのご
紹介も、静岡県富士宮市保健福祉部福祉総合相談課
長兼地域包括支援センター長となっていますが、実
は昨日退任されまして、本日、10月１日付をもちま
して公益財団法人さわやか福祉財団の戦略アドバイ
ザーとおなりになりました。
新しいポストでの最初の仕事になると思いますし、
富士宮市で培われたことを、今度は全国的に発信す
ることがよりできる立場におなりになったのではな
いかと思いますので、そういうことも含め、土屋さ
んのご紹介をさせていただきました。
では土屋さん、よろしくお願いします。

土屋：皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただ
きました、公益財団法人さわやか福祉財団の土屋幸
己でございます。
今日は、このご依頼を受けた時に、富士宮市の実
践をということでしたので、立場としては、さわや
か福祉財団の職員になりますが、富士宮市の取り組
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んできた地域づくり等々に触れていきたいなという
ふうに思っております。
それでは、早速、説明のほうに入りたいと思います。
これは富士宮市の位置になりますが、富士宮市は
富士山に面した市で、人口 135,000 人。これは市役
所の７階から見ると、このような富士山が見えると
ころなんですけれども、これは町中の図であります。
人口は 135,000 人弱で、高齢化率は 25.7％。さ
ほど高齢化率が高いわけではありませんが、下のほ
うの認知症の数を見ますと、軽度の人を入れますと、
すでに高齢者人口の７人に１人がいます。
こういったことで、認知症も含めて、地域の中で
どう支えていくかということに、ずっと取り組んで
きたわけであります。
こちらのほうの地域包括ケアシステムが必要とな
る背景、これにつきましては、先ほどコーディネー
ターの中村先生のほうから詳細な説明がありました
ので、飛ばしていきたいと思います。
地域包括ケアシステムという言葉、この言葉はか
なり聞いたことある方がいらっしゃるんですけれど
も、実際にどういう概念形成かというのが、なかな
か理解されておりません。
日本のこの地域包括ケアシステムの推進において
は、一つは、急性期から回復期へ向けての医療の垂
直統合ということですね。急性期、そして回復期、
療養期等々ありますけれども、この一つは…医療の
統合が求められているということになります。
こちらのほうは、今、地域支援事業の中で、在宅
医療介護連携推進事業というのが組まれております
ので、そちらのほうで、かなりこれから検討されて
いくんだろうと。
もう一つは、こちらの慢性期ケアということで、
地域に戻ってからの地域生活を支えるこのコミュニ
ティベースドケアというような概念があります。
こちらになりますと、医療、介護だけでは当然で
きませんので、今回の総合事業等の中で求められて
いるような生活支援体制の連携、フォーマルだけで
はなくて、インフォーマルも含めた連携が求められ
てくるということになりますので、この縦の垂直統
合と、それからこの水平統合ですね。インテグレー
テッドケアとコミュニティベースドケア、この全体
をしっかりとした位置づけを作っていかないと、地
域包括ケアシステムは推進されていかないというこ
とになります。

細かいことは、こちらに文言で書いてありますの
で、あとでご覧になっておいていただきたいんです
けれども、このインテグレーテッドケアというのは、
生活圏域だけではできませんので、一次圏域、二次
医療圏域等も含めた広域の連携を作っていかなけれ
ばなりませんし、二つ目のコミュニティベースドケ
アというのが、いわゆる小学校区、中学校区、生活
圏域を単位とした、介護、医療、そして生活支援のサー
ビスの連携ということになってきます。
これは、今、説明をしました、医療統合のほうで
すね。一般、急性期、地域包括ケア病棟、回復期病棟、
療養型病棟、こういったところを高齢者の方は行っ
たり来たりしますので、そこの連携をしっかり作っ
ていく。
そして地域に落ちた場合は、地域の中で生活支援
も含めた体制を考えていくということになります。
また、地域の中では、このコモンな互助と言いま
すか、私達の間で成立する互助を作っていこうとい
うことが重要になっています。
プライベートな互助というのは、私とあなたの間
で成立する互助というふうに書きましたけれども、
私の母親が一人暮らししているので、ちょっと離れ
ているけれども、毎日安否確認の電話をしようよと
か、私とあなたの関係ですけれども、これから重要
なのは、このコモンな互助、私達の間で成立する互
助ということになりますので、隣のおばあちゃんは
血族でも親族でも何でもないけれども、今、一人暮
らしになってしまっているので、時々心配をして声
をかけてあげようとか、それからゴミ捨ての協力を
してあげようとか、少し物忘れや認知症が出てきて
時々迷子になってしまうので、地域の中で見守って
あげようとか、こういったようなコモンな互助をしっ
かりとこれから成立していかなければならない。
このへんが、介護保険法の改正の中の総合事業や
地域支援事業の中で取り組んでいくということに
なってくるわけです。
こちらのほうは、そういうような地域包括ケアシ
ステムがうまく機能している地域を見てくると、実
態課題分析がきちんとできていたり、それから関係
者、これは専門職も地域住民も地域包括ケアシステ
ムの目的、これは尊厳ある地域生活の継続ができる
ような地域にしていこうということですから、そう
いうような理念をしっかりと規範的な統合、みんな
が理解をして協力し合っているんだとか、行政とし
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ては施策立案、実効評価、こういうものができている。
こういう地域が比較的地域包括ケアシステムが成立
している地域というふうに言われています。
もう一つ、地域包括ケアという言葉と地域包括ケ
アシステムという言葉があるんですけれども、地域
包括ケアというのは、ここに示したように、Ａさん
という１人の方が、元気なうちは問題ないんですけ
れども、ひとたび一人暮らしで認知症になってしま
うと、主治医の先生の支援であったりとか、ゴミ出
しのボランティア、または在宅が難しくなれば、生
活圏域にあるグループホームに入所したりとか、あ
とは見守り等の地区社協という住民の福祉組織の協
力であったりとか、また、財産管理であれば成年後
見人、介護サービスを使うのであればケアマネ、こ
ういったような様々な人達が、Ａさんを支援するた
めに連携しなければならなくなります。
このような個別支援のための支援のネットワーク
を作っていくというのが、地域包括ケアとか地域包
括ケアネットワークと呼ばれるものであります。
富士宮市では、こういったような支援体制を作る
ために、直営の包括支援センターが１箇所なんです
けれども、地域ごとに福祉相談センターというのを
11箇所配置してあります。
ここは旧在宅介護支援センターとかを再編成して
作った所ですが、こういった所がこの富岡支部とか
富士根南支部と書いてありますが、これがいわゆる
中学校区になります。
こういう中に地域住民組織である地区社協とい
う組織が作ってありますので、地域で発見された、
ちょっと困ったよという相談は、地域ごとに配置さ
れている福祉相談センターのほうに相談が届きまし
て、そこで簡単な相談はすぐに訪問して対応してい
ただいて、困難な事例は直営の包括支援センターと
連携をして、支援体制を構築していくというような
仕組みが作ってあります。
これが相談件数の推移でありますけれども、18年
当初、これは包括支援センターができた時ですが、
相談件数は直営で 2,034 件、相談センターは当時７
箇所でしたけれども、1,724 件でしたが、年を重ね
るごとに地域からの相談が、もう２万件弱というこ
とで、かなり相談件数が増えてきていますので、地
域住民の協力を得ながら見守り体制が構築されてい
るということになります。
このように困った人を応援しようよといった時に、

例えばここに、富士宮市では、民、産、学、官、そ
の他の専門職というようなキーワードを作っており
ますが、ここに存在するような様々な人達が協力体
制を作っていただけないと、どうにもならないとい
うことになってきますので、民の部分では、ここに
書いてありますように、地区社協というような地域
の住民組織、これが全ての生活圏域 14 箇所にでき
ていますので、そういう方達が日常的な見守り活動
をしてくれています。
地域で気になる人達を自分達が口コミで、口コミ
と言うんですかね、地域力の中で困った人達を把握
して、そういう人達を支援するための福祉協力員と
いう、これも地域住民が手挙げ方式で名乗り出てい
ただいて、個別に声かけ運動、見守り運動をしてく
れています。
ずっと「何々さんお元気」「大丈夫ですよ」と言っ
ているうちは心配ないですが、半年、１年やってい
ると、「何々さんお元気ですか」と言った時に「あな
たどなた？」こういう時にはちょっと心配だという
ことで相談センターにつながってきます。
そこの協力が一番重要ですし、地域の寄り合い所、
サロンですけれども、130 箇所ぐらいのサロンがで
きていますので、こういったものが今度の総合事業
の中でのインフォーマルな居場所につながる可能性
が非常に多い。
また、この事業所、各種事業所も、いろいろな見
守り協定とかで協力していただいていますので、新
聞が３日溜まっていると新聞社から連絡が来ます。
訪問してみると倒れているケースもあるし、亡くなっ
ているケースもあるんですけれども、長期間放置さ
れるようなことがないということで、ここに書いて
ある様々な機関が協力をしていただいております。
また、子供達は福祉教育という中で、認知症のサ
ポーター講座、これは小、中、高で展開をしていま
すので、認知症の方が地域で困っている、小学校３
年生の子供が 10 年後 20 歳になります。その時に地
域で認知症の方が困っていたら、排除ではなくて協
力をしてくれるということになってきます。
また、その他の専門職、ここが一番大事なんです
けれども、この方達にも地域ケア会議等の研修を積
極的に行っておりますので、例えばＡさんが困った
時に、「かかりつけの先生、ケース会議を開くので出
てください」といった時に、「私は忙しくて出れませ
ん」と言われてしまうと、地域包括ケアのネットワー
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クができないということになってきます。
このように、民、産、学、官、そしてその他の専
門職の皆さんが、地域包括ケアシステムをなぜ作ら
なければいけないのか。これは認知症になっても、
要介護状態になっても、尊厳のある地域生活の継続
ができるんだ。こういうような理念を理解していた
だいた上で、それぞれのできる協力体制、ここに積
極的に参画してもらうということが重要になります
ので、富士宮市では 10 年以上前から、こういう所
に働きかけています。
10年前、地域住民に、地域福祉計画を作る時にお
願いに行った時に、どう言われたかというと、「何で
我々が福祉をやらなきゃいけないんだ。福祉なんか
行政がやるもんだろう」そういう状況でした。
ところが、10年ずっとこの理念の理解を求めてき
たところ、最近では「自分達で地域でやれることは
やるから、行政は行政じゃなきゃできないことをやっ
てくれ」。ここがしっかりと棲み分けられるように
なってきました。
また、それぞれの民、産、学間の取り組みという
のは、資料のほうの後ろに添付してあります。今日
は時間が短くて、細かく説明はできませんが、後ほ
どご覧いただければと思います。
以上で発言のほうは終わります。ありがとうござ
いました。
中村：はい、ありがとうございました。
事例の紹介とかできなくて残念です。後半のほう
で、また、時間の許す限りしていただければと思い
ます。
次は、生駒市福祉部高齢施策課の主任の森口さん

から、「地域力を育てよう」ということでお願いします。
森口：あらためまして皆さん、こんにちは。奈良県

の生駒市から来ました。高齢施策課で保健師をして
います森口と申します。どうぞよろしくお願いいた
します。
早速ですが、簡単に生駒市の紹介をしたいと思い
ます。
北は京都、西は大阪に隣接し、人口は約 12 万人、
うち高齢者数は約３万人、高齢化率 25％で、４人に
１人が高齢者という構成になっております。
また、写真にありますように、生駒市は急な坂道
が多いというのが特徴的で、膝や腰を痛めてしまっ
た高齢者にとっては、非常に辛い町並みとなってい
ます。
今日のテーマは、「地域力を育てよう」というテー
マになっておりますが、地域包括ケアシステムとい
うことで、わが町のみんなで支え合う仕組みについ
て、ご紹介させていただきたいと思います。
生駒市では、まだ前期高齢者のほうが後期高齢者
よりも多い人口構成になっていますが、団塊の世代
が後期高齢者となる 10年後の 2025 年には、後期高
齢者数の伸び率が全国比 1.32 に比べ 1.7 とかなり高
くて、後期高齢者がグーンと増えることが見込まれ
ています。
ですので、高齢者に関する課題というのが、こち
らにお示ししているように山積みとなっています。
その 2025 年に向けた対応策の展開ということで
は、生駒市では自立支援や重度化予防への視点にこ
だわり展開を考えています。
健康長寿をめざした取り組みとしては、元気な高
齢者が虚弱な高齢者を支える仕組みづくりに力を入
れています。
写真にありますように、体操教室やサロン、認知
症予防の教室など、沢山の教室があるんですが、こ
の教室の運営に関して、ボランティアさんである住
民力、元気高齢者のマンパワーで成り立っています。
特に一番右の写真にあります脳の若返り教室なん
ですけれども、これは全国でも規模が一番大きいと
言われていまして、広報等で募集をすると、いつも
参加者、サポーターともに満員御礼になるほどで、
だいたい１人から２人の参加者さんに対して、１人
のサポーターさんが支援できる体制となっています。
自立支援や重度化予防に向けた取り組みでは、４
類型に分けた地域ケア会議の展開を行っています。
中でも全国から毎月のように視察に来られますのが、
１型の自立支援型のもので、市の主催で行っており
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ます。
また、Ⅳ型ですが、こちらは認知症の方や家族を
排除しないまちづくりの推進というものをめざして
行っています。
ちょうど今週末なんですけれども、３番目にあり
ますＲＵＮ－ＴＯＭＯＲＲＯＷ。こちら、皆さんご
存知でしょうか。ラントモのイベントがちょうど生
駒に回ってくるんですが、これは全てのまちが、認
知症になっても安心して暮らせるまちにしていきま
しょうということで、北は北海道、南はこちら九州
まで、認知症の方とともにたすきをつないでいくリ
レーです。
生駒市も昨年から参加させていただいていまして、
今年は当事者の方も含め 800 人の方が生駒市でも参
加予定をしています。
最後は市長がゴールして、市全体でも理解を深め
ていこうという意識が高まってきています。
こちらは徘徊高齢者模擬訓練の様子です。細かく
自治会単位で実施しています。認知症役の方１名と、
ダミーの認知症高齢者の方を７名地域に配置しまし
て、地域の皆さんに声かけの練習をしてもらってい
ます。
例え徘徊してしまっても、遠くに行ってしまう前
に地域の中で見つけるという意識を持ってもらえる
ように、徹底して行っています。
こちらは訓練当日のスケジュールですので、また
参考にご覧になってください。
2025 年に向けて、介護者の方の介護負担の軽減を
めざして、介護塾や介護者家族の会の充実も図って
います。
今日の本題にあたる地域力の向上という点では、
昨年度、厚生労働省老健局の服部さんや、あと、さ
わやか福祉財団の堀田先生をお招きしまして、地域
力の活性化をめざした市民フォーラムを開催しまし
た。
また、平塚市の町内福祉村等の活動に興味を持つ
市民の方の声が相次いで上がりましたので、８月末
に研修会を開催したところです。
その他、自治会長向けの試験研修などにも地域力
向上の時間をもらい、普及啓発を行っています。
地域力の向上をというところでは、地域包括ケア
システムが始まる前に、生駒市では 10 年後を見据
えて、平成 15 年から地域ボランティア講座を開始
しました。今では、その卒業生によるサロンの運営

もあり、大きな担い手になってくれています。
また、昨年行いました生活介護支援サポーター養
成講座の修了生のOB会の支援も行っているんです
けれども、こちらに関しては来年度からコグニサイ
ズの教室の地域展開に向けて、ちょうど今、その担
い手の育成をしているところです。
地域力というのは、地域の持つポテンシャルや、
住民の方々の発揮する力ということで、行政が推し
すぎない、行政として仕掛けはするけれども、動く
のは住民の方々ということを常に考えながら行って
います。
総合事業になって、団体さんに様々な補助はでき
るんですけれども、自立しているところにお金を出
す必要もなくて、あくまでも地域の実情に合わせる
ことと、地域の実践を大事に考えています。
団塊の世代の方々に、地域に早くデビューしても
らおうと、いつまでも元気に活躍してもらおうとい
うことで、地域デビューガイダンスというのを市役
所全庁を挙げて実施していまして、各課でボランティ
ア活動などを推奨しています。
地域の活性化をねらって、４月より新しい総合事
業を導入しましたので、その取り組みについて、簡
単にご紹介します。
生駒市の総合事業における特徴ですけれども、要
支援１から２と、事業対象者に関して集中介入期、
移行期、生活期と状態度に分けて、自立支援に向け
て支援を行っていくという点です。
この流れを担保するために、地域ケア会議を工夫
して、多職種で丁寧にモニタリングをしながら行っ
ています。
事業の内容につきましては、ご覧になっていただ
いているとおり、パワーアップＰＬＵＳという教室
をはじめ、通いの場とシルバー人材センターに託し
ています生活支援サービスというのがあります。
廃用性の方を早期に見出すために、主に集中Ｃの
事業について、オリジナルのDVDを手作りしまし
たので、少しご覧になっていただきたいと思います。
２分ほどあります。

（DVD）

このオリジナルのDVDですけれども、パワーポ
イントをつなぎ合わせて、職員が手作りし、全くの
無料で完成しました。
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この DVDですけれども、事業を利用して、また
元気になってもらえるように、地域に潜在する対象
者等をピックアップしてきていただけるように、地
域の民生委員さんに渡しています。
それでは、簡単に、「明日の元気を今作る」という
ことで、一例だけ紹介させてください。
川合さん、81歳、要支援２の認定を受けている方
で、膝に痛みを抱え、両膝を手術するも、体力も低
下し、歩くには杖が手放せない状態でした。
「何とか元気になりたいんや。どうしたらいいん
かな」と市役所の窓口に相談に来られ、集中Ｃの事
業であるパワーアップ教室ＰＬＵＳをご紹介しまし
た。
これは実際の参加中の様子です。３か月間、マシ
ントレーニングやバランス運動などを中心に筋力
アップを図って、左側の写真のように、理学療法士
による個別指導も受けられました。自宅でも積極的
にセルフケアに取り組まれました。
右側の下の写真では、川合さんの隣で卒業生の男
性ボランティアが、正しい姿勢で運動ができるよう
に声かけをしています。
３か月後、修了を迎えた川合さんは、今では教室
のボランティアとして支える側に回っておられまし
て、川合さんの居場所であり、生きがいであり、元
気の源となっています。
「以前は膝が痛くて歩けなかった、辛かった。で
も教室に参加して元気を取り戻すことができた」と
いった経験談を次の参加者に話すことで、私達専門
職が話すよりもリアリティさがあって、参加者、ボ
ランティア間で自然とピアヒーリングがなされてい
るというのも、この大きな教室の特徴です。
あとは川合さんの支援を紹介していますので、ま
たご覧になってください。
あと少しだけちょっとお時間ください。
これは集中介入期の事業に参加しました過去２年
半の結果をお示ししています。
152 人のうち 104 人が修了しましたが、ほとんど
の方が今も元気に暮らしておられます。
要介護の認定の更新が不要となった方も４割弱お
られました。
モデル事業の期間が終わって、平成 26年度は地域
支援事業の枠組みで、集中介入期の事業をしていた
んですけれども、その時は地域支援事業の枠組みで
すので、認定を持っている方は参加できないという

制度でしたので、それならば認定を取り下げても参
加したいという方も沢山おられまして、その後、取
り下げの後、二次予防事業対象者として参加されま
した。
このことは、いかに魅力ある事業を作ることが大
切かということを、あらためて感じることができま
したし、主として総合事業に踏み切る勇気をもたら
してくれた一つです。
こちらは総合事業用のパンフレットを、写真をで
きるだけ取り入れながら、見やすく、行きたいなと
思っていただけるように作ったパンフレットです。
総合事業利用者の方からも、喜びの声が沢山聞か
れています。
今後の方向性として以下に挙げていますが、特に
多様なサービスの更なる創出ということで、住民全
体のサービスの展開など、どんどん幅を広げていき
たいと思っています。
急ぎ足でしたが、ご清聴、誠にありがとうござい
ました。
中村：どうもありがとうございました。
実際に市民の方に呼びかけるビデオとか、もう総
合事業を実施されていることの反響とかご紹介いた
だきましたが、これも時間が短くて、意が尽くせな
いところがあったのではないかと思いますので、ま
た、後半の時にも時間の限りでご紹介いただければ
というふうに思います。
お三方目は、南大隅町社会福祉協議会の事務局長
であられます冨田さんからお願いします。言わば鹿

児島県の地元ですので、言わば地元側の代表として
お話しください。
冨田：ただいまご紹介いただきました、鹿児島県南
大隅町社会福祉協議会の事務局長の冨田義和でござ
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います。
今、コーディネーターの先生から、ちょっとプレッ
シャーを受けるようなご紹介をいただきまして、誠
にありがとうございます。
私は、南大隅町社会福祉協議会の立場から、「地域
力を育てよう」という本日のテーマでございますけ
れども、それを行うにあたって、各関係機関との連
携をどのように構築していっているのかということ
を主に話をさせていただきたいと思います。
そして、それに伴う事業展開ということで、三つ
の事業についてお話をさせていただきたいと、その
ように思っております。
まず南大隅町の紹介を少しだけさせていただきた
いと思いますが、４月１日現在ですけれども人口
8,073 人、うち 3,665 名が 65 歳以上ということで
ございます。世帯数は 4,303、117 の自治会に分か
れております。一番小さい自治会は３世帯というこ
とになっております。
高齢化率 45.4％ということになりますので、鹿児
島県内、離島を含めて１位ということの凄まじい数
字になっております。
また、この高齢化率 45.4％。なかなか他の市町村
を相手にすることもなく、ただひたすら走り続けて
おります。また今後も引き続き走り続ける予定でお
ります。
高齢者の 65歳以上の割合が、これだけ多いという
ことでございますので、それを支える関係機関、こ
の連携がどのように構築されているのかということ
について、話をしていきたいと思います。
まず社協と地域住民を中心とした紺色の行政、地
域包括支援センター、社協という関係は、あらまし
できておったわけですが、緑で塗りつぶしてありま
す肝属郡医師会立病院、シルバー人材センターとい
うことで、地域住民をこの五つの大きな組織が取り
囲むという形を、今、構築しつつあるところでござ
います。
まず行政との連携ということでございますが、実
は行政との連携ということにつきましては、南大隅
町社会福祉協議会の会長が町長ということになって
おりますので、町長の意向イコール社協の事業の方
向性ということになってきます。平成 27 年度、私
どもの南大隅町長が、今年は観光と福祉に重点施策
を置くということを所信表明で話しております。
観光の町ということでございますので、観光開発

の観光と幸せを感じる町ということの感幸、これを
合わせて「感幸の町」ということで位置づけており
ます。
今、南大隅町、約 8,000 人、高齢化率県内１位と
いう小さな町が、今、どのような取り組みを行って
いるかということでございますけれども、行政と社
協の関係性についてですが、社協から行政に職員を
４名出向させております。
これにつきましても行政と社協、様々な戦いがあっ
たわけでございますけれども、一応社協の財源が厳
しいということもございまして、何とかお願いした
いということで、今、地域包括支援センターに４名
の出向をしておるわけで、行政と社協の関わりの中
で、社協の自主財源が乏しい、人件費の確保もなか
なか難しい、そんな状況が数年前まであったわけで
ございますけれども、今現在、社協の事業企画、計
画につきまして、行政、介護福祉課ということにな
りますけれども、担当課が理解を示していただくよ
うになりました。
これはどういうことから理解を示していただくよ
うになったかということですけれども、一昨年から
行政の介護福祉課主幹を鹿児島県社会福祉協議会が
行います、社協職員に向けた研修会に同行出席をい
たしました。
社協の仕事につきまして、行政側がしっかりと理
解をするということを２年間かけて行ってきたわけ
でございます。そうした中で、行政と社協の事業に
関わる連携ということがしっかりと見えてきたとい
うことでございます。
それ以来、新規事業、また他の様々な事業につき
まして、行政と話し合いをしながら、お金は役場で
何とかします。社協は、事業実践部隊としての動き
をしっかりして欲しいという流れになっているとこ
ろでございます。
次に地域包括支援センターとの連携ということで
ございますけれども、今、４名の職員の出向を行っ
ており、地域包括支援センターは現在７名体制で、
介護福祉課の中に行政直営ということで置かれてお
ります。
社協職員が４名、行政職員が３名ということです
ので、民主主義の原理からいきますと、４対３で社
協の行政に対するいろんな発案等が通っていくとい
う素晴らしい原理が成り立っているところでござい
ます。
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地域包括支援センター事業の中で、認知症初期集
中支援チームというものが発足いたしました。これ
につきましては、当初、役場が、平成 25 年度にな
りますけれども、初期集中支援チーム設置促進モデ
ル事業ということで、全国で７市１町が指定を受け
たわけでございますけれども、その１町が南大隅町
ということでございました。
約 8,000 人ほどの小さな町が、厚労省の国庫事業
を取るということで、いろんな事務的な煩雑さもさ
ることながら、実績、結果を出さなければならない
ということから、行政、社協、医師会等の職員の一
致団結した関係性が不可欠でございました。
そういうことで、１本の矢では折れる、２本の矢
ならどうだろう、３本の矢ならどうだろうというこ
とで、この国庫補助事業をうまくつないでいったと
ころでございます。
そこからつながった絆を基に、平成 26 年４月に
南大隅町ひょっとこ連が誕生いたしました。これは
ひょっとこ連だから何を遊んでいるのかということ
ではないのです。
地域の中に認知症について普及を図る、知識を深
めていただくということで、どういう形であれば地
域の中に出て行いきやすいのか、地域の方々から呼
んでいただけるのか、その点をひょっとこ連という
形で誕生させたということです。
今、画面に出ていますけれども、しっかりと面を
付け、衣装を作り、旗には南大隅町最南端ひょっと
こ連という文字がありますけれども、このメンバー
が認知症初期集中支援チームのメンバーでありまし
て、肝属郡医師会立病院、それから介護福祉課、地
域包括支援センター、社協、その中でも医師会のド
クター、臨床心理士、保健師、ケアマネといった方々
も入っております。
こうした活動の中で、地域の活性化を図りながら
実施をしていくという形を取っております。
去る８月１日に行われたわけですけれども、認知
症初期集中支援チームのメンバーが約 30 分、南大
隅町雄川フェスタという場所を借りまして、認知症
をテーマにした劇を上演いたしました。これは見事
に８月の町の議会だよりの表紙を飾ったところでご
ざいます。
集落の方々が、楽しく、それから受け入れやすい
体制を、それぞれの関係機関が取っていくというこ
とが非常に大事なことではないかなと思っておりま

す。
次に肝属郡医師会立病院との連携ということでご
ざいますけれども、これにつきましては、平成 24年
度に厚生労働省の在宅医療連携拠点整備事業という
ことで取り組みを行いました。
この中で町内のドクター、いわゆるそれぞれ自分
達で病院を経営されている方々、ドクターですね、
この方々も一緒に研修会、会議に参加をするという
ことで、ケアマネの皆様方が情報提供をお願いに行
く際に、なかなか顔が見えない、忙しい、今時間が
取れないということ等が多くあり、また、なかなか
情報提供をいただけないということでございました
けれども、その後、ドクターの顔が見えるというこ
とで情報提供が非常にスムーズにいっております。
今、有償ボランティアということで取り組みをし
ておりますけれども、この 100 円から 500 円の有償
でのボランティア、ちょっとした困りごとを解決す
るという活動でございますが、これにつきましては、
コーディネーターが必ず訪問をする。訪問をした中
で、支援を必要とする方々の状況を見る。SOS の裏
側に何が隠れているのかということ等もしっかりと
訪問をしながら確認をするということでございます。
平成26年度は、51名の方々に対して168回のサー
ビスを提供しております。その内容につきましては、
ニーズの経路等それぞれお目通しをいただきたいと
思います。
事業の質の向上のために生活支援員に対する実践
者交流会、それからフォローアップ研修会等を開催
しております。
少し時間が過ぎましたので、以上で発表を終わり
たいと思います。
中村：どうも冨田さん、ありがとうございます。
関係機関との連携、いかに作っていくかというお
話、国のモデル事業なども使いながら、それによっ
て連携を深められたというご紹介がありました。
これまた後半で少し深めさせていただきたいと思
います。
それでは、以上の発表がございましたが、それら
についてのコメントも含めまして、振興課長の辺見
さんのほうからお話しいただければと思います。よ
ろしくお願いします。
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辺見：様々な取り組みを紹介していただきました。
27年の４月からということで、新しい地域支援事
業が始まるということになっているわけですけれど
も、27 年から 29 年の間で取り組みを進める。それ
ぞれの市町村において、どのタイミングで事業に着
手をしていくのか。その間にどういう準備をしていっ
たらいいのか。いろいろ頭を悩ませたり、試行錯誤
されたりしているところかというふうに思います。
介護保険の現状の背景として、人口の高齢化です
とか、先ほどの中村理事長のお話の中にもありまし
たような、高齢化に伴う財政的な問題というような
ことも考えながら、どういう持続可能性のある仕組
みを作っていくのかという観点ですとか、また、地
域における自助、共助、公助、またさらにそれに互
助を加えたような仕掛けをどう作っていくのかと。
こういったことから取り組んでいくということが大
事であると思います。
その際に、地域で人が生きていく上での共助のよ
うな関係、日本中のいろんな自治体が、いろんなご
苦労をされていると思います。いろいろ共有しなが
ら取り組んでいくということが大事かというふうに
思っています。このサミットがそんな機会となれば
いいのかなというふうに思っています。
スライドのほうの説明をさせていただきますと、
人口のほうはこのとおりなんですけれども、ポイン
トとしては、下の段にあります各地域ごとの違いで
す。大きく言うと、都市部と地方を比べると、地方
のほうが高齢化率が伸展をしている。相対的に都市
部のほうが高齢化率は低いわけですけれども、今後、
都市部の高齢化というのは急激に進んでいきます。
こんな違いがあるということです。

地域包括ケアシステムの構築を考える上で、地域
がどんな顔なのかということ。これを踏まえて考え
ていくことはとても大事です。その一つが高齢化率
かと思いますけれども、これに加えて、先ほど生駒
市さんのお話にありましたように、坂が多いとか、
例えば人口自体の減少の問題とか、そういったよう
なこともいろいろ念頭に置く必要があると思います。
私の資料は都道府県ごとの比較ですので、これを市
町村ごと、さらにもう少し小さい日常生活圏域の単
位で見た場合にはまた違いが出てくる。このような
ことを念頭に置いていく必要があろうかと思います。
こういった中で介護保険制度、先ほど中村理事長
のお話にありました施行後５年後の見直しで地域支
援事業を導入し、平成 23 年の改正で地域包括ケア
の推進ということで、介護予防の事業などその中に
取り込んできております。
そうしたことを背景に、今回の平成 26 年の制度
改正においては、サービスの充実をしながら、重点化、
効率化を図っていきます。費用負担の面においても、
低所得者軽減の拡充を図りながら、重点化、効率化
を図っていきます。
特に地域包括ケアシステムに関しましては、在宅
医療、在宅介護の連携の推進、認知症施策の推進、
地域ケア会議の推進、また、生活支援サービスの充
実強化と。こういったようなことを内容としている
ということです。
この法律、多くのものは 27年４月に施行になって
おります。費用負担など、８月施行の部分もあった
りもします。先ほど申し上げましたように、生活支
援の総合事業のところは平成 29年までかけて、実情
に応じて施行していくということなんですが、その
際に一つ念頭に置いていただきたいのが、この法律
が医療介護総合確保推進法という名前の法律で、医
療に関しての改正も併せて行われているということ
です。
介護の関係は、赤い部分です。介護サービスの提
供等については３年間の計画であります。27年、28
年、29 年の介護保険事業計画でやっていきます。平
成 30 年度には次の計画になります。こんなタイミ
ングなんですけれども、併せて医療の分野では、地
域医療構想ビジョンの策定をするということになっ
ております。
これによりまして、先ほど土屋さんのスライドの
中で、医療の垂直的統合の話とかもありましたけれ
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ども、そういったようなことも念頭に置きつつ、各
地域において、どういう医療体制にしていくのかと
いうビジョンを基に、病床等を規制しております医
療計画が、５年単位の計画なんですけれども、30年
度から次の計画に移っていくということになります。
こういったものをこの次の介護保険の計画にも反映
させていくという、こんなタイミングになります。
一番上の報酬の部分ですね。ここはもう皆さんも
意識されている方、多いかと思いますけれども、こ
のタイミングもちょうど両制度で合ってきます。介
護報酬改定、27年４月に行いました。３年に１回で
すので次は 30年４月と。
診療報酬改定は２年に１回でやっておりますので、
直近、来年の４月の改定がありますけれども、その
次の改定が 30 年。こういったタイミングが平成 30
年に来るということです。
2025 年を見据えつつの体制づくりではあります
けれども、こういった大きな流れがあるということ
も考えながら、27、８、９、総合事業の展開、どう
いうタイミングで何を行っていくのか。こういった
ことを考えていただく必要があるかなというふうに
思っています。
保険料の分布を示しています。先ほど地域による
差があるという話をさせていただきましたけれども、
介護保険の保険料、全国平均で 5,500 円現状という
ことをお示ししておりますけれども、これも地域に
より差があります。
どうして差が出てくるのかというのは、いろんな
要素はあると思うんですが、一つ要介護認定率です
ね。高齢者のうちで要介護認定を受けた方の割合、
これとの相関関係が一定程度あるのかなという分析
も、今、行っているところです。
これは全国の平均ですので、それぞれの地域がど
ういう位置づけにあるのか、また、その位置づけに
ある理由がどういう理由なのかということについて
は、さらにいろんな分析が必要になるかと思います。
昨今よく「見える化」というようなことが言われ
ますけれども、こういったようなデータ分析をして
見える化をしていくということも今後の取り組みと
しては重要かなというふうに思っています。
そうした上で、これは介護保険事業計画の積み上
げですね、地域包括ケアを進めていくということで
すけれども、住まいを中心として医療と介護、この
連携の部分、また、生活支援、下支えする生活支援

の部分を支えていく。このようなことを進めるため
の予算、また基金、こういった仕組みを作っている
ところですが、これを国としては全国の自治体の皆
さんに活用していただきやすいように、取り組みを
進めていきたいというふうに思っております。
ちょっと説明は省略をさせていただきますけれど
も、進める上で一つ強調しておきますと、この23ペー
ジのスライドですけれども、生活支援サービスを充
実していく際に、住民の参加、その中で特に高齢者
自身の参加、こういったようなことも併せて行って
いくということが重要です。
先ほど来、ご紹介しているように、少しスライド
飛びますけれども、新しい地域を包括支援事業、地
域支援事業における総合事業への移行について、今
年の１月時点で実施状況を調査をさせていただきま
した。
27年度中に取り組みますというところ、114 とい
うこと、保険者数は 1,579 です。これは１月の調査
でちょっと古いものですから、今、９月時点の調査
というのをさせていただいております。
集計の数字はまだ出ていないんですけれども、実
感として 200 を超えるか超えないかぐらいの数字に
なろうかと思っております。
当初、28 年若しくは 29 年に行おうと思っていた
自治体が、前倒しで取り組むというような動きが出
てきているということでございます。
二つ前のスライドで申し上げますけれども、今の
総合事業に関わる部分というのは、こちらの新しい
介護予防日常生活総合事業ということですけれども、
これを実施していく上での生活支援体制整備の事業
というのが別にあります。
この体制整備や生活支援を行う上でのコーディ
ネーターの配置とか、こちらの事業を行っていく上
で重要な部分なんですけれども、この事業に取り組
む自治体の数を今回併せて取っております。27年度
中に体制整備に取り組むという所が 700 ぐらいにな
るんじゃないかと。おそらく保険者数で言うと半分
ぐらいになるんじゃないかというふうに考えており
ます。
これはひっくり返して言うと、残り半分の所は、
27年度中に取り組まない所も半分ぐらいしかないと
いうふうに、若干、危機感を持っていただかないと
いけないような状況かなというふうに思っておりま
す。それぞれ事情があるかと思いますので、我々個
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別の状況等も把握しつつ支援をしていくということ、
都道府県などにも協力をいただきながら取り組んで
いきたいというふうに思っております。
あとは個別の自治体の取り組み状況と、多様な主
体の例としての老人クラブの取り組みなどご紹介を
しております。
最後ですが、厚生労働大臣賞という新しい取り組
みも行っております。これは昨年の事例ですけれど
も、11月には今年度分の表彰も行いたいというふう
に思っております。様々な取り組みをご紹介してい
きたいというふうに思っております。以上です。
中村：ありがとうございました。
限られた時間の中でコンパクトに説明していただ
きましたが、特に総合事業の進捗状況、１月の時の
報告よりも前倒ししている自治体が増えている。体
制整備については半分くらいの自治体がもう着手し
ているのではないかということで、逆に言うと、ま
だ残りの半分の自治体は少し、非常に穏やかに言わ
れましたが、考えてもらわなくちゃいかんと、こう
いうことではないかと思います。
ひとあたりお話しいただきました。少し時間が押
し気味ですが、土屋さん、森口さん、冨田さん、ご
発表いただいたんですが、自分の持ち時間が短かく
て意が尽くせなかったこと、これだけは追加したい
ということ、あるいは他の方々、辺見課長のお話も
含めて、何かコメントがあれば、時間を切るようで
恐縮ですが、３分くらいでいかがでしょうか。
土屋さんからお願いします。
土屋：それではもう一度、スライドのほうの 18 を
説明させていただいていいでしょうか。
先ほど民、産、学、官にそれぞれ働きかけてとい
うことで、具体的にどのように働きかけたのかを少
しだけ追加説明をしたいなと思います。
まず民と取り組みというところでは、富士宮市で
は地区社協という住民が組織している福祉推進組織
が 14 箇所、中学校区ごとぐらいにできているんで
すけれども、一つここの富士根南地域というのは、
人口 24,000 人、地区社協の役員が 169 人いたんで
すけれども、ここの自治会が 16 ありますけれども、
それぞれの自治会が中心となって、地域で自分達の
足で見守りが必要な対象者というのをピックアップ
しました。
16 の区で合計、真ん中の列ですけれども、300
人ほどの見守りが必要な人、これは一人暮らし高齢

者とか高齢者のみの世帯、下に書いてありますけれ
ども、こういう人達を把握して、それを見守る福祉
協力員という方を募集しましたら、637 名が手を挙
げていただいて、本人の同意を得ながら日常的な見
守りをしていて、住民の対応が困難になれば、公的
な機関の相談センターにつなぐというようなことを
やっています。
また、地域寄合所というのは、平成 15年から着手
して、10年間かかって、127 自治会があるんですけ
れども、その中に 112 箇所、自治会で言うと 84 箇
所の自治会には１箇所または複数箇所があって、こ
れは高齢者の方とか地区社協の役員の方達の自主運
営になっていますので、補助金は年額で、光熱水費
の補助で１万円とか２万円とか、そういう形ですけ
れども、市の社会福祉協議会が中心となって作って
くれています。こういう所も見守りの拠点になって
います。
また、地域のネットワークを作る時に、認知症を
切り口に行きましたので、認知症のサポーター講座
と包括ケアの講座をセットで進めてきまして、こう
いったような文具店であったりとか、お酒の量販店、
スーパー、またはドラッグストア、ヤクルト、郵便局、
ホームセンター、または富士宮の信用金庫などは全
職員がサポーター講座を受けてくれて、包括ケアシ
ステムの研修会も受けてくれていますので、信用金
庫などでは暮らしの相談課というのを作って、消費
者被害等の地域の相談などもやっていただいている
ところであります。
また、見守り安心事業というのも、ここに書いて
あるような、いろいろな新聞店であったりとか、ヤ
クルトさん、郵便局、いろんなところが自主的に加
盟をしてくれていただきます。こちらが集めて協定
書を渡すのではなくて、自分達で研修を受けた上で、
自分達の役割として必要だということで入ってくれ
ておりますので、最近、先週は大手のコンビニのセ
ブンイレブンとか、あとは大手の保険会社等もこの
見守り協定に参画したいということで、向こうから
申し込んでくれているということになります。
そういったような事例は、ここに書いてあります
ので、これは少しご覧になっておいていただきたい
と思います。
また、今度、学、福祉教育ではキャラバンメイト、
このキャラバンメイトという方がいないと、認知症
サポーターの研修ができませんので、キャラバンメ
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イトを富士宮市独自で、これは平成 20 年の下の段、
キャラバンメイトを見ますと 158 人とか、平成 22
年は 60 人、25 年は 56 人ということで、大勢キャ
ラバンメイトが養成されているのは、市が独自にキャ
ラバンメイトの養成をしているというところであり
ます。
平成 18 年に 35 人しかいなかったサポーターが、
これは 25年までしかありませんが、現在 12,000 人
ほどのサポーターが養成されていますので、こうい
う方達が地域で困っている認知症がいるとしっかり
とつないでくれる。
当然、小学校、中学校、そして高校などは夏にセ
ミナーを開いてサポーター講座をやっています。そ
ういうところでサポーター講座を受けますと、子供
達が自ら地域のグループホームへ出向いていって、
「学校で勉強したので、おじいちゃん、おばあちゃん
と交流させてください」ということでボランティア
につながっています。
また、こういったことを民や産の人達だけではな
くて、その大本となる公の機関、要するに市役所の
職員だったりとか、知らないわけにはいきませんの
で、本庁職員はもう全職員、管理職研修とか震災時
研修とか、こういう形で人事課に研修を組んでいた
だいて、年に４回ほど認知症サポーター講座と包括
ケアの研修を受けていただいていると。
また、警察、これは認知症の方の捜索なんかで一
番先陣に立ちますので、こういう方達にも研修をし
ていただいておりますし、市議会議員も全員サポー
ターになっていただいていますし、消防の職員もサ
ポーターになっていただいています。
また、医療関係者、司法関係者等には、地域ケア
会議のメンバーになっていただかなければならない
ので、こういった研修もやっているということにな
ります。
中村：はい、どうも、尽きませんけれども、素晴ら
しい取り組みをされております。
一つだけ私のほうから、先ほど来、基盤としては、
例えば地区社協さんがもう 10 年前からいろいろ耕
していたと、こういうことのようですね。ですから
今の、今日の姿があるのは、一朝一夕でできたわけ
ではなくて、10年前からの積み重ねがあるというよ
うなお話を土屋さんからは控室でもお聞きしたんで
すが、もしこういう積み重ねが、我が地区、胸に手
を当てて考えてみると、ちょっとないなというとこ

ろで、これからやるとしたら、何か一言アドバイス
があればご教示ください。
土屋：もう 10 年後は待ったなしでやって来ます。
その 10 年後のことが地域の人達は見えてないので、
今なんでやらなきゃいけないのと思うので、10年後
この地域はこうなるよということを伝えれば、やら
ざるを得ないという気持ちにはなっていただけるの
かなと思います。
中村：当面の仕事、辺見課長からも 27、28、29 年
で体制づくりしなきゃいけないということで、つい
つい、そこを何とかこなそうということも考えなきゃ
なりませんけれども、今、お話のあったように 10年
というのは、確かに私の実感でもすぐ来てしまうと
いうことなので、10年後も見据えながら、当面の対
策と長期に続く、両にらみでやっていくということ
しかないということですね。
それでは森口さん、追加のご発言なり、あるいは
他の演者に対するご質問なりコメントなりありまし
たらどうぞ。
森口：そうしましたら、ちょっとスライドに戻らさ
せていただきまして、27枚目のスライドなんですが。
中村：森口さんのスライドの 27 枚目ということで
すが。
森口：総合事業の一つのひまわりの集いという通い
の場があるんですけど、この紹介を少しさせてくだ
さい。
赤いエプロンをつけている方が、生駒市の健康づ
くり推進員の皆さんなんですけれども、こちらの協
議会に委託をしまして事業を実施しています。会食
サロンにひまわりの集いというのがあります。これ
は本当に大人気の事業なんですけれども、朝早くか
らこの推進員の皆さんが商店街で買い物をして、手
作りの昼食を準備して下さいまして、利用者の方を
温かく迎え入れて、歌ったり、体操をしたり、折り
紙で工夫をしたり、工作をしたり、毎回、創意工夫
のメニューを考えてくださっています。
利用者の方の中には認定の更新を受けて、要介護
２の認定を受けてしまった方がいらっしゃるんです
けれども、その方は「どうしてもこのひまわりの集
いに参加したい、ここが自分の居場所、通いの場だ」
ということを強くおっしゃいまして、実は認定を取
り下げられまして、福祉用具を実費で借りて参加を
続ける方がいらっしゃったぐらい、通いの場であり、
本当に魅力のある事業の一つかなというふうに生駒
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市では考えています。
ちょっとこの事業を紹介させていただきました。
中村：私のほうからご質問というか、森口さんの生
駒市のご発表で、自立支援、重度化予防に力を入れ
ているというお話があって、なかなかどの自治体で
もそういうことを目指すんですが、参加者が少ない
とか、そういうことで苦労されているというお話を
よく聞くわけです。また、森口さんのお話の中で、
やはり魅力あるプログラムづくりが大事だというお
話が最後にありましたよね。
今のお話もそれに近いんだと思いますけど、もう
要介護認定を取り下げてもそっちに参加したい、そ
の魅力あるプログラムを作る秘訣というのは、どう
いうものなんでしょうか。
森口：地域の皆さんの自主性を尊重しながら、グルー
プの方と参加者の方とほどよい距離感を持ちながら、
くっつきすぎず、つかず離れずの体制で、どういう
ことが皆さんはニーズとして持っておられるのかと
いうことを、まず課題を整理しました。
その課題を解決するにはどうしていったらいいの
かということを市の中でも考えまして、どの類型の
事業を作るのかではなくて、今ある課題を整理して、
どういうことが優先順位として解決していくことが
大切なのかというのを考えて、魅力ある事業を作り
出していっているところです。
中村：地域ケア会議が大事だというお話もあったよ
うに思うんですけど、やっぱりそういうところで住
民の方のニーズをみんなで考えてということになる
わけですか。
森口：そうですね。地域ケア会議も、地域の中で行
われている会議もありますし、市が主体となって行っ
ている会議もありますし、そこで本当にいろんな意
見が出てきて、いろんな課題というのが出てきてい
まして、それを政策課題に反映できるように頑張っ
ているところです。
中村：資料集で 123 ページのところで、集中介入期
の事業に参加した方の結果で、104 人が修了されて、
４割くらいの方は要介護認定が不要になったという
ことなんですが、やっぱり着実に効果は上がってい
るというふうに皆さん評価されているわけですね。
森口：そうですね。皆さん本当に、教室に参加され
ている中から、教室修了後はこうなりたいという目
標を明確に持っておられまして、そこを支援するよ
うにスタッフも努力をしているんですけれども、そ

こで本当に皆さん自身も自分が変わっていくことを
実感されて、そういったことがこの結果になってい
るのかなというふうに思います。
中村：ありがとうございました。
冨田さん、いかがでしょうか。
冨田：11 ページをお願いできますか。
先ほど持ち時間12分、あっと言う間に過ぎまして、
話半ばでございました。引き続きちょっと説明をさ
せていただきたいと思います。
今、有償ボランティアということで取り組みをし
ております。このことにつきましても、介護保険制
度上の制約の中でホームヘルパーの皆様方ができな
い部分、それから支給決定に基づくサービス料が超
えてしまう部分、また介護保険外の方々の支援とい
うことになりますけれども、平成 26 年度は 51 名の
利用者に、168 回のサービスを行っております。
168 回のサービスによって町民、また介護保険で
賄えない困りごとが解決されたということでござい
ますけれども、今、このページ、地域包括支援セン
ター、居宅介護支援事業所、ここが本人の 34 件の
連絡電話よりも、他の所と比べますと 17 件という
ことで、若干、この表の中では多く位置づけられて
おります。
これにつきましても、実際、介護保険で賄えない分、
17件相談があったということでございます。
この有償ボランティア、100 円から 500 円という
ことでございますけれども、このサービスによって
今から、平成 28 年度から移行する予定でございま
すけれども、南大隅町の地域包括ケア体制づくりの
一つの活動ということで、生きてくるのではないか
なと思っております。
それから寄ろっ住も家事業ということでございま
す。夕方から朝まで、高齢者の方々が家の中に閉じ
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籠もり、また、外に出ることもないという方々、そ
ういう方々が不安を抱える一番寂しい時間帯に、集
会施設を使いながらコミュニケーションを図る、ま
た、食事、寝泊まりまでするということで、みんな
で仲良く住みましょうよということでの取り組みで
ございます。
これにつきましては、介護福祉施設等のショート
ステイを使えない、介護保険で使えるんだけれども、
本人が行きたがらないというような状況もございま
して、訓練をする必要があるということでございま
す。
それから災害時の避難につきまして、家から一歩
も出ようとしない高齢者が非常に山間部につきまし
ては多いということ等もございまして始まった事業
でございます。
活動の内容ですけど、平成 25 年 11 月からスター
トをさせておりますけれども、おおよそ 80 歳代の
方々がほとんどでございます。５名から６名ほどグ
ループを作りながら、皆さんで情報提供をするとと
もに、相互の見守りを行っているということでござ
います。
月１回、社協のほうで職員が訪問をし、介護保険
情報、それから福祉情報、いろんな諸々の情報提供
を行っております。
その中では、食事の持ち寄りはもちろんのこと、
配膳、布団の片づけ、敷、それとお互い役割を決め
ながら共同生活を図っていくということになってお
ります。
本町では過疎化に伴いまして、小学校統合が行わ
れましたので、廃校になった新しい建物が複数ござ
います。集落が消滅をしていくと、集落に地域力が
なくなってしまいますので、集合住宅ということで
何とか活用ができないかということに対する先駆け
の事業ということで位置づけられてもおります。以
上です。ありがとうございました。
中村：ありがとうございました。南大隅町の地域性
もよく反映した事業ではないかと思ってうかがいま
した。
辺見課長、何かもしあれば、皆さんに対してでも、
全般的によろしくお願いします。
辺見：質問というか皆さんにおうかがいできたらと
いうふうに思うんですけれども、まず富士宮市が非
常に相談体制が充実しているということについて、
有名なところです。相談に来ない人、あと様々な活

動を今日の紹介もありましたけれども、活動に来な
い人、こういったような方達に対しての対応という
のは、どういったところに気をつけていったらいい
のかなという、どんな工夫があるのかなという観点
で、もし何かお知恵があればということです。
生駒市における取り組み、様々あったんですけれ
ども、徘徊高齢者の模擬訓練のところで、土屋さん
に先ほど中村理事長が質問された、取り組みが進ん
でない所が新たに取り組むとしたら、どんなことを
考えたらよいのかなということで、ちょっと思いつ
いたことがあります。徘徊高齢者の模擬訓練に取り
組んでいる他の自治体の事例で、徘徊高齢者の模擬
訓練は、徘徊高齢者を探すこと自体の目的がメイン
ということではなくて、高齢者に対して、より多く
の方に関心を持ってもらうこと、また、みんなで活
動するということに巻き込みをしていくという、い
ろんな商店の方とか警察とか、そういったところを
巻き込んでいくということの意味が実はより重要な
んだというふうにおっしゃる方もいました。模擬訓
練は比較的取り組みやすい活動かなとも思うんです
けれども、ちょっとそのあたり、どんなふうにお思
いになるかということを教えていただければと思い
ます。
あと南大隅町で社協の取り組みはとても素晴らし
いと思います。社会資源としてその他のところ、特
に地域のメインの産業で、農業とかもあるんじゃな
いかというふうに思うんですけれども、他の分野の
方々との連携みたいなところ、何かありましたら教
えていただければと思います。以上でございます。
中村：どうもありがとうございます。それぞれよろ
しくお願いします。
土屋：最初に相談に来れない人、来ない人について
の対応なんですけれども、富士宮市は平成 18 年に
包括支援センターができた時に、高齢者だけではな
くて、福祉の総合相談、生活困窮も含めたDVとか、
子供の相談も含めてやっているんですけれども、当
然、相談に来れない人、どういう人かというと、認
知症の一人暮らしで自分が困っていることにも気づ
いていないとか、それから高齢と、それから統合失
調症との心身疾患を持った方の世帯であったりとか、
その他にあと支援を拒否している人達ということに
なりますと、やはりアウトリーチ、そういう状況を
把握していかなければならないということになりま
すので、先ほど言った、地域に相談窓口のブランチ
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を作りまして、そこと地区社協の役員さん達、民生
委員さん達を、今、連結をしてありますので、先ほ
ど言ったように、地域の中で相談に来れない方達が
発掘されてくるわけです。
そうすると、民生委員や地区社協の役員さん、ま
たは地域の相談センターから相談がどんどんどんど
ん吸い上げられてくるということになりますので、
やはり相談というと、窓口で待っていて来る人とい
うイメージですけれども、そうではなくて、積極的
に地域の中で困っている人達を発見してもらう仕組
みを作って、そしてつないでいただく。
支援を拒否している場合は、無理矢理連れて来れ
ないので、地域での見守り体制を作って、放置をし
ないような状況にしていく。そんなような連携で相
談につないでいます。
中村：ありがとうございました。森口さん、いかが
でしょう。徘徊模擬訓練の位置づけというか、意義
というか、そのへんについて。
森口：生駒市で徘徊高齢者模擬訓練を始める前に、
福岡の大牟田市のほうに視察に来させていただいた
んですけれども、そのきっかけが生駒市でも毎年、
徘徊高齢者、行方不明高齢者というのが年々増えて
きていまして、いろんな所から市役所のほうにも、
いなくなったんだけどという情報が入ってくること
が多くなったことでした。
まずは認知症の理解を地域の方にしていただく、
認知症というのは他人事ではなくて、自分もなる可
能性のある病気なんですよということを理解してい
ただいて、じゃあこれから自分達の地域で、どうい
うふうに認知症の方を見守りながら支えていったら
いいのかなということを考えていただく機会になる
ようにということを目的に行っています。
実際に声かけの練習をしながら、どういうふうに
自分達の地域で、もしも徘徊高齢者が出た時に、ど
ういうふうに声かけをしたらいいのかなというのを
実際に体験してもらいながら学んでいただいていま
す。
終わったあとに必ず反省会というのをするんです
けれども、そこで本当に沢山の皆さんの体験の意見
が、多くの声が上がりますので、そこで本当に地域
の中で見守っていく、支えていくということを自分
達で考えていく、いい機会になっているかと思いま
す。
中村：どうもありがとうございました。冨田さん、

いかがでしょう。他の社会資源はどうなのか。さっ
き農業なり漁業の町のようにもスライドで出ていま
したけれど。
冨田：南大隅町では、農業、漁業、あまり大きな企
業がない静かな町でございますので、そことの連携
はあるのかどうかということでございました。
その件につきまして、まだまだ進めていかなけれ
ばならない部分はあるんですが、多組織連携という
ことで、一つお話をさせていただきたいと思います。
実は今現在、南大隅町社協では、県の地域政策課
と仕事を始めようとしております。８月に契約を結
んだところではございますけれども、福祉を離れた
ところで、今、ちょっと一つ。
と申しますのが、山間部における買い物弱者支援
ということでの事業、これをモデル実験的に行って
欲しいということで、県から話がありまして、それ
を行うようにしております。
今、その中で、商工会という組織が、シルバー人
材、社協、行政に加えて、また新しく入ってくるの
かなと思います。商工会の中には、それぞれのグルー
プがもちろんございますし、商店もございます。
また、ちょっと大きく関わりが広がってくるので
はないかなと思っておりますし、また今後に向けて、
その福祉的な部分にそれぞれ、シルバーはシルバー、
商工会は商工会と、餅屋は餅屋の仕事がございまし
たけれども、何とか福祉のほうに引きずり込みなが
ら、一緒に多くの組織が地域住民と一緒に福祉を考
える、介護を考えるという形を試みていきたいなと
思います。
中村：ありがとうございました。
お待たせしました。会場のほうからも、ご質問な
りご意見なり、第１分科会に参加されている方、い
ろんな思いで悩みなり、これからどうしようという、
実践的な課題を抱えている方が多いと思いますので、
遠慮なくシンポジストの皆さんにうかがうことも自
由でございますので、積極的に参加していただきた
いのですが、いかがでしょうか。
ちょっと私のほうから暗くて見えない面もあるの
ですが、遠慮なくお手を挙げていただいて。
はい、どうぞ。マイクがそこのところにあるよう
ですので、恐縮ですが、そちらまでよろしくお願い
します。できれば、お名前なりご所属なりバックグ
ラウンドなり言っていただいて、あとご指名のシン
ポジストがいれば、よろしくお願いします。
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有村：鹿児島県南九州市頴娃町という所にあります
特別養護老人ホーム望洋の里副園長の有村と申しま
す。
地域力ということで、これからは地域を活性化し
ていくという意味では、まだまだ、医療、福祉とい
う観点の切り込みで、どうしても高齢者を中心に、
地域の方々に何かお世話になっているというような
イメージが、どうしても拭いきれないんです。
先ほどのお話にもありましたように、今度、高齢
者、認知症の方でも、例えば子育ての世代とか、そ
ういったようなところに、本当に役立っている、資
源になっているというようなアプローチをしていく
ことで、積極的な活動が生まれるんじゃないかと思っ
て、何とかそういうお話が聞けないかと思うんです
けれども、なかなかそこまで聞けません。
そこで、特に土屋様のほうで何かそういった事例
が、これだけ地域住民の方々の協力が得られている
んでしたら、高齢者が実際に地域でこういうふうに
役立っている、例えば産とか学とかにそういう切り
込みがあれば、こちらからも今度、地域のアプロー
チとして、地域の高齢者もこういうところに、学校
とか産業のほうとか、「力になっていけますので、ギ
ブアンドテイクできませんか」というようなアプロー
チができないかなと考えているんですが、そういっ
た事例がありましたら、是非、ご紹介いただきたい
と思います。
中村：どうもご質問ありがとうございました。
土屋さん、よろしくお願いします。
土屋：ありがとうございます。認知症の当事者の方
達が、どのように地域と関わっているかということ
で、一つは認知症でグループホームで生活をされて
いる方、この方達が、今、例えば高校生の認知症サポー
ター講座なんていうところになりますと、認知症の

恐さだけを教育されて、認知症は恐い人だと。
感想文に、「認知症のサポートできますか」と聞い
たら、「恐くてできません」と書かれていたわけです。
そこでグループホームの方達にお願いして、その
サポーター講座に認知症の当事者の方達に５人も６
人も来ていただいて、高校生と直接やり取りをして
いただきました。
そうしたら、できることは沢山あるわけなので、
認知症って普通、何も恐い人でも何でもないんだ。
そこで高校生達の思いがガラッと変わったというの
が大きな一つ。
それからもう一つは、若年性の認知症の方の支援
をしておりまして、60歳前までで認知症に発症した
方達が、今、富士宮はこういう取り組みをしており
ますので、介護保険事業所とかが協力をしてくれて、
小規模多機能とかで正式に雇用していただいている
んです。
その方がフォーラムとかに出ていって、「私はこう
いうできないこともあるけれども、今、富士宮は大
好きです」と皆さんの前で言ってくれるわけです。
それから他にも同じような方が、今、当事者とし
て自分の生活をしっかりと仕事をしながら伝えてい
ます。奥さんと一緒に郵便配達をやっているんです
ね。運転は奥さんがやって、ご本人が配達をする。
そういう実体験をフォーラムとかで語っていただ
きまして、その方は全国を回って、そのフォーラム
に出ていただいていて、ソフトボール大会というこ
とで、ディメンシアシリーズと言って、富士宮のソ
フトボール場に全国から認知症の方に来ていただい
て、元気な姿を発信したりとか、今、JCか何かのコ
マーシャルでも放映されていますので、今日持って
くれば良かったんですが、そういうのを見ていただ
けると、認知症になっても大丈夫というような情報
発信をしていただいていますので、そういう意味で
は非常に当事者が中心となって情報発信をしている
というようなことに取り組んでいます。
中村：どうもありがとうございました。遠慮なく他
にいかがでしょうか。
今はやはりサポートされる側ではなく、双方向性
で何かできないかという問題提起であったと思いま
す。
そちらの方ですか。よろしくお願いします。
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上村：こんにちは。先ほどの有村さんと同じく、鹿
児島県南九州市頴娃町からまいりました上村と申し
ます。私は、平日、特別養護老人ホームで仕事をして、
週末はNPOの活動をやっている者です。
NPOのことで質問させていただきます。10 年前
から冨田さんがやっていらっしゃるような有償ボラ
ンティアを立ち上げて、介護保険でできないものを
支援させていただいているという活動をしているの
ですが、最近、在宅の方からの依頼が増えてきてい
ます。
森口さんが言われていたような、要支援の方が元
気になって、介護保険から外れる方がいらっしゃっ
て、今まで使っていたヘルパーさんが使えなくなっ
たから、有償ボランティアでお願いしますという流
れもできつつあるんですけれども、その中で、その
住民の方が、インフォーマルとフォーマルの違いを
理解できずに、そのまま私達が有償ボランティアで
受けた時に、フォーマルのサービスをそのままイン
フォーマルでもやってくれるんだというような意識
がまだまだあるのかなというところで、コーディネー
ターで入ったボランティアさんが、自分のコーディ
ネートの仕方が悪かったんだろうかとか、落ち込ん
で帰ってくることも結構あるんですね。
今後、そういったことが、ボランティアさんを養
成していく上で、非常にボランティアさんが燃え尽
きないようなシステムとか教育とか研修とか、そう
いった体制もしっかり整備する必要もあるし、住民
の方もフォーマルとインフォーマルの違いというも
のを、これからしっかりと理解していくような、そ
んな場が必要になってくるのかなというふうに思っ
ているところなんですけれども、そういった施策が
今後あるのかどうかというのをお聞きしたいと思い
ます。

中村：大変適切なというか、今のこれからの方向を
進める時に、重要なご質問であったと思いますが、
いかがでしょうか、今の件に関して、冨田さん。
冨田：今のご質問ですけれども、非常に難しい線引
きということになってこようかと思います。
今現在、私ども南大隅町社協では、需要・ニーズ
があった時に、必ずその方を訪問をするという形を
取っております。それは毎回ということになります。
継続した同じ作業でない以上は毎回訪問をすると。
介護保険の要支援１から外れて非該当となったとい
う状況を見させていただくということになります。
その中で、福祉コーディネーターの職員が訪問し
ますので、私に報告するようにしております。その
状況等について確認を取ってから作業内容を確認し、
そこで金額の設定もするということにしております。
今、質問がありましたように、ボランティアの方々
が、この方にサービスを提供するのか、有償ボラン
ティアとして入ったけれども、していいのかなとい
う、そのへんのところのやはりジレンマが出てこよ
うかなと思っております。そのとおりだろうと思い
ます。
そこで、フォローアップ研修ということで、その
都度その都度、活動される有償ボランティアの方々
が、めげることがないようにワークショップをしな
がら、活動に対する心構えもですけれども、その時
に気をつけなければならないこと、活動内容の一定
の平等化・均一化を図るということ、これ等を気を
つけながら、年にフォローアップ研修を４回ほど行っ
ております。
今、60名の有償ボランティアの方々がおられます
けれども、その方々については、年に２回、無償の
手弁当で、今現在、１回でだいたい５件ほど、ヘルパー
が入れない、シルバー人材センターにお願いするに
も費用的な経済的な負担ができないという方々を居
宅介護支援事業所、地域包括支援センターから対象
者をピックアップさせていただきまして、活動も行っ
ているところでございます。
中村：今の件に関して、森口さんや土屋さん、何か
ありましたら遠慮なくどうぞ。
森口：冨田さんがお答えいただいた内容と少し被る
かと思うんですけれども、生駒市の場合、有償のボラ
ンティアさんというのがまだないんですけれども、例
えば生活支援サービスという部分では、シルバー人
材センターのほうに委託している事業がございます。
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まず総合事業を使われる要支援の方なんですけれ
ども、必ず事業を利用される場合につきましては、
訪問を地域包括支援センターの職員さんが訪問して、
細かくアセスメントをして、いったい何が必要なの
かというのをアセスメントをしていきます。
その中で、その方が例えば膝が痛くて買い物にい
けないということであれば、必ずしも介護保険の認
定を受けて、専門のヘルパーさんに頼まなくてはな
らないのか。いや、そうじゃなくて、シルバー人材
センターの会員さんの方に頼んでもいいのか。その
あたりを地域包括支援センターの職員さんが見極め
ていきながら、その方に応じたサービスが提供でき
るようにということを徹底して行うようにしていま
す。
中村：ありがとうございました。
せっかくの機会ですから、もう少し時間がありま
すので、ご質問の方おられたら。おられませんか。
どうぞ、マイクのほうに来ていただければ。あり
がとうございます。どうぞどうぞ。
ちょっとお待ちください。お二人あとおられるよ
うですので、簡潔にそれぞれ。

金平：東京の武蔵野市の高齢者支援課の金平と申し
ます。本日はこのような機会をいただき、ありがと
うございました。
地域包括ケアシステムというのが、今後の本当の
介護の最大の課題だと思うんですけれども、先般、
日本創生会議が高齢者の移住を提唱して、地方創生
ということで、地方に移住を促進していきたいとい
うような話が出ています。もしそれが本当に実現し
た時に、今後、地域包括ケアシステムというのは、
どういう方向性でやっていけばいいのか。どのよう
な気持ちを持って、各自治体が進んでいけばいいの

か、是非、お知恵を拝借できればと思います。
中村：分かりました。
ご質問だけ続けさせていただいて答えをというこ
とで、今のお話は、たぶん辺見課長がお答えしなきゃ
ならないと思いますので、辺見さんに答えてもらい
ます。
女性の方、お願いします。

原口：私は、鹿児島県の姶良市にあります、リハビ
リテーション広域支援センターで仕事をしておりま
す原口と申します。
私どもリハビリテーション広域支援センターは鹿
児島県内の各地にあり、それぞれ地域包括ケアシス
テムの中に貢献しようということで、いろいろ活動
しているんですけれども、先進的な取り組みをされ
ている皆様から見て、リハビリ専門職に対してもう
少しこういうことをして欲しいというようなご要望
や、それぞれの地域で、広域支援センターを通して
とか、あるいは各地域にある専門職の県医師会など
を通してとか、どのような流れでリハビリ専門職に
仕事を依頼しているのか、おうかがいしたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。
中村：ありがとうございます。リハビリテーション、
リハ職に期待するものということではないかと思い
ます。
では、最初のほうの日本創生会議の提言に関しま
して、地域包括ケアシステム、そうであるとするな
らば、どう考えるべきかというということについて
は、辺見課長のほうから、よろしくお願いします。
辺見：創生会議のご指摘も、要介護状態になった時
点での移住というよりも、高齢期の暮らしをどこで
していくかという視点も入っているのかなというふ
うに思っています。
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いずれにしても、地域包括ケアシステム自体は、
高齢者が住み慣れた地域においてということですけ
れども、住み慣れた地域においてというのを、ずっ
とその方が暮らしてきた地域という考え方もありま
すけれども、実際、創生会議の提言を待つまでもなく、
いろんな形で転居されて、自分の老後は転居先でと
いう形で選択をされるということもあるわけでござ
いまして、ご自身がここで暮らしていきたいという、
暮らし自体をどういうふうに支えるのかということ
かと思います。
そういう意味では、行政の視点から見ると、個別
の人達がいったいどこで老後を暮らすのか分かりに
くいといった、非常に実務的な困り具合はあろうか
と思いますけれども、対象となっている方々、いろ
んなお考えをお持ちですので、そういったところの
変化は取り敢えずあり得るものとして、全体の仕組
みとして、地域で暮らしておられる方を、様々なサー
ビスを包括的に組み合わせて支えていくという意味
で、地域包括システムの考え方自体、このご提言等
を受けて変わるというものでは決してないというふ
うに考えております。
もしかすると、ちょっと個別の視点があるのかも
知れませんけれども、その点はまたあらためて。
中村：リハ職への期待というか、リハビリテーショ
ンをどうその地域包括ケアの中で位置づけるべきか
ということについて、まず森口さん、土屋さんの順
番で、それから冨田さんがあればという形ですが、
ちょっと時間が 28 分というような状況なので、あ
と１、２分なので、簡潔にもしできたらお願いします。
森口：生駒市では、PTさん、リハ職の方と関わりは
じめたのが、平成 24 年度の国のモデル事業をした
ころからなんですけれども、本当にリハ職の方とい
うのは、これから本当に必要に、大きな力となって
いくと感じています。
生駒市のほうも、リハ職の常勤の方っていらっしゃ
らないんですけれども、これからはもっともっとど
んどんこのシステムの中にも入ってきていただきな
がら、いろんな事業等の組み立ても一緒にしていき
たいなと思っています。
中村：土屋さん、お願いします。
土屋：静岡県も、PT協会、理学療法士協会のほうか
ら、地域包括ケアに積極的に参画したいということ
で、市のほうにもいろいろご依頼文をいただいてい
るんですけれども、実際にこの PT さん、OTさん、

独立開業をしてやっている方は少なくて、病院所属
なので、地域ケア会議をお願いした時に、所属病院
がスッと出していただけないようなケースも多々あ
るわけなので、できれば所属病院のほうの協力なん
ていうのがしっかりとできてきて、それって地域ケ
ア会議の有用性を理解していただくということなん
ですけれども、そうしますと、これから地域ケア会
議の中では、PT、OT、特に作業療法士さんとか生
活が見られますので、非常に重要な位置づけになっ
てくると思います。
ですから所属病院のほうもしっかりと理解をして
出せるような環境整備をしていただければと思って
います。
中村：まさに地域の理解、病院も含めて、地域ケア
会議とか、皆さん集まった時のネットワークづくり
の中の一つの出やすくする、そういう職種の人も出
やすくすることも課題でしょうね。
冨田さん、何かこの点に関してありますか。
冨田：私ども南大隅町については、地域包括支援セ
ンターが、リハビリテーション病院の PT とのやり
取りを行っております。
その説明場所ということですけれども、老人クラ
ブ、今回、今月ですけれども、530 名ほど集まるスポー
ツ大会がございます。社協で事務局を持っておりま
すので、地域包括支援センターから話をいただいて、
今回、転倒予防ということで 20 分ほど、その場所
を使ってということです。
ヘルパーミーティングを月に２回行いますので、
前回は嚥下ということでお出でいただきまして、ま
たお話をいただきました。そのような流れで行って
おります。
中村：どうもありがとうございました。
時間がもう 17 時 31 分ということで、１分超過し
ております。第１分科会、議論すると尽きない話題
ですけれども、時間の関係で以上とさせていただき
ます。
皆さんには、ご参加いただきまして、ありがとう
ございます。
私のほうから司会のほうにマイクを返さなければ
なりませんので、よろしくお願いします。
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宇田：どうも皆さん、こんにちは。あらためまして
ご挨拶申し上げます。
ご当地の伊集院町にあります伊集院保健所の宇田
と申します。縁あって、鹿児島県の保健所長の会長
もさせていただいておりますので、今回のコーディ
ネーターをお引き受けするということになりました。
では、４人のパネリストの方々に、それぞれご発
表をいただいて、できれば、せっかくの機会なので、
フロアの方々からも、是非、積極的にご質問、ご意見、
お出しいただきまして、このパネルディスカッショ
ンを盛り上げていただければなというふうに思いま
す。よろしくお願いいたします。
では、最初に介護保険者は市町村長でございます
ので、市町村の立場で篠田先生にお話をいただき、
それと少し広域を所管をさせていただいております
都道府県、保健所の立場で私のほうからお話をさせ
ていただき、そのあと地域包括ケアシステムは、市
町村と医療機関が重要なパートナーということもご
ざいますので、３番目に大分県のほうで医師会の活
動をなさっておられた野上先生に、そして最後に大
学の立場で櫃本先生にご発表いただくということで
お願いします。
まずご発表を１人 12 分から 15 分程度させていた
だきまして、そのあと補足あるいはフロアからのご
意見を頂戴しながら、この２時間のパネルディスカッ
ションを進めたいと思います。
では、最初に篠田先生、ご発表よろしくお願いい
たします。
篠田：皆さん、あらためまして、こんにちは。岐阜
県大垣市役所の篠田と申します。よろしくお願いし
ます。
お話をさせていただきます前に、皆さん大垣市と
いってもあまりピンと来ないかも知れませんが、関ヶ

原町はご存知かも知れませんが、関ヶ原町の横にあ
る市が大垣市でございます。そういう大垣市なんで
すが、岐阜県の南のほう、美濃地方という所にある
市でございます。
江戸時代の後期に、今日の地元の鹿児島県の薩摩
藩にお世話になりまして、堤防を作っていただいた
大垣でございます。
私は鹿児島に講演にお邪魔する時に、必ずタクシー
の運転手さんに「お世話になった岐阜県です」と言
うんですが、タクシーの運転手さんは、ほとんど知
らない方が多くて、揖斐川、長良川、木曽川の所を
改修していただいたんですけど、薩摩藩の人に。タ
クシーの運転手さんは、なぜか「大井川でしょ」と
いうふうに言われまして、大井川は静岡なんですけ
れども、私達、やっていただいたほうからすると、ずっ
と教育を受けて、ずっと覚え続けているんですけど、
意外に薩摩の人は覚えていないのかなということを
思いましたけれども、ご先祖の方が大変お世話にな
りまして、感謝申し上げます。
今日は、医療介護連携ということで、大垣市の事
例を少しお話しさせていただきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
12 分か 15 分ぐらいですが、保険者として考えて
いる現状と課題ですね。そして 27年制度改正の大き
な柱であります医療介護連携は大事なんですが、こ
ういう所にお集まりの皆さんは、意識が高い方が多
いので、別にご存知のとおり、制度改正に上がった
からやるのではなくて、元々大げさな言い方をすれ
ば、介護保険が始まる前から、医療と介護は是非連
携したいということを現場では考えておりましたの
で、在宅の中重度者支援強化というふうに書かせて
いただきましたけど、これについてお話のほうをさ
せていただきたいと思います。
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現場と書きましたが、保険者のほうが考える在宅
医療介護連携推進についてということでございます。
冒頭、大垣市のことを簡単にご紹介させていただ
きますが、大垣市は人口 16 万です。合併して人口
16 万になりまして、ちょうど高齢化率が 25％です
ので、４万人の方が 65歳ということになります。
24時間巡回型サービスを行うなど、積極的に事業
展開しようというふうにしております。
現状と課題ですが、これは厚生労働省の資料です
が、皆さん見られたことあるかも知れませんが、え
らい古い資料で恐縮ですが、昭和 26 年から、どこ
で高齢者の方が亡くなられたかというものでござい
ます。
本市の資料ともだいたい合致しますけれども、現
在では病院で亡くなられる方が 76％、在宅で亡くな
られる方が 12.8％ということでございます。
ただ、次の資料もそうですが、これは一人暮らし
になった場合、どこで住みたいかということでござ
いますし、次は、人生の最後を迎える時、どこで生
活したいかということでございます。
どこの市町村の方も３年に１回、介護保険事業計
画をお作りになってみえて、たぶん介護保険事業計
画作成の前に、前年若しくは当該年度に実態調査を
してみえると思います。
たぶん同じような質問をされてみえると思ってお
りまして、うちの大垣市も実態調査をいたしました
が、だいたい全国と同じようなデータで、４割ぐら
いの方が住み続けている家で最後を迎えたいという
ふうに答えてみえます。３割ぐらいの方が病院で最
後を迎えたいということを答えてみえて、２割の方
が分からないというふうなことであります。
20％が分からない。結構多いと思われるかも知れ
ませんが、私個人としては、すごくこれに答えてい
ただいた方は正直な方だなというふうに思います。
まだ現在では分からないのが現状ではないかなと
いうことを思いますし、ちゃんと選択肢を示されて
ない我々市町村にも大きな課題があるのではないか
と思っています。
ケアマネジャーさんのいろんなアンケートがあり
ますが、医療介護連携が苦手だというふうにおっ
しゃってみえるケアマネジャーさんが多いのも、皆
さんご想像のとおりでございます。
こういう状況を踏まえて、在宅で最後を迎えたい
という方が、本市の場合８割から９割ぐらいいらっ

しゃるわけですが、その在宅で最後を迎えたいとい
うニーズに対応するために、在宅でサービスを利用
できる在宅医療サービス、在宅介護サービスを発展
していきたいというふうに考えております。
もちろん施設入所も大事ですので、必要な量は整
備をいたしますが、基本的には本人のニーズに基づ
いて、在宅医療介護に重点を置いて整備をしていき
たいというふうに考えてございます。
27年制度改正、いろいろございました。現在進行
形でございまして、皆さん今日お集まりの方、市町
村の方もいらっしゃると思いますが、27年改正、２
割負担ですとか、補足給付の見直しとか、いろいろ
あったかと思います。
本市といたしましては、２割負担とか補足給付も
大事なんですけど、先ほど申し上げましたとおりに、
27年制度改正の本丸は、地域包括ケアシステムの構
築でございますので、いつまでもご希望されれば在
宅で住み続けることができる、そういうことを目指
しております。
そのためには、説明するまでもなく、在宅介護サー
ビスだけでは乗り切れないケースが多くございます
ので、在宅医療と在宅介護がしっかりマッチして、
サービスを提供できる体制を整えていきたいという
ふうに思っています。
皆さんご存知のとおり、地域包括ケアシステムの
構成図でございますが、地域包括ケアシステムの考
え方に基づきまして、医療介護総合確保推進法が成
立いたしまして、現在、全国の自治体では、在宅医
療介護連携推進を進めているところでございます。
地域支援事業の中に在宅医療介護連携推進が入っ
ているのも、皆さんご承知のとおりだと思っていま
す。
本市では 27 年度、今年度は、岐阜県のほうから
補助金をいただいておりますので、医師会さんと市
のほうが連携しまして、在宅医療介護連携推進事業
を行っております。
来年度からは、国が示しておられるような地域支
援事業に乗っけた上で、在宅医療介護連携推進事業
をやっていきたいというふうに思っています。
在宅で支援させていただくためには、これは我々
が勝手に呼んでいるだけですので、大垣市のことと
思っていただければと思いますが、訪問系３大サー
ビスというふうに呼んでおりまして、訪問診療と訪
問看護と 24時間体制の訪問介護と、この３つのサー
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ビスを普及していこうというふうに本市としては考
えております。
まず１つ目の訪問診療でございますが、医師会の
先生にお願いして、徐々に訪問診療をやってくださ
る先生が増えてきました。ただ、半分まではまだいっ
ておりませんので、医師会の先生にまたお願いをい
たしまして、訪問診療をやってくださる先生が、ど
んどん増えていくようにしていきたいというふうに
考えています。
２番目の訪問看護は、皆さん方の自治体でもそう
かも知れませんが、徐々に訪問看護ステーションは
多くなっていますし、一事業者あたりの訪問看護師
さんの数も多くなっています。こういう傾向が進め
ば、昼間だけではなくて、朝晩、夜間を含めた 24時
間体制で支援していくことができるケースが増えて
くると思います。
皆さん方の自治体でもそうだと思いますが、在宅
で末期のがん患者さんを支援させていただいている
ケース検討会議に出させていただきますと、例えば
訪問診療が１回、訪問看護が週３回とか、あとは訪
問介護が毎日、１日５回、６回という感じでサービ
スを提供はしています。
これがまだ一部のケースに留まっておりますが、
本市といたしましては、それが普通になるように、
基盤整備を今後とも進めていきたいというふうに
思っているところでございます。
24時間の巡回型は、全国的にも徐々にしか増えて
おりませんし、本市でも、今、３事業所目でありま
すが、ここも増やしていって、ご家族のみえる方は、
ご家族が介護されるのも選択肢の一つだと思います
が、私どもの市として考えていますのは、一人暮ら
しの人とか、高齢者夫婦の方とか、いわゆる家族の
支援を受けることが難しい方でも、普通に在宅で暮
らすことができる体制を目指しておりますので、一
人暮らしや高齢者夫婦の方でも対応できるように、
24時間巡回型並びに身体介護ゼロコードと言います
が、１日複数回サービスが入れるサービスを増やそ
うとしていることでございます。
保険者が考える在宅医療介護連携推進事業ですが、
これは皆さんご存知のとおり、厚生労働省のほうか
ら説明があります、在宅医療介護連携推進事業のメ
ニューでございます。このメニューをしっかりやっ
ていかないといけないのは言うまでもないんですが、
今日、強調させていただきたいのは、このメニュー

をやっていく上で、そもそもなぜこれが必要なのか
ということでございます。
皆さん方は、現場で相談員とかやっている人もみ
えると思いますが、次の資料はちょっと意識的に中
を埋めなかったんですが、例えば、がん患者さん、
あるいは脳卒中の患者さん、あるいは大腿骨の骨折
をされた患者さん、いろんな疾患の患者さんがいらっ
しゃると思います。皆さんもいろいろ現場のほうへ
出向かれて、相談支援とかサービス提供をしてみえ
ると思います。
縦列のほうには本人さんのライフステージを書き
ました。こんなきれいにはいかないと思いますけれ
ども、入院された直後とか入院中ですね、入院中と
言いましても、急性期の病院の入院中とか、慢性期
病院の入院中とか、いろいろあると思います。ある
いは退院直前、退院直後、在宅で安定して療養を続
けられているころ、あるいは残念ながら不安定になっ
てしまったころ、そして終末期を迎えられるころ、
いろんな人生のライフステージがあると思うんです
が、人生のライフステージがいろいろある中で、疾
患名もいろいろございます。
ご存知のとおり、これは複数の疾患を持ってみえ
る方もみえますので、その時々によって在宅医療と
介護が、ちゃんと連携して行くことができるかとい
うことを、本市としては考えております。
本市のほうも、まだまだ発展途上でありまして、
この人生のライフステージを通しまして、全て完璧
にやっているというわけではありません。まだまだ
一部のケースに留まっております。一部のケースに
留まっておるというのは、具体的に言いますと、も
のすごく意識の高い在宅医療をやってくださるお医
者さん、意識の高い訪問看護ステーション、そして
意識の高い 24 時間巡回型、そして地域包括支援セ
ンターやケアマネジャーさんで意識の高い方は、実
際にやっているケースもございます。
ただ、これは全体ではありませんので、どこの方
も普通にこういうサービスをできるように、意識の
高い方だけではなくて、これを普遍化していこうと
いうのが、本市の課題でございます。
これはいろいろメニューですので、十分皆さんご
存知だと思いますので、メニューのほうは参考に見
ていただければと思います。
本日の分科会のテーマであります「確かな連携を
構築するために」ということでございましたので、
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医師会さんとか歯科医師会さんと保険者が、しっか
り連携していくポイントを本市なりに考えてみまし
たので書いてみました。
医師会の在宅医療担当のキーパーソンの先生を
知っておられますか。質問方式で書いてみたんです
が、あとは医師会の在宅医療担当の先生とコミュニ
ケーションを取っていますかということがあります。
在宅医療担当の理事さんは、保険者にとってはと
ても大事な存在の先生ですので、この先生と中心に
コミュニケーションを常に取っていますかというこ
とは、いつも確認しています。
医師会事務局さん、今度、在宅医療介護連携推進
事業を医師会さんに委託されるところもあるかも知
れませんが、本市も、その方向で、今、準備を進め
ておりますが、コミュニケーションを取っています
かということがございます。
あるいは、昨今、いろんな自治体で増えていると
思いますが、医師会さんと保険者と合同で、いろん
な研修会、勉強会をしておられますかということが
あります。
あるいは介護保険だけではありません。市町村は、
障害者施策や生活保護とか様々な社会保障政策で、
医師会さんとご相談していますかということがあり
ます。
あるいは医師会と介護サービス事業者協議会、こ
れはある所もない所もあると思うんですが、医師会
と介護サービス事業者協議会と保険者で、合同で会
議なり研修会を持っていますかということでありま
す。
あとは、７番は、飲みニケーション等でありますが、
医師会と懇親会、懇談会をちゃんと持ってみえます
かということでございます。
あるいは８番、かかりつけ医のお医者さんとは、
保険者の担当職員、地域包括支援センターの担当職
員が、一人ひとりの高齢者の方の医療や介護の中身
について話をしていますかということをいつも聞い
ています。
医師会の先生とお話しする時には、ちょっと医師
会の先生には失礼な言い方かも知れませんが、なか
なか恐くて話しづらいという方があり得ると思いま
す。最初は恐く見えるのかも知れませんが、医師会
の先生と我々保険者、地域包括支援センターが、同
じ内容でお話しできるのは、一人ひとりの要介護高
齢者の方の医療サービスや介護サービスについては、

本当に医師会の先生は真摯に話していただきます。
こういうところを契機といたしまして、連携を深め
ていくことができればというふうに思っています。
ケアマネジャーさんは、かかりつけ医と連携が取
れる環境にありますか。やっている人には当たり前
かも知れませんが、本市の場合でも 130 人ケアマネ
ジャーさんがみえますので、かかりつけ医の先生に
は恐くて話がしに行けないという人もいます。
それでは全く話が進みませんので、我々保険者職
員とか地域包括支援センターの職員が、一緒にケア
マネジャーさんとかかりつけ医の先生の所まで行っ
てお話をします。２回、３回繰り返すと何とかでき
るケースが多いですので、その繰り返しをしている
ところでございます。
10番は、医師会の先生とか歯科医師会の先生と保
険者で、地域包括ケアの近い将来でもいいんですけ
ど、夢をちゃんと話してますかということです。
これらのことをやっていただくと、いろいろ連携
ができるんじゃないかと思いますが、やはり言い古
された表現ですが、顔の見える関係ですので、いき
なり連携を取れと言っても、それは難しいかも知れ
ませんので、慌てて在宅医療介護連携推進事業を進
めるのも方法かも知れませんけれども、ゆっくりゆっ
くり顔の見える関係を築きながらやっていくのが一
番いいのではないかというふうに思っております。
次は、医師会さんと今年の夏にやりました在宅医
療介護連携の研修会でありまして、うちの市の場合
は医師会さんが呼びかけていただくと、沢山の方が
参加していただきますので、200 人ぐらいの方が参
加していただいて、グループワークで研修会を行い
ました。
あとインターネットの時代ですので、一般住民の
方でも分かるように、在宅医療をやってくださる医
療機関、24時間体制で訪問介護を提供できる訪問介
護機関なんかは、インターネットで提供しておりま
す。
最初ですので、これぐらいで終わらせていただき
ますが、地域包括ケアはいろんな目標がございます
が、本市としては在宅の中重度者支援に全力を挙げ
ていきたいというふうに思っております。
冒頭申し上げましたように、お世話になった鹿児
島の人、皆さんありがとうございますという写真で
ございます。以上、私の説明を終わらせていただき
ます。ありがとうございました。
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宇田：ありがとうございました。
次は、私から発表をさせていただきたいと思いま
す。
ご承知のとおり介護保険者は市町村長、市町村単
位ですけれども、医療と介護の両方のニーズの高い
方々は、医療も受けておられる方々が多いとされま
す。医療は必ずしも同一市町村内で完結するわけで
はないといったようなことを前提として、広域ある
いは複数の市町村を所管する保健所の立場も重要で
す。私から少しだけ話をさせていただきたいと思い
ます。
医療介護連携は、いろいろなルートがあると思い
ます。今回の私の話は医療機関の中で極めて重要な
役割を果たしておられる病棟の看護師さん、地域医
療連携室のMSW、社会福祉士さん、そしてケアマ
ネジャーの方々のパイプを太くしていくことが、在
宅でのケアを向上させるということをポイントとし
た事業の取り組みを発表させていただきます。
今申し上げましたとおり、地域包括ケアシステム
というのは、予防から医療、介護、そして住まい、
生活支援といった５つのファクターからなっている
わけですけれども、私どもが取り組みました事業
は、病院の看護師さん、あるいは地域医療連携室の
MSWの方々とケアマネジャーの方々のパイプを太
くしていこうという事業でございます。
ご承知のとおり我が国においては、例えば心筋梗
塞だとか、あるいは頚部骨折だとか、急性期の疾患、
外傷などで、急性期の医療機関に入院をしますと、
退院をする際には、かかりつけ医の先生の所に紹介
状が、まず 100％と言っていいほど返ってきます。
入院情報提供書などで、紹介状はかかりつけ医の先
生に必ず渡るということになっています。
それに対して、例えば入院中のケア、あるいは入

院中の状態の変化などが、地域でケアマネジメント
をされるケアマネジャーにきっちりと情報が伝わっ
ているかというと、必ずしもそうではないというの
が我が国の現状です。
例えば全国のデータを見てみますと、病院を退院
される時に退院調整の連絡がなかった、いわゆる
退院調整漏れの割合ですが、介護度の重い「要介護
３」から「要介護５」でも、だいたい３割から４割
は、病院からケアマネジャーに連絡がなく退院して
しまっています。
軽いケースはもっと多いということですけれども、
それではうちの管内はどうかと調べてみますと、い
ちき串木野市及び日置市の２つの市の居住者が、急
性疾患、外傷等で入院をする際には、鹿児島市など
の近辺の病院に約６割入院します。
その後地元に帰ってくるわけですけれども、その
鹿児島市内の病院に入院して、鹿児島市内のケア
マネジャーにつなぐ際の支援漏れ、情報の漏れ率は
15.9％なのに対して、鹿児島市内の医療機関に入院
して、鹿児島市以外の隣の自治体に帰ってくる際の
情報漏れは３割です。
つまり同一自治体の中で、医療と介護が成り立っ
ているわけではありません。広域で医療と介護の連
携を図っていくというのは、１つの自治体、市町村
だけでは、なかなか難しいといったような実態が、
鹿児島保健医療圏域、うちの管内でも見て取れます。
そういうこともございまして、平成 26 年度、国
のモデル事業であります実証事業に、私どもの管内
を含めて、全国９つの地域でこの事業に取り組みま
した。
医療と介護の連携のキーパーソンであるケアマネ
ジャーにきっちりと情報がつながる、それは在宅医
療・介護連携推進事業の（９）在宅医療介護連携に
関する関係市区町村間の連携に合致する事業なんで
すけれども、この事業をバックアップするのが保健
所の役割です。
保健所が何でこんなことに関与するんだというこ
とを指摘されることがありますが、実は法律にもきっ
ちりと保健所の役割が明記されています。
保健所の機能というのは、地域保健法という法律
の中に、その他まで含めて 14 の項目が保健所の役
割として記載をされています。
その地域保健法の基本的な考え方を示している基
本指針の中に、保健所は地域包括ケアシステムの強
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化に努めること、あるいは医療機関同士の連携の構
築にあたっては、保健所が全面的に関与することと
されています。
市町村から見ると医師会というのは、結構ハード
ルが高いところもあるのが現状なので、そこのとこ
ろに保健所が関与しなさいよということが、この指
針の中にも明記されているところでございます。
さらには、医療介護総合確保法という法律が施行
されていますけれども、その基本的な方針の中に、
都道府県がより広域的な立場から市町村の後方支援
を行う。つまり広域的な立場というのは、先ほど申
し上げたとおり、うちの管内の市でありますと、６
割は鹿児島市内の病院に入院をし、そして自分の所
に帰ってくる。その時には、日置市、いちき串木野
市のケアマネジャーの方に、ケアマネジメントにつ
いてはお願いをするということになるわけなので、
同一市町村内でない広域的な立場から、保健所の活
用を図ることということが書かれています。法的根
拠としては、代表的なものはここに挙げました２つ
でございます。
さらに、なぜ保健所が関与するかということに関
しては、これまでも申し上げた広域というキーワー
ドと他に医療との関係性が保健所はかなりこれまで
歴史的に強いといったようなこともございまして、
医療と介護の密接な連携のキーパーソンに成り得る
と位置づけられています。
連携というのは実は大変な作業でございまして、
顔の見える関係は、その後のサービスの強化につな
がる入り口であるわけですね。
顔の見える関係づくりをすることが目的ではなく
て、それを入り口として、いかに質の高いサービス
を提供するか。そのためにどういうふうに胸襟を開
いたディスカッションをし、連携体制を作るかとい
うことは、非常に重要な視点ですけれども、医療と
介護といった力関係が明確に異なる２つをどういう
ふうに連携体制を作っていくのかというのは、市町
村には若干荷が重いのも事実ではないかなと思いま
す。
そこにやはり医師会、あるいは医師会とのパイプ
のある保健所が関係するのがいいのではないかとい
うことが背景にあり、こういう事業を進めるという
ことになったわけでございます。
実際に私どもの所でどのようなやり方で進めたの
かということを、簡単にスライドを示しながらご説

明申し上げます。
うちの管内、鹿児島市も含めて、急性期、回復期
の病院というのは結構いっぱいあるんですね。大学
病院も市立病院も民間の非常に大きい病院も含めて
いっぱいありますけれども、そういう医療機関の方々
にお声掛けをして、まず第１回目の会議を行いまし
た。
「今からケアマネジャーの方々と協議をして、退
院調整ルールを作りたいと思います。病院の方々に
も、是非、その趣旨をご理解いただき、ご協力いた
だけませんか。診療報酬もカウントされますよ。」と
いったようなことで、イメージをお示しをして、ご
説明をいたしましたところ、多くの病院で参加を希
望していただきました。
そしてこれはケアマネジャーの方の協議の状況で
す。ケアマネジャーの方々も、病院からきっちりと
情報を返していただくためには、ケアマネジャーの
方にもご努力いただかないといけないわけなので、
何ができて何ができないか、あるいはどういうよう
な働きかけをすると病院側から情報の提供が求めら
れるのか、その必要な情報とはどういうものなのか
といったようなことを、合わせて４回ほどケアマネ
ジャー、うちの管内には 750 人弱のケアマネジャー
の方々がお出でになりますけれども、その代表者の
方々、だいたい 100 人ぐらいですけれどもお集まり
をいただいて、ディスカッションしたものをもとに、
医療と介護と両方集まってルール作りを進めました。
これが合同会議の模様です。
ケアマネジャーの代表の方、病院の看護師さん、
主に師長さんが集まって、できること、できないこ
と、あるいはケアマネジャーというのは何をする仕
事かよく分からないといった基本的なところの周知
から、いろいろとディスカッションしていただきま
して、ルールを作って、今年の２月１日からスター
トいたしました。
その 10 日前の１月 21 日に、「こういうルールを
皆さんで話し合ってやることになりましたけれども、
これで行きますよ。ご質問、ご意見をさらにいろい
ろと出していただきたい。本当にこれでよろしいで
しょうか。」という趣旨のキックオフミーティングを
１月 21日にさせていただきました。
詳細につきましては、時間の関係で省かせていた
だきますけれども、作られた様々なルール等に関し
ましては、鹿児島県のホームページ上で公開をして



57

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

ございますので、もしよろしければ、鹿児島県鹿児
島地域振興局健康福祉を訪れて、様式、システム等
をダウンロードしてご覧いただければと思います。
簡単にルールのご説明を申し上げますと、入院前
に、例えば介護保険を利用されていて、ケアマネ
ジャーが決まっている方が、病院に入院された場合
には、ケアマネジャーの方が入院の情報を把握した
時点で、担当しておられる看護師さんに、入院する
前の生活状況はこうでした、ADLはこうでした、面
倒を見ておられる家族の方はこうでしたといったよ
うなことを連絡をしていただき、退院をする目途が
立った場合には、この連絡をいただいたケアマネ
ジャーの方に今度は病院側からご連絡を返していた
だいて、退院調整をしていただくようなルールになっ
ています。
ケアマネジャーが決まっていない場合、要介護認
定を受けていても、サービスが生活用具の貸与だけ
に限られている場合など、いろいろあると思います
けれども、そういう場合には、退院の目途が立った
場合には、病棟の看護師さんが、軽い場合には地域
の包括支援センターに、重い場合にはその地域を所
管する居宅事業所のケアマネジャーにご連絡をいた
だくということで退院調整をしたうえで退院をして
いただくなどのルールを作りました。
メリットもいろいろございまして、退院調整なし
で退院する、そういうケースが少なくなって楽になっ
たとか、病棟の方々も退院準備を手伝ってくれるの
で、退院調整が非常に簡単、楽になったとか、顔の
見える関係から患者さんに対する質の高いケアをす
るという共通の目的のために、看護側と医療側と介
護側、ケアマネジャーが共同で作業をするというこ
とで、笑顔で迎えてくれるようになったので、非常
に仕事がしやすくなったなどの意見が出ていました。
数量的な結果について申し上げますと、９月 16
日のことでございましたが、２月の１日からスター
トして半年経ちましたので、半年後の情報を把握を
した結果を基に、医療と介護の半年後の評価検討会
を行いました。退院調整漏れ率が、この事業をスター
トする前は 31.6％でしたけれども、運用半年後では
19.7％に、病院からケアマネへの退院調整漏れの割
合は減っていました。
逆にケアマネジャーの方から入院時に病院側へ入
院前の情報提供を漏らしていたケースが 42.8％あり
ましたけれども、６か月後には 11.1％になるなど、

成果は上げられてきたと思います。
ただ、様々な課題がまだまだございます。先の会
議の時にも、転院の時にはどうするんだとか、参加
していない病院の方々にもご理解をいただいて、ご
支援をいただくにはどうすればいいのかなど、多く
の課題も残されておりますので、今の成果を発展さ
せるように今後検討していく必要があると思ってい
ます。
在宅医療・介護連携の推進に向けた取り組みは、
平成 30 年度から全市町村で一斉にスタートすると
いうことが求められていますけれども、なかなか市
町村単位の取り組みでは難しい部分については、広
域を所管する都道府県、あるいは保健所が積極的に
バックアップする必要があるということが、私の発
表の主旨でございます。以上でございます。
続きまして、医師会の立場で、MSWとしてご活
躍をしておられました、臼杵市医師会所属の野上先
生から、３番目にご発表いただきたいと思います。
よろしくお願いします。

野上：臼杵市からまいりました野上です。
臼杵市は、大友宗麟が壮年期に過ごした所でして、
全勝だった大友宗麟が初めて負けたのが島津藩でし
て、今でも鹿児島の方がお出でになったら、島津軍
が攻めてきたと臼杵の人は言っております。
私は在宅医療連携拠点事業を担当しまして、４年
間に渡る取り組みを 15 分あまりでお話ししますの
で、どうぞ皆さん、ついてきてくださいね。
ポイントは組織づくりと共通概念の変化です。
アからクのヒントについてもお話しします。
臼杵市は、人口４万人弱、高齢化率が 36.6％、日
置市よりも少し小さな町です。
当院は 202 床の二次救急病院で、超急性期は 30
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分で行ける大分市の病院へ搬送します。救急隊との
連絡も取れています。
臼杵市医師会の先生方は、戦後の地域医療を支え
た先生方の二代目で、役員、理事は 60代から 70代、
医師会を設立された先生方のご遺志を受け継ぎ、ま
とまりのある医師会だと私は思います。ただ、ご高
齢であることは確かです。
この事業を始めて３か月ぐらいの時に、40代の開
業医の先生が、既往歴何もなかったのに急死されま
して、私どもはできるだけ独り身でやられている開
業医の先生に負担はかけられないな、コスモス病院
が頑張ろうという、そういう思いをいたしました。
臼杵市における医師会と行政の関係が、糖尿病ネッ
トワークや認知症を考える会などですでにあったこ
と、また、医療と福祉の連携を行ってきた当院の地
域医療連携室の実績があったことから、この事業で
臼杵市の医療と介護連携を仕上げようという私の意
図がありました。
そして「うすき石仏ねっと」を進めていきたいと
いう舛友副院長に提案しまして、2012 年、事業に手
を挙げました。プロジェクトＺと命名しました。
この６つのタスクを行ったんですが、皆さんがこ
れから取り組むアからクに変化していきます。
まず保健所と臼杵市のトップを説得しました。藤
内保健所長、大戸保健福祉部長、厚生労働省からお
出でになっていた西岡さん、この３名がキーパーソ
ンになってくださったことが我々のラッキーでした。
そして現場となる介護スタッフに協力のお願いに
病院のほうから、医師会のほうからまいりました。
６つのタスクを１年でやり抜くための組織編成を
しました。組織はやる気のある少人数が全体を引っ
張りますから、コアメンバーが提案していき、専門
職団体のトップの集まりであるプロジェクトＺに承
認を得て、集団の社会的手抜きというのを防ぐため
にも、グループは６人から８人のメンバーで構成し、
６班に分かれて６つの課題に取り組みました。
Ｚ 12 は、厚生労働省の示すイメージでスタート
したんです。
６つのタスク全てに約 10か月で取り組みました。
元厚生労働省保険局医療課長の宇都宮啓さんに「６
つ全部やったの。希有だね」と苦笑されました。
１年の事業を終えて、臼杵市における共通概念を
導き出しました。思いを同じにするということなん
ですね。行政、医療、介護と、我々の目的は同じで

あることを確認しています。
この１年は、課題抽出、顔の見える関係づくり、
医療と介護従事者の実践力の向上がメインでした。
私、１年だと思っていたんですけど、１年でやり
遂げたと思ったら、次の３年の事業があったんです
ね。
我々は厚生労働省のタスクから、臼杵市に必要な
３つの課題を明確にしました。
ここはまだ事業をする側の課題であって、主体は
我々にありました。Ｚ 12 からＺ 13 がスタートしま
した。
次の年は組織編成も変えました。この年は県の事
業でもありましたリーダー養成に力を入れました。
２年目のＺ 13 を終えて、次の目標は市民の主体
性を問うものとなりました。事業側がこうしようと
いうのではなく、「市民の方はどうするの」という問
いかけをしていく形となりました。お気づきのよう
に行政の施策と一致しています。これは行政の方と
お話しする中で、医療従事者が理解を広げたという
ことです。
我々は臼杵市における地域包括ケアの共通概念を
導き出しました。これは地域リハビリテーション広
域センターの竹村 PTが作ってくれた概念図ですが、
それぞれの担当するフィールドの確認をし合いまし
た。
これを厚生労働省の概念図と照らし合わせると、
このようになります。みんなでそれぞれを分担して
いるんですね。
３年目のＺ 14 は、IT 班が飛躍した年です。組織
編成も目的別のワーキンググループを増やしていま
す。看護師さんとケアマネのワーキンググループで
あったり、施設と病院のワーキンググループであっ
たりしています。
そしてこの年の末に災害時医療要援護者リストが
できましたので、それを持って防災班は臼杵市に吸
収されました。
余談ですが、防災班があったために、私は臼杵の
女性防災士になっちゃいました。本当に余談です。
そして今年度最後のＺ 15 です。アンケートの結
果、行政と医療、介護関係者の覚悟はできたのですが、
市民には浸透していないことが解りました。そこで
啓発に力を入れるべきと考えています。
このように組織は啓発班が主体です。防災班が行
政に吸収されたように、IT 班は「うすき石仏ねっと」
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の完成を見て独立していきます。
最後の年ですから、この４年間の事業の検証班と
行政への移行のための班が設けられています。
行政との関係は資料のとおりで、各課の課長、係長、
沢山の方が参加してくださっています。
Ｚ 15 で我々のなすべきことのほかに、コアメン
バーは子ども達が少なくなっているので、４の人材
育成に課題があるなと今感じているところです。
なお、コアメンバーは舛友副院長、ケアマネジャー
の資格を持った安東看護師、ソーシャルワーカーの
野上の３人から、当院の亀井看護部長や地域リハ広
域支援センターの竹村、地域包括支援センターの石
井を加え、６名になっています。６名ぐらいがちょ
うどよいです。
さて、アからクです。臼杵市ではすでに終わって
います。これからどのように継続していくかという
のが我々の課題となっています。
それぞれの取り組みについての詳細は、ホームペー
ジをご覧いただけるとよいかと思います。皆さんの
お手もとに、その一部をお届けしています。
クについては、大分県が受託した退院支援ルール
というのが、我々の医療圏域から取り組みましたの
で、他の市町村との連携はこれからといったところ
です。
ちょっとしたヒントとして、カからキについてお
伝えします。
講演会や研修を、この事業に取り組まないといけ
ないからといって、増やしてはいけません。みんな
疲弊してしまいます。
行政や専門職団体のすべき事業と協働することで
す。
我々は県の事業であるがん対策事業や退院支援
ルールや臼杵市の認知症対策と協働してきました。
また、研修は聞くだけの研修は止めました。グルー
プワークをしてみんなで考えました。沢山の職種が
この中に入って、もちろんドクターも入っています。
行政の人も入っています。多職種がそれぞれの違い
を理解しましたし、ここで顔の見える関係を作りま
した。
ただ、グループワークだけでは、今度スキルが落
ちますので、スキルの研修も併せて行うことが大切
です。
そして偉い人を招くのではなく、講師は自分の町
の専門職にお願いしました。開業医、病院医師、保

健所、臼杵市、居宅、歯科医師、包括などの方々で、
プロジェクトＺのメンバーです。
研修班は、医療、介護、多職種でアイデアを練り
ますので、かなり面白いものができています。これ
は退院前カンファレンスの寸劇で、結構楽しかった
です。当院では退院前にケアマネとのカンファレン
スは、しょっちゅう行われています。
下の写真は、認知症患者に関わった多職種の発表
ですね。本人の役割をしている人と、看護師、包括、
かかりつけ医、薬剤師、MSW、訪問看護、ケアマネ、
ヘルパーのプレゼンテーションです。そのあとにグ
ループワークをしております。こういう研修アイデ
アはとても楽しいです。
臼杵市は以前より認知症に力を入れております。
我々はそれを受けて、今年度は緩和と認知症をテー
マとした講演会をしました。この場合も臼杵市の専
門職が市民に提案をしています。
よその偉い方を講演に招くと、「先生の所ではでき
たんでしょうけど、うちの市ではできないわ」とい
う市民の声が上がったんですね。
もちろん臼杵市長もプロジェクトＺにはいつもお
出でくださいます。中野市長と書いてあるところが
そうです。
また、臼杵市のご理解をいただき、ケーブルテレ
ビも活用しています。在宅での看取りをテーマにし
た「カメのぼんちゃん」という絵本を今回作りまして、
テレビで放映を予定しているところです。
さて、舛友副院長をこの事業に引きずり込んだと
いうか、その口実となった「うすき石仏ねっと」で
すが、経過はどうぞご覧ください。すでに以前より
進められておりました。
この事業を開始してから急速に進んだんですけれ
ども、今年度でほぼ完成します。
医療関係だけでなく、福祉施設や薬局、歯科、居
宅へとつながっていきます。
参加率はほぼ全施設で、いろんな歯科、薬局も入っ
てくださっていますし、臼杵消防署ともつながって
きました。
これは舛友副院長の担当でして、IT に弱い私には
説明ができません。皆さん興味を持たれると思いま
すので連絡先を明記しました。どうぞお問い合わせ
ください。
念願でありました「うすき石仏ねっと」運営協議
会が、今年の４月１日よりスタートしております。



60

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

これで完全にプロジェクトＺと別組織になります。
ご覧のように、運営協議会はいろんな部署の方が
参加されています。
最近のトピックは、救急時に救急隊との連携が取
れることです。また、災害時にも活用されることに
なっています。
かかりつけ医のお勧めもあって、同意者はどんど
ん増えて、臼杵市民は「うすき石仏ねっと」のカー
ドを持つようになっております。
臼杵市は、地域づくりや介護予防事業、認知症対
策と真面目かつ積極的に取り組んでいる良い町だと
私は思っています。医療介護連携は、その施策の中
に含まれます。行政の不得意であった医療分野に貢
献できたことを、とても良かったなと思っています。
これからのテーマであります認知症対策も、先に
述べましたように、臼杵市では平成 22 年より取り
組んでおりまして、大分大学医学部との研究もスター
トしております。
以上で４年間の報告を終わりますが、組織づくり
には医療ソーシャルワーカーの理論を意識しており
ます。このようなエンパワメント理論を使っており
ます。
そしてさらに、苦労するということと楽しいこと
をするということ、その両輪で人はつながると思っ
て事業推進してきましたので、年度末の報告会では
必ず懇親会を行いました。
私はゴールドプラン、新ゴールドプラン、ボラン
トピア、ふれあいの町づくり、そして介護保険と、
国の事業を知っています。
医療ソーシャルワーカーという立場から、医療と
介護の間にいて、行政の方々に協力をお願いするこ
とが多いので、自分の町が何ができて何ができてい
ないのかというのが見える所にいたと言えます。
厚生労働省の方には悪いのですが、国の下ろして
くる事業政策は、適切で正しいと思いますけれども、
慌てることなく、踊らされることなくというか、踊
ることなく、自分の町の町づくりに向かうべきだな
というふうに考えています。
自分の町の現在行っているその事業を大切にしつ
つ展開していくことが重要と考えています。
地位包括ケアもシンプルに考えていったほうがい
いのではないかなと、私は思っています。以上です。
宇田：はい、ありがとうございました。
続きまして、愛媛大学医学部附属病院総合診療サ

ポートセンターの櫃本先生に、大学病院で在宅医療
介護連携を進めておられる立場から、ご発表いただ
きたいと思います。では、よろしくお願いいたします。

櫃本：よろしくお願いします。立ったままでお話し
させていただきます。
今私は、大学病院勤務ですが、以前は行政におり
ました。大学を出て 5年目、公衆衛生を志していた
ため、短期間研修のつもりで宇和島保健所に飛び込
んだんですが、２年経った際に、30才の若造に隣の
御荘保健所の所長にならないかと要請がありました。
新米の看護師がいきなり師長に指名されたような状
況です。結果的に、保健所 10 年、県庁 10 年、約
20年近く行政に身を置くことになったのですが、私
にとって最も重要なことを学ぶことになりました。
30才の健診・健康教育担当の医師が、いきなり保
健所長になったものですから、保健所スタッフが事
業等について説明に来ても、たぶんベテランだった
ら、適切な質問やアドバイス等指示をしていたんだ
ろうと思いますが、全くできなかったので、いつも
こう言っていました。「この事業は何のためですか」
と。それが私のできる唯一の質問だったんです。
ところが、日々その繰り返しの中で、「所長は必ず
何のためかを聞くから準備していくように」と、職
員達みんなが準備して説明に来てくれるようになり
ました。それが全てとは言いませんが、御荘保健所は、
４年後には全国からの先進地視察地の仲間入りをす
るようになりました。私は御荘保健所の活動をまと
めて報告しただけなんですが。
私が言いたいのは、課題解決だと手段に振り回さ
れる、迷ったときに手段ではなく目的に帰れば必ず
一歩踏み出せる、つまり目的達成型を目指せばいい
んだと言うことを、保健所活動を通じて学ぶことが
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できたんです。
多くの先進地域では、意識するしないにかかわら
ず、目的達成型であり、おそらく誰かに言われて仕
方なくといった「やらされ感覚」がまずないという
ことですね。この重要性を体得できたことが私にとっ
ては非常にいい学びでした。
その後、20年ぶりに母校に戻ったわけです。現職
場の前身である「医療福祉支援センター」という、
当時出来たてほやほやの機関でした。大学病院も例
外ではなく、急性期病院は在院日数を短縮化するこ
とが命題となり、長期入院患者さんをターゲットに
「必殺追い出し人」の役割を、私と看護師１人と事務
職２人の４人体制で担うことになりました。
そこで私は悩みました。せっかく母校に戻ったの
に、私がなぜ長期入院患者さんを追い出す役割をす
るんだと。「先生は県下医療機関にたくさんのネット
ワークを持っているから頼むよ」ということだった
んでしょうが、しばらく苦悩の日々が続きました。
しかし前述の目的達成型という、ぶれない思考に立
ち返ることができて、2013 年、総合診療サポート
センター（TMSC）を立ち上げることができました。
その経緯を後ほどお話しします。
これからの人生、まだまだ何が起こるか予測でき
ませんが、ただ、間違いなく言えるのは、２千何十
年かには私も死亡するという間違いない事実です。
その割に、人間の死亡率が 100％であるということ
は、案外知られていません（笑）。
私は保健所長時代、大嘘をついていました。「血圧
や血糖値が管理されていたら一生死なない」なんて
言っていました。いくら健康管理しても病気にもな
るし、必ずいずれは死にます。
私の母の名言です。「病気では人間は死にません。
死ぬのは運命だ」いくら疾病予防対策をしても死ぬ
んですね。にもかかわらず、私たちは病気にならな
いために保健活動をし、病気になったら、治すため
に医療につなぎ、そして医療で打つ手がなくなると
介護福祉へ。保健・医療・福祉の連携とこれまで散々
散々言われてきましたが、よく考えてみれば、それ
ぞれのゴールが全然違う。つまり目標が共有されて
いない中で連携・連携ということを繰り返して求め
てきた。これではうまくいくはずはないし、今後も
おそらく変わらないだろうと。顔の見える関係は当
然大事なんですけど、ゴールが共有できていない中
で、ただ顔だけ見ていて、顔じゃなくて本当は腹だ

け見ていて、腹の探り合いの連携であっては、うま
くいかないだろうと。「満足できる、その人らしい人
生をいかに実現するか」といった共通目標で、保健
も医療も福祉も同じゴールを持てば、連携を求めな
くても「統合」されると思うんです。例え活動する
「場」は異なっていても、目指していることが共通し
ていれば、可能だと思います。
それを妨げるものも沢山ございます。特にWHO
の健康の定義というのはいかがなものかと。1948 年
からずっと、未だに国家試験に出てくるわけですね、
「肉体的にも精神的にも社会的にも完璧な状態、
ただ単に疾病のないことを指すのではない。」どうで
しょうか皆さん、健康な人は手をあげてください。
ほら誰も手が上がらない。この場は不健康集団となっ
てしまいました（笑）。
「目指せ健康、健康のためなら死んでもいい」と、
考えてみれば訳の分からないのがゴールになってい
ますね。つまり病気になる、心も含めてですね。あ
るいは貧乏というのはいけないことなんですね。す
ごくネガティブシンキングです。早くこの定義を見
直すべきだと痛感しています。
ところが、私の愛する公衆衛生のコア理念であ
る「ヘルスプロモーション」、これはまさにポジティ
ブシンキングです。今の状況がどうであれ、今より
も自分らしい生き方を目指していこうじゃないか。
QOL（生活の質）あるいはQOD（その人らしい死
に方）の向上に向けて、セルフケアはもちろんのこと、
家族や行政や専門家、地域全体が協力して取り組ん
でいくことが求められています。
さて、ちょっと話が大きくなりますけど、少子高
齢化先進国の日本において、今後の最大の社会資源
はなんでしょう。「移民？！」確かに。日本の若者だ
けに頼っていたら、日本は沈没します。ご承知のと
おり、これからは多死社会で、１億２千万人が 100
年も経たないうちに４千万人に減ることになります。
これから増えるのは年寄りです。この年寄りを社会
的弱者として、今後も支援し続けるんですかという
ことを問いたい。
日本では、年を重ね病気でもしたら、すぐさま要
支援・要介護者となり、優しいケアマネさんとか優
しいドクターが、「良かれ」と思って介護度を上げて
くれます。その結果、どんどん「社会的弱者」とし
て追い込んでいくことになっているように思います。
デイケアで光景を思い浮かべてください。若い介護
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士さんから食事をすすめられ、「美味しいね、ありが
とう」と答え、公園に連れてきてもらうと、「連れて
きてもらってありがとう」と答え、そしてお孫さん
が遊びに来たら、「来てくれて良かったありがとう」
と答え・・・「ありがとう」とこうやって何度も繰り
返して、かわいいおじいちゃん、おばあちゃんとして、
生き残っていく様をどう思いますか？「折り紙なん
かやってられるか」とか、「こんなもん食いたくない」
なんか言ったりしたら、くそじじいとレッテルを貼
られて、周囲からマークされ浮いた存在になるんで
すね。
私はこのように、高齢者を社会的弱者として追い
込む医療や介護を改めない限り、どんなことをやっ
てもやり続けても、高齢者の自立は期待できず、後
追い大作戦として深みに入っていくだけだと思いま
す。
臼杵市の取り組みでも同じだと思うんですが、ま
さにその人らしい生き方をどう支援していくかとい
うポジティブシンキングが大事ですね。例えば、認
知症の方って結構子育て支援に向いているんですね。
何度も同じことを繰り返す子供と、認知症の方であ
れば、組合わせれば、きっとうまくいくだろうと思
うんです。
日本では多くの場合、多種多様な能力を持ってい
る高齢者が、一般住民と言うひとくくりになってし
まいます。高齢者や障害者を社会的弱者に追い込ま
ず、それぞれのストロングポイントをもっと活かし
ていくことが、今後ますます重要になっていくと確
信しています。私は元気高齢者の育成支援こそが、
日本のこれからの最大の目的だと思っています。
人口分布ですが、50歳以上が人口に占める割合が
２割未満の時代が、江戸時代末期からずっと続いて
いましたが、1980 年頃からの 40 〜 50 年で６割に
増えていく推移をたどっています。人口遷移とも言
えるこの急激な変化に、これまでの延長のような改
善策では、到底対応できない状況が、容易に想像で
きます。
別の観点からですが、65歳以上の方々に集まって
いただいて、「健康と感じる時はどんな時ですか」と
いった調査をしたんですが、答えは何と、「ありがと
う」と言われた時だそうです。本心は「ありがとう」
と言うことで何とか生き残るのではなく、「ありがと
う」と言われて生き抜きたいんですね。
これが高齢者の共通した健康観であって、若い時

のように好きなものを食べたい、彼女が欲しい、人
から褒められたい、出世したいが、いつの間にか世
代が代わって、ある時期から人のために尽くしたい
という気持ちに変わってくる。還暦を迎えた私の同
級生たちも、次々とこう言い出すんですよ。「残され
た人生を誰かのために役立てたい」
こんな気持ちを備えた高齢者が増えてくるのを活
かせきれない日本。相変わらず行政も医療も介護も、
彼らを社会的弱者としてどうケアするかに追われて、
この大事な社会資源をどうやって地域で活かせるか
というポジティブな方向になかなか動きがたい現状。
だからこそ、まさにこれから一番大事なこと。地域
包括ケア時代のミッションとは、高齢者や障害者を
社会的弱者と決めつけずに、まさに元気高齢者とし
て育成支援することだといっても過言ではないと思
います。じゃあ医療は何するんだ、介護もそうです。
まさに生活に速やかに戻す。これが一番大事なこと
だと確信したんです。
急性期病院も決して例外ではない。急性期は何で
地域包括なのって、まだピントはずれの医療者も結
構見受けられますが、それはとんでもないことです。
社会的弱者を作っている、望まれない「とことん医
療」をやってしまっている、つまり「べったり医療」
を無意識に推進しているのは、実は急性期病院なん
だということを自覚しなければなりません。それを
見直さないと、いくら在宅・地域に帰しても、べっ
たり医療状態で帰すわけですから、地域はとてもじゃ
ないけど元気高齢者としての活用は図れないわけで
す。
一方、医療や介護関係者がいくら元気高齢者の育
成支援に取り組んでも、過去にワインの宣伝にあり
ましたけど、「女房を酔わしてどうするの？」ではな
いけど、せっかく元気高齢者を増やしても、結局は
地域が潰しでしまいかねない。日本は、よってたかっ
て、認知症を作りだす環境があるんですね。
元気高齢者の活躍できる、また働ける場所がない
中で、我々がどんなに頑張っても報われません。だ
から医療、福祉だけでなく、地域づくりという一連
の取り組みの中で、集う場・働く場づくりと連動し
ていかなければならないと思います。つまり医療や
介護は、まさに生活資源として、地域とつながる時
期に来ているんだと。
特にそのためには、先ほどから議論されています
が、地域に「かかりつけネットワーク」が育ってい
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ないとうまくいきません。
急性期病院重視型でこれまで進めてきた医療体制
を、いかにこれから生活重視の体制へ舵を取るかと
いう命題に応える特効薬はこれです。医療の依存度
を下げるということです。
どうすればいいか。医療や介護制度の限界を医療
者も患者・住民もしっかり受け止めて、依存から解
放し、身の丈にあった活用を図るということです。
介護予防給付による要支援１、２がなくなること
は大きなチャンスです。要支援１、２が要介護１、
２につながるんです。予防するはずが、介護保険に
依存するきっかけとなってしまっています。平均寿
命が延び、生理的な年齢も向上しているのに、健康
寿命が逆に短くなっているという矛盾は、まさにそ
れを象徴しています。介護保険法は自立支援のため
のものですから、今こそ原点に返って、生活総合保
健事業等により高齢者の健康づくりとして、市町村
が地域の資源を活かして、元気高齢者づくりに取り
組むチャンスだと思ってください。
「とことん医療」と「まあまあ医療」という表現
があるんですが、まあまあ医療という言葉は、医療
レベルを落とす・節約するといった誤解されやすい
表現と思うんです。生活に戻すための医療、介護と
言ったほうが分かりやすいかも知れません。
元気高齢者であれば、ときどき医療、ときどき介
護であっても、自分らしく生き地域で活躍してくれ
る、そういう高齢者を増やすための医療、介護であ
るべきです。地域全体がそこにゴールを共有するか
どうかが問われています。「生活に帰せない医療は無
駄な医療だ」は確かに言い過ぎではありますが、そ
のようなフィルターをかけて、医療を見直す必要が
あると思っています。介護もそうです。その人らし
い生活が継続できなくなったら、次のチャンスは、
その人らしい死に方を実現することです。言いすぎ
であることは承知していますが、医療や介護という
のは極めて無駄なものになっていく可能性がありま
す。
このような地域包括ケア時代に、愛媛大学医学部
はどう取り組んでいくのか。愛媛大学病院は急性期
医療を担う 600 床の病院です。ボランティアが 200
名余りというのは、他の病院に誇れることかな。国
立病院の中では最も多いボランティア数で活動も広
範囲に広がっています。なぜこのような状況が継続
しているのか、それは、医療者と一緒になって、「お

らが街の病院」を作ろうよという目的が共有できて
いるからだと思います。自らの意志で主体的に取り
組んでいるボランティアで溢れています。
さて、生活に戻すためのチーム医療を推進してい
くことを目的に、総合診療サポートセンターが創設
されて、ようやく２年が経過しました。キーワード
は「入院前から退院支援」。「生活に戻すための多職
種連携のプラットホームづくり」です。各医局を回っ
て丁寧に説明したつもりでしたが、皆さんの総意と
いうより反対も受けながら、病院長や看護部長の強
力な後押しで立ち上げました。当時の院長からは愛
媛大学病院のチャレンジだと言われ、チャレンジで
すから、潰れてもいいんだということで、気楽に取
り組むことができました。
入院前から退院支援。生活を分断しない入院を目
指すんだということで、多職種が入院前から、生活
に戻すための連携を組むこと。医者はやっぱり「診断、
治療に軸足を置いた医療」が役割です。看護師のア
イデンティティーは「生活に軸足を置いた医療」を
することだと思います。この両輪で医療を見直すこ
と、地域生活志向型の看護師でなければ駄目なんで
すね。地域ではすでに生活を維持する、継続するた
めの看護師の活動があるように、病院も本来は、病
棟の看護師がまさに生活を意識することで、生活に
軸足を置いた医療をすることが期待されています。
ソーシャルワーカー（MSW）と看護師は、仲が悪
い所も結構あります。MSWが主になって担ってい
た退院支援に、看護師がわが役割とばかりに入り込
んできたために、結構もめているようです。これま
ではMSWに投げて任せていたものを、実は看護師
こそがこの分野のマネージャーなんだと、看護師も
これからの勝負時ですね。TMSC 設立前は、私がサ
ポートセンター長にならずに、看護部長がセンター
長になればいいと思っていたんですが、看護部長は
偉い。「私が副センター長になりますから」と言って、
センター長として、やっかいな医師や医局対応にあ
たらせるとは。
当初４人から始めた組織が、今や 50名超の大所帯
となりました。これほど多くの人材をつぎ込んでい
いのか、確信はありませんが、チャレンジですから
やらせてもらいました。しかし現実に経営改善は図
られていきましたし、2年を経過した現在、TMSC
への反発は激減し、むしろ愛媛大学病院の「売り」
として評価していただけるようになりました。
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ポイントは、入院前から退院支援、ただそれだけ
です。例えば告知の時からの関わっている TMSCの
スタッフが、入院前からの状況を十分に把握して、
病棟に上がってあるいは地域に出かけて伝えていく
んです。そのことで病棟の看護師はもちろん多職種
が地域を見るようになっていく。TMSCが多職種連
携のプラットホームになりつつあるということです
ね。私の目指したプラットホームが徐々に実現され
ていっているように思います。
急性期病院は絶対かかりつけ医にはならないんだ
ということだとか、入院前から退院支援ということ
をとにかく考えて、そこから多職種連携を始めるん
だということなど、TMSCを通じてこれまで言い続
けてきました。ある程度、院内外に伝わってきてい
る感触があります。それを裏付ける取り組みにも着
手しています。今、特に力を入れているのはHAD（入
院関連疾患）ですね。例えば、心不全は治ったけど、
入院によって認知症を発症したり、寝たきりになっ
てしまったということは絶対に回避しなければとい
うことですね。病気は治ったけど家に帰れなくなっ
たといった、つまり我々がやらないといけない最大
の合併症は、高齢化の中で、入院によって生活を分
断しないということです。
私たちが、長期入院患者を帰せなかった一番の理
由は何かというと、入院によって生活をぶった切っ
ていたんです。それをぶった切らないようにする。
しかも機能を維持して、入院前から元に戻るんだ、
かかりつけネットワークに戻すんだということを、
言い続けて速やかな退院につなげていく。そして退
院後もフォローアップしていくと。
将来、急性期病院は間違いなく脇役になります。
介護も含めた「かかりつけネットワーク」が生活を
支えていく主役です。ただし名脇役となって、本来
の「かかりつけネットワーク」を支える病院として
地域と積極的に関わっていかなければなりません。
これからは元気高齢者が育成支援されて、働き場
所を作って街が元気になる。要高齢者率を憂うので
はなくて、元気高齢者率が高いことを喜びにする街
づくりの一員として、急性期病院が関われたらと思っ
ています。以上です。ありがとうございました。
宇田：はい、ありがとうございました。
では、最後になりましたけれども、厚生労働省の
老人保健課の秋野先生から、厚生労働省、国の施策
の今後の動向等について、ご紹介いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

秋野：厚生労働省老健局で医療介護連携を担当して
います秋野と申します。
医療と介護の連携でございますが、特に 75 歳以
上の後期高齢者の方の人口が、これからかなり増え
てくる、そして 75 歳を超えると、やはり介護、そ
れから医療の必要性が増えてまいりますし、認知症
も増えてまいります。全身疾患をお持ちの方や認知
症高齢者の方には、当然、医療と介護、両方のサー
ビスが必要になりますが、バラバラにサービスを提
供することは、やはり望ましくないので、しっかり
連携を図りながら提供していくことが求められます。
ただ、この医療と介護の連携というのは、介護保
険制度が創設された時からのテーマで、なかなか難
しい部分があります。報酬の制度も違えば、専門職
も異なります。医療と介護の敷居が高くて、なかな
か連携が難しいという課題があります。
しかし、先ほど医師会の先生からもお話がありま
したが、在宅医療についても、以前に比べると、医
師会の先生方のご協力を得て、取り組んでくださる
先生も増えてきている状況もあります。
私どもとしても、この医療と介護の連携が、地域
でうまくいっている事例も集めているところですが、
うまくいっている事例に共通する部分は、医療と介
護の連携に関して、しっかりと責任を持って取り組
む主体が明確であるということです。先ほど野上先
生からも拠点事業のご説明がありましたが、しっか
りと医療と介護に取り組む拠点的な所があるという
ことが必要であろうということの結論になったわけ
でございます。
そういった先進地のノウハウを参考にしながら、
全国全ての市町村でやっていかなければならないと
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いうことで、今回、この地域支援事業の中に、この
在宅医療介護の連携の取り組みを位置づけて、全て
の市町村にやっていただくということにさせていた
だいたところです。
全国全ての市町村でやっていくためには、どこが
拠点としてふさわしいかということですが、民間病
院や医師会事務局が拠点になっていただくという、
もちろん有意義ですが、ただ、地域によって医療資
源はバラバラなので、全国全ての市区町村での実施
となると市町村行政に拠点としての責任を持ってい
ただこうということで、市町村事業として位置づけ
ました。
ただ、市町村だけではなかなかそういったノウハ
ウ、医療に関するノウハウがございませんので、地
域の医師会様、あるいは地域の医療機関と密接な連
携を図りながら進めることをこの事業に位置づけて
います。
予算的には、在宅医療介護連携については 13 億
円ということになっておりますが、こちらが、在宅
医療介護連携推進事業のメニューの項目としてお示
ししているものです。
今日は、あまり時間がないので、それぞれのアか
らクの取り組みについて、細かくは説明できません
ので、概要だけ話してまいりますが、まずはアにつ
いては、地域の医療と介護の資源の把握です。在宅
医療をやっている所、あるいは在宅介護も介護保険
サービスの提供状況について、マップや情報をまと
めていただいて、それを関係者で共有して有効活用
する取り組み。
それからイの取り組みでございますが、この在宅
医療と介護の連携について、それぞれの自治体様の
将来の姿について、しっかりとご検討をいただく。
関係者で、行政だけで考えるのではなくて、地域の
医療関係者、介護関係者と一緒になって、町の将来
について話し合っていただく取り組み。
次はウですが、切れ目のない在宅医療と在宅介護
の提供体制の構築の推進についてですが、これは主
に在宅医療を担っていただく先生のバックアップの
仕組みを検討し、医療介護関係者間で共有していた
だく取り組み。
取り組み例で挙げておりますが、地域の訪問診療
をやっている先生方でチームを作る、あるいは病
院にバックベッドの仕組みを作って受け入れ体制を
しっかり作る、あるいは他の地域で訪問看護ステー

ションと組んで、そこでしっかりと対応していくと
いうような提供体制を検討いただければという主旨
です。
次にエですが、医療、介護関係者の情報共有の支
援ということで、これは先ほどからもお話が出てい
るとおり、医療関係者と介護関係者の情報の共有の
仕組みづくりの検討をしていただく取り組み。
次にオは、在宅医療介護連携の相談支援というこ
とで、相談窓口を地域に作っていただく取り組み。
そしてカは、医療、介護関係者の研修をしっかり
やっていただきたいということで、こちらについて
は多職種の研修ですとか、それぞれの医療、介護関
係者に関する研修ですね。医療、介護関係の専門職
に対する、しっかりとした研修をやっていただきた
い。
次にキは、地域住民への普及啓発ということで、
これも先ほどから話が出ていますが、住民への在宅
療養や在宅看取りに関する普及啓発の取り組み。も
ちろん看取りができる体制がその地域になければ、
普及啓発はできないんですが、体制が整えば、在宅
療養という選択肢がうちのまちにはあるということ
を、しっかり市民にお伝えいただければと考えてい
ます。
最後のクは、先ほど宇田先生からもお話がありま
したが、関係市区町村の連携ということで、やは
り複数の市区町村をまたぐような医療介護連携とい
うのは、その市区町村の中の医療介護連携とはまた
ちょっと別ですので、それについても複数の市区町
村と都道府県、保健所との連携でご検討いただけれ
ばということになります。
あともう一つ、先ほど研修の話もしましたが、野
上先生からもお話がありましたとおり、多職種連携
に関する研修というのは、非常に有効なツールと考
えています。
地域の医療、介護関係者が、仮想の症例検討をやっ
たりして、このまちではどういう方が関わっていて、
どういう職種がいて、どういう役割を持っていて、
こういうふうに多職種の連携がされているというこ
とを実際に認識できる。
顔の見える関係がもちろんそこでもできますし、
それからうちのまちにはこういう課題があったんだ、
私の役割、私たちの団体の役割はこういう役割だっ
たんだということを知ることができます。
地域の課題や互いの役割を認識することで、その
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町の医療介護連携全体の底力が上がっていきますの
で、是非、これから医療と介護の連携に取り組む地
域では、この多職種連携の取り組みを進めていただ
ければと思います。
こちらのスライドは、東京大学にやっていただい
ているもので、多職種連携研修の具体的な展開方法
について解説したマニュアルを作成しています。こ
ちらのホームページにいろいろ関連資料がございま
すので、是非、今後のご参考にいただければと思い
ます。
最後に、地域の医療資源、介護資源というのは本
当に様々で、各地域によって唯一無二ですので、こ
の医療と介護の連携の取り組みも、言わばそれぞれ
のご当地に合った、ご当地の仕組みを、是非、作っ
ていただきたいと考えています。
地域の医療、介護の関係者が一体となって、その
地域に合ったご当地の医療介護連携の仕組みをご検
討いただき、是非、地域の住民の方、患者様、介護サー
ビスの利用者の方のために、取り組みを進めていっ
ていただければと考えております。私からは以上で
ございます。

宇田：はい、ありがとうございました。
ひととおり５人の方々からご発表いただきました。
お約束の持ち時間で皆さんお話をまとめていただき
まして、ご協力ありがとうございました。
とはいえ、なかなかもうちょっと言い足りない
と。あるいは残されたスライドの中から２つ、３つ、
ちょっとポイントを補足して、お話をどうしてもな
さりたいという方も、お出でになるように思います。
お一人ずつ少し補足がございましたら、お話をして
いただきたいと思いますが、櫃本先生のほうからど
うでしょうか。

櫃本：私に専門分野はと聞かれたら、保健・医療・
福祉のどの分野に籍をおこうが、ずっと公衆衛生だ
と言い続けてきたし、私の発想の原点がいつも公衆
衛生だと思っています。
にもかかわらず最近では、公衆衛生を絶滅危惧種
というか死語というか、なってきているんですが、
今こそ公衆衛生だと私は確信しています。もう一点
は、「入院前から退院支援」を盛んに強調してきまし
たが、患者さんは、施設に入ってしまうと「いい子」
になってしまって、本当の生活ニーズがわからない
まま、医療側の都合に合わせてしまい、してあげる
医療や介護が先行してしまいがちです。「求められる」
ものを引き出す姿勢が大切です。
例えば、がんの患者さんが入院すると、がんを小
さくして欲しいというのが希望だと決めつけてしま
いがちですが、入院前に本音を聞き出すとと、「自分
は農業をずっとやってきたんだけど、まだまだやり
たいのに、がんのために手がしびれて・・・俺は死
ぬまで農業やりたいんや。待ってくれている道の駅
のお客さんがいるんだ」と。であれば、多職種が生
活に戻すための連携をするゴールは、それはがんを
小さくすることではなくて、実はもう一度農業がで
きるように、どう支援していくかということになる
わけですね。そうなれば、入院前から帰るまでにど
うしたらいいか、トイレに行けたり、どうやったら
農業に関わっていけるかが最優先されるべきですね。
私たちは今それを実現するために、一生懸命チャレ
ンジしているんです。理想を言えば、そういうこと
を普段のかかりつけネットワークにおいて、病気に
なる前、入院する前から、本来の入院の目的となる
「求めるもの」を持参してきていただけると、その目
的のために速やかに生活に戻す、ゴールの共有が図
れるんですが、まだそこまでには急には至らないと
思います。しかし、入院前からご本人がそのかかり
つけネットワークに帰って、自分が本来やりたいこ
とを続けたいんだということが言えない限りは、やっ
ぱり本当の流れはできないんだろうと思います。
そのためには、住民の心構えが非常に重要なんで
すが、残念ながら、日置の市長さんのように、票な
んか恐くないと言って政治に取り組んでおられる方
は別ですが、票を意識している限りは、やはり住民
にしてあげないといけないんですね。だから政治家
が非常に苦労しているのは、住民が依存しているこ
とにメスが入れられないです。例えば消費税を上げ
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るのにも大変苦労されたでしょう。それと同様に、
住民に対して「24時間、365 日、いつでも安心」が
キャッチフレーズになってしまうんです。
しかし、そんな安心など保証できるわけがないの
に、これは最悪のフレーズなんですね。これからは
住民に対して、あなたがどうするか、その支援はで
きるだけさせてもらうけれど、あなたが本来求めて
いることを目指すだけの責任や努力がない限り、無
理であることを伝えなければなりません。誰が言っ
ていくのか、行政に言わせるのは酷ですね。生活に
身近で信頼関係を築いている「かかりつけネットワー
ク」が伝えるのがいいのかもしれません。座長の宇
田所長のように、行政の中でも票に左右されない人
達が伝えることも一つの方法なのかとも思っていま
す。
冒頭に申し上げましたように。地域包括ケア時代
は最後の公衆衛生革命のチャンスです。
これまで公衆衛生は、感染症対策では、抗生物質
の登場で医療に抑えられて、次に成人病対策でも、
生活習慣病に名前を変えて、薬を患者に飲ますこと
でブレーキがかかりました。満を持したヘルスプロ
モーション理念の導入による「健康日本 21」も、メ
タボ対策で、公衆衛生活動は追いやられていきまし
た。この度、地域包括が最後で最大のチャンスとし
て訪れたように思います。目先の手段で対症療法な
んて、街はそう遠くないうちに潰れていきます。
まさに公衆衛生理念が必要なんです。「リソースマ
ネジメント」とか、「ソーシャルキャピタル」とか、
「ノーマライゼーション」とか、そして地域の力を引
き出すといった「エンパワメント」‥等、すべて横
文字で恐縮ですが、これら公衆衛生理念を根底に、
面舵一杯の時が訪れたと思います。時間はかかりま
すし、かけていいんですが、今こそ方向を定めて切
り替えなければ、その時に間に合いません。
僕は先ほどの宇田先生の話を聞いて、彼のような
保健所長ばかりであればなと痛感しています。保健
所とか保健師の役割ですよね。この人達が一番よく
知っているはずなんですよ。知っているくせにね、
こんな大切な時に、太ったおやじに、頼まれてもい
ないのに、不幸の電話やメールすることで振り回さ
れていたらいけませんよ。
何とか保健分野のスタッフが、今こそ公衆衛生を
やって欲しいと。その思いを伝えて、一応、ここで
一つ終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。
宇田：ありがとうございました。
野上先生、何か補足でお話をすることがあればお
願いいたします。
野上：先生のお話は、ソーシャルワーキングのとこ
ろへ繋がっていく話だなと。それを思うと医療ソー
シャルワーカーが頑張っていないというのは、とて
もショックです。我々の考え方としては、エンパワ
メントの先のストレングスと言って、その人の持っ
ている力を引っ張り出す。疾病や要介護状態は、そ
れはその人の部分なので、その部分をお手伝いしな
いといけないかもしれないけれども、その方の本来
持っている力を引っ張り出すという、ソーシャルワー
カーのストレングスという視点なんです。まだまだ
我々がやれてないというのを、今、先生のお話をう
かがいながら思いました。その先に、私の中に、「ど
うして行政の施策は保健師さんと地域包括のところ
へドバーッとやってねと言って持って行くのかしら。
あの方達、あの組織は、もう疲弊しているんじゃな
いかしら」とちょっと思ったりするんですね。
そうすると、行政の人って部署をどんどん異動し
ていきますから、専門の福祉や医療の視点を持った
専門職を１人でも２人でも養成する必要があると思
います。保健師さんが代わりにやるとか、都市計画
から移ってきた人がちょっと担当になったとか、そ
ういうのではなくて、医療や福祉の専門の視点を持っ
た方をちゃんと配置するべきです。今度の事業でも
そういうノルマがありますけれども、そういう取り
組みがない限り、先生がおっしゃったように、Ｋｅｙ
の人がいないと、責任を持つ人がいないといけない。
今度それが市町村になるんだとしたら、そこがとて
も重要になってくると思います。たぶん行政も悩ん
でいるところではないかなとは思います。
宇田：ありがとうございました。
では篠田先生、よろしいですか。
篠田：じゃあ一言だけ、すいません。
今、お話にありましたように、在宅医療介護連携
推進事業は、在宅医療介護連携推進のコーディネー
ターが現実的には中心となって、もちろん１人でや
るわけではありませんけど、中心となってやってい
くと思いますので、市町村は直営で行うか委託で行
うかという結論をださなければいけない、もうすで
にやっている所はそうなんですが、委託が多いかも
知れませんが、その場合でもやっぱり連携推進コー
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ディネーターを中心にこの事業は回っていくと思う
のと、あと先ほどおっしゃられたみたいに、私のあ
くまで個人的な意見ですけど、人口 10万人ぐらいの
市なら、たぶんこの事業はできそうな気はしますけ
ど、それより少ない規模の自治体は、現実問題難し
いというふうに思いますので、もちろんできる所も
あるかも知れませんが、現実難しいことを考えると、
保健所さんなどの専門機関の支援をお願いしたいと
思います。以上です。
宇田：はい、ありがとうございました。
今日のこのテーマは、医療介護連携をどのように
進めていけばいいのかというところも一つのポイン
トなのでしょう。例えば市町村の立場、あるいは医
師会の立場、大学病院の立場、それぞれ立場は異な
りますが、どこからどういうふうに進めていけばい
いのか。ご経験からでも結構ですし、それぞれいろ
んな方々とのパイプもおありでしょうし、いろんな
先駆的な事例なども先生方ご承知だと思います。今、
篠田先生のほうからは、市町村の規模によって少し
取り組みの主体というか、支援のあり方なども違う
のではないかといったようなお話もありました。例
えば、小さい所は小さい所なりにどこから進めてい
けばいいのか、あるいは大きい所は大きい所でどう
いうところをやっていけばいいのか。あるいは地域
特性について、それぞれのところで評価をして、きっ
ちりと優先度の高いものをやっていけばいいのか。
そのへんのところのお考えがあれば教えていただき
たいなと思うんですが、今度は野上先生のほうから
いかがでしょうか。
医師会の立場でも結構ですし、あるいは他の取り
組みなどご紹介いただいても結構なんですけれども、
ここにお集まりの方々にアドバイスがあればお願い
いたします。
野上：私の市は人口が４万弱で、戸数にすると
１万５、６千戸ぐらいなんですよ。そうすると顔の
見える関係って最初からもうできています。という
か 60 年もそのまちに住んでいれば、知っている人
は沢山いると思うんですね。
行政はこういう事業に取り組まないといけないと
いうミッションと責任を持っていらっしゃるわけで、
もちろん医師会、医療もそういう地域包括のミッショ
ンと責任を持っています。そういう方達と手を組む。
薬剤師さんであったり、栄養士さんであったり、
専門職団体もそれぞれの地域包括ケアに対する取り

組みのミッションを持っているわけなんですね。そ
うすると、そういう方達と「思いは一緒だよね」と言っ
て、がっちり手を組む。
そういう意味からいくと、小さい所って割とまと
まりやすいんですね。私はそう思っています。
各専門職団体の協力を得るのも、割とやりやすかっ
たというのがあります。
宇田：この地域における課題はこういうことですよ
という責任の所在を明確にして、そしてみんなで目
標を持っていくということがまず大事ではないか、
分析をする、評価をする、あるいは協議の場を設定
する、どういうところから行けばいいとお考えです
か。
野上：私どもは、割とその団体や組織に任せました。
一緒にやりましょう、誰を出してくれますか。そう
すると、そこの団体が一番適切な人を出してくれま
す。
そして、みんなでプロジェクトＺの、最初は 35人
でしたけれども、そのメンバーで何が課題かという
グループワークなどをする時に、やはりそれぞれが
ミッションを持っていますので、みんな専門職です
から、これをやらなければならないというのは、自
ずとその方達の中から出てくるんですね。私達が提
案するのではなくて出てくるんです。
私達、班に分けていますよね。あれもどうぞ勝手
に自分が行かないといけない班に分かれてください
と言ったら、皆さん自分の意志で分かれてくださっ
たんですね。
この事業を推進していこうという時に、それくら
いみなさん責任を持っていらっしゃる。つまり、相
手を信じているということなんです。そういうとこ
ろから始まっています。
グループワークをしていくと、そのまちの課題と
いうのが、もう明確に出てきました。
宇田：篠田先生、どこから進めたら良いかについて、
何かアドバイスがございますか。
篠田：すいません、そんなアドバイスみたいなこと
はあれですけど、さっきおっしゃったみたいに顔の
見える関係ができていたり、いろんな資源がそろっ
ている所は、しっかりやられると思うんですが、一
から作っていこうと思う場合は、何も社会資源がな
かったり、顔の見える関係がないわけですので、そ
ういう状況の中から始める場合は、やはりアからク
までという事業をやらなきゃいけないというふうな
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ことよりかは、先ほど申し上げましたように、まず
現場に行って、高齢者ご本人が在宅での生活を望ん
でおられるにも関わらず、その生活が実現されてい
ないという現状をしっかり分かった上で、もちろん
高齢者ご本人にお話をうかがったり、ケアマネジャー
さんや地域包括支援センターさんや在宅の主治医の
先生にお話をうかがえば、課題は自ずと見えてくる
と思いますので、それを解決するには、どのような
研修が必要だとか、どのような連携が必要だという
ふうに考えると、アからクまで結構重なってきたり
しますので、アからクまでの事業をよりこなそうと
いうふうに思わず、まず現場に行って、現場で考えて、
課題が見えてきますので、それをクリアするために
はどうしたらいいか、どういう目標を設定したらい
いのかという手法のほうが私は良いと思います。
宇田：はい、ありがとうございます。
その地域における課題の抽出と対応策を検討する
ためには、まず課題の抽出を行う必要があるだろう
と思うんです。
そしてそのためには、人はどうなっているんだと
か、あるいはその地域の高齢者はどういう状況にあ
るのかといったようなことを、既存の資料だとか、
あるいはその地域に出かけていって、その状況を実
際に見てみたり、話を聞いてみたりといったような
ことを進めていく。
ア、イから進めていって、それを協議の場で共有
するというような取り組みがどうなんだろうかとい
うふうに理解したんですけれども、そういう理解で
よろしかったんでしょうか。
同時にというよりは、その評価をするということ
から始めてみてはどうかというふうに承ったんです
けど、篠田先生、それでよろしいでしょうか。
篠田：そうです。まず現状を見るところから始めま
しょうという主旨ですね。
宇田：はい、分かりました。ありがとうございまし
た。
櫃本先生、いかがでしょうか。
櫃本：結局これまで市町村行政は、地方公共団体と
して、国が決めたことを実施する機関として位置づ
けられてきて、いきなり市町村主体でと言われた時
に戸惑っている現状があると思うんです。本当に市
町村は真面目に国が言ってきたことをやってきたん
です。でもそれがいい結果を生まなかった。どちら
かというと社会的弱者をどんどん作ってしまって。

その責任を取らずに、後は市町村に責任を取れと言
われたって、厳しいですよね。しかし愚痴を言って
いても誰も解決してくれません。この現実を知るこ
とによって、要するにさせられる市町村ではなく、
それぞれその地域にいる方々が、目指す方向はこう
なんだと、自分達の街のために何かをしよう、して
いこうという住民力を引き出すことが求められてい
ます。
認知症の患者さん達をどこかに収容して、安全な
街を作るほうがいいのか、それとも、いくら認知症
になっても地域で暮らしていける街がいいのか、そ
れを今、市町村で決めなさいよと、住民につきつけ
られているんです。決めるためには、みんなが目標
を共有して、話し合う場所が必要ですよね。その場
所づくりは行政でなければなかなか難しいと思って
います。
もし座長の宇田先生が、通りすがりのおじさんだっ
たら、たぶん誰も集まらないですよ。大所長だから、
あれだけのことができるんですね。それがやれるの
にやっていない行政って結構まだあると思うんです。
僕はこの生活総合支援事業の手引き書作成に関
わったメンバーの一人なんですが、市町村を過大視
した性善説だと叩かれました。
市町村行政が、弱者だけを追いかけるだけでもう
手一杯なのに、さらに健康づくりを弱小地域なんか
でやれるのかと。ほとんどの所が介護担当部署所に
押しつけて、地域包括ケアってよく分からない市町
村長ばかりだろうなんて、随分皮肉を言われたこと
があります。でも現実に変わってきましたよね。
今こそ市町村が力を見せる時です。日置市長さん
をはじめ、今日お集りの市町村長さんは、既に明ら
かに舵が切られていて、全庁挙げて取り組もうとなっ
てきています。目先を見た手っ取り早い手段に走る
よりは、まずしっかり話し合いの場を作って、みん
なで目標を明確にしようと、それを現実にやってい
るのがこのサミットの場だと思います。
先ほどの事例ですが、医師会立病院だったという
のはすごい成功例ですよね。鹿児島県は医師会立病
院が多いんですが、これは大きな資源です。医師会
の力は、地域みんなの力を引き出せるんじゃないか
と期待しています。すいません、相変わらず長くなっ
てしまって。
宇田：私もそう思います。
今のお話は、目的意識を共有するということが非
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常に重要で、そのための協議の場、それは市町村が
望ましいけれども、場合によっては医師会だとか、
保健所だとか、そういったような、それは地域特性
に応じてというか、いずれにせよ重要なことは場が
必要だということを理解いたしました。
その場をどこが設定するのかということに関して
は、それぞれの地域で検討し、望ましいやり方でやっ
ていくというのがいいというご発言でよろしいです
か。
今のお話を聞いておられて、秋野先生いかがでしょ
う。全部やったほうがいいのはもちろんですが、秋
野先生は、全国いろいろ回ってご覧になっていらっ
しゃいます。良い感触の事例があれば、教えていた
だけますか。
秋野：そうですね。先ほど私が話したように多職種
連携は、ツールとしては非常に有効なツールだと思っ
てご紹介をさせていただきました。あとは地域にお
ける検討が、非常に重要だと思います。
何を検討するかなんですが、その地域で何をして
いかなきゃいけないのか、どういう地域を目指すの
か、についての検討が重要です。
一つご紹介させていただきたい話としては、これ
から人口の高齢化に伴って、亡くなる方が増えま
す。今、だいたい年間 120 万人毎年亡くなりますが、
2030 年には、約 1.3 倍強の 160 万人になると予想
されています。その増えた方々の看取りの場をどの
ように確保していくのか、その分、病院を新築でき
るかというと、これはたぶんおそらくそう簡単な話
ではありません。
そうすると、それぞれの地域で看取りに関して、
亡くなる方が増えた分の在宅介護、在宅療養、その
施設での看取りも含めて、どういう地域を作ってい
くかということを、地域の保健、医療関係者、行政
の方も含めて、真剣に考えはじめていただく必要が
あるのかなと思います。
是非、地域の皆様には、それぞれの地域の将来を
見据えた在宅医療介護連携のあり方を考えていただ
ければと思っております。以上でございます。
宇田：はい、ありがとうございました。
先程の質問と先生のお話の中にも人間の死亡率は
100％なのだとのお話が出てまいりました。死ぬ方々
が増えるということの選択肢を、豊富な選択肢をど
ういうふうにこの地域の中で作っていくのかといっ
たようなことを、もうちょっと手法というよりかは

目的意識を共有する。そういうような場をいろんな
ところが主体となって作っていく。できれば市町村
がいいけどなというのは言外にあったように思いま
すけれども。
さて、いろいろお話を承りましたけれども、せっ
かくの機会なので、フロアの方のほうから何かご質
問、ご意見ございましたらどうぞ。
所属とお名前をいただいて、例えばどなたにとい
うことでご質問・ご意見をいただければと思います。
よろしくお願いします。

松島：私は、長野県の下伊那郡の泰阜村の村長の松
島貞治でございます。
私の所は、すでに高齢化率がピークを超えて、65
歳も 75 歳も減りはじめたので、これから東京を中
心とした都市は大変だな、私の所は乗り切ったと思っ
ておりますが、私は、櫃本先生が言われたことをずっ
と村民にも言ってきました。必ず死ぬということで。
私は、介護予防とか健康づくりをやってもいずれ
亡くなるので、行政はあまりそこには力を入れずに、
老いて病気になって障害を持ったその時のことを支
援しようというふうにやって、在宅死は最高７割ぐ
らいまで来ました。診療所の先生を中心に、今でも
４割、５割ですが、その中で、宇田先生のお話より
ちょっと先の話になるのかもしれませんが、20年間
ずっと在宅をやってきて、国が医療と介護の連携を
言うようになってから難しくなっちゃったなと思っ
ています。
それは何かというと、終末期、在宅で看取る時に、
昔は阿吽の呼吸でヘルパーも褥瘡の処置を手伝った
り、吸引なんか誰でもしたし、私も診療所勤務の時
に点滴の針を抜いたこともあります。そうしなけれ
ばできない。
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診療所の先生は、４人、５人、在宅の患者を持っ
ておりますと、いつ亡くなるか分からない。ヘルパー
が朝行った時に、脈を見たら止まっていたというよ
うなことに遭遇するわけです。
それを誰が責任を持つのかという話は、みんなで
話をして、いつ亡くなるか分からないと言うんだけ
れども、本当に医療と介護が連携した時に、要する
に介護と医療の技術と言ったらいいのか、やること
の相互乗り入れを進めてもらわないと、最後は無理
だと思うんですよね。
例えば、糖尿病の患者さんが自分でインシュリン
注射をしていたのに、在宅になったらできなくなっ
たけど、自分でしていたことを誰がしたっていいじゃ
ないかと私は言うんだけど、そうするとそのことは
できないという話になると、誰かがやらないといけ
ない。ヘルパーではできませんので、看護師が取ら
れちゃうんですよね。
したがって、この医療と介護の連携で、そのアか
らクまでは、それはそれなりに私どもはやるのだが、
本当に連携してくれるなら、医療の部分と介護の部
分の相互の、少し研修を受けたら何やってもいいぐ
らいのことを考えていただきたいという点で、櫃本
先生と秋野先生におうかがいしたい。
宇田：はい、ありがとうございました。
今のお話は、終末期に近い部分での医療と介護の
いわゆる権限のバリアをどういうふうにクリアして
いけばいいのか、あるいはどういうふうにクリアす
る方向で検討していただけるのかどうかということ
についてのご意見・ご質問だったように思います。
これは櫃本先生と秋野先生にご質問なんですが、厚
労省のほうからいかがでしょうか。
秋野：なかなか回答が難しい質問ではありますが、
やはり現場の実態を踏まえた対応をしっかり考えて
いかなければならないのは当然かと思います。
厚生労働省においても、先ほどご指摘があったよ
うに、痰の吸引について、一定の研修を受ければヘ
ルパーが実施できるようにするなど、介護現場の実
態を踏まえた取り組みも進めております。
地域の現場の実態を踏まえた医療と介護の相互の
乗り入れ等については、長期的な検討課題というこ
とになるかと思いますが、貴重なご意見として承り
たいというふうに思います。以上でございます。
宇田：たぶん医療の分野の方々と、介護の分野の方々
と、医療の水準に関すること、質の担保に関するこ

と等で、整理しなければならない課題がいろいろあ
ると思います。今の段階では検討することもあり得
るというお話で理解しました。
櫃本先生、いかがですか。
櫃本：私は医療や介護のレベルをどこまで求め続け
るのかがポイントです。点滴もせずに枯れるように
看取ることを住民が受け入れるかどうかなんですよ。
つまりときどき医療、ときどき介護の場合は、す
こしでも生活が継続できるように治療して帰せばい
いと思いますが、もうべったり医療、べったり介護
状況になったら、あとは「これでよか」と西郷隆盛
のように「ここでよか」ですよ。それを患者自身が
選べられるようになるかどうかが重要です。老人病
院で寝たきりの人が沢山いる必要はないんです。
この判断を急性期病院に任せることは無理だと思
います。助けることが最優先使命ですから。だから
安易に急性期病院に送っちゃいけないんですよ。簡
単に送らないシステムをどうやってかかりつけネッ
トワークが支えるか、そこを変えていかないと、
QODの向上は難しいと思います。これからは在宅医
療にまで、急性期医療が入ってくる可能性がありま
す。ますます矛盾を生んでしまうことになりかねま
せん。スッと逝かせられる国民の理解やシステムが
作れるのは、患者や住民が決めるルールなんですよ。
そのために大事なのは、元気高齢者です。60過ぎ
て人間ドックで異常を指摘されない方が異常です。
ときどき医療、ときどき介護になっても、異常とう
まくつき合って、自分らしく生きていくんだという
人をどれだけ増やせるかが、日本の将来を左右しま
す。だからこそ市・町・村長にお願いしたいのは、
いくつになっても働ける場所があるかどうかです。
これが地域包括ケアだと言ってもいいぐらいです。
それを決めていくのは、住民だろうと思いますけ
ど、それがやれるかどうかが市長さんに問われてい
る、地域に問われているんです。でもそれがやれず
に国側からやれと言われたことを続けていくのであ
れば、その街は消滅していかざるを得ないかもしれ
ませんね。
宇田：先生、ありがとうございます。
村長さん、よろしいでしょうか。
松島：私は村民に、食べられなくなったら死のうと
いうふうに言っているんですが、でもなかなか 20年
前より受け入れられなくなってきましたね。
とにかく、いずれ 160 万、70万人が亡くなる。ど
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こで亡くなるか困っているんだったら、是非、秋野
先生、今、櫃本先生が言われたような方向というか、
医療は医療者でなきゃできないということは、やっ
ぱりもう限界だと思います。
宇田：ありがとうございました。
何を医療と定義するかというところが、たぶんあ
ると思いますし、その医療を誰にどう提供するのか
といったようなところの国民的議論も必要だという
お話だと理解しました。
ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。

平神：私は南さつま市から来ました平神と申します。
議員をしているんですけれども、今、91歳の義理
の母が大腸がんで、まだまだ元気ではあるんです。
90歳の夫と二人で住んでいるんですけれども、私は
元々看護婦なので、「お母さん、家で最後までお母さ
んがいたければ、家でいるようにどげんかするから
ね」と言ってやってきて、年が越せるかどうかとい
う感じなのですが、最近、心配なことがありまして、
昨日も母と話したんですけれども、「順子さん、お前
たちゃほんのこて、あたしをほんのこてここでみて
くれがなっとか。どげんな話し合いをしよっとか」と、
きょうだい…
宇田：すいません、県外の方もお出でになるので、
できれば分かりやすい言葉で。
平神：「あなた達は本当に自分を家で最後まで看られ
るのかということを、どれくらいきょうだいで話を
しているのか」と昨日言われました。
明後日、泰阜村に行きました池田先生の講演があ
るので、４人でみんなで、２人の夫婦方で聞きにい
くんですけれども、私も仕事しながら果たして最後
まで母を看られるのか、現在は訪問看護もお願いし
ているのですが、果たしてできるかどうかすごく不

安なんです。
それで私は、自分も負担にならないように、そし
てまたきょうだいも、家族の負担というのは一番大
きいと思うので、一人に集中しないように、自分の
実の両親は看たけれども、きょうだいが目茶苦茶に
なってしまったので、今回はそういうことがないよ
うに、母をスムーズに送りたい、どのようにすれば
いいかなと考えているので、何かアドバイスしてく
ださい。
宇田：はい、ありがとうございました。どなたに質
問とかありますか。特にございませんか。
じゃあ野上先生、篠田先生のお二人からお願いで
きますか。
野上：サービス的にはできると思います。あとはご
家族の覚悟で、その覚悟は、看取っていくという覚
悟だけではなくて、その方が亡くなったあと、家族
の人達が、残された人達がどう生きていく、どうい
う思いが残ったかという、そこも大事なことになっ
てくるので、そこは覚悟しようというのをご家族で
よく話し合われていると大丈夫かなと思います。
あと本人が苦しいか苦しくないかというところは、
少しポイントになるかと思うので、ご無理をなさら
ないほうがいいかなと思います。訪問看護さんは信
じていいと思います。
宇田：どうもありがとうございました。
篠田先生、何かございますか。
篠田：今、お話のあったような感じですと、ご存知
かと思いますけど、訪問診療と訪問看護を組み合わ
せて提供していければ、見通しは立つというふうに
思いますし、ご家族状況によっては、訪問診療と訪
問看護だけではなくて、地域によってあるなしあり
ますけど、将来的には定期巡回のサービスとかを入
れていただけると、先ほどお話しさせていただいた
三大訪問サービスがあると、かなりクリアできる可
能性は高いというふうに私は思います。
宇田：ありがとうございました。よろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
具志堅：日置市で介護支援専門員の会長をしており
ます具志堅と言います。
宇田先生がおっしゃられた、退院支援連携のルー
ルの会議などに参加していまして、その中で、病院
側とケアマネ側とでいろいろ話をしています。
野上先生と櫃本先生から紹介いただいた支援の中
では、ご自宅に帰るとカンファレンスをされると思
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うのですが、それぞれ各専門職がいたり、ご家族が
いたりすると思います。結構迷われるご家族もいらっ
しゃると思うのですが、どのような働きかけをして、
どのような内容で、その時の連携の内容というか、
このような感じで働きかけをしていますとか、ケア
マネジャーに対して、このような感じで連携を取っ
ていますよというところがありましたら、アドバイ
スをお願いします。
あと一つは、今、地域包括ケアと言われていて、「在
宅で」とか、「看取り」といった感じで言われている
んですけれども、ケアマネジャーにしてみれば今が
大事で、看取りだけではなくて、認知症の方もいれば、
リハビリをして歩行ができていたのに、歩行が思う
ようにできないという方もいらっしゃる。
そういう方に関してご家族や多職種と連携する時
の流れ、働きかけとして、どのような感じいけばい
いんのではないかというアドバイスがあれば、お願
いします。
宇田：どなたに。
具志堅：野上先生と櫃本先生に。
宇田：では、櫃本先生からお願いいたします。
櫃本：先ほどのご質問への一つの答えとしても、元
気なうちから、かかりつけネットワークを持つこと
を、その重要性をとにかく住民に説明していくこと
です。
悪くなってからとか、入院してからじゃなくて、
普段から支援者・相談員を作っておいて、入院前に
どうしたいか、自分はどんな状態を望んでいるのか
ということが、ちゃんと言えるような状況になって
くるというのは、たぶんこれから非常に大事なこと
になると思います。
看取りはやっぱり結果論ですよね。そこまでの過
程をどう過ごすかによって、在宅看取りなのか、病

院死なのか。別に死ぬ時は病院で死のうが家で死の
うが本人は分かりませんので、それはどこだってい
いんです。それまでの間、自分らしく生きられるか
どうか。そしてQOD( 死の質 ) を意識して、できれ
ば死を最大のイベントとして受け入れることが大切
です。そういう場を作るということは、一番の親孝
行であり、若しくはその人らしい生き方を保証する
ことになるので、普段から生活支援ネットワークを
持つということを、住民に働きかけていくことです。
宇田：先生、よろしいでしょうか。
元気な時からそういうネットワークをきちっと
作っておく。
野上先生、いかがでしょうか。
野上：何か先生の話を聞いていたら、ご質問を忘れ
ちゃったんですけど。
病院は非日常です。いくら入院していても、その
人が元のその人の所に帰るというのが当たり前だと
いうのを、我々もケアマネジャーさんもちゃんと人
権としてとらえなくてはいけません。どうして施設
ですか、病院ですかと聞くのかなと思うんです。
帰りましょう。元のあなたの場所へ、あなたの場
所へというのが基本ですよね。
それで何ができないのかを課題として出していっ
て、そこを解決していくカンファレンスをします。
介護のスタッフは話が長いです。病院の人は時間
がないので、私は 30 分カンファレンスにしていま
すが、そこらへん、もっとシャープに連携ができる
ようにしていくと、「もっと来てね」と言われるんじゃ
ないかなと思います。
宇田：はい、ありがとうございました。
では秋野先生、コメントをお願いいたします。
秋野：在宅医療介護連携の取り組みの目的は、最後
のゴールは何か。当然、アからクをやってもらうこ
とではありませんで、先ほどからも再三、お話が出
ているとおり、終末期に近い生活をどのように過ご
すか。一つの施設、病院で最後という、それが住民
の選択であれば、それはそれで結構だと思います。
ただ、今はほとんど病院で亡くなる方がほとんど
である地域が大半ですから、その中で在宅療養とい
う選択肢があるんだという地域をどれだけ作ること
ができるか。それがこれからのそれぞれの地域で考
えていただくことになるのかなと思います。是非、
皆様のご協力をお願いしたいというふうに考えてお
ります。以上でございます。
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宇田：はい、ありがとうございました。
いろいろな方々からご発言をいただきました。い
くつかキーワードがあったように思います。生活を
みんなで共有しましょうということと、それとそう
は言っても、地域にいろいろな資源があるので、やっ
ぱり地域というキーワード、これ全国一律にこうやっ
ていきましょうねということではなしに、地域の持っ
ている強み、あるいは持っていないことの弱みをど
うするのかということ、むしろ強みのほうに目を向
けて、それをどういうふうに発掘し、どうつなげて
いくのかということが重要だといったようなことも
教えていただきました。また、そのための協議の場
というのがとても大事ではないかといったようなこ
となどが、今のパネルディスカッションで出された
ように思います。
豊富なご経験を基にいろいろと教えていただきま

して、ありがとうございました。
また、フロアの方々も、ご熱心にご議論に参加し
ていただきまして、ありがとうございました。



第 ３ 分 科 会

10月1日■木　15:30 〜17:30

東市来文化交流センター
（こけけホール）

認知症を支え合う
～ 認知症になっても安心して暮らせる支援体制 ～

国際医療福祉大学大学院教授　　堀田　聰子　氏

信州大学医学部保健学科教授　　上村　智子　氏
株式会社浪漫代表　　黒岩　尚文　氏

熊本県山鹿市福祉部国保年金課長（前長寿支援課長）　　佐藤　アキ　氏
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長　　水谷　忠由　氏
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～ 認知症になっても安心して暮らせる支援体制 ～

国際医療福祉大学大学院教授　　堀田　聰子　氏

信州大学医学部保健学科教授　　上村　智子　氏
株式会社浪漫代表　　黒岩　尚文　氏

熊本県山鹿市福祉部国保年金課長（前長寿支援課長）　　佐藤　アキ　氏
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室長　　水谷　忠由　氏

コーディネーター
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堀田：皆さん、こんにちは。
第３分科会では、「認知症を支え合う～認知症に

なっても安心して暮らせる支援体制～」ということ
で、認知症とともによりよく生きる、認知症になっ
てもその人その人が本人らしく生きていくことがで
きるケアと地域づくりに関わるディスカッションを
していきたいと思います。

進め方ですけれども、最初にパネリストの方々、
それから水谷さんからそれぞれ 10 分から 12 分でご
発表いただきます。その後、まずフロアの皆さんから、
それぞれのご発言に対して、ご質問、ご意見をいた
だきたいと思います。

それを受けた形で、５時半までの間、皆さんと壇
上の皆さんとともにディスカッションができればと
考えております。よろしくお願いいたします。

では、順番にプレゼンテーションをお願いします。
まず、黒岩さんからお願いいたします。

黒岩：皆さん、こんにちは。姶良市から来ました黒
岩と言います。よろしくお願いします。

私は「事業所として実践者として求められること」
ということで、１人の看取りのケースを主に挙げて、

私のほうから現場の実践者として、お話をさせてい
ただきたいと思います。

まずはじめに、地元の方が沢山いらっしゃると思
いますが、うちの事業所を紹介させていただきます。
姶良市で「共生ホームよかあんべ」を行っています。
これは今、小規模多機能ですが、平成 19 年４月に
宅老所でスタートをしています。

次に霧島市のほうで、「地域サポートセンターよい
どこい」、これも小規模多機能です。ここでは霧島市
の地域密着サービス連合会というのを作っておりま
して、仲間とともに事務局をしながら、いろんな活
動をしております。

もう１箇所ですが、大変小さい島ですが、トカラ
列島の宝島というところで同じく小規模多機能をし
ています。ここから 13 時間フェリーに乗って行き
ますが、人口 100 人の島です。ここの小規模多機能
登録者は２名、運営が成り立つわけないですが、そ
ういう場所でも事業を行っています。

今日は、島の話は別として、少し実践の現場から
ということで、お話をさせていただきたいというふ
うに思います。

事業所として、介護保険事業所なんですが、実践
者として何が求められているのか。認知症の方の数
は、全国で 300 万人を超えていることが明らかになっ
ています。

厚生労働省では、ケアの流れを変えることとした、
認知症施策の方向性が出されて、オレンジプランと
か、新オレンジプランが示されていました。

地域の中で暮らし続けることを目指す方向性は、
政策的には明確となっています。

しかし、実際の取り組みは、それぞれの市町村、
あるいは地域の課題です。それぞれが考えていかな
いといけない状況にあるわけですけれども、地域包
括ケアシステムの構築や新しい総合支援事業等、次々
に政策や制度が打ち出されているが、実体として仕
組みや形だけに右往左往していることはないだろう
かということです。

認知症になっても住み慣れた地域の中で最後まで
暮らし続けたいという願いに応えるために、一番身
近にいる我々実践者が、今、何が求められているの
かを、１人の認知症の方との 10 年の関わりを通し
て考えたことをお話をさせていただきたいと思って
います。

「ばあちゃん、３月 29 日がユウコの結納だから、
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それまで頑張ってね。大丈夫だよね、ばあちゃん」。
娘のヒサノさんは、毎日毎日タマイさんの耳元で囁
き続けました。

今年の３月 29 日、結納当日、タマイさんはその
約束を守り、結納が始まって 15 分後の 11 時 45 分
に静かに息を引き取られました。

襖１枚を隔てたすぐ隣の部屋で孫のユウコさんの
結納を見届け、99 歳の生涯を閉じました。

この３年間ほどは脳梗塞を繰り返し、うちの「よ
かあんべ」にお泊まりをされていました。

１月ごろから呼吸が変化し、結納の日までどうだ
ろうというふうに、誰もが心の中に不安を抱いてい
ました。

３月 25 日に「家に帰りましょう。今しかもう帰
れない」とこちらから家族に伝え、「よかあんべ」の
ご利用者、スタッフに見送られながら自宅に戻りま
した。

この 10 年間支えてくださったドクターも「よし、
帰ろう」とみんなの背中を押してくれました。

私達は、タマイさんの自宅への思いや家族への思
い、娘さんやお孫さんとの思いに対して、とにかく
行動したいと考えていました。

そして結納までの５日間、タマイさんは長男さん
とヒサノさんとともに、親子水入らずの時間を過ご
されました。

私達は頻繁に訪問し、状態観察や排泄の確認、交換、
お顔や手を拭いたりと、とにかく体に触れ、声をか
け続けました。

そしてタマイさんを囲み、ご家族がこれまでのタ
マイさんをいろんなふうに教えていただきました。

「親の意見と茄子の花は真に一つの嘘はない」こ
の言葉は、私達がタマイさんから教えていただいた
言葉です。

タマイさんとの出会いは、平成 17 年の春、ヒサ
ノさんとその娘の２人の４人暮らし。長男さんは県
外に住んでおられました。ご主人を平成３年に亡く
しておられます。

性格はとても几帳面な一方、島歌や踊りが大好き
な、おおらかな部分もありました。

誰よりも遅く寝て、誰よりも早く起き、家事は手
際よくこなし、子供の服は生地を縫って作っていた
そうです。

食事はサーッと済ませ、動いていない時間はない
くらいに１日を過ごされ、女が家を空けることはよ

しとせず、自分の楽しみのために時間を使うことも
なかったそうです。

認知症が進行されてからは、トイレにうまく行け
ない、食事をどうして食べてよいかも分からないこ
ともあったり、「ばあちゃん海に飛び込んで死ぬ」と
言って出て行かれたり、あとをついていく僕らに石
を投げつけたりもしました。私達もどうして差し上
げればよいのか悩み苦しむこともありました。

タマイさんとの関わりが苦しいという理由で、３
名のスタッフが退職をしました。

でも家に帰ると、娘のヒサノさんは「ばあちゃん、
お帰り」と笑顔で迎えてくださいました。お互いに
苦しい時期が幾度となくありながら、いつも離れる
ことなく、ずっと過ごしてきました。

2012 年の５月 11 日、自宅で意識喪失、救急病院
に搬送され、集中治療室に運ばれました。診断は脳
梗塞。ぐったりしていたタマイさんが突然、起き上
がろう、起き上がろうとされたのです。

その状況を見た看護師さんは、抑制承諾書のサイ
ンを求めました。入院手続きの書類を書く娘のヒサ
ノさんの手が止まり「母は病院が嫌いだから」。「タ
マイさんは病院嫌いですよね。もう帰りましょう」
と私達もヒサノさんへ告げ、主治医へも連絡して、「よ
し、分かった。大丈夫だ。連れて帰ってくればよいよ」
というふうに言っていただき、みんなで帰ることに
しました。

タマイさんは、いつもの送迎車に乗って、いつも
どおり「よかあんべ」に行きました。

ご家族、スタッフはもちろん、これまで一緒に時
間を過ごしてきたご利用者の方々も、タマイさんを
懸命に支えてくださいました。

みんなの願いが届いたのだと思います。タマイさ
んはすごい回復力で、見事に危険な状態を乗り越え
ました。

以前のようには言葉は出なくなり、島歌も歌うこ
とはできなくなりましたが、最後の最後まで食事も
口から少しずつ食べ、ヒサノさんは毎朝手作りの特
製ジュースを届けられ、元気の源とゆっくり飲み続
けていました。

それでは、ちょっと映像を作っていますので、ご
覧ください。

（映像）



79

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

３月 29 日、「母が体調が悪くて隣の部屋で休んで
ます」とだけ伝えられ、結納は時間どおりに始めら
れました。

結納が始まって 15 分後の 11 時 45 分に静かに息
を引き取られました。

タマイさんの横に付き添っていたスタッフが、ヒ
サノさん、長男さんに息を引き取られたことを告げ
たあとも、そのまま結納は続けられました。

結納が始まって２時間ほど経って、長男さんが「実
は」と言い出され、結納の間中、閉じられていた襖
を開け、お婿さんとそのご両親にタマイさんを紹介
されました。それがタマイさんとお婿さん、ご両親
との初めてのご対面です。もちろん、すでにタマイ
さんの呼吸は止まっています。

ご両親は、最初、驚いた様子でしたが、タマイさ
んのそばに行かれ、「息子がユウコさんと結婚します。
よろしくお願いします」と伝えられました。その言
葉はタマイさんが一番嬉しい言葉だったと思います。

そしてタマイさんは私達にも大きなプレゼントを
残していってくださいました。

自宅での最後に寄り添い、生ききる力を肌で感じ
ました。

特別な医療や介護はいらないことや、表に出すこ
とではないことを知りました。

自宅は家族が家族らしくタマイさんと過ごせる場
となる。タマイさんの人生を写し出す家は、家族が
これまでの母との人生を振り返る力を与えてくれま
す。

お亡くなりになったあとも私達は自宅へ通い、ご
家族の話を聞く時間を何度も作りました。

「ああすれば良かった」はない。父の遺言を母は
守っていた。認知症になって立ち止まって、脳梗塞
になって恩返しができました。あれもこれも母のお
かげ。亡くなって、ますます「ありがとう」が出て
くる。

２つの喜びがあった。タマイさん自身がユウコさ
んの結納を見届けた喜び。ユウコちゃんの結納、家
族全員で結納を見届けた喜びと解釈しております。

その本人の存在感が最後までそこにある暮らしを
支援する。これが私達事業所の理念です。

最後から見た今、その日、その時、その人ととも
に悩み、苦しみ、考え、積み重ねていくことが、そ
の人らしい最後へとつながっていくことを学びまし
た。

看取りは、私達介護職のものではなく、その人、
そしてご家族の大切な時間です。その瞬間を大切に
過ごすことで、そのご本人の生きているという時間
は止まっていますが、家族の中でその方は存在をし
続けます。

最後の場面をこのような形で共有できた娘さんや
お孫さん、更には新しい家族となるお婿さんの中に
は、タマイさんはずっとずっと存在し続けると信じ
ています。

事業所として、実践者として、今、求められること、
制度や仕組みからその人の暮らしを捉えるのではな
く、あくまでも本人の思いを中心に支えていくとい
うことだと思います。

また、本人の紡いできた関係をつなぎ続ける。そ
して本人、家族の思いを実現するために、諦めない、
粘り続ける。これが我々実践者に、今、求められて
いることというふうに考えています。ご清聴ありが
とうございました。
堀田：黒岩さん、ありがとうございました。

最初に、地元鹿児島県から実践のご報告というこ
とで、私も昨日うかがわせていただいて、このタマ
イさんのご家族にもお会いして、本当にタマイさん
の物語がご家族とともに、暮らしの場に、最期まで
あって、それがご家族同士、そして地域の中でも語
り継がれていくということを、感動とともに聞かせ
ていただきました。ありがとうございました。

続きまして、それではこういった生き方・逝き方
を町全体として支えていく地域をどう作るかという
ことで、今度は隣の熊本県山鹿市から行政のお立場
で、佐藤さん、お願いいたします。

佐藤：皆さん、こんにちは。山鹿市からまいりまし
た佐藤と申します。
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熊本県の北の端に山鹿市はございまして、人口は
５万人台なので、日置市とほぼ似たような地域性か
なと思います。

今日は、この分科会には行政の方はあまりいらっ
しゃらないとお聞きしていますが、行政の仕事とし
ては、その地域の支援システムを作るということが
大きな仕事なんですが、ややもするとやはりその形
を作る、そして漏れのないような、全ての人に行き
渡る完璧な仕組みを作り、また、そこで効率的に回
していこうとするような考え方で形を作ろうとする
んですけど、実際にはやはりその地域に住んでいる
人達にとって何が必要な仕組みなのかを考えること
が一番大事ではないかと思っているところです。

私は 18 年から地域包括支援センター長の役割を
しながら、この地域支援事業を進めてまいりました。

一番大事なのは、やはり現場の中で認知症の方、
それから家族、そして地域の実態を見ながら施策を
組み立てることだと考えています。

実際にその地域で住んでいる人達の状況を見ると、
一人一人の生活というのは、やはり医療とか介護保
険のサービスだけでは、支えることはできないのだ
ということがよく見えてきました。

私の所でも認知症疾患医療センターを整備してい
ただいたり、介護保険サービスを充実させたりして
きましたけれども、それがあっても認知症の方にとっ
ては、それだけで済むわけではないということです
ね。

本人にとってはサービスを受けたいわけでもなく
て、人との関わりを求めていたり、それから自分の
役割を求めていたりということが一番大事なことな
のです。そういった本人の日常生活の中での支え合
いができる体制、それが一人一人にとって必要なん
だということが分かりました。

特に周りに関係性を持った人が、複数存在しなが
ら関わっていくということです。

そのためには、住民同士が支え合っていただこう
と思った時に、やはり認知症の人と出会う場、それ
から知り合う機会、そしてそのための何がいるかと
いうことが分かる機会が、とても必要だと思ってい
ます。

それが出会いの場であり、地域ケア会議でありと
いうことです。

そういった実態を見ながら施策を作ってきたわけ
ですけど、ちょっと飛ばしますね。

山鹿市は、さっき言いましたように、人口が、今、
55,000 人弱、認知症の方が約 3,000 人以上いると
いう状況になっています。

その中で目指してきたことは、地域の中で認知症
の方も、それから住民の方、専門職の方も、いろん
な緩やかなつながりがあって、いざという時には支
え合える、一緒に混ざり合いながら生活をしている
ような町にならないかということです。

そのための人材育成や、早期支援体制とかネット
ワークづくりとか拠点づくりということを進めてき
ました。

事業の具体的な話は飛ばしますが、こういう独自
の人材としてのサポートリーダー養成などを行った
り、それから早期支援チームを立ち上げたりしてき
ました。

ただ、実際、大事なポイントとしては、地域ケア
会議などを通して、地域の方々とおつき合いをする
こと、そしてその中で、ご本人の思いを聞くことや、
地域の状況を見ながら、住民の方々との合意形成を
するということが、とても大事なプロセスというこ
とです。

そしてまた、介護保険のサービスなどを入れるこ
とによって、それまで本人ができていたことを奪っ
てしまうことや、地域との関係を壊してしまうとい
うことがないようにすることが重要です。

加えて言えば、壊れかけているような関係性をも
う一回作り直すような、そういったことを橋渡しを
するのが、とても大事な仕事だと考えています。

そういったケア会議を開くことによって関係性が
生まれ、そしてそれが地域の力となって、次の人を
支えることができる。それが町づくりにつながって
いくのだと思いますし、こういったことが本当のサ
ポーター養成ではないかなと思います。

そして、様々にこういうネットワークづくりをやっ
ていく中で、ただ、そういう制度や仕組みを作れば
いいということではなく、その先にあるもの、その
ことによって認知症の方が本当に暮らしやすくなっ
たのかということがアウトカムだと思いますので、
そこを見失わないようにしたいと思います。

もうひとつ、特に力を入れていることが、地域の
中で認知症の方や地域の方々と出会うことができる
場所を作るということです。

これは、事業所の皆様方がサービスとして行って
いらっしゃる介護保険のサービスもあります。黒岩
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さんがやっていらっしゃる小規模多機能もあります。
介護予防拠点もあります。あとサロン活動でもあり
ます。

それからちょっと下のほうに「地域の縁側」と書
いていますけど、これは熊本県では、このような地
域の中で自由に住民が交流できる場所を作るという
ことが、福祉施策として進められていまして、縁側
を作れば補助金がいただけるような仕組みもありま
す。

沢山のそういう縁側のような場所、それからサロ
ン活動、様々な場所を使いながら地域の認知症の方
も、それからそうでない方も交ざっていくというよ
うな場所を増やしています。

小規模多機能も、今、12 箇所ありますけれども、
介護保険のサービスだけで十分に本人の望む暮らし
の支えが賄えることではないので、その周りにいらっ
しゃる住民の方々の力を、それぞれの拠点でも使っ
ていくということが、大事なことだと思っています。

事業所の方々も、自分達の力でできること、介護
相談であったり、それから家族の集いであったり、
または安否確認であったり、レスパイトであったり、
そういったことを提供していただけますし、住民の
方々は自分達で法人を作って見守り活動をするなど
の活動があります。このような活動は、たぶんどこ
の地域でもやろうと思う人はいらっしゃるし、それ
をどのようにバックアップしながら作っていけるか
ということが、行政としては一番力の入れどころで
はないでしょうか。

もう一点、介護保険の改正の中で、日常生活支援
総合事業が始まっていますけど、その中でやれるこ
とが結構あるように思います。

一般の高齢者が通えるような場所であり、認定を
持たない認知症の方や、それから認知症であっても
介護保険を嫌がる方々が通える場所であり、多様な
形で一緒に過ごせる仕組み、そういったものが地域
支援事業の中で十分担保できるのではないかと思っ
ています。

これは体制図のイメージですけど。
あと、これからの話というか、今はまだ足りてな

いなと思っているのは、そういったことをいろいろ
やってきても、まだまだ情報が届いてない方がいらっ
しゃること。それから届いても、自分から声を上げ
られない方がいらっしゃるというのも現実です。必
ず誰かとつながっている仕組み、それはあまりシス

テムとは言えませんが、お世話を焼く方であったり、
御用聞きをしてあげる方であったり、そういった方々
と認知症になる前からつながるような緩やかな仕組
みを作ることがひとつです。もうひとつは高齢者自
身、それはこれから先、特に団塊の世代の方達が高
齢者として沢山いらっしゃる町が増えていますけど、
その中でその方達自身がどのようにこれから町で生
きていくかということを考えながらまちを作ってい
く仕組みが必要です。そういう活動が、認知症になっ
た時に、自分達はどう生きていきたいかということ
を自分ごととして考える機会だと思いますし、それ
をお互いに話し合いながら作っていける部分を拡大
していきたいと考えているところです。

ちょっと簡単でございますが、お話を終わらせて
いただきます。ありがとうございました。
堀田：佐藤さん、まだだいぶ持ち時間が余っていま
すけど、よろしいですか。

圏域拠点イメージ、ちょっとお話しになりません
か。あと４分ぐらいありますので、もしよろしけれ
ばあと１トピック、いかがでしょうか。
佐藤：そうですね。圏域拠点イメージのところ。

これは生活支援のサービス等も含めた話なんです
けれども、それぞれの生活圏域の中で、介護保険の
ことも含めて、それから地域のこと、いろんな生活
の中の困りごとのご相談ができて、そしてそれに対
して、どこに行けばいいよと教えてくれるような、
そういった所を各圏域の拠点として作っていくとい
うことを目指しています。地域包括支援センターの
ブランチの機能としての役割を果たすことも含めて
のことです。

そこに住民の方達、それからいろんなボランティ
アの方達もご一緒に話ができて、相談ができる。そ
して地域のサービスが分かっているという所を作っ
ていこうと。それぞれの拠点、圏域ごとに地域の方
が参加できる仕組みを目指して人材育成などを行っ
ているところです。
堀田：ありがとうございました。

生活圏域での医療・介護等のシステムづくり、支
えあい環境づくり、そのために出会いの場、拠点づ
くりということにも力を入れながら、そして本当に
ご本人から見て暮らしやすくなったのかということ
を常に振り返りながら取り組んでこられたというお
話でした。

今度は研究教育のお立場ということで、上村さん
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から支援機器の活用について、特に人と人とをつな
ぐという観点からお話をいただきます。

上村：よろしくお願いいたします。
私からは、認知症の人の記憶や見当識を補助する

機器と、健康や安全に関わる見守りを支援する機器
について、ご紹介したいと思います。

認知症の主な症状である記憶障害や見当識障害が
あると、日付や曜日や予定、財布や鍵の置き場所、
薬を飲むといったことを、しばしば忘れます。

また、忘れたものを忘れたと思うのは周囲の人で
あって、本人に忘れたつもりはありません。この認
識のずれが、認知症の人の不安を引き起し、例えば
物取られ妄想といった新たな症状が出ることもあり
ます。

このようなことを機器で防げないかという視点で
私どもは研究を始めました。

今日ご紹介する３種類の記憶や見当識を補助する
機器です。左から探し物発見器、電子カレンダー、
服薬支援機器です。

左の写真が研究で使った探し物発見器です。この
送信機のボタンを押すと、該当する受信機のアラー
ムが鳴る仕組みです。

紹介する事例は、70 歳代の一人暮らしの女性で、
認知症の疑いの人です。探し物が多くなり、鍵、預
金通帳、印鑑、鋏などが無くなって、パニック状態
になることがよくあるという、地域包括支援センター
職員からの相談で、機器を導入いたしました。

最初に、ご本人にとって大事なものと探し物発見
器の受信機を貴重品袋に入れました。

機器の使用頻度は週数回程度でした。また、最初
半年間で終了する予定でしたが、ご本人の希望で使
用が継続されました。

本人からは、「ボタンを押すとアラームが鳴るので、
無くなってもいつでも見つけられる」「探し物が少な
くなった」「無くなっても必ず見つかるので何より安
心」という感想をいただきました。

次に電子カレンダーです。写真のように、今日の
月日と曜日だけが表示されるものです。

事例は、80 歳代の一人暮らしの女性で、アルツハ
イマー病の人です。

カレンダーに予定を書いておいても日付が分から
ず、デイサービスのない日に外で送迎車を待つこと
や、頼りにしている地域包括支援センター職員に電
話して日付を聞くことがよくあるという職員からの
相談で、機器を導入しました。

その後、本人からは、「１日に何回も見ている」「助
かっている」「デイサービスの日を間違えることや電
話で日付を聞くこともなくなった」という感想をい
ただきました。

次に服薬支援機器です。予め薬を分けて詰めてお
くと、設定した時間に音や光で服薬時間を知らせて、
１回分の薬が取り出せる仕組みを持つものです。

写真が研究で使ったものです。蓋を開けてトレイ
の仕切られた区画に１回分ずつ薬を詰めて使います。
時間になるとアラーム音が鳴り、ライトが点滅し、
１回分の薬が取り出し口に出てくるので、機器を裏
返して薬を取り出すと、アラームとライトの点滅が
止む仕組みです。

事例は、80 歳代の一人暮らしの女性で、脳血管性
認知症と高血圧のある人です。

別居の娘が週に１回訪問して、カレンダー型薬入
れに薬を詰めておきましたが、飲み忘れがあるとい
うケアマネジャーからの相談で、機器を導入しまし
た。

娘と練習して機器を使うようになり、薬の飲み忘
れがなくなり、180、100 であった血圧も正常にな
りました。

本人も娘からも、「安心して暮らせるようになった」
という感想をいただきました。

また、この事例も研究終了後も本人の希望で使用
が継続されました。

次の事例は、70 歳代の女性で、アルツハイマー病
の夫と同居している、軽度認知障害と糖尿病のある
人です。

別居の娘が、日付と時間帯を記入した薬袋を１日
分ごとに薬箱に入れて、電話で服薬を促していまし
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たが、飲み忘れがあるという娘からの相談で、機器
を導入しました。

娘と練習して機器を使うようになり、薬の飲み忘
れが無くなり、血糖コントロールが改善しました。

本人からは「安心」、娘からも、「心身ともに負担
が軽減して安心している」という感想をいただきま
した。

この事例も研究終了後、使用が継続されました。
以上が、認知症やその疑いのある人の自立を支援

する機器とその効果の紹介です。
次に、少し話題は変わりますが、介護予防教室で

認知症予防と生活習慣の講話として、記憶や見当識
を補う機器を高齢者に紹介してみました。

参加者の関心は高く、特に探し物発見器は好評で
した。

また、参加者からは、「記憶を補う生活習慣の大切
さを学んだ」とか「このようなものがあれば、認知
症になっても安心ですね」といった感想をいただき
ました。

これまでの研究や実践によって、認知症や認知症
の疑いのある高齢者の記憶や見当識を機器で補う
様々な効果が分かってきました。
１、当事者の自立と安心と介護者の負担軽減の効果
２、軽度認知障害の時に機器を使うようになったら、

認知症になったあとも使えるので、その効果が
持続した

３、適切な服薬ができるようになって再入院を回避
した

４、高齢者への新しいライフスタイルの提案がみん
なの安心につながったなどです。

しかし、このような機器は、国内ではまだ普及し
ていません。スライドには、機器の普及に向けた課
題を示しました。
１、機器や活用法を知っていただくこと
２、利便性の高い機器開発
３、必要な人に届ける仕組みの整備です。

次のスライドから、各課題への取り組み例をお示
しします。

最初に、機器や活用法を知っていただく取り組み
です。

今日のような発言に加えて、私どもは共同研究者
らとともに、今日紹介した３種類の機器について、
どんなもので、どんな使い方ができるかを説明した
利活用マニュアルを作成しました。

このマニュアルは、スライドの URL からダウン
ロード可能です。是非、ご覧いただき、皆さんの周
りの方にもご紹介いただければ幸いです。

次に、利便性の高い機器開発の取り組みです。
スライドは、現在、国内で購入できる服薬支援機

器です。左の３つは、国内で開発され、最近、販売
が始まったものです。これらは高齢社会の進行を見
据えて開発が進められたもので、使う人も認知症の
人だけでなく、高齢者全般をターゲットにしていま
す。

現在、このような国産の第１世代の機器が、在宅
での訪問薬剤指導や高齢者施設などで使われはじめ
ています。私どもも、このような機器の効果や活用
法の研究に取り組んでおります。

次に、必要な人に届ける仕組みの整備についてで
す。

服薬支援機器のような道具に対して、当事者が使
いたいと申し出ることは希です。また、認知症が進
行したあとでは、うまく使えません。さらにアラー
ム時間の設定や薬を詰める援助も必要です。

ですから機器の普及には、使えそうな人に見守り
ながら使っていただく仕組みが欠かせません。その
仕組みとして、スライドに示した方法が実践されて
います。

私どもも鳥取県日南町で、在宅支援会議を活用し
て、地域包括ケアの枠組みの中で見守る方法で実践
しました。

ここからは、２つ目の機器の話題に移ります。
健康、安全に関する見守りを支援する機器や ICT

の紹介です。
高齢者では、認知症の診断の有無に関わらず、服

薬がうまくいかないために病気が悪化し、再入院や
施設入所になる事例が少なくありません。認知症や
その疑いがあると、なおさらそのような事態になり
やすいという状況です。

私どもは、スライドのような服薬支援機器と ICT
を活用した見守りシステムの実証研究を準備してい
るところです。このシステムでは、高齢者が薬を取
り出したことを検知し、この情報をクラウドに上げ
て活用することで、見守りを支援する計画です。

別の事例としては、機器を活用した高齢者の見守
りサービスがあります。これは高齢者の急な体調不
良や怪我や火災といった緊急時に駆けつけることや
相談を提供するサービスです。
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スライドは、温度センサー付のカメラを高齢者の
居室に設置し、遠隔地の家族が状況を確認し、適宜
駆けつけてもらうものです。このようなサービスも
認知症のある人に特化したサービスではありません
が、認知障害のある人にも使われはじめています。

まとめです。本分科会のテーマである、「認知症に
なっても安心して暮らせる支援体制」において、機
器は人を助けたり、人と人をつなぐ道具と考えられ
ます。

ですから機器開発の今後の方向性としても、援助
者と機器が一緒に支える体制をセットで開発するこ
と。また、新たな体制は、使用によって改良が進む
ので、まずは安全なところから始めること。

例えば、最初は認知障害がごく軽度の人を対象に
したり、しっかり見守れるところで使うことが推奨
されます。

さらに普及に向けた社会的課題として、機器や使
用に関わる費用負担、服薬の援助者をどうするかと
いった医療の質の担保、ICT 利用時の個人情報の管
理といった論点も残っています。以上で報告を終わ
ります。ご清聴ありがとうございました。
堀田：ありがとうございます。

本人を中心に、地域でねばることを支えるために
も、支援機器が活用できるんじゃないか。それに向
けた普及の課題についても触れていただきました。

それでは、引き続きまして、諸外国の話をという
宿題を頂きまして、人間中心のケアと地域づくりに
向けてということで、私から話題提供をさせていた
だきます。

まず、今日、国内での取り組みについてのご報告
がありましたけれども、地域包括ケアシステムを作っ
ていこう、認知症を手がかりにして、高齢者を手が
かりとしながら、持続可能な地域づくりをしていこ
う取組みというのは、日本だけでおきているもので
はありません。

高齢化が進み、疾患構造が変化するなか、虚弱な
高齢者や複数の疾患や障害を抱えながら生きる人々
の増加を背景として、地域を基盤とする統合ケアは、
我が国のみならず、特に 90 年代以降の欧米各国に
おけるヘルスケア・ソーシャルケア改革に共通する
チャレンジとなってきています。とりわけ後期高齢
期には、複数の疾患を継続的に発症しながら次第に
死に至る軌道が知られており、寿命が延びるにつれ
て、病院で治す医療から地域でケアサイクルを支え

る医療への転換が求められることになります。
人口構成の変化は、健康概念にも影響を及ぼしま

す。ＷＨＯによれば、かつては病気と認められない
ことが健康とされていましたが、いまは、病気や障
害とつきあいながらも、心身の状態に応じて生活の
質が最大限に確保された状態へとその定義が変わり
つつあり、この底流には 1970 年代後半以降の人の
暮らしを支える活動全般にわたる生活モデル化の進
行、すなわちＱＯＬ（Quality of life）の増進を目標
として当事者のおかれた状況をエコシステムとして
とらえるという支援観の浸透があるともいわれてい
ます。

こうしたなかで、住み慣れた地域での自立と尊厳
ある暮らし、あるいはすべての人に居場所と出番が
あり、よりよく生ききることができる地域の持続可
能なモデルが模索され、各国で「地域包括ケアシス
テム」をめぐる移行のムーブメントがおきていると
いうわけです。

あらためてそれぞれの地域ごとに違う、どこで生
きてどのように死んでいきたいかなどといった住民
の考え方や価値観、現在と将来予測される人口構成、
健康の状態、医療介護福祉、それに人と人とのつな
がりといった資源の状況に合わせながら、持続可能
な形で、そこに住んでいる人達が、まあそこそこい
い人生だったなと思えるような町をどう作るか、個
人の、家族の、地域の物語をどのように紡いでいく
のかということが課題になっていたということにな
ります。

こうしたなかで、日本でも推計が出されています
が、諸外国でも認知症とつき合いながら暮らしてい
く方々も増えていくということ、その社会経済的な
影響に注目が集まり、認知症の人とその家族の QOL
を手がかりにして、すべての人に居場所と出番があ
る地域づくりということに各国が国を挙げて取組む
ようになってきました。

日本のオレンジプラン、各国の国家戦略としての
認知症施策の中身ですが、これもそれほどアプロー
チにバリエーションはありません。予防・医療・介
護のレベルを高め、統合する仕組みづくり、住民・
専門職・行政の方々等すべてを通じた人づくり、地
域づくり、これらを支える研究といったことで、ウェ
イトは各国の文脈でというように見ています。

ただ、今日、強調しておきたいのは、諸外国の認
知症の人達に関わる施策の動きを見ていますと、最
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近、本人にとってのベストインタレスト、最たる利
益をどのように追求し続けていくかということに、
あらためて焦点を置くということが常に問われ、よ
り考えられているのではないかということです。

そういった観点から、日本でも個々人のケアのあ
り方、地域として、国としての施策も振り返る余地
は引き続きあるのではないかと思っています。

ベストインタレストの追求というときに、例えば、
各国の最近の潮流の中で、まず１つには、「診断の質
を高める」ということにも焦点が置かれています。

日本でも初期集中支援チーム等を含め、早期診断・
早期介入へのたゆまぬチャレンジが行われています
が、各国でも「早期」よりも「タイムリー」が重要
なのではないか等ともいわれながら、この診断の質
を高めるということ、そもそも診断って何のためな
のかということに対する振り返りが行われています。

この診断というのは、認知症とともに生きていく
旅路を支える、旅の入口なんですね。

国際比較を始めて、最初に私がショックを受けた
ことのひとつは、この診断の姿の違いでした。日本
で診断というと、医療機関等での画像診断・血液検
査が…ということが多くイメージされるわけなんで
すけれども、診断の目標が、認知症とともによりよ
く生きる旅路の見通しをつけるということだとする
と、それが必ずしも最重要とも限らない。もちろん
若い方、あるいは水頭症等を含めて他に疑わしいこ
とがあれば、早い時期に医療機関で鑑別診断をつけ
るということも行われますが、本人にとっての予防、
治療、介護、生活支援、ご家族の支援のアセスメント、
先の道筋をつけるという目標に忠実に、暮らしの場
で、日々のケアをしながら、その関わりの中で診断
をつけていくというようなやり方も、かなり広がっ
てきているように思われました。

それから２つ目。このあと水谷さんが BPSD への
対応についてもお話をなさるかもしれませんが、ベ
ストインタレストの追求ということをあらためて考
えてみると、BPSD への「対応」を考えているので
いいんだろうかということの問い直しも起きていま
す。

対応というのは、つまり起きていること、起きた
ことに対してどう対処するかということなわけです
けれども、「人づくり」においても、現象に対応する
ということではなくて、その現象が何によって起き
ているのかということを見極め、それがおきないよ

うにする力をつけるということに焦点が当てられよ
うとしているというトレンドもお伝えすることがで
きます。

例えば認知症の人が大きな声を上げられるという
時に、排泄リズムが整えられておらず、オムツが濡
れた状態で長時間そのままにされていることが不快
で、そのことが言えないから声を上げていらっしゃ
るのかもしれない。

あるいは例えば英国では認知症の方々のうち約８
割は併存疾患があるといわれていますから、ガンだ
とか、他の病気によって痛みがあり、それをうまく
伝えられないために、大きな声を上げておられるの
かもしれないとか、これは研究レベルでも認知症の
人の「痛み」、あるいは逆に認知症の人の「快」と
いった切り口からも、あらためてご本人がどのよう
な状態、どのような感情をお持ちだから周りから見
ると問題行動と言われるようなことが起きているの
かとったように、原因を追求して原因に働きかけよ
うという流れが２つめです。

それから３つ目、仕組みづくりについては、予防・
医療・介護のレベルを高め、統合する仕組みづくり
とここにも挙げましたし、先ほども縁側という話が
あり、また診断も暮らしのなかでというお話も致し
ましたが、できる限り「敷居を下げる」ことに向け
た努力も行われています。

例えば入所型施設と併設されたデイサービスは全
て廃止、コミュニティセンターや地域のスーパーマー
ケット、スポーツクラブ等の場にいわゆる通いの場
をという移行を果たしている国もあります。もちろ
ん、敷居を下げることにより、本人・家族、そして
地域の活力をより巻き込もうということも意識され
ています。その後方支援としての二次医療のあり方
ということも議論されています。

仕組みづくりという観点からもうひとつ加えます
と、いかにご本人の意見、ご本人の思いを代弁でき
るアドボケイト、代弁者であり擁護者を作っていく
かということも重視されています。

これは国によって家庭医、日本ではかかりつけ医
といった主治医機能を高めようとしているところ、
地域看護師の力をというところもありますし、ある
いは認知症コーディネーター、ケースワーカー、キー
ワーカー、いろんな呼ばれ方や役割がありますが、
認知症に特化した形でアドボケイト、伴走者を養成・
配置しようといった議論も進んでいます。
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それから、資料の 193 ページでも英国のメンタル
キャパシティアクトに言及していますけれども、ど
のように最後まで本人の意思を尊重するか、意思決
定能力をできる限り支える法的枠組みについても見
直しが進んでいるところです。

最後に、このベストインタレストを追求するとい
うことを、私達自身も一人ひとりどのように考える
のかという観点では、世代を超える、インタージェ
ネレーションということも、意識されているという
ことができます。

日本の認知症サポーターの仕組みは世界的に知ら
れていますけれども、例えば小中学校の教育の全て
の科目を認知症に結びつけて見直そうというような
動きもでてきていたりしているところです。

ということで、作ってきた資料がまったく進みま
せんでしたが、あらためてベストインタレストの追
求の観点から諸外国のトレンドをご紹介ということ
で終わらせていただきたいと思います。ありがとう
ございます。

それでは、最後に厚生労働省から水谷さん、日本
ではいま、どんな取り組みが行われているのかとい
うことでお話しいただきたいと思います。お願いい
たします。

水谷：老健局の認知症施策推進室長の水谷と申しま
す。

実は、今日、10 月１日付で、私、本当は今日辞令
をもらっているはずなんですが、たぶん役所に戻っ
たら、机の上に辞令が置かれているかと思うんです
が、今まで高齢者支援課というところの認知症・虐
待防止対策推進室長だったわけですが、今度は老健
局総務課、老健局の筆頭課の室ということで、認知
症施策推進室長に変わります。

この認知症施策は、厚生労働省の中でも医療、介護、
その他様々な分野に関わりますし、関係省庁、ある
いは国際的な調整も含めて、非常に幅広い総合調整
が必要だということで、老健局の筆頭課に属する室
となりました。私どもが認知症施策を重視している
ということの表れでもあります。

今日は、「認知症になっても安心して暮らせる支援
体制」という流れに添って、お話させていただきた
いと思いますが、10 分でと言われていますので、中
身を全部説明するというよりは、ポイントを絞って
やっていきたいと思います。
堀田：別冊資料集の 32 ページをご覧ください。
水谷：今年の１月に認知症施策推進総合戦略、新オ
レンジプランを策定しましたが、これは去年の 11 月、
国際会議における総理からのご指示に基づくもので
す。

我が国の認知症施策を加速するために新たな戦略
を策定しなさいという総理のご指示なんですが、ポ
イントはここです。

新たな戦略は厚生労働省だけでやらずに、政府一
丸となって、認知症の方の生活全体を支えるように
取り組みなさいということです。厚生労働省が今ま
でオレンジプランに沿って、医療と介護の基盤整備、
あるいはその連携を進めてきましたが、総理のご指
示は、厚生労働省だけでやらずに認知症の方の生活
全体を支えなさい、ということが指示のポイントで
あったというふうに理解をしています。

総理のご指示と同じ日に厚生労働大臣が新プラン
策定にあたっての基本的考え方というのを示しまし
たが、この２番目のところで認知症高齢者等にやさ
しい地域づくりに向けて、省庁横断的な総合的な戦
略を作りますというふうに言っています。

キーワードは、この認知症高齢者等にやさしい地
域づくりです。他省庁にとってみれば、この施策は
認知症のためだけにやっているわけじゃないという
ことになりますが、その施策は、認知症高齢者等に
やさしい地域づくり、この旗印の下には入ってくる
のではないかと。このように関係省庁をつなげるキー
フレーズとして、この認知症高齢者等にやさしい地
域づくりというのを掲げています。

１月に策定した認知症施策推進総合戦略でもまさ
に副題として、この認知症高齢者等にやさしい地域
づくりというのを掲げているわけであります。

プランでは、冒頭で認知症の方について将来推計
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を出しています。今、高齢者の約７人に１人、約
462 万人の認知症の方が、団塊の世代が 75 歳以上
になる 2025 年には、約５人に１人、約 700 万人に
なりますというものです。

私どもがここにこれを書いた意味というのは、高
齢者の約５人に１人が認知症になる社会が来るとい
う時に、自分だけは認知症にならない、自分の親だ
けは認知症にならない、したがって自分だけは一生
涯、認知症に関わることがないと考えることのほう
が不合理であって、むしろ認知症と何らかの形で関
わることが普通の社会になるのだから、では認知症
を単に支えられる側の人と捉えるのではなくて、認
知症の方が認知症とともによりよく生きていけるよ
うな、そういった社会を作っていきましょうという
のが、新オレンジプランの基本的なコンセプトです。

ここに「できる限り住み慣れた地域のよい環境で
自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を
目指す」というふうに書いていますが、まさにそう
いった認知症とうまくつき合っていける社会を作る
ために、こういった基本コンセプトの下に、施策を
まとめているということであります。

施策の柱は７本で、全部説明している時間はない
のですが、普及・啓発、医療・介護、若年性認知症、
ご家族など介護者への支援、地域づくり、研究開発、
そして全体を貫く横串の視点として、認知症の方ご
本人またはご家族の視点の重視を掲げています。

普及・啓発のところでは、「認知症の方への社会の
理解を深めるためのキャンペーン」と書いています
が、特にここで重視しているのは、認知症の方ご本
人ができないことを様々な工夫で補いながら、自ら
積極的に生きている姿を社会に発信していくという
ことです。

去年 11 月の国際会議でも合計４名の認知症の当
事者の方に壇上にお上りいただいて、自分の言葉で
世界に向けてメッセージを発信していただきました。

早期診断・早期対応が重要なのだと言っても、認
知症になったら何もできなくなってしまうというイ
メージがあったら、認知症の早期診断を受けようと
いう思いが遠のくのは当たり前のことだと思います。

ですから、早期に診断を受けて、認知症とうまく
つき合いながら生きている姿、そういったものを我々
が具体的にイメージできないと、早期診断・早期対応、
ひいては認知症とうまくつき合える社会というもの
ができてこないということだと思いますので、我々

は敢えてここのところに焦点を当てて、その認知症
への社会の理解を深めていきたいということであり
ます。

２つ目は認知症サポーターです。先ほど堀田さん
からもお話がありましたが、私、国際会議に出てい
ると、他国から認知症サポーターに言及されること
が多く、日本から始まった普及・啓発の取り組み、
これをイギリスがディメンシア・フレンズ・プログ
ラムとして取り入れて、カナダでもオランダでもそ
ういうことを新しく始めますということになってい
ます。

認知症サポーターは、今、634 万人が養成をされ
ています。認知症サポーターは、できる範囲のこと
をしてください、認知症サポーターになったから何
か特別なことをしなければならないということでは
ありませんので、それもこれだけ広がった一つの要
因であると思っています。

ただ、これだけ認知症サポーターの方が養成され
て、サポーターの中には、せっかく勉強したし、も
う少し何かできることしたいというような、そうい
う思いもある。また、地域によっては、そういった
方の活動の任意性を維持しながらも、様々な形で地
域で活躍していただいている姿もある。

だから新プランでは、初めてこのサポーターにつ
いて、様々な場面で活躍してもらう、地域の中で活
躍してもらう、そういったことを支援するようなこ
とを盛り込んでいます。今年度研究事業の中で、そ
ういったものの方法論ですとか、あるいは地域の取
り組み、そういったものを紹介しながら、これは国
がこうやりなさいというものではなくて、地域ごと
に取り組んでもらうものだと思いますので、そういっ
た下支えとなるような支援を進めていきたいと思っ
ています。

次に医療・介護のところですが、発症予防段階か
ら初期段階、急性増悪、ここで念頭に置いているの
は BPSD とか身体合併症ですが、それから人生最
終段階に至るまで、この線が途切れないようにする
ためには、まず線が始まるこの早期診断・早期対応
の段階が１つ目のポイントで、それから急性増悪、
BPSD や身体合併症がみられたときにも、ここで途
切れてしまわないように、最もふさわしい場所で適
切なサービスが提供される循環型の仕組みを作って
いきましょうということを言っています。

早期診断・早期対応のところでは、かかりつけ医



88

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

の方の認知症対応力の向上、専門医療機関との連携
などを書いていますが、例えば認知症疾患医療セン
ターというような専門医療機関で鑑別診断を受けた
としても、その後の地域生活は残念ながら遠く離れ
たところにある認知症疾患医療センターだけではサ
ポートできないことになります。

認知症は残念ながら、今、完全に治す薬はないわ
けですから、認知症の診断を受けた時から、その認
知症の方が地域で生活していくのを支える医療、介
護その他の支援が始まるということだと思います。
そうすると、我々はかかりつけ医や認知症サポート
医といった身近な所にある医療資源と、認知症疾患
医療センターのような専門の医療資源とが連携をし
ながら、また、地域で生活していくためには、やは
り地域の医療、介護等の資源の連携が重要だと思っ
ていますので、そういった個々の基盤の整備とその
連携を進めていきたいというふうに考えております。

それから堀田さんから BPSD の話がありましたが、
新プランでは BPSD について、身体的要因や環境要
因が関与することもあると書いています。例えば便
秘の状態や脱水の状態にある。普通の人にとってみ
ればたったそれだけのことが、実は認知症の方にとっ
ては非常に大きなことで、それが行動・心理症状に
つながっていることがある。環境要因についても、
普通の人にとっては、ほんの些細な環境の変化かも
しれないけど、それが認知症の方にとっては大きな
ことで、行動・心理症状につながっていることがある。

認知症については、完全に治す薬は残念ながらな
いわけですから、そういう症状が出た時に、医師に
とって一番重要なのは、その認知症の方の BPSD と
言われる症状がどういう認知症の方の内なる声の発
露であるのかということを知るということだと思い
ます。それは短時間の診療ではなかなかできないの
で、医療職とか介護職とか、あるいは家族とか、そ
ういったところから適切に情報収集して、その上で
判断することが必要になります。

認知症の方を支える医療であり介護というのは、
医療と介護が連携をしてやっていくことが重要であ
るということを改めて言っています。

もちろん実際に向精神薬が必要な場合もあるで
しょうし、入院が必要な場合もあるでしょうし、そ
ういった場合はもちろん適切な対応が必要です。

ただ、ベースにあるのは、BPSD にせよ、身体合
併症にせよ、認知症の方の声にきちんと耳を傾ける

ことができる環境がないと、実はこの病というもの
に対してきちんと対応できていけないのではないか
というような問題意識であります。

ところで、認知症をやられておられる医師の方と
話していくと、最後に彼らが行き着く所は実は自分
で認知症カフェを始めるとか、そういった取り組み
をされていおられる方も多いです。

ここに認知症カフェと書いていますが、これはい
わゆる従来的な意味での医療でも介護でもなくて、
まさに地域における社会資源というようなものだと
思います。

認知症カフェについては、認知症の方ご本人、ご
家族、医療・介護の専門職、地域住民、この４つの
主体が集まる所であるということ以上には特段の定
義は置いていません。

これは第一義的にはご家族への支援ということで、
認知症の方のご家族にとってみれば、ご本人の介護
からリリーフされる瞬間であり、同じ介護の苦労を
抱える家族と交流できたり、医療・介護の専門職に
相談ができたり、地域住民と交流できたりというこ
とであります。

実際、認知症の方のご家族とお話しする機会があ
りますと、本当に涙をして話をされることがありま
す。でもその涙は、辛いという涙ではなくて、自分
の大切な人に対してのマイナスの感情を抱いてしま
う、そういったことに対する涙であって、でもそれ
を話すことによって、また明日から頑張れるとおっ
しゃっていただける。ですから認知症カフェのよう
な取り組みには、やはり意味があるのではないかと
思っています。

この認知症カフェで強調しておきたいのは、認知
症カフェには本当にいろいろな形があって、例えば
公民館でやっているのもあれば、グループホームの
一画でやっているようなのもあるし、その形態にし
ても、医療・介護の専門職のミニ講話から始まるよ
うなのもあれば、みんなで歌ったりすることに重点
を置いたものもあり、あるいはこれは認知症カフェ
ですと言わなければ地域のカフェと全然変わりない
ように見えるものもあります。

我々はこのように地域におけるいろいろな形が
あってもよいと思っていて、つまり自在に使えるメ
ニューとして認知症カフェを位置づけています。だ
からもちろんご家族の負担軽減というのが第一義的
な目的であるわけですが、実際の運用に当たっては、
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もっといろいろな可能性があると考えています。
例えば、認知症初期集中支援チームと連動してと

いうような可能性もあるし、先ほどの話のように地
域のつながりの場としても、いろいろな活用の可能
性が考えられます。むしろこういった制度を利用す
るといった視点でやっていただけると大変ありがた
いなというふうに思っています。

介護予防・日常生活支援総合事業や認知症カフェ
について、国からこういう事業をやりなさいと言わ
れているから、うちの市町村でもそういった事業を
やらなければならない、ではどこに頼もうかなと考
えるのではなくて、むしろまさに現場で既に様々な
取り組みが行われている中で、国の仕組みをうまく
活用して既存の取り組みを伸ばし、新たな取り組み
を育てる、といった形で利用していってほしいとい
うのが思いであります。

５本目の柱は認知症高齢者等にやさしい地域づく
りで、ここでは主に関係省庁の施策をまとめていま
す。

この中で、先ほど上村さんからお話がありました、
高齢者が利用しやすい商品の開発の支援なども入っ
ていますし、もちろんハード面での環境の整備だと
か就労社会参加支援、それから安全確保というとこ
ろで見守りの体制の整備だとか、消費者被害の防止、
成年後見、虐待防止など様々な施策が盛り込まれて
います。

こういったことというのは、従来の医療・介護の
文脈では周辺領域に位置づけられていたかもしれま
せんが、実はこういった社会資源がないと、医療・
介護だけでは認知症の方を支えることができていか
ないのではないかということで、私ども、こういっ
た部分は非常に重要ではないかと思っています。

新プランでは全体に共通する横串の視点である認
知症の方やそのご家族の視点の重視というところで、
先ほど少しキャンペーンの話をいたしましたが、も
う１つ、初期段階の認知症の方のニーズ把握や生き
がい支援ということを掲げています。

私どもが早期診断・早期対応が重要であると申し
上げても、認知症の方ご本人から、実態は早期診断・
早期絶望ではないかと言われることがあります。

特に若年性認知症の方など、初期段階で診断を受
けた方というのは、いわば昨日まで普通に生活して
いたわけですから、いきなり身体的な介護が必要に
なるわけじゃない。むしろ認知症と診断を受けて、

自分がこれからどうなっていくんだろう、その時地
域にはどのようなサービスがあるのだろうといった
不安に対する対応が欠けているのではないか、そう
いう指摘ではないかと受け止めています。

ただ一方で、今、現に認知症初期集中支援チーム
や認知症カフェなど、様々な資源づくりが進んで
いる中で、あらためてこの初期段階の認知症の方が
必要と感じていることは何なのか、それをきちんと
把握してみようじゃないかということを研究事業で
やっています。

それともう１つ認知症の方から言われるのが、認
知症の方の生きがいづくりの支援です。自分は認知
症だと診断を受けて、そのまま生きていきたいので
はなくて、自分らしく生きていきたい。このような
場づくりが重要であるということも認知症の方ご本
人の団体から実際に新プラン策定にあたってお話を
聞かせていただいた時に言われた言葉です。

新プランの中では、認知症カフェを引き合いに出
しながら、カフェでお客さんとなるだけでなくて、
例えばカフェの運営側に回って、そこでできた認知
症の方同士のつながりの中から、では今度、山登り
に行ってみようとか、何かそういうようなふうにつ
ながっていけばというようなことを書いています。
こういった取り組みは、行政がこうやりなさいといっ
た形で定型的に示すのが非常に難しい分野だと思っ
ていますが、そういうようなことが実は非常に重要
なことだと思っています。

そういう中でやはりあらためて重要だなと思うの
が、認知症の方の声を聞くということです。

ここに認知症施策の企画・立案や評価への認知症
の方やそのご家族の参画と書いています。これは言
葉で書く以上に、実際には非常に難しいことです。

例えばアンケート用紙を配って、認知症の方ご本
人にはなかなか書くのがご負担なのでご家族が記入
し、これを集めたことをもって意見を聞きましたと
いうことにならないと思います。

認知症の方の声を引き出すということはどういう
ことなのか。それには今まである人間関係みたいな
ものが必要になるかもしれないし、ただ、それだけ
では話を聞ける人の数が限られてきてしまいますの
で、ここら辺をどう折り合いをつけていくか。これ
は世界で見ても、まだ方法論として確立しているも
のではないし、我々はそれを、今、研究事業の中で
考えてもらっていますが、ただ１つ方向として私が
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こうなのかなと思っているのは、結局、認知症の方
の声をしっかりと聞くことができる社会を作ってな
い地域というのは、いくら認知症施策として事業を
やっても駄目なのではないかということです。

認知症の方の声を聞けるような、そういう認知症
の方との関係があるような環境がある地域というの
は、どんどんその声を聞いて認知症施策を進めてい
くことができるし、逆にそういう環境が整備されて
いない地域というのは、形だけ認知症の方の声を聞
こうと思っても決してうまくいかないのではないか。
何となくそんな思いを持っています。

最後になりますが、これまで認知症高齢者等にや
さしい地域づくりというキーワードで話してまいり
ましたが、新プランの終わりにというところで、認
知症高齢者等にやさしい地域というのは、決して認
知症の方だけにやさしい地域ではないというふうに
書いています。

困っている人がいれば救いの手を差し伸べると
いったような、そういったコミュニティのつながり
のようなものが、その基盤にあるのではないかと思っ
ています。

先日、認知症サポーター養成講座を受けた小学生
の感想を編集したビデオを見る機会がありました。
私が想像していた答えというのは、「認知症のことが
勉強できて良かった」「認知症のお年寄りに優しくし
なければと思った」といったものでした。

実際、そういう感想が多かったのですが、ある女
の子が言っていたのが、「喧嘩をしているお友達がい
たら止めてあげなければと思った」という感想でし
た。確かに認知症のことを学んだのですが、そこで
彼女が感じたものというのは、彼女にとっての地域
であり社会、コミュニティの中でのトラブル、ある
いは困っている人、そういうものに対して自分が関
わっていかなければならないということなんだろう
と思っています。

私は認知症施策の推進室長ですので、もちろん認
知症施策の文脈を第一に考えているわけですが、敢
えて言えば、認知症に対し、これだけみんなの関心
があって、社会的にも注目をされている。そういっ
た中だからこそ、認知症というものに対する関心を
利用して、地域のつながりみたいなのを再生する。
〇〇事業をやらなければではなくて、〇〇事業を利
用して地域づくりや地域が変わっていくきっかけが
できればいいなというような思いを持っております。

簡単ではございますが以上でございます。
堀田：ありがとうございました。

それでは、ディスカッションに入る前に、フロア
の皆さんからご質問あるいはこんなことを是非掘り
下げて欲しいといったご意見があれば、いただきた
いと思います。ご感想やご自身の取組みのご紹介で
もけっこうです。どなたかいかがでしょうか。

出水市の女性：出水市からまいりました。訪問介護
事業所におります。

黒岩さんの報告で３名の方が退職されたと言われ
ていましたが、人材育成とかで悩みとか、今後の課
題とか、抱負とか聞かせていただけたらなと思いま
す。

また、行政は異動がありますけれども、そういっ
たところの人材の問題とか、そういうところも聞い
てみたいです。
堀田：ありがとうございます。他にいかがでしょう
か。

では、少しディスカッションを進めていきたいと
思いますが、その前に、最初にうかがえばよかった
んですが、皆さんを我々が知らないということがあ
りまして、医療や介護、福祉の専門職、あるいは事
業者の方々、大変恐縮ですが、まず手を挙げていた
だけますでしょうか。ありがとうございます。次に、
自治体や行政の方はどれくらいいらっしゃるでしょ
うか。はい、ありがとうございました。

という前提で、ご意見いただければと思います。
それでは、今も人材育成のご質問がありましたの

で、ここから入りましょうか。まず黒岩さんから、
本人の思いを中心に、地域でできるだけ粘るという
時に、まずご本人やご家族の選択・覚悟が不可欠で
すが、この点と、それを支えられる専門職のあり方、
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育成のあり方ということで、少しお話しいただけま
すでしょうか。
黒岩：はい、ありがとうございます。

人材育成というか、まず先ほどありました、職員
３人は確かに辞めました。

実名も出して、写真も出していますが、これはも
うご家族のほうがバンバン出してくれと言われたの
で出しているんですけれども。

「タマイさんが泊まるんだったら私は夜勤がもう
苦しい」と３人のスタッフが辞めていきました。も
ちろん、やめる理由はそればかりじゃないと思いま
す。そういう結果になって、私自身も悲しかったし、
残念な思いもしました。

でも自分が事業を運営する立場として、経営者と
して、僕がそれを揺れてしまって、そこでぶれてし
まったり、折れてしまうと、次の方も結局看られな
くなります。介護できなくなります。

ここで例えば僕がまず諦めると、結局、ここの事
業者はこういう人でいいんだと、ここまでしか介護
しないんだと、次に送っていいんだというふうに、
次の人をまた出してしまう。だからどんどんどんど
んハードルを下げてしまう。

だからここはやっぱりそういう時に、自分達が、
何のためにこの事業所ってあるんだということをス
タッフと何回も話をします。それをしないと、結局、
やっぱり病院や施設、当然、その病院や施設が悪い
わけじゃないんですが、結局、そこに行くための通
過点にしかすぎなくなるので、我々としては、出会っ
た以上は最後までおつき合いをしたいというふうに
スタッフとも話を何度も繰り返しました。

そういう話し合いの場もそうですし、そういう覚
悟をこちらが決めることによって、家族の方がそれ
を、そういう姿勢を見てくれているのかなというふ
うに感じました。

ですからうちの場合は、たまたま本当に恵まれて
いるのかなと本当に思うんですが、他の利用者の家
族の方も、例えばこのタマイさんがそうやってどん
どんどんどん進行して悪くなっていって、いよいよ
最期かなという時も、他の家族の方も一緒に支えて
くれます。

一緒に来て娘さんの相談役になったりとか、ある
いは体を拭く時に一緒に手伝ってくれたりとかです
ね。そういうふうな場面を一緒に積み重ねることに
よって、次、自分の母がなった時にも、こうやって

してもらえるんじゃないかと。こうやったほうが、
やっぱり自分のためにもいいよねというふうに、そ
ういう何か文化というか、風潮というか、そういう
雰囲気を作っていく。

言葉ではなかなかいくら言っても「そんなのでき
るわけないじゃん」とか、あるいは「もう病院に預
けないともう大変だし」と思うのが大半です。結局、
ここに来た以上は、こういうふうに最後に緩やかに
逝くんだねということを、家族もご本人達もそうで
すが、見ていくんじゃないかな。そういう中でその
雰囲気ができていくというふうに思っていますし、
そのためには、やっぱり我々受ける側のスタッフが、
ちゃんとした覚悟と目標を持っていないと、誰のた
めに、何のためにやっているのかということをぶれ
ないようにすることが重要です。周りの力はどんど
ん強くなっていきます。重度化していったり、本人
は伝えられなくなるわけですから、周りはどんどん
どんどん引き離そうとか、あるいは送ろうとかいう
ふうになっていくので、そこに本当に代弁者として
踏ん張れるかということが、僕らの使命なんじゃな
いかなというふうに思っています。
堀田：ありがとうございます。

トップをはじめとして、スタッフの方々がミッショ
ンをちゃんと共有して、ここで一緒に粘ろうという
ことを、お一人お一人の支援を振り返りながら覚悟
を固めて、そうすると、ご本人、ご家族の思いもしっ
かりと出てくるということですね。

佐藤さんも、資料の 214、15 あたりにありますが、
山鹿市でも、専門職のみならず、人材育成にかなり
力を入れていらっしゃると思いますけれども、現状
あるいは課題をおっしゃっていただけますでしょう
か。
佐藤：はい、ありがとうございます。

まず行政の中の人材の話をさせていただきますが、
私もいろいろな所でいつも事業所の方などから聞か
されるのは、一番問題なのは市役所の人なのだとい
うことです。

事業所の方が、一生懸命地域づくりに参画をした
いと思って頑張ろうとしても、市役所の人から「（決
まったサービス以外に）そんな余計なことするな」
と言われてしまったり、若しくはやはり指導監督す
るような目でしか見られていないというようなとこ
ろがあるのは事実だと思います。

ただ、これまでそういう傾向があったとしても、今、



92

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

市町村では実際やらなきゃならない仕組みづくり、
先ほど厚労省のお話にもありましたけれども、様々
な人を巻き込んだ地域づくりをやっていかなきゃい
けないというミッションが与えられているわけです。
そうしたら誰と何をやったらいいのだろうと、今、
非常に迷いながら介護保険の担当の職員は動いてい
るのだと思います。

その中で、やはり事業所の皆さんからすれば、期
待どおりに動いてくれないというところかも知れま
せんけれども、そういう行政職員へは逆に皆さんの
側から、私達はこういうことができるということを
提案しながら、どんどんどんどんアプローチをかけ
ていただきたいなと思っているところです。

そしてその中で、話ができる職員がいれば、その
人をきちんと捕まえて、その後もし異動をしても、
ちゃんと次につないでくれるようにきっちりお願い
をしながら捕まえるということがとても大事かなと
思っています。

そしてあともう１つ、行政の職員が動かない時に、
一番何をしたらいいかと言ったら、皆さんが接して
いらっしゃる利用者の方やご家族、そして皆さんの
周りの地域の方々、住民の方の声が市町村にとって
は一番大事な声ですので、住民の方々からこのよう
なことが必要だ、このような事業所の活動をもっと
広げて欲しいというような声を作っていただけるよ
うな方向に持っていくということです。

今、行政の話ですけど、あと人材育成の中では、
地域の中には本当にいろんな人材がいらっしゃいま
すので、まだまだ出会ってなくて、そういう活動に
つながってない方が、どこの町にも沢山いらっしゃ
ると思います。

それは、さっきも言いましたけど、やはり日本人
の場合、特に知らない人に声をかけたり、手を差
し伸べるって非常に難しいんですね。裏返せば、た
だ知ってさえいれば、顔を知り合いさえすれば、逆
にすごく親身になってお手伝いができる方も沢山い
らっしゃるのが事実です。

ですので、まず知っていただくような機会を作る。
それはサポーター養成講座で入口はあります。ただ、
その先に実際に出会う機会、そこで例えば事業者の
方であれば、皆さんの事業所に、地域の方が自由に
出入りできるような仕組みが何か作れないだろうか、
利用者の方が外に出ていって、地域の中で交われる
仕組みが作れないだろうか、そういったことを考え

ていただきながら、地域の方と認知症の方が出会う
場所を作っていく。

そうすれば、そこで知り合った方々というのは、
認知症の方と接することができ、そしてこの方は私
達と同じ住民なんだということを市民の方がご理解
されれば、ちゃんと本当に心の通った交流ができる
人が増えてくると思いますので、そのような人材と
いうか、特別何か資格を持った人を増やそうという
ことではなく、身の回りで本当に認知症の方と普通
に接することができる人を増やしていくことが一番
大事だと思いますので、皆さんの所でできる活動と
して広げていただければと思っています。
堀田：ありがとうございます。

地域の中で認知症の方と出会う機会を増やしてい
くことで、地域の中で育ち合っていくような、その
地域なりの仕組みができるのではないかというよう
なご提案ともお聞きしました。

それでは人材育成から、またテーマを移していき
たいと思いますが、上村さん、先ほどご講演の中で、
支援機器の適切な活用によって、ご本人も安心でき
て、その人らしく、そしてご家族の負担軽減もでき
るというお話をいただきました。

実際に認知症の方の入院、入所の最大の要因は、
世界的にみても家族の燃え尽きなんですが、この支
援機器の活用にあたり、ご本人の自立とご家族の介
護負担軽減の効果をより高めていくために、あらた
めて次なるチャレンジは何だと思われますでしょう
か。
上村：本人が自立的にしようとすると、家族や介護
者が大変ということになりがちですが、その関係性
をどうウィンウィンにするかが議論になりますが、
服薬支援機器について言えば、最初からそのご家族
や介護者との関係が悪ければ、このような機器の使
用は難しいです。

ある程度、支援環境が豊かでないと難しい。非常
に厳しい状況で、そういう関係性を作るのは、かな
り厳しいと思っています。

ただ、こういう事例を、介護予防教室や家族会で
お話しすると、実際に介護をしていらっしゃるご家
族が、本当に涙ながらに「そうですよね」と言って
くださいます。

ですから、こういう事例を増やして、そういう家
族とか、周囲の人とか、あと認知症になる前の高齢
者とか、若い人とか、そういう人達と一緒に良いモ
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デルを作って、それを伝えていくのがよいと思って
います。
堀田：ありがとうございます。

実際にご本人やご家族が、これを使うことによっ
て、日常生活上の経験がよりよくなったということ
の共有をしていくことが重要ではないかということ
ですね。

これに関連づけてなんですが、昨日も黒岩さんの
ところにうかがったときに、ご家族同士が経験を語
り継いでいるというのがとても印象的だったのです
が、支援機器の活用にかかわらず、ご本人あるいは
ご家族が、自分の生活上の経験を成功も失敗も、共
に共有していくという場やその仕掛けについて、も
う一度黒岩さんと佐藤さんにマイクを戻して、お話
をお聞きしたいと思います。
黒岩：うちは家族会という話じゃなくて、ホットタ
イムという名称で、ご家族同士が月に１回集う場を
作っていますが、最初はスタッフ誘導で、例えばち
まきを作るとか、その中の家族のお一人が料理が上
手だったら、その人が作る料理をみんなで習うとか、
割と認知症のことについてとか語り合うんじゃなく
て、介護について語り合うんじゃなくて、本当にそ
れぞれ家族の得意技を披露したりとか、あるいは時
にはバスで旅行したりとか、楽しむ場を提供して、
一緒にやってきました。

段々段々、家族同士でランチに行ったりとかなっ
てきたんですけれども、それだけもう自然と「うち
の母もそうそう、３年前そうだったのよ」と。「あと
１年頑張れば、もうこんなふうになるから大丈夫よ」
とかですね。

結局、やっぱり我々介護者が言うよりは、やっぱ
りそういうプロセスを踏んできた家族が言われるこ
とが大きな力になってきたりとか、励ましにもなる
のかなというふうに思って、そういう時間を作るよ
うにしています。

家族支援をしなければ、本人の在宅が長くなるこ
とはないので、もう本当に完全に孤立していて身寄
りがないとなれば、対本人ですが、どうしても遠く
に住んでいようが、近くに住んでいようが、家族が
どう感じるかによって、本人の在宅の時間というの
は長くなりますから、決まるので、ですからやっぱ
り家族の安心を、あるいは家族もここでお願いすれ
ばもうこれでいいやということを、どういうふうに
思ってもらうかというのは、すごく頭に入れて関わっ

ているつもりです。
堀田：ありがとうございます。

何か特別な目的を設けるのではなくて、一緒に楽
しもう、ほっとする場を持ちながら、家族同士のネッ
トワークを支え合っていくということですね。

佐藤さん、地域全体として、認知症であってもそ
の人らしく生ききっていくということの語りをみん
なで共有しようというような場も設けていらっしゃ
るでしょうか。
佐藤：認知症の方が語る場所、それからご家族の方
が語る場所というのを、いわゆる認知症カフェであっ
たり、それから家族の集いであったりという場所は
作ってはきたんですけど、ただ、認知症だけの例え
ば介護者の集いという場所を行政が開いた場合に、
そんなに沢山来られるわけでもなく、また、来られ
る方は限られるというような状況が、かなり長く続
きまして、実際どんな仕組みが一番いいんだろうな
というところで、最初に認知症という入口から始め
るのではなく、いろんな場の中で、併せて何かちょっ
と「誰か困っていることないですか」とか、それか
ら「お話ししませんか」というような雰囲気の中で
ポロッと出てくるような機会のほうが何か多いのか
なというふうな感じがしています。

ある一事業所でやっていらっしゃるのは、介護者
の集いという名前ではなく、パン教室を始められた
んですけど、そこに来るのは、やはり女性の、いわ
ゆる主婦の方であったり、介護世代の方々が来られ
て、パン教室に来てパンをこねて、そして結構パン
を叩きながらおばあちゃんの介護の愚痴を言われた
り、焼き上がるまでの時間があって、その間にいろ
んなお一人お一人のお話を聞くと、そういう介護者
を抱えている方の話が出てきて、盛り上がっていく
というようなことがあっています。

そんないろんなやり方があって、認知症という言
葉の切り口だけではなかなか拾い上げられないもの
が、スポーツ大会の場であったり、いろんな所で拾
い上げる機会があります。それを拾い上げていくた
めの、拾い上げる側の力量というか、専門職のツー
ルというか、そういったものが特に必要だなと、今、
すごく感じているところです。
堀田：ありがとうございました。

今のお話は海外でも同じで、認知症の人、ご家族
がそれぞれの経験や知恵を失敗もあわせて共有で
きるようにということで、例えば認知症の人向けの
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サービスと、ご家族向けのサポートを組み合わせた
サポートセンタープログラムという形で同じような
ステージの方々の出会いと学びの機会を仕組む介入
も次々開発されています。また、後半に佐藤さんが
おっしゃったことですが、認知症の人に焦点を置く
のではなくて、いかに地域の人にとって楽しいイベ
ントに認知症の人にもきて頂けるか、混じり合って
一緒に楽しめるかを考えたごちゃまぜイベントを手
がかりにといった取組みもけっこう出てきています。
日本でもソフトボールや全国横断のリレーイベント

（Run 伴）等も広がってきます。
次に、皆さん強調されましたが、なんらか施策を

展開することそのものではなく、結果としてその地
域で本当に一人一人の人が、より幸せに生きていけ
るようになっているのか、ご家族もなんとかやって
いけるようになっているのかといったいわば「アウ
トカム」をどのように見ていけばよいかということ
について、少しご意見をうかがえればと思います。

まず水谷さん、これは私も研究に一部参加させて
頂きながらそう簡単ではないとも感じているところ
ですが、この認知症施策、オレンジプラン、新オレ
ンジプランと出ていて、数値目標もいろいろあるわ
けですが、これから結果として、より認知症の人に
優しい地域になっていったかということを、どのよ
うに見ていこうとしているのかについて、少しお話
をいただけませんか。
水谷：今、堀田さんがおっしゃったとおり、新オレ
ンジプランに掲げている数値目標、これは全部、政
策を実現するための手段となる地域資源の数です。
例えば認知症対応力向上研修を受けたかかりつけ医
の数、認知症サポート医の数、認知症に関する研修
を受けた介護職員の数、認知症疾患医療センターの
数、このような認知症の方を支える地域資源の数に
ついての指標はあるのですが、実際にそれがどうい
うふうに機能して、認知症の方あるいはご家族の生
活に対する満足度が例えば上がったかどうかとか、
そういったものについては、残念ながらまだ、いわ
ゆるアウトカム指標の開発というのは進んでいませ
ん。これも新プランの最後のところに課題として、
問題意識としてそういうことを明記していて、アウ
トカム指標のようなものについても検討していかな
ければならないということで、これはまだ研究がそ
の緒についた段階です。

アウトカム指標の議論になると、必ず出てくるの

が、認知症の方ご本人が前と比べて良い方向に変わっ
たと思っているのかどうか、究極はそこに行き着く
わけですが、どのようにすればそういった声をきち
んと引き出すことができるのかということになるわ
けです。この問題について私が持っているイメージ
というのは、そういうものを目指していく過程の中
で、例えば認知症の方の声を１回聞いて、満足度が
こうだったから終わりとして PDCA サイクルをこな
すということではなくて、むしろ認知症の方の声を
聞きながら施策に改良を加えていくことを永遠の連
続する過程と捉え、認知症の方は単に支えられる側
ではなくて、認知症の方の声というものこそが我々
の地域の状況を打ち出す指標である、だからその声
を聞きながら施策を点検していく、といった方向に
なっていくのではないのかという気がいたしており
ます。
堀田：ありがとうございます。

認知症の方も交えて対話を続けるプロセスそのも
のが、アウトカムを見すえていこうということにつ
ながるのではないかというお話でした。

それでは佐藤さんに、先ほど本当に暮らしやすく
なったのかということを意識しておられますとお話
しくださいましたけれども、山鹿で言うところの認
知症の人にとっても優しい町というのは、何か具体
的な目標あるいは視点や項目等を挙げていらっしゃ
るのでしょうか。
佐藤：アウトカムの指標って本当に難しくて、例え
ばアンケートとかで取っても、それがどうなのかと
いうことになってしまいますが、「認知症の人にとっ
て暮らしやすい町になっていますか」という質問項
目は、一応、事業等での住民アンケートの中に入れ
るような形にはしています。

ただ、それは認知症の方のことと関わったことの
ない人にとっては、全く分からない質問なので、そ
のあたりはちょっと難しいなというところです。あ
と具体的にやはり目に見える形でという中では、例
えば事業所の方はサービス担当者会議を開かれるし、
包括では地域ケア会議を開きますけど、その時にご
本人のご意見をその場できちんと確認をすると。

そして、その時その時に、ご本人がちゃんと納得
をしているのか、ご本人の意思が尊重されているか
ということが、プランの中にきちんと入り込んでい
るかということが、一番やはり評価をしていく視点
ではないかなと思います。特に例えば住民の方が入



95

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

る地域ケア会議の中で、ご本人の声がきちんと届け
られるということによって住民の方の意識が非常に
変わるというか、ご本人の意思を尊重する必要性を
学ばれるという機会に私も遭遇をしていますので、
やはり認知症の方が直接その場で話をする機会とい
うのをいかに増やすかということだと思いますし、
それに立ち会う人を増やすということではないかな
と思っています。

だから数字がそれがどうなるかというと、なかな
か難しいんですが、今、そういう活動をできるだけ
多く持つようにというところでやっています。
堀田：ありがとうございました。

プランの中で、その視点がしっかり入っているか。
それから認知症の方と出会って語る。このチャネル
がしっかり担保されているかということを重視して
おられるということでした。

黒岩さん、ご講演の中でも、仕組みだけ作って満
足してしまっていないだろうかという問題提起をし
てくださいましたけれども、認知症の人おひとりお
ひとり、ご家族、そして、地域全体としての成果を
見るという考え方からすると、どんな議論がこれか
ら必要だと思われるでしょうか。
黒岩：難しいですね。でも本当に僕が思うのは、最
近、本当にいろんな制度が変わっていって、大事な
ことなんですけど、仕組みとか制度が作られていく
のは。でも段々段々その個というか、自分の目の前
の人の１人を中心というのが、何かすごく薄まって
きているような気がして、全体、大枠からシステム
を作ることばかりが優先されているような気がしま
す。本当はやっぱり例えばタマイさん、Ａさん、Ｂ
さん、そのＢさんを中心として、その人のつながり
の中で地域が広がっていく。

そこで周りの人が「Ｂさん、こういう暮らしでい
いよね」「これでよかばい」というようなものを作る
ための地域づくりだったりとか、システムなので、
そこはやっぱり見失っちゃいけないなというふうに
思います。

最近、本当にもう何がいいというのは分からない
んですが、日々の取り組みの中で、段々その地域の
人が、元々その地元に住んでなかった人、車で 20
分ぐらいの所から通っている人なんですけれども、
そういう人の名前を近所の人が呼んでくれたりとか、
名前で呼んでくれたりとか、うち 92 歳の人が台湾
旅行に行ったんですけれども、そういう実践を例え

ば地域の中で発表すると、逆にその人とお茶を飲み
にわざわざ来てくれたりとかというふうに、何かやっ
ぱり結果として、どれが良かったか分からなかった
けれども、そういうふうになっていくのが、認知症
の人が安心して暮らせるという仕組みなんじゃ、だ
からやっぱり個人という、その人という、本人をぶ
れちゃいけないんじゃないかなというふうにいつも
思います。
堀田：ありがとうございました。

何か見守りネットワークの図とか、認知症のケア
パスができましたというような、絵が美しいかどう
かではなくて、本当にその人一人一人がより安心し
て暮らせるようになっていったのかを問い続けるこ
とが、何より重要だと再認識致しました。

上村さんには、もし支援機器の開発の際にもこう
いった認知症の人の暮らしが実際にどうなるのかと
いった側面を評価する枠組みができているのであれ
ば、ご紹介いただけますか。あるいは、様々なセク
ターと協働で開発に取り組んでおられると思います
が、なんらかそういった議論があれば、お話いただ
ければと思います。
上村：最初にこのような研究をする時に、どうやっ
て効果を計るかという議論をしました。それで全般
的に効果を聞くと薄まってしまうので、対象を限定
して聞くことにしました。「一人で服薬することに自
信がありますか」という質問に点数を付けていただ
いて、それが改善したという形で成果を示しました。
アンケートに記入していただくというより、会話を
しながら点数を付けてもらう。５段階ぐらいで点数
を付けてもらえば、何となく再現性のあるものが出
たと思います。

何か１つの評価指標があるということではないと
思いますが、そのプロセスを評価する上で、あるこ
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とに特化して、ご本人に点数を付けてもらう。それ
も１対１できちんと理解をしていただきながら評価
していただくということは、無駄ではないと思いま
した。

機器については、使っていただければよいのです
が、ただ、機器をあげちゃうと、放置されてしまう
こともありますね。

機器は、置いておくのではなくて、使っていただ
いているかが大事です。

この機器の評価の話をケアの方にすると、「機器は
見えやすいから分かりやすいですね」と言われます。

ですから、私は、機器で成果評価を作ることが、
ケアの評価にもつながるような感じがしています。
ご本人が、前後比較で、具体的な項目について点数
を付けるだけでもよいのではないでしょうか。
堀田：ありがとうございました。

これは諸外国でもまだ答えはありません。それぞ
れの地域で実際にご本人やご家族が困っていること
を挙げていって、具体的にその地域で何がクリアさ
れれば、そこで安心して暮らしていけるのかという
ことを見えるようにしていこうというような動きは、
各国で出てきています。こうしたプロセスの中で、
これまで介護の現場の方々、あるいは行政の方々も、
改めてご本人が日々何を感じておられるのか、考え
ておられるのか、日々どのようなことに困って、あ
るいはどのようなことを新たに発見し続けておられ
るのかということに、耳を十分に傾けられていなかっ
たんじゃないだろうか。何か自覚しないうちに声を
聞かないようになっていたんじゃないだろうかとい
う反省が聞かれることが多いように思います。上村
さんも簡単な目的を絞ったアンケートであれば、お
答え頂けるとおっしゃいましたけれども、あらため
て聴き続けていくということを現場の人達も信じて
やっていくということの重要性について皆さんのお
話をうかがいながら考えさせられました。

そろそろあと５、６分ですので、最後に一言ずつ
会場へのメッセージをいただいて、終わりにできれ
ばと思います。

黒岩さんから順番にお願いします。
黒岩：今日は貴重な機会をいただきまして、本当に
ありがとうございました。地元で皆さんと話ができ
て良かったと思います。

自分は現場を持っています。今からも制度はもち
ろん変わっていったり、もちろん介護職員の離職の

問題であるとか、人材の不足であるとか、いろいろ
ありますが、そういうことはずっと続くわけで、な
くなるわけではないんです。だからこそ、認知症の
人と何かチャレンジしていきたいなというのがすご
くあります。

見られる側だけじゃなくて、もっともっとこんな
可能性を持っているんだということを、その人達と
一緒に何かチャレンジしたいし、それを発信してい
きたいというふうに思っています。ご清聴ありがと
うございました。
佐藤：行政の方もいらっしゃるし、事業所の方もい
らっしゃいますが、私達はこれから自分達の町で、
やはり私達自身も生きて、そして死んでいくという
ことを考えた時に、どのような町に暮らしていきた
いかを考えることだと思いますし、自分が住みたい
町をこれから作っていきたいというふうに、やはり
考えていくべきではないかなと思います。

その時に私達が、これから認知症になる私達が、今、
認知症である方々の声を聞くというのは、やはり一
番先輩として大事なことですし、残念ながら今のケ
ア会議の中で、ご本人が入っていないケア会議があ
まりにも多いんじゃないかと思っていますので、そ
れをやはり最初にきちんと取り組んでいくところか
ら始めていけばいいのではないかなと思っています。
今後ともよろしくお願いします。ありがとうござい
ました。
上村：機器の宣伝をするわけではありませんが、携
帯電話のことを思い出していただきたいです。最初
は大きくて、使い物にならない感じもありましたが、
使いながら育ててもらって、すごく便利なものにな
りました。

ここにいらっしゃる方達は、人のネットワークを
持っていらっしゃる方達だと思うので、そういう中
で機器も育てていただきたいです。

企業も非常に関心を持っていますので、うまくリ
ンクして、日本の良いところであるテクノロジーと、
本当に細かく見守るケアの力をうまく組み合わせる
ことで、よりよいケアができるといいなと思ってい
ます。どうもありがとうございました。
水谷：今日はどうもありがとうございました。

私は黒岩さんが示してくれた、認知症があっても
地域で最後まで自分らしく暮らし続けることができ
る姿、そういうものを実際に発信していただくこと
は本当に重要なことだと思っています。今まで認知
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症がスティグマの対象として捉えられていた傾向が
あった中で、決してそうではないということで、こ
れはたぶん皆さん実践でやられている中でいろいろ
なことがあって、そういうものを発信していただく
ということが、本当にこの社会の意識を変えるきっ
かけになってくれればありがたいと思っています。

それから佐藤さんがおっしゃっていただいた中で、
私が印象に残ったのは、口コミ、世話焼き、御用聞
きを制度化するということです。これは本当にいい
言葉だなというふうに思います。

私は先週末、福島県の昭和村という所に行ってき
ました。高齢化率 50％を超えていて、高齢化率で全
国５本の指に入るような所ですが、実際に行ってみ
たらすごく明るくて、地域の中でつながりが充実し
ていて、私がイメージしていた高齢化率が 50％を超
える村とは全然違う村でした。

ただ、そこで支援にあたっている人から聞いた言
葉で印象に残ったのが、地域の人が、「でも介護保険
を使いはじめると、その人は実は顔が見えなくなっ
ちゃうんだよね。逆にその地域のつながりから、な
んか切れてしまうようだ」ということをおっしゃっ
ていたということです。我々今まで一生懸命、医療
なり、介護なり、資源を整備してきて、それは決し
て間違っていないのですが、一方で、ここまで整備
されてきた今だからこそ、一歩引いて地域の中の資
源という目で見た時に、では今、この地域にはどう
いう住民同士のつながりがあって、それは必ずしも
制度に乗っかっているものではないけれど、このよ
うなもので支えられるのではないか、また、このよ
うな既存の取り組みに少しだけ制度的な下支えがで
きれば支えられるのではないかとか、そういったこ
とを考えていくことが重要なのではないかと感じま
した。

総合事業で、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型といった様々な類
型がありますが、〇型という類型があるから〇型の
サービスを作らなければならないという発想ではな
くて、むしろ本当に求められているアプローチとい
うのは、地域にどういう社会資源があるのか把握し、
例えば行政の立場からそれをどうやって後押しして
いくのが最もふさわしいのかを考え、あるいは現場
の人の目線から見て、こういった部分を支えてくれ
るところがあれば、もう少しこの方を在宅で支えら
れるのに、といった声が行政に届くようになれば、
地域の埋もれたニーズを伸縮自在に積み込んでいく

ことが可能になるのではないかと思います。そういっ
たことを考えることができるレベルにまで介護とか
医療が整備されてきたからこそ、これは〇〇事業を
やればいいというのとまた違う世界なものですから、
我々はもう一段上のチャレンジを求められているの
だと思うのですが、でも今それができ得る状態にあ
るのではないでしょうか。

私は認知症の担当なので、認知症をきっかけにと
申し上げていますが、究極的にはきっかけは認知症
でなくたっていいと思うのです。ただ、行政なり、
現場なりが、そういう目線で語り合って地域を作っ
ていけたら、こんなに素晴らしいことはないなとい
うふうに思います。
堀田：ありがとうございます。

この分科会は、認知症とともに暮らし続けられる
地域を作るということでしたけれども、あらためて、
最近、認知症予防とか早期診断、早期対応というこ
とが徐々に浸透していくにつれて、認知症が作られ
ていくのではないかと危惧させられることもありま
して、認知症になったら世の中は暗いということで
はなくて、認知症とともに新たな旅路があるという
ことを、ご本人、ご家族、地域みんなで共有する。

きっとご存知の方も多いと思いますが、これは「旅
のことば」というもので、認知症の人と学生の対話
をつうじて、ご本人、ご家族、みんなができる新し
い旅への知恵と手がかりがまとめられたものですけ
れども、この旅路の様々な側面、特に明るい側面に
も光を当てながら、それを共有していくことは、現
場にいる方々、そして行政の方々、立場を超えて、
正解がない、終わりがない道のりをともに歩んでい
くうえで改めて基盤になると感じました。

一人ひとりの暮らしにも正解はないし、可能性も
制約も日々変わっていきます。ある短期目標、長期
目標を立てたら終わり、あとは工程管理ということ
ではなくて、よりよい生き方、よりよいケア、より
よい町、結果として全ての人にとって居場所と出番
がある町へという、たゆまぬ問いと取組みを続けて
いくということが、私達一人一人に求められている
のではないかなと思います。

壇上の方々、そして皆さんが、それぞれの地域で
認知症になっても安心して暮らせる町づくり、私達
がハッピーな持続可能な町づくりに向かっていかれ
ることを祈って、これで終わりにしたいと思います。
どうもありがとうございます。



分科会まとめ

10月2日■金　9:10〜 9:50

伊集院文化会館

日 時

会 場

東京大学名誉教授　　大森　　彌　氏

一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム理事長　　中村　秀一　氏
鹿児島県保健所長会会長　　宇田　英典　氏

国際医療福祉大学大学院教授　　堀田　聰子　氏

分科会まとめコーディネーター

分科会パネリスト



100

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

分科会まとめ
10月2日■金　9:10〜 9:50

東京大学名誉教授　　大森　　彌　氏

一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム理事長　　中村　秀一　氏
鹿児島県保健所長会会長　　宇田　英典　氏

国際医療福祉大学大学院教授　　堀田　聰子　氏

分科会まとめコーディネーター

分科会パネリスト
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大森：おはようございます。
では早速、昨日の分科会のご報告をいただきます
けど、基調講演が雄谷さんからございまして、社会
福祉法人の可能性というか、福祉のほうからどうやっ
てコミュニティを描き得るかという、非常に興味深
いお話がございました。
たぶん私の感じで言うと、日本におけるソーシャ
ルワークというのはどういうことかという意味合い
もあったのではないかというふうに拝聴いたしまし
た。
その基調講演のあと、３つの分科会で、それぞれ
のテーマに応じて検討が行われました。
これから、コーディネーターをお務めになった３
人の先生方からご報告をいただくんですけれども、
限られた時間でございますので、この分科会では誰
が何を言ったかというご報告ではなくて、コーディ
ネーターの先生が、このテーマについてどんなふう
に感じ取り、何をご主張されたいかということを、
10分間でお話しいただきたいということをお願いし
てございますので、プレッシャーを加えてます？
ご報告に関しては特段に議論いたしませんので、
１人 10分程度のご報告をいただくということです。
それでは、第１分科会の中村さんからお願いいた
します。
中村：おはようございます。第１分科会の中村です。
今、大森先生から、誰が何を言ったかということ
じゃなくてというお話がありまして、実は夕べから
そういうご指示を受けていたのですが、悪い生徒で
して、全く言うことを聞かず、長いこと公務員をやっ
ていまして、審議会の議事録を作るとか、そういう
仕事をしていましたので、どうしてもそれから抜け
きれませんので、お許しいただきたいと思います。
第１分科会は、「地域力を育てよう～地域の活性化

と新たな地域支援事業の展開～」ということで、こ
こに書いてある４人のシンポジストと私とで行いま
した。
私のほうからは、ちょっと先輩づらをいたしまし
て、皆さん地域支援事業って知ってますか。2000 年
に介護保険ができた時はなかったのです。2005 年の
改正で作ったのです。介護保険の給付は、ご承知の
とおり要支援、要介護の人達の給付は、個人競技な
のに対して団体戦を作りました。市町村が、その団
体戦ができるようにということで、2005 年に地域支
援事業という枠組みを作り、この前の介護保険法の
改正で、ここに新しい総合事業でありますとか、医
療と介護の連携、こういったものも入りました。非
常に画期的なことで、地域支援事業の枠組みを作っ
た人間としては、感慨深いものがある。こういうお
話をしたあと、４人の方々にそれぞれ語っていただ
きました。
論点としては、生活支援をやっていくということ
で、ここに書いてありますように、どういうふうに
地域資源を掘り出し、サービスを作り、多様な主体
の参画を促すのか、これからの支えの形というのは、
どういうものだろうか。これが第１分科会、主催者
のほうから、こういう意図で第１分科会が設定され
たと認識しております。
何と昨日付で、さわやか福祉財団のほうに移られ
ました土屋さんから、富士宮市の地域包括支援セン
ター長を９月 30日までお務めになりましたので、そ
こでの実践のご報告をいただきまして、これからの
支え合いとしては、生活圏域の中で体制整備が必要
だとの指摘がありました。
富士宮市では、10年前から、中学校区単位ぐらい
で地区社協が活動しており、10年前にはそういうこ
とをやって、住民の方々に参加を求めると「福祉と
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いうのは自治体の仕事ではないのか。何で俺達にや
らせるんだ」と、そういう反応があったのが、今日
ではすっかり定着しているとのことです。
市には１つ地域包括支援センターがあり、10いく
つかの圏域に地区社協があり、福祉相談センターが
あるのですが、様々なニーズというものは、その地
区のほうで受け止められていて、相談件数は年々増
えていますけれど、地域包括支援センターで処理し
なければならない相談件数はそんなに増えていない。
本当に困った事例が上がってくるということで、地
域で、言わば行政的な言い方ですが、処理されている、
というご報告をいただきました。
ネットワークとしては、「民」、「産」、地元の様々
なお仕事されている方、小学校、中学校、という「学」、
それからお役所、「他」とありますのは、「その他」
ということで、土屋さんの分類では、これが医療な
どの専門家、そこの連携、ネットワークを作ること
が大事だろうと、こういうことでありました。
生駒市の森口さんのほうでは、生駒市ではもうす
でに総合事業を今年度から実施されており、10月１
日からは、要支援の訪問介護、通所介護も新しいシ
ステムに切り替わるということでありますが、自立
支援、重症化予防に重点を置いて考えているという
ことの報告がありました。
自立支援をうまくいくためには、それを目指す地
域ケア会議できちんとアセスメントをし、プログラ
ムを立てていくことが大事だというお話がありまし
た。
総合事業で新しい自立支援に取り組んでおられる
わけですが、3月間くらい集中介入する期間を作っ
て取り組んでいて、これまでのところ 152 人の方に
実施して、104 人の方がプログラム修了しているの
だそうですが、私が聞いたところで間違いがなけれ
ば、その修了者の４割くらいは、もう介護認定を更
新する必要がないということで、効果が上がってい
るということでありました。
やはり、そういったプログラムに参加していただ
けるというのは、魅力あるプログラムを作るという
ことが大事だというお話をいただきました。
南大隅町の社会福祉協議会の冨田さん、人口 8,000
人くらいで、高齢化率が鹿児島県でもトップの所で、
45％くらいの高齢化率の町だそうであります。社協
の立場として大事なのは関係機関との連携というこ
とで、町役場、地域包括支援センター、それから医

師会立の病院、シルバー人材センターなどの関係機
関との連絡が重要だと、こういうお話ですが、なか
なか医療との連携がうまくいかず苦労されたそうで
す。国の老健局の事業に手を挙げて参加するという
ことによって、関係者の間の意識が固まって、連携
が進んでいくということでした。
有償ボランティアによる支援活動も行っていると
いうご報告があり、その有償ボランティアさんの活
動をするにあたっては、社協の方がコーディネーター
として間に入っているということでございました。
振興課長の辺見さんからは、いろいろ制度の意義
とか、制度改正についてお話があったのですが、注
目に値するのは、新総合事業の実施予定の保険者数
について、今年の１月段階での数字は出されている
んですけれども、現在、新しい最新の状況を集計中で、
まだ数字は固まってないんだけれども、１月集計の
時より今年度、新総合事業実施に入るという市町村
の数は増加している見込みであるということです。
何よりも体制整備に取り組んでいる所はもう半数
くらいあるということで、逆に言うと、今、体制整
備も行っていない半数の自治体は、よく足元を見つ
める必要があるということが、お話のポイントでは
なかったかと思います。
この皆さんの報告を受けて、いろいろ成果は上がっ
ているというのは分かったけれども、一番大変なの
は、「相談に来ない人」であり、そこをどうするんだ
というふうなお話とか、特別養護老人ホームの職員
の方の会場からのご質問ですけれども、高齢者や要
介護の人を支援の対象とだけ捉えるのではなく、む
しろその人達の持っている可能性を考えたほうがい
いのではないかとか、こういったことについて、会
場からのご質問も含め、活発な討論が行われました。
日本創生会議の提言について、地域包括ケアを進
めるという今の厚生労働省の方針とどういうふうに
整合性があるんだろうかというご質問が出たりしま
したけど、こういうお話は、このあとのシンポジウ
ムのよいテーマではないかと思います。
私なりの総括としては、住民参加がいずれにして
も重要であり、ネットワークの形成が大事。そのた
めには、地域に根づいていくということが必要なん
だけれども、これについては富士宮や生駒市の実践
からも分かるように、かなり時間がかかる。10年経っ
てやっとそういう体制ができたという所もある。
しかし、新総合支援事業というのは、27年度、28
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年度、29年度に実施しなければならない。そういう
短期的な要請と、しかし、10年後に花開くという中
長期的に見据える、中長期的な視点に立ちながら、
制度としてここ３年以内にやらなきゃならないので、
短期的に対応していくということが必要なのではな
いかと思いました。
以上です。ありがとうございました。
大森：それでは、第２分科会の宇田先生からお願い
します。
宇田：おはようございます。地元、伊集院保健所の
宇田です。
昨日、第２分科会の座長をさせていただきました

ので、私のほうから、「医療介護連携～確かな連携を
構築するために～」というテーマでご発表いただき
ました先生方のご発表の概要と、フロアも含めた質
疑応答をまとめて発表させていただきたいと思いま
す。
発表者は５人の方々に、この順番でご発表いただ
きました。発表内容、資料集の 129 ページ以降に記
載をされておりますので、詳細につきましては、そ
ちらのほうをご覧ください。
かいつまんで、それぞれの発表者の方々の発表内
容をご紹介を申し上げたいと思います。
最初に篠田浩先生には、介護保険者である市町村
の立場からご発表いただきました。先駆的な取り組
み事例です。
例えば、在宅医療マップ、３疾患、これは頚部骨
折も含めてですけれども連携パスに関すること、あ
るいは大垣在宅医療ネットという情報提供の仕組み
などをご紹介いただきました。今、第１分科会でも
ご指摘をいただきましたけれども、医療介護連携に
ついては、語弊があるかも知れませんが、医師会の

敷居が結構高いので、医師会との連携に関する 10の
ポイント、これは資料にございますのでご参照いた
だければと思いますが、ご紹介いただきました。
それと大垣市は、小さい市ですけれども、人口 10
万人までの小回りのきく自治体と、それ以上の自治
体では、やっぱり支援体制あるいは自立できるかど
うかということに関して、区分けする必要があるの
ではないかといったようなことをご指摘いただきま
した。
次に私のほうから、市町村を広域で所管をする保
健所の立場からということで、医療介護連携実証事
業、平成 26 年度、27 年度、国のモデル事業として
行われているもののご報告をさせていただきました。
鹿児島保健医療圏域、隣の中核市である鹿児島市
も含めて、人口 68 万人の方々がお住まいの病院と
ケアマネジャーの方との情報の共有化を進めていこ
うという取り組みのご報告をさせていただいたわけ
でございます。９月 16 日に事業を始めて半年後の
評価をさせていただき、合同会議を開催した時のデー
タですけれども、スタートする前は、病院からケア
マネジャーの方へ退院情報の漏れが 32％あったもの
が、６か月後、19％に改善をしておりました。
一方、ケアマネジャーの方から病院の、主に看護
師さんですけれども、生活状態等の情報を入院の歳
に情報提供をしていなかった情報提供漏れが 35％ご
ざいましたけれども、これも 15％へと改善をしてお
りました。数量的にもそうですし、先般行われまし
た合同会議の医療介護両方の側からも非常に好まし
いご意見もいただきまして、成果は上がりつつある
のではないか、広域で医療との連携を進めるために、
保健所の役割は重要ではないかということを発表さ
せていただきました。
次に、３番目に中核医療機関のMSWの立場から
ということで、野上美智子先生にご発表いただきま
した。
医師会のMSWの問題意識を通じて、臼杵市内の
関係者へ働きかけをして、プロジェクトＺという名
称でスタートいたしました。
発表の中で、いろいろと問題意識を持って働きか
けをなさったMSW、ソーシャルワーカーの方の重
要性というのは、私自身、感じましたし、フロアの方々
も感銘を受けたのではないかなと思います。
関係機関、団体との連携、一貫したテーマとして、
自分らしい生き方を支援する、あるいは予防から看
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取りに至る一貫した概念のもとでこのプロジェクト
を進め、更には地域資源の活用を念頭に置く。こう
いったようなことをベースとして、医療介護連携を
進めたというご発表をいただきました。
４番目に櫃本真聿先生に、高度医療を担う大学病
院において、連携推進を進めてきたという立場から
ご発表いただきました。
大学附属病院における退院促進への取り組みの中
で、キーワードとしては、生活を分断させない入院
医療、生活に戻すためのチーム医療、これは急性期
であっても超急性期であっても当然であるというス
タンスで事業を進め、成果を上げてきたというご報
告でございました。
最後に厚生労働省の秋野憲一先生のほうから、国
の立場から医療介護連携推進事業の概要のご説明を
いただきまして、うまくいっている事例の共通項と
して、責任ある拠点の存在、地域資源も様々なので、
ご当地資源をうまく発掘をして活用するというとこ
ろで、うまくいっているのではないかという、そう
いったようなご指摘をいただきました。
このご発表のあと、パネリストの先生方、あるい
はフロアも交えて質疑、意見交換をさせていただき
ましたけれども、いろんなレベルでご意見が出まし
たが、終末期医療に関してもご質問なりご意見が出
ておりました。
終末期医療に関しては、救急搬送されれば必ず医
療機関は助けるので、救急搬送に関して予め何か本
人や家族等とも意見交換をしておいて、その適用等
についても話し合っていく必要があるのではないか
なと。国民への理解の進化の必要性が議論されまし
た。
あるいは、これだけ亡くなる方が増えてくれば、
医療職だけではなかなかカバーできないので、介護
の方々の業務に関しても幅を広げるべきではないか。
いわゆる業務独占行為の緩和についての非常に難し
いご質問、ご意見も出ましたが、今後の検討課題で
はないかということで整理されました。
また、家族で大腸がんの末期の患者さんを、ご家
族を見ておられるフロアからのご質問に対して、果
たして可能かどうかといったような問題提起も出さ
れましたけれども、シンポジストの先生から、うま
くサービスを活用することで可能ではないか、ある
いはご家族の方には、無理する必要はないですよと
いったようなご意見、ご助言等もございました。

まとめに代えてですけれども、私のほうから３点
ほど申し上げました。全体のキーワードとして、目
的意識を持つこと、地域の強みを活かすこと、共有
の場が必要、この３つがこの分科会におけるキーワー
ドであったのではないかなと思います。
医療介護連携が手段であって目的ではないわけな
ので、なぜ、何のために医療介護連携をするのかと
いう目的意識、例えば患者ケアの充実、あるいは患
者さん、ご家族の方の自己実現、生き方を優先する。
そのために医療介護連携があるんだということを、
やはり共有する必要があるのではないかということ
が１点。
いろいろな所がございます。ご当地もそうですけ
れども、全国一律の方法や優先度で医療介護連携を
進めるというよりは、地域が持っている強み、地域
資源をうまく発掘をし、あるいは醸成をして地域の
強みを活かしていく。そういうことが医療介護連携
には重要ではないかということが２点目、そのため
に共有の場、それは行政、医師会など、どこが主体
となってもいいけれども、その場が必要ではないか。
基本的には基礎自治体で市町村が主になることが望
ましいけれどもといったことが３点目です。以上で
す。
大森：ありがとうございました。それでは、第３分
科会の堀田先生からお願いします。

堀田：第３分科会は「認知症を支え合う～認知症に
なっても安心して暮らせる支援体制～」ということ
で、黒岩さん、佐藤さん、上村さん、水谷さん、４
人のパネリストをお迎えして、私がコーディネーター
を務めさせていただきました。
黒岩さんは、地元鹿児島県姶良市などで小規模多
機能などを行われる事業者・専門職のお立場から、
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ご本人に寄り添って看取りまで支えきられた事例を
ご紹介くださった上で、第２分科会と重なるなと思
いましたが、仕組みづくりや事業づくりを目的化さ
せることなく、ご本人の思いや関係性を家族ととも
に大事に支えきる、粘りきるということについてお
話しくださいました。
それを地域全体として推進していけるためにはと
いうことで、次に熊本県山鹿市役所の佐藤さんは、
認知症を手がかりにして、高齢者自身が主体となる、
住民主体の町づくりを行っていくという考え方で、
認知症の人もそうでない人もなんとか混じりながら
やっていけるといえる感じを大切にした取組みをお
話くださり、その上で、地域の人と認知症の人が出
会ってつきあうことができる場、変わるきっかけづ
くりの重要性を強調なさいました。
そして上村さんからは、この出会い、人と人との
つながりを作るという意味でも、あるいは一人一人
の安心を支えるという意味でも、もう少し支援機器
や ICT の活用の余地があるのではないかということ
で、これも機器開発そのものを目的にするのではな
くて、機器が使われるシーン、実際にどのような方
のなんの援助のためのものなのかということを明確
にして、援助者と機器が一緒に支える体制をセット
で開発して常に改良していくことが求められるとい
うご講演をいただきました。
厚生労働省からは、水谷さんが施策の概観をして
くださいました上で、認知症を通じた地域再生の視
点、また認知症に関わる諸施策について、ご本人や
ご家族を中心に、その声に耳を傾けながら常に振り
返り続けていくことの意義をお話いただきました。
ひととおりご講演をお聞きした上で、ディスカッ
ションでは、まず本人を中心に粘っていくことがで
きるような人づくりをどうしていくか、次に地域の
中でご本人やご家族の様々なご経験や知恵を共有し
て、振り返りながら学び合う、育ち合うということ
をどのように進めるか、最後に結果として本当に認
知症の方やご家族が安心できる、住民みんなにとっ
て暮らしやすい町になったのかということのアウト
カムをどう見ていったらいいのかという３点につい
て意見交換が行われました。
これは、皆さんのお話をうかがって作ってみたス
ライドですけれども、あらためて認知症の方を手が
かりに、全ての人にとって居場所や出番がある町づ
くり、認知症になっても、あるいは他のどのような

病気や障害とつき合うようになったとしても、自分
らしく生ききっていくことができる地域ということ
を考えた時に、まず私たち一人ひとりが自分と対話
し、家族や地域の文脈のなかで対話し、自分の思い
に耳を傾け、自分の道を主体的に選び取っていくこ
とが出発点です。
しかし、自分だけでは難しくなってきた時には、
まず誰かに相談をするわけです。第３分科会の会場
の多くは、介護・医療関係者でしたが、なんらか専
門職がその第一声を受け取ることになります。そう
すると、それを聴く一人一人の専門職の腕と腹も問
われます。
ご本人の真の思いは何なのか。ご本人が持ってい
る元々の関係性は何なのか。その人らしさ、どのよ
うに生きていきたいのかという決して答えがない問
いに寄り添いきる、旅路を示し、ともに歩むという
ミッションと、それが実践できるスキルが一人一人
に問われているわけです。
ですが、認知症の方々の多くは他の疾患も抱えて
おられたり、様々な社会的、経済的な難しさを抱え
ておられる場合もあります。第一声を受けた一人だ
けで支援できることは多くありません。
そうすると、事業所を超えて、職種を超えて、こ
れは第２分科会にも重なると思いますけれども、い
かにこの真ん中にある一人一人の思いと関係性、選
択と心構えを中心に、目標を共有しながら、地域の
中で水平・垂直で協働するかということも問われて
きます。
あくまでも一人一人の暮らしをよりよくしていく
ということを中心にしながらも、今日の１人を明日
の 100 人につなげるということを考えると、やはり
自治体も一緒になって、そこの地域の仕組みにつな
げていくということもさらに問われてきます。
地域によって、どこが気がついているのか。どこ
が動きはじめているのか。様々だと思います。市長
が素晴らしい所、自治体職員が頑張っている所、あ
るいは様々な専門職が頑張っている所、住民が立ち
上がっているところ、いろいろとあると思います。
でも、円の下を敢えて切ってみましたけれども、
演者の方々が最後に強調なさったのは、立場を超え
て出会っていく、対話をしていくというプロセスで
した。
実は、このどの立場にある方々も、結局は同じ地
域で暮らす住民で、その方々は、時に認知症の人と
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いう顔をさせられてしまっているかもしれないけれ
ども、あるいは白衣を着て診察室にいる医師かもし
れないけれど、そうした鎧を脱いで、私達が１人の
住民としてどのように生ききっていきたいのかとい
うことを語りながら、いわば地域全体を目標共同体
にしていくということの重要性を感じさせられた分
科会でした。
特に認知症、あらためてこの分科会の焦点に立ち
戻らせていただきますと、日本のオレンジプラン、
新オレンジプランでも、そして諸外国における認知
症国家戦略も共通ですが、目標は認知症の人とご家
族のQOL の向上を手がかりにして町づくりを進め
ていこうということです。
ここに書きましたとおりですが、予防・医療・介
護のレベルを高め、統合する仕組みづくり、人づく
り、地域づくり、それを支える研究といったことが
行われているわけですけれども、これら全てを通じ
て、あらためて何のために行うのかということを常
に問う必要があります。
さらに町づくり、地域づくりということに逃げ込
んではならないということも痛感しました。
あらためて、この「地域」ってなんなのか、どう
いう単位なのか。どこのことを語っているのか。そ
して本人にとってのベストインタレストを第一に考
える観点を置き去りにしていないか。
認知症とともに生きていく旅をよりよくしていく
ということを目指せば、その旅路の始まりとなる診
断には何が求められているのか。予防と治療・介護、
生活支援、ご本人と家族に旅路の見通しを示してい
るか。もっと暮らしの中でケアをし合いながら行っ
ていく診断ということもあっていいのではないか。
診断の質を高める余地があるのではないか。
さらに起きている行動や現象に対処するというこ
とではなく、BPSD への対応ということではなく、
その原因を洞察する力も問われています。
旅路を示すことに加え、地域のなかで一人ひとり
に伴走しきる存在も問われているし、それとつなが
る形で、「自分らしさ」という極めて曖昧な、誰にとっ
ても答えがない、正解がない、一人一人違う、そし
て可能性と制約が常に変わっていくなかで、それを
見極めながら、旅をデザインしきる、生ききること
を支える枠組み、それを倫理的にも問い続けていく
場、機会ということの必要性についても考えさせら
れました。

以上で終わりにさせていただきます。ありがとう
ございます。
大森：はい、ありがとうございました。
あと５分程度しかないんですけど、もう一言何か
言っておきたいこと、ございませんか。
中村さんから、１分以内で。
中村：第２、第３分科会のお話を聞いて、そちらの
お話も聞きたかったなというのが、率直な印象であ
ります。
第１分科会、やはり地域力を育てようということ
で、堀田さんのお話にもありました、地域づくりに
逃げるのではなくということもありましたけれど、
やはり場として地域というものが重要で、そこをど
ういう形で作っていくかということを感じさせられ
ました第１分科会であり、土屋さんのお話で、やは
り 10 年前こういう苦労をしたのが実っているとい
う指摘もありました。
私の総括のところでも申し上げたんですが、やっ
ぱり時間をかけなきゃできないところがある。しか
し、今、我々の自治体を考えると、それをやってこ
なかったというあせりも感じることでしょう。する
ので、当面やらなきゃならないことをこなしつつ、
しかし、中長期的な視点を忘れずに、地道な努力を
重ねていく、この二段構えが必要ではないかという
ふうに思ったところです。以上です。
大森：宇田先生、一言。
宇田：先日、９月 16 日に、医療介護連携に関する
合同会議を開催をさせていただいた時に、ケアマネ
ジャーの方がこんな発言をしてくださいました。
「医療との連携が深まると、ケアマネジメントの
質が高まる。医療と介護の連携を進める、情報交換
の共有化を進めるというのは、とても大切な仕事で
あると。私達も心して病院側に情報をつないでいき
たいし、そのことを踏まえた上で、生活の場に帰す
入院中の患者さんのケアの情報も、是非、ケアマネ
ジャーにお返しいただきたい」というご発言がとて
も印象的でした。
在宅医療か施設ケアかといったような二者択一で
はなくて、ベストミックスをこれから模索するため
に、やはり我々ができること、行政ができること、
そして医療機関、ケアマネジメントをなさっておら
れる方々ができること、そういった方々が共同して
議論できる、その場を大事にしていきたいなと思い
ます。
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大森：堀田先生のご報告で、専門職の腕と腹とおっ
しゃっていて、腹ですから、腕は分かるんですけど、
腹って珍しい言い方をしておられますが、最近、専
門職の方々は腹っておっしゃるんですか。
堀田さん、ミッションとおっしゃっていたから、
それのほうが分かるんだけど、腹って、腹の内なん
て分かるはずはないんです。この言い方、面白いので、
どういう主旨かうかがってみたい。
堀田：よく地域包括ケアの推進にあたって、多職種
連携、顔が見える関係というふうに言われますけれ
ども、単に顔が見えるだけではなくて腹も見える。
みようとすることで…ということで、この腕と腹と
いうのは、それまではスキルとミッションと申し上
げていたのですが、東京・新宿の歯科医の五島先生
がお使いになった言葉を使わせていただきました。
２点付け加えるとすると、１つは立場を超えて、
同じ地域に暮らす生活者として、世代を超えて、領
域を超えて、自分がどのように生きていきたいのか、
死んでいきたいのか、それができる地域なのか。大
抵それは 120％は叶いませんので、そこそこいい人
生だったなというふうに思えるような地域にするた
めには、どうしたらいいのかということを語り合っ
ていくということが大変重要で、他方でこの「地域」
というものが、住んでいる地域、学びの場、働きの場、
経済圏、ICT の活用も前提にすれば、もうどんどん
よく分からなくなってもいるわけで、それを問いつ
つ対話を重ねることが求められていると感じていま
す。
もう１つは、結局答えがないということを、どれ
だけ私達一人一人が受け止めきれるかということが
問われているという先ほども少し触れた点です。
今、事例検討会など回らせていただいていると、
なかなかご本人がいらっしゃることはなくて、空中

戦といいますか、特に医療職がいらっしゃると、リ
スク予防という視点が強調されることがよくも悪く
も多い印象で、本当にその人の自立と尊厳ってどう
いうことなのか。終わりがない最善に向けて、それ
ぞれの持ち場で日々問い続けることが切実に求めら
れていると思います。正解も終わりもないというこ
とをあらためて見据えた上で問う、失敗も成功も共
有するというプロセスを愚直に続けることがいま一
度重要だと学ばされた分科会でした。
大森：ちょうど時間でございまして、ご協力いただ
きましたけど、やっぱり分科会で何が語られたかと
いうことを語らないと、まとめにならないというこ
とが分かりました。
ですから、私の最初の要請は少し無理があったか
ら、反省しつつうかがって、お３人の先生方が上手
にまとめていただきまして、分科会の様子がよく伝
わったんじゃないかと思います。ありがとうござい
ました。
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大森：それでは、引き続いて、よろしくお願いいた
します。
全体のテーマは、「これからの介護保険とのつき合
い方」になっていまして、副題が「自分らしく地域
で老いていくために」。
私はすでに老いてしまっていますので、私の問題
かどうか怪しいんですけど、興味深い言い方は、「つ
き合い方」になっている点ですから、介護保険とど
うつき合っていくか。
基本的に言うと、住民の皆さん方が介護保険との
関係をどう考えるか、どういうふうに生きていくか
ということが主旨ではないかと考えています。
今日は豪華メンバーでして、この５人の皆さん方
からご発言いただくんですけれども、最初は 10 分
間でエイヤアとおっしゃりたいことをおっしゃって
いただいて結構ということになっています。もし私
がお聞きしていて、この点もうちょっとというのが
出てきましたら、第２ラウンドでお聞きして、第３
ラウンドまで時間があれば、少しお互いにいろんな
ことを話し合ってみたらどうかというふうに思って
いまして、細かい打ち合わせはしてございません。
シナリオは基本的にありませんので、出たとこ勝
負で行きたいと思いますけど、ここはそういう場で
ありますので、パネリストの皆さん方がご自分を主
張していただいて、主張点が異なったら論争してい
ただいて結構です。
ただ、三浦局長はお立場がありますので、言いに
くい点があるかも知れませんので、しかし、せっか
くお出かけくださいましたので、言いにくいことを
お聞きしますから、お答えいただきたいなと思って
います。
ただし、時間があれば会場からもご発言いただけ
ればと思っていますけど、うまくいかないかも知れ

ません。ご容赦いただくことになると思いますけど、
この５人の皆さん方からご議論いただきたい。
最初は、山崎さんからお願いします。

山崎：はい、どうも皆様おはようございます。
実は私は、前回の熊本でドタキャンをしまして、
本当申し訳ございませんでした。最初、私が出る予
定だったんですけど、結局駄目で、大変ご迷惑かけ
ましたので、そのお詫びを兼ねて、今日やってきた
わけでございます。
私は、介護保険を作って施行し、見直しをすると
ころまで足掛け 10 年ぐらい仕事をしましたが、そ
の後はずっとやっていませんので、ちょっと離れた
立場で、介護保険について、自分の個人的意見を申
し上げたいなと思っています。
あまり介護保険のことをしゃべると、三浦君をは
じめ現職の人が困るだろうということで控えている
んですけれど、今日は個人的なことでいいから言え
と大森先生に言われていますから、少しお話できれ
ばと思っています。
物事を考える時には、いろんな視点があります。
現場の視点、これは「蟻の目」と言っていますけど、
現場の視点は当然大事です。しかし、一方で大きく
社会全体の中で見ていく「鳥の目」という視点も大
事です。両方の視点から見る必要がありますけれど、
きっとこの介護保険も、もう一度大きく「鳥の目」で、
社会全体の中でどう考えていくべきかという時期に
なったんじゃないかなという感じをしております。
もう皆さん、よくご存知と思いますけど、2000 年
に介護保険はスタートしたわけですけれど、それま
でのいろんな取り組みを踏まえて、試行錯誤を繰り
返しながら、ここまで歩んできました。
全体を、例えば 75歳以上のお年寄りの数で見てみ
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ると、ちょうど 2000 年のころがピークの３分の１
ぐらいにあたったんですね。その後さらに 2015 年
に３分の２にまで来ているわけですが、介護保険導
入によって、どうにか、この水準まで乗り切ってき
たという感じをしています。
そこで、次の残りの３分の１にどう対応するかと
いうことになりますが、この３分の１は単に数量的
に高齢者が増えるというんじゃなくて、社会的に見
ても問題の質が相当変わってくるだろうという感じ
がしています。
やっぱり一番大きなのは、認知症のお年寄りとい
う、これまでの身体介護の概念とは違う方々をどう
いうふうに支えていくかということです。この点で
介護の内容も相当変わっていく必要があるんだろう
なと思います。
そこで、別の視点から問題提起をしてみたいと思
います。初めて見る方もいらっしゃると思いますが、
一つのデータをお話ししたいと思います。これは自
殺率なんです。
実は日本の自殺率は大変高いわけでして、やっと
年間３万人を切ったというので喜んでいるぐらいの
状態なんですが、私は、この自殺率のデータという
のは、日本社会の実像を的確に映しだしている指標
だと思っています。
ちょっと見ていただくと、ある時期に日本の自殺
率はものすごく高まって３万人を超えたわけです。
これはいつごろかと言いますと 1997 年から 98年の
まさに金融破綻をきっかけとした経済不況・生活不
安期が始まった時期で、ここで日本の自殺率は猛烈
に増えてきました。ここから日本社会は大きく変わっ
たとも言えるわけです。
この中で、介護保険の関係でお話ししたいと思い
ますのは、実は 2000 年前後の動きなんです。何が
起きているかというと、自殺率は高まるんですが、
その中心は若い人達です。20代、30代です。
それに対して、この青いグラフは 60 代以上なん
ですね。非常に不思議なことなんですが、高まった
自殺率が 2000 年以降ずっと下がっていくんです。
若い人のほうがどんどん高まっていくのに、高齢
者が実は減っていったという、これは世界的に珍し
い事例なわけです。
別のデータで見ますと、これは年代別の自殺率を
国際比較したものです。いろんな国がありますけど、
だいたい例えばここにありますように、アメリカな

りカナダなりドイツなんですが、高齢になれば自殺
率は高まるわけですが、日本の場合は実は高齢にな
ると自殺率が落ちている。
このことについては、いろいろな専門の方の意見
もありますが、ある研究では、実は介護保険に自殺
を防ぐ効果があったんだと言われています。
これは大変大事なことで、いったい高齢者がどう
いう人生を送っているかという面で考えた時に、介
護保険が果たした役割って何だろうかということを、
もう一度評価し直していいのじゃないかなと思って
います。
もちろん元気で、いろんな身体機能が回復するこ
とを目指すのは介護保険の目的の一つかもしれませ
んが、一方で、自殺という一番厳しい事態を防いで
いくという、真のセーフティネットという意味があっ
たんじゃないかなと思います。
それはなぜか。私は現場のヘルパーさんやケアマ
ネジャーさんなど、高齢者に対して実際に接触して
いる人達の個々の対応が非常に大きな成果を出して
いるんじゃないかな、そうした支えで高齢者は心が
折れることなく生活を送れているのではないかとい
うことを感じるわけです。
逆になぜ、若い人の自殺は増えているのか。「社会
的包摂寄り添いホットライン」という事業を５年ぐ
らい前に、湯浅誠さんや清水さんと協力して導入し
ました。これは、24 時間 365 日無料電話相談とい
う事業で、現在も様々な方々が協力し合ってやって
おられます。
この電話相談事業をやる時に、周囲からは随分反
対されまして、いまさら電話相談なんてニーズがあ
りませんよ、「命の相談」もあれば、行政の相談もあ
るでしょうと言われ、「こんなやったって、どうせ誰
も電話しませんよ」と言われたんですが、やってみ
ると大変な驚きで、１日４万件も電話がかかってい
るんです。大変なものです。年間で１千万件なんで
すね。
オペレーターとして電話を受けているのは、各分
野の当事者団体で、DVの関係だったり、障害者団体
だったり、その人達が全部受けているんですが、接
続率６％なんです。なぜこんなに電話がかかってく
るのか。
これは何かというと、実は電話で相談される内容
から分かります。一般的な問い合わせのようなもの、
例えば、「これこれの制度はどういうものですか」と
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いったものよりは、むしろ、いろいろな面で不安を
抱えながらも本当に孤立して誰にも相談できない、
この不安な気持ちを聞いてほしい、一緒に考えてほ
しい、寄り添ってほしいという人が、若者を中心に
ものすごく増えているということなんです。
相談者は、高齢者が多いかと思ったら、30代、40
代の方が多いです。高齢者は介護保険の中でカバー
されているんですね。
こうした状況の背景としては、「孤立化」という大
きな問題が起きていることがあげられます。これが
結局自殺につながっているということになります。
そう考えたら、「相談支援」ということをもう一度
真剣に考える必要があるのではないか。「相談支援」
というものを社会のセーフティネット機能として考
えなきゃならないのではないか。これが、私の１つ
の意見です。
その点でいきますと、これは、ちょっと書きまし
たが、今のような申請を待ち、縦割りで調整だけや
ればいいんでしょうというのではなくて、今、求め
られているのは、むしろ弱い人達をこちらから本当
に発見し、それについては縦割りじゃない、あらゆ
る対応を行い、まさに伴走的にいかにやっていくか。
そしてそういう活動を担う人達をどんどん作って
いく。まさに「人が人を支援する」仕組みをしっか
り作っていくことが非常に大事じゃないかなと思い
ます。
介護保険についても、そういう視点から一度真剣
に考えるべきじゃないか。
介護保険を設計するときに、ケアマネジメントの
議論をやったわけですが、当時のケアマネジャーの
イメージは、もっと相談支援的なものをやるという
ものだったのですが、制度施行の時に給付準備が大
変だったもんで、給付管理業務をケアマネジャーに
お願いしたんですね。
本来は給付管理は IT カードを使ってやろうと思っ
ていたんですが、間に合わなくて、結局、ケアマネ
ジャーに給付管理をやってもらったということで、
結果として本来の相談支援部分がかなり脇になって
しまったと感じています。
実は介護保険を作る時に、ドイツの介護保険で導
入されていた司法扶助と言うんですが、権利擁護の
ための成年後見のサービスも介護保険の対象に入れ
ようかという議論がありました。
ただ、これを計算すると、当時の費用で数千億円

かかるだろうと言われていまして、その数千億円が
あるならヘルパーさんの給料を上げたほうがいいと
いうので、これを断念したわけですが、そういう権
利擁護、まさに相談支援のことをどう考えていくか
は、今後の介護保険でも論点の一つになってきてい
るのではないかと思います。
私は、最近「共生支援」という言葉を使っている
んですが、これまでは「自立支援」ということで、
足りないものをどうにかカバーすれば、みんなが自
立した生活ができるかを考えてきた面がありますが、
今は、個々人の存在そのものが孤立化している、こ
の人達をどうやって支えていくかというところにい
よいよ来たのではないかということで使っている言
葉です。
もちろん、地域は大事です。地域は大事ですが、さっ
き堀田先生が言われたように、地域のことばかり言っ
て、そこですべてが解決できるのだと言っているだ
けでは限界があるのではないか。加えて、やっぱり
日本の社会システム全体の中で、孤立した人に対し
て、この介護保険制度はどう制度的に対応するんだ
という次のステップにそろそろ入るべきでしょう。
介護、医療という専門職は専門職として頑張ってい
ただけるわけですけれど、それに加えて、社会的な
仕組みとしてのセーフティネット的な要素をもっと
強めていくべき、そろそろ議論をするべきではない
かということを感じております。以上です。
大森：山崎史郎さんが歩くと、あるいは発言すると、
大きいことが起こるんです、いつも。
今回も何か予兆を感じますよね。
すでに、生活困窮者の支援法は動いていますよね。
そちらのほうでは一部動いているんですけど、それ
を介護の制度と連動させるとなったら新しい発想で
すし、それがどういう仕組みになるかということは、
大きな問題提起ですので、これ、後ほど局長さんか
らも何かコメントがあったらうかがいましょう。
本当に山崎さんが歩くと新しいことが起こるんで
すよ。
いやあ素敵なんです。こうやって介護だけじゃな
くて、いろんなことをおやりになっていますので。
また、後ほどディスカッションさせていただきます。
それでは次は、秋山先生に行きましょうか。
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秋山：秋山でございます。
私は、介護保険の制度設計や実際に現場でサービ
スを提供していらっしゃる方の立場ではなく、生活
者としての高齢者の立場から、高齢社会を研究して
まいりました。そういう視点からお話をさせていた
だきたいと思います。
これは目新しいグラフではありませんが、2030 年
に高齢者が全人口の３分の１で、しかも 75 歳以上
の人口が 20％。５人に１人が 75 歳ということを確
認したいと思います。
このグラフは、学際的なチームで 25 年以上、住
民基本台帳から無作為に抽出した約 6,000 人の日本
の高齢者を、３年ごとに追跡調査をしているデータ
の分析の結果の１つです。
加齢に伴う自立度の変化パターンです。縦軸が自
立度で横軸が年齢です。３点は十分一人暮らしがで
きる程度に元気な状態です。男性の場合、約７割の
方が 70 代半ばあたりまでは元気ですが、そのあた
りから少しずつ自立度が落ちてきます。こちらは女
性ですね。女性は実に９割近い方が 70 代のはじめ
ぐらいから緩やかに自立が落ちていっています。
介護保険のお世話になるのは、この部分の人達で
す。
大半の人たちは 70 代半ばから自立度が落ちてい
く。先ほどお見せしたグラフにあったように、これ
から 75歳以上の人口が急増することを考えると、こ
れは由々しい問題です。
したがって、私達は何を増すべきか考えたると、
男性の７割、女性の９割、日本の高齢者の８割ぐら
いが、70代の半ばあたりまではだいたい元気ですが、
そのあたりから自立度が落ち始める、ここの赤い線
が落ち始める点を２、３年、できれば５年ぐらい右
のほうに動かすということが重要な課題です。

80歳ぐらいまではだいたいみんな元気という社会
をつくるということです。
もう１つは、現在、人生 90 年時代とも言われて
おりますが、皆が 90 年をピンピン元気で、グリー
ンの線のように生きること現実的には難しい。
したがって、なるべく長く元気で、しかし、弱っ
ても安心して快適に生活できる生活環境を整備する
ことが第２の課題です。
３番目の課題は、希薄化している人の絆を強化し、
維持することです。私ども東京大学の高齢社会総合
研究機構では、そういうその３つの課題の解決を目
指して、長寿社会のまちづくりという社会実験に取
り組むことを数年前に決めました。
首都圏のまちと地方のまちを一つずつ選びました。
これはもう典型的な首都圏のベッドタウンである千
葉県の柏市、地方のまちとして福井市で長寿社会の
ニーズに対応したまちづくりに取り組んできました。
長寿社会のまちづくりは、お年寄りのためのまち
づくりではありません。人が 90 年生きる、元気で
いきいきと、安心して生活できるまち。子どもにとっ
ても働いている人にとってもお年寄りにとっても暮
らしやすいまちを目指しています。
私はその中でセカンドライフの就労プロジェクト
を担当しています。
柏市は典型的なベッドタウンで、毎年 7,000 人ぐ
らいの住民がリタイアして柏でセカンドライフを始
めます。60代で皆さんお元気だし、いろいろな知識
やスキル、ネットワークをお持ちですが、ヒアリン
グをすると、多くの方がおっしゃるのが、「すること
がない、行く所がない、話す人がいない」というこ
とです。ほとんどの方が何十年も東京に通勤してき
て、突如 24時間を柏で過ごす、名刺もないとなると、
外に出ていくのは、なかなか勇気がいります。
結局、家でテレビを見て、時々犬の散歩をするとか、
ジムに行くという生活になります。「定年後犬も閉口
５度目の散歩」という川柳があるそうですが、犬も
５回も散歩に連れていかれると疲れちゃうんですね。
奥さんももちろん大変です。しかし、本人に一番よ
くないですね。家でテレビを見ていると、脳も筋肉
もすぐ衰えはじめますから、赤い線が右のほうでは
なくて、逆に左のほうに動きそうです。
どうにかして家から外に出て、人と交わって活動
してもらいたい。それがボランティアでも生涯学習
でもスポーツでもよいのですが、なかなかそういう
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ものに出ていけない。
ヒアリングをすると、一番外に出やすいのは、仕
事があれば出やすいと言われました。しかし、今ま
でのように満員電車に揺られて東京に通勤するのは、
もう卒業したいということなので、住まいから近い
地域に仕事場を沢山作ろうということになりました。
それに加えて、セカンドライフの新しい働き方を編
み出すのが、このプロジェクトの目標です。
現在、９つ仕事場があります。仕事場の開拓は、
その地域にどのような課題と資源があるかによりま
す。柏市の場合、元々利根川の流域の肥沃な農村で
あったということもあって、農業者の高齢化によっ
て生じた休耕地を活用して農業をやろうというのが
１つのプロジェクトです。
その他、ミニ野菜工場、URの建て替えに際して
住棟の屋上を農園にして、仕事場を作り、セカンド
ライフの就労者に働いてもらおうという構想です。
また、75歳以上の方が増えていますが、特に一人
暮らしの方の食が非常に乏しいということで、コミュ
ニティのダイニングルームとして、食を支えると同
時につながりをつくるコミュニティ食堂も就労シニ
アの働く場になります。昨今は、お２人で東京に働
いている家庭が多いので、学童保育のニーズが大き
く、ここでもシニアに活躍の場があります。
このように社会のニーズに応える形で仕事を作っ
てきました。右側が事業主です。最低賃金は払うと
いう条件の下で、採算を取って回していっている地
域の経営者に事業を担ってもらっています。
セカンドライフは、マラソンの後半戦と同じで非
常にばらつきが大きいですね。体力においても、70
歳でマラソンをしている人もいれば、玄関先の郵便
受けにようやく歩いていける人もいる。経済的にも、
時間的にも 24 時間全部自分の時間という人もいれ
ば、介護やお孫さんの世話をする必要があり、時間
が限られている人もいます。
人によって条件が異なるので、フレキシブルな雇
用制度にして自分で時間を決めて働く。ワークシェ
アリングをうまく導入して回しています。こちらは
元気で活躍していらっしゃるシニアの方々の写真で
す。
働くことが本当に健康長寿にプラスになるという
ことを、エビデンスを付けて政策提言をしたいと思っ
ています。
これは厚労省の報告書に掲載されている高齢者の

就労率と医療費の関連を示した図です。高齢者の就
労率が高い県は医療費が低いという弱い相関関係が
あるということですが、因果関係が分からないです
ね。働くと元気になるのか、元気な人が多いから働
いているのか明らかではありません。そのあたりを
データで解明したいと考えています。
ほかに認知能力や人のつながり、地域社会への影
響などを評価しながら進めています。
この図にあるように、筋力、肺活量、認知能力な
どを測定しています。この図は活動量が就労前と就
労後でどんなふうに日々変わったか、生活のパター
ンの変化を示すタペストリーです。データはまだ収
集中ですが、ポジティブな結果が現れています。
最後のスライドですが、昨年、次世代の高齢者、
50 歳から 64 歳の方 5,000 人に対して、あなたは
65 歳から 80 歳ぐらいの間に何をしたいと思ってい
るか、尋ねました。１番は、就労でした。２番目が、
自分を磨く、学ぶということでした。
したがって、今日の高齢者は、リタイアしたら盆
栽の手入れをしたり、孫の世話をしながらお迎えを
待つということは考えておらず、リタイアした後も
働く、そして学ぶということを望んでいることを認
識しておく必要があると思います。
大森：ちょっと時間が制約されておりますので、早
口でお話しになりまして、非常に大事なことを沢山
おっしゃっていますので、後ほどおうかがいしたい
なと思っています。
次にまいりましょう。吉岡市長さん、お願いします。

吉岡：愛知県の高浜市からまいりました市長の吉岡
でございます。
今回のこのテーマの中に「介護保険とのつき合い
方」ということなんですが、私からは、総合事業の
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一部とここに書いてあるように、一般介護予防に位
置づけをされた事業についてのご紹介をさせていた
だきたいと思います。
介護保険とのつき合い方ということでは、いかに
住民の方が、介護保険だとか事業だとか市がやって
いることだとか、あまり意識をせずに人の地域との
関係づくりができればいいのかなという思いで、元々
介護保険じゃないところからスタートしております。
私どもの町の状況を少しだけお話をしますと、人
口は 46,000 人で、僅か 13 平方キロなんですよね。
４キロ、３キロぐらいの所です。
私、毎朝、自転車で役所へ行っていますけど、１
時間ぐらい市内を回って、５分の１ぐらいの所は回
れちゃうぐらいの、そんな町なんですよね。
瓦と自動車産業の町で、日本一の二次産業就業率
です。52％近くが二次産業。一次産業というのはも
う 1.3％程度で、ほとんどの方が二次産業に関わっ
てみえます。
スーパーがそんな狭い所なのに４軒あるんですよ
ね、中堅のスーパーが。だからご多分にもれず、お
買い物は車で行くということがほとんどで、もう町
の中の商店街というのは、ほとんどなくなっていま
す。
そういう中で、高齢化率は低いです。19％弱、
18.5 ぐらいなんですが、町内会の加入率といったも
のも実は非常に落ちてきている。そういう状況の町
です。
だからお互いさまの関係というのが段々消えてき
て、お年寄りの用事が少ない。そんな町でこんな事
業を始めてますということです。
これは、介護保険の導入時に予防拠点の宅老所と
いうのを作っていただいたんですが、公設で運営は
ボランティアがやっています。管理を社協に委託し
ているんですね。そこの利用者が固定化をしたり、
何となく据え膳盛り飯で、要支援の方が入ってみえ
る時もあったんですけど、もう何となく自発的に活
動することがない、そんな場所になっていってはい
かんなというふうに思いました。
「お茶でもいれましょうか」とか、行くと座布団
を出してくれたりと、いろんなことを自分でできる
にも関わらず、そういう場所を作ってしまうと、何
となく業者がやっておると、自分達はお客さんになっ
てしまう。そんなことがありました。
これは介護保険外で十分やれることがあるんじゃ

ないかなという思いが、こういった事業を進めてい
くきっかけになりました。
ここに書いてあるように、生涯現役のまちづくり
という名前も、私がそういう思いを持った時に、藤
原さんという山口県の夢のみずうみ村の事業者の代
表者とお会いする機会があって、うちには地域にこ
んな資源がいっぱいあるんだという中で、お話をさ
せていただいた時に、実際にこれを町中でできない
だろうかということで随分盛り上がりました。試験
的にやられたそうですけど、できなかったというこ
とで、うちは資源があるからやろうと。
例えば木工の工房があったりとか、福祉施設のパ
ン屋さんがあったりとか、喫茶店があったりだとか。
愛知県というのは喫茶店の文化がありまして、グ
ラウンドゴルフをやった帰りに、お年寄りがみんな
で喫茶店に寄って、モーニングを食べるんですよね。
その中には本当にいろんな地域のお話がいっぱい出
てくるわけでして、これはそういう文化があるから、
人が集まるような場所を作っていけば、十分そうい
うことができるんではないかなというふうに思いま
した。
名前が健康自生地と言うんですけど、自分でそこ
に行けば健康になるよというようなことの思いを込
めて作った名前です。いろいろ要件はありますけど、
運営は本当に地元の地域の方がやっていますので、
元気な高齢者の方がほとんどお金をかけずにやって
います。
介護保険の総合事業に入りましたけど、実はあま
りお金を使ってません。制度的に運営費みたいなの
を年間３万円ぐらい出しますよとか言っておるんで
すけど、今のところお話があるのは２件ぐらいです
ね。あとのところはいらないということです。
ゴルフをやったりだとか、体操とかこれもいろん
な所で皆さんがやっていることですよね。
例えば、これは指物屋さんが機械を東北の支援に
出してしまって、空いた所で自分達で持ち寄りで、
ざっくばらんなカフェ田戸町店という名前をつけて
やってみえます。
これはお寺ですね。場所の選定は、住民の方が決
めているんですけど、実は最近、お寺どころか、墓
石屋さんが集まる場所に認定をされまして、何かフ
ルセットが揃っているような、そんな形に今なって
います。
我々が決めると、それはもう墓石屋さん、どうな
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のと思っちゃうんですけど、住民の方が決めていま
すので、何ら問題がなくやってもらっていただいて
います。
これは趣味のいろんな会だとか、買い物や食事が
できる場所、これはいろんな所が、それぞれ、皆さ
んの地元にある場所ばかりだと思うんですよね。
少しお店の中をいじっていただいて、机とか椅子
を置いていただく、そんなことで集まっていただい
ている、そんな状況です。
見てもらっても分かるように、本当にどこにでも
ある、視察に来られると「私どもは何もやってません」
といつも言うんですけど、本当に何もやってないん
です。お店のほうが「うちも参加しても良いですよ」
というお話をされて、少しずつ進化をしていますと
いうふうに申し上げたほうがいいかと思います。
元々最初から商工会さんだとかを入れて始めてま
すので、はじめは疑心暗鬼で、商工会さんが「これ
何ですか」と言っていましたけど、段々とご利用さ
れるようになってきて、最近は推薦をしていただい
て、商工会さんが「この店どうですか」というよう
なことも言っていただいています。
これは先ほどから皆さんご説明をされておるよう
な、そんな担い手になったほうがいいよとか、参加
者を増やすにはどうしたらいいかという、つながり
の図です。
全く何もやってないわけではなくて、その情報発
信としてこういう「でいでーる」という冊子を出し
たりとか、インセンティブと書いてありますけど、
楽しくやるためにはということで、抽選会なんかを
やっています。この「でいでーる」、今日、表にある
そうなんで、まだ沢山余っていますので、持っていっ
てください。
インセンティブと書いてありますけど、抽選会を
年に１回か２回やるんですが、この地元企業さんが
居場所を提供して協賛をして、こんな循環がちょう
どできている。そんな仕組みになっています。
本当にこんな来店者が増加しているかというと、
そんなにでもないと思いますけど、少しずつ楽しみ
ながらやっているというのが我々の事業ですね。
この写真は担い手側に回っている方々で、私もい
つも事務局さんをやってください、役員をやってく
ださいということを申し上げています。
男性の高齢者というのが、なかなか出番がないと
いうことの中で、これは自分達で新たに始められま

した。これも大事なことだなと思いますね。お任せ
してあるので、中身も自分達で考えてやられていま
す。
これから健康自生地へ出かけるということが、１
つの日常生活の中に落とし込まれていくといいのか
なと思います。
また、今年度から認知症の脳と体の健康チェック
というのを国立長寿医療研究センターと始めまして、
その中で、どういうことをしたら認知症の予防にな
るかなとか、健康づくりになるかということを、実
際に検証していく中に、この自生地を活用していこ
うということを言っていただいて、私も持っていま
すが、こんな万歩計を、チェックを受けるといただ
けます。ちなみに私は今日歩いていませんので 98歳
と出ていますね。
最後は、こんなふうになったらいいなという、こ
の通所型に行くといいなというような思いもあるん
ですが、担い手側に回ってもらって、地域の仕事に
なるというのは１つの形なんですけど、一方で保険
制度によらない、行政がやらない、事業にしないと
いうことも大事だろうと思います。
行政がいかにやらないか。これが私はキーワード
だと思っていますし、こういう地域で自分もこんな
ふうに暮らしていきたいから活動するという地域に
なっていくことが、普段の暮らしの中に溶け込んで
いくことが、これからも自然な形になっていいので
はないかなと思っています。
大森：今、行政はあまりやらないほうがいいとおっ
しゃった。つまり注意深く放置しておけばいい。関
心を持ちつつ、しかし、行政があまり介入しないと
いうやり方を取る。そういう手法のことですよね。
それでは、八田先生お願いします。
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八田：鹿児島純心女子大学の看護栄養学部の八田で
ございます。
今日は、本来は県の立場で介護保険課あたりがこ
こに座るべきかと思いますが、私は、保健師として
この３月31日まで県の介護保険課に在籍しておりま
して、本日この場にいらっしゃる三浦先生や山崎先
生が介護保険の創設時に厚労省におられたころ、県
の介護保険の担当の部署におりました。その後、18
年度改正、24年度からの地域包括ケアの体制づくり
の時に、県職員は３～４年おきに異動がある中で介
護保険の分野に結構長く居合わせまして、この場に
座っているところでございます。
鹿児島県、本当にいろんな地域がございます。今、
この地域というキーワードが重要になった時に、こ
の鹿児島に住んでいて良かったと、こんなに素晴ら
しい地域がいっぱいあるということを改めて実感し
ているところです。
鹿児島県の高齢者をめぐる現状と課題というとこ
ろでは、248 ページ、247 ページに介護保険課が詳
しい資料を出してくださっていますので、ご覧くだ
さい。高齢者の８割は元気で、そして介護予防事業
等への参加というのは、全国的に言われていますと
おり、少ないのですが、その代わり地域づくり、住
民主体の地域づくりとか、今回のサミットで、オプ
ショナルツアーで参加しました、「がんばろう高山」
のような、地域づくりが非常に活発化しているとこ
ろです。
そして高齢単身世帯と高齢夫婦世帯の割合が全国
で１位と３位で、非常に高く、老老介護も進んでい
ますけれども、このままこの地域で介護したいとい
う方の割合が５割というような状況でございます。
これまで介護保険は、本当にいろんな制度改正の
中で、その度に市町村の皆さんは「県がね」、県は

「国がね」と言いながら制度改正、取り組んできたと
ころがありました。特に平成 18 年度、19 年度にこ
の地域ケア体制の整備に関する基本指針が出されて、
地域ケア体制整備構想を県が作ることになったあた
りから、どうもやっぱり自分達で考えてやっていか
ないと駄目じゃないかという非常に強い危機感があ
りました。
療養病床の多い鹿児島にとって、この療養病床再
編の考えに関しては、かなり一大事で、そのころか
ら市町村の皆さんや関係団体の皆さんといろいろ協
議を重ねて、そして介護保険事業計画にその検討の
結果を乗せ込んできました。特に平成 19 年度に県
で地域ケア体制整備のモデル事業を立ち上げ、平成
22年度にモデル事業などに取り組みながら、そのこ
ろに一生懸命頑張っていただいた市町村の皆さんと
共同で合同検討会を立ち上げて、地域包括ケアとい
うのはどういうことなんだろうかということで、県
と市町村、それから関係団体の皆様と様々な取り組
みをしてまいりました。
この図は、今、地域包括ケア体制のイメージ図と
いうことで、県の介護保険事業支援計画に載せてい
ますが、地域包括ケア研究会の報告にあります、自
助互助の活動をまずベースに、高齢者の方々の状況
の変化に応じて、共助公助サービスがしっかりと提
供できる体制づくりということで、市町村、県の役
割を書き込みながら、このようなイメージで、地域
包括ケアシステムの構築を推進しているところです。
ちょっと難しい図とよく言われますけれども、私
としては、地域包括ケア研究会からも示されている
とおり、この自助互助、共助公助の考え方で進むと
いう方向では、よくできているのではないかなと思っ
ているところです。
そういう取り組みをしている中で、ここに挙げて
いるような市町村のいろんな活動が報告されていま
す。やっぱりそれぞれの地域にしか答えはないとい
うことで、地域の実情に応じた様々な取り組みを自
ら考え、実践していただいていますが、そのような中、
平成 23年度に保険者機能調査をいたしました。
先ほど挙げた市町村は、この保険者機能の調査結
果で、スコアが県平均より高い所が多くございまし
た。介護保険制度は地方自治の試金石と言われてお
りますけれども、地域の課題を抽出し、Plan（計画）
→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）を繰
り返しながら、地域の課題に応じた仕組みとか体制
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づくりをすると、保険者機能が本当に高まっていく
のではないかと思っているところです。
今、高浜市長さんは、あんまり行政は何もしない
ほうがいいとおっしゃいましたけれども、行政が見
守る立場であったとしても、しっかりと地域の課題
を見つけて、それに対してどうかという評価をして
いく必要があるのではと思っています。
その中で特に今日、３箇所ほどご紹介したいと思
うんですが、まずはこの肝付町、大隅半島の一番端
のほうにありますが、特性として広さ、それから集
落が点在している中で、集落の高齢化率 100％に近
い所も点在しておりまして、集落の看取りというよ
うな言葉も聞くことがあるんですが、地域も人と同
じで、年を重ねると、その時の状況によって支援の
方法は違うし、地域も自己決定をする支援が必要で
はないかということで、片道２時間ぐらい役場から
かかる地域もありますので、うまく IT を入れながら、
どんなふうに地域を支援していくかということで、
町の保健師を中心に頑張っておられます。
この IT 化のところで、ハイカラじいばあの iPad
講座というのを開催されて、高齢者の方々が iPad を
使って好きな景色とか撮って発信されているようで
ございます。
一方、奄美の龍郷町、この町は、人口が 5,000 人
ぐらいです。当初、日常生活圏域単位として、国が
人口１万人ぐらいと示されたんですが、鹿児島は
結構点在している所もあって、県計画においては、
5,000 人規模ぐらいを日常生活圏域という設定をさ
せていただいたところでした。
そういう規模の町ですが、地域で自分達の課題は
自分達で解決しようという気運が高まって、見守り
応援隊などが非常に活躍をされています。
認定率の推移、左の下のほうにありますが、当初
本当に認定率が高く、県内で上から１、２を争って
いたんですが、今は 20％を切って、平成 26 年 10
月で 16.4％という状況でございます。
この背景として、地域ケア会議を役場の保健師さ
ん達が、地道に事業所さんと力を合わせて実施して
いかれる中で、地域包括ケアの取り組みが推進され
てきています。
もう１箇所は大和村なんですが、ここは集落が 11
集落あります。この集落ごとにそれぞれ自分達の集
落にできることを、本当に色とりどりの形でやって
おられます。ここ名音集落では倉庫を改修して喫茶

店を作って、歩いていける所に不自由な身体の方で
も行ける場所が作られたり、集落の倉庫にこういう
電動草刈り機などの道具が置かれて、日常的な生活
支援は地域で、集落で完結しようというような取り
組みがされています。
面白いのは、ここは首長さんがどちらかというと
土木関係の方だったみたいですが、保健師さんとか
保健福祉の課長さんたちが一生懸命後押しされて、
地域住民の方が変わっていかれる様子を見て、今や
もう「地域包括ケア」だということで、一生懸命村
長さん自ら旗を振っていただいています。
もう１つサロン活動、本県は先ほどから地域活動
が盛んになっていると申し上げましたけれども、平
成26年に市町村の協力を得て調査しましたら、1,044
箇所の住民主体の介護予防に資する通いの場が把握
されています。
いろいろ課題もありますけれども、本当にこうい
う場で、身近な所で歩いていける。そういう場に高
齢者の拠り所ができつつあるという状況でございま
す。
少し大学の紹介をさせていただきます。大学は鹿
児島市内から車で約１時間、新幹線だと 15分の薩摩
川内市にあります。この地域のサロン活動もこんな
に増えてきています。そのサロンを教育の場として
もお借りしたいということで、今年からサロンに学
生と一緒に行きまして、いろいろと高齢者の方々の
活動を見せていただき、意見を聞いております。そ
うすることで、サロン活動参加者の方々が地域に誇
りを持っていて、すごく元気で活動していらっしゃ
るということを、学生が肌で感じ報告しています。
最後は、この在宅医療の連携拠点事業、本県にお
いては、郡市医師会が中心になって、在宅医療・介
護の連携体制が作られていまして、これは錦江町の
例ですが、重度のALS の患者さんの家に帰りたいと
いう願いを叶えた事例が報告されています。この事
例に取り組まれたことで、この地域の医療・介護な
どの関係者は重度の方でも支えていけるという自信
を持つことができるようになり、最近では、小児が
んの子供達の受け入れも可能になっているというふ
うに聞いております。
各地域で、現在も医療と介護の連携の仕組みが続
いておりますけれども、このへんで時間終了になり
ましたので、あとの資料は、また時間がありました
ら報告させてください。ありがとうございました。
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大森：ありがとうございました。
それでは三浦局長からお願いいたしましょう。

三浦：老健局長でございます。
残念ながら昨年はサミットにうかがえませんでし
たが、一昨年は、富山で開かれた時には、別の立場
でございましたけれども、参加できました。今回は
介護保険全般についてのパネルディスカッションも
含めて参加することができて、大変幸せに思ってお
ります。
今日の議論の中では、高齢者の数が増えていく中
で、どのような対応を介護保険は行うのかというこ
とがあったと思いますが、支え手と支えられる側と
いう二分律だけではなくて、支えるほうが支えられ
たり、あるいは支えられるほうが支えたりと、そう
いうようなことのご指摘もあったと思います。
介護保険の支え手の問題というのは、非常に大き
い課題だと思っております。これから若い人達の人
口が減っていく中で、介護を支える人達をどうやっ
て確保していくのかを考えると、どこの世界でも、
サービス業のみならず製造業でももちろんそうです
けれども、イノベーションを進めることが重要であ
ると思います。
例えば現行の介護報酬も、一定の人員要件を設け
て一定のサービスを行うという仕組みですが、例え
ば人員要件というような一定要件をかけている以上、
その人数を割ると報酬が下がる。制度上は３人でや
ることになっているんだけど、仮に非常に効率的に
サービス提供した結果、2.8 人でも同じだけのアウ
トカムをもたらすのであれば、人員要件は 2.8 人で
もいいのではないかという提案も考えられます。
そういう意味で、介護保険制度は、いろいろなサー
ビスが現場で試行的に行われ、それが評価されて介

護報酬に順次組み込まれてきているという意味では、
イノベーションを生み出す仕組みはもちろんありま
すが、イノベーションを本質的に進めるための仕組
みをどのように明確化していくかということは、課
題であると思います。
それから、これは今日の演者の皆様方がそれぞれ
ご指摘されていたことですが、アウトリーチの意義
です。平成 18年に、介護予防の事業が始まった時に、
地域の中にいわゆる要介護、要支援という状態では
ないけれども、そのリスクが高い人が高齢者のうち
のおよそ５％いると推計されました。
しかし、事業を開始してみると 0. 数％の人達がそ
ういうハイリスクの人達だと、それぞれの自治体か
ら報告が出てきました。
つまりアウトリーチがその本来の役割を十分果た
せていなかったというような反省が、私には少なく
ともあります。
そういう意味で、アウトリーチを強化していく、
これは大賛成でありますけれども、そのメカニズム
をどうやって作っていくのかが重要です。これはと
りもなおさず自治体の役割をどうやって活かしてい
くのかが課題として指摘されているものと考えられ
ます。
先般、ある自治体の方とお話をしていたら、これ
からも、あるいはこれからはもっと、自治体の職員
の数を厳しく抑制していくような状況が見込まれる
中で、現時点でも介護保険を運営するにあたって、
例えば要介護認定、保険料の徴収といった、保険者
としての基本的な業務をこなすのに精一杯であるの
にも関わらず、更にいろいろなことを言われても、
もうもはや対応できないというような自治体がかな
りあるのではないかというような指摘がございまし
た。
そういうことから考えると、私どもはしばしば保
険者機能の強化などと言いますけれども、保険者機
能の強化は重要だとして、そういう自治体に対して、
どうやって支援をしていくのかが重要であると思い
ます。
来年度の概算要求の中にも支援策の強化を盛り込
んでいますが、やはりアウトリーチを含めて自治体
の能力を発揮できるような体制を作っていくことが
重要であると思います。
それから３つ目の話題は、今日、あまり議論され
ませんでしたけれども、認知症のこれからの増加の
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推計に関することです。
現時点では高齢者７人に１人が認知症と言われて
いますが、これから 10 年後には５人に１人になる
と見込まれています。この推計に影響を与えるのが
糖尿病対策です。対策が功を奏した場合と対策が不
十分な場合では、認知症の方の数にかなりの違いが
出てくるとされています。
つまり私達は介護保険ということで、まるで 65歳
以上の方、場合によっては 40 歳以上の特定疾病の
方を相手に介護保険のサービスを提供していると思
いがちですが、実は糖尿病対策という観点も含めて
考えると、まさに生涯を通じた予防策がしっかりと
打たれる必要があります。
介護保険という分野だけではなくて、山崎さんも
さっき言われていたように、様々な政策や手段を活
用しながら、最終的には介護保険の効果的で効率的
な運営を進めていくことが重要であると思います。
認知症問題は、非常に介護保険のみならず、社会
全体に与えるインパクトが大きくて、大変な課題で
あることは間違いないですが、人類にとってこれが
永遠の課題であるかどうかということについては、
私自身はいささか違う考えを持っています。
というのは、すでに認知症の根治薬の開発は、相
当のところまで進んでいます。もちろん認知症の周
辺症状が出ておられる方や、認知機能が低下してい
る方の認知機能を回復するというところまでいくか
どうかはともかくとして、その症状や進行を止める
医薬品の開発は、非常に早いスピードで進んでいま
す。
仮に認知症の根治薬が開発されるのであれば、よ
い意味での介護保険への影響が期待されます。
逆に言うと、開発されるまでの間をどうやって耐
えるか課題になってきます。
認知症の関係として、今まで厚労省の老健局の中
に認知症・虐待防止対策推進室が置かれていました
が、この 10 月１日に組織改編をしまして、今まで
の高齢者支援課の中にあった認知症対策の部門を老
健局の総務課に持ってきました。
つまり老健局業務全体をこれからは認知症という
観点から見ていこうということでございます。
そういう意味でも厚労省としては認知症対策を最
優先課題の一つとしてしっかり対応していきたいと
思っております。以上でございます。
大森：厚労省、大幅な人事異動があって、三浦局長

が動かなかったということは、外の人間が想像する
と２つです。１つは、三浦さんは老健局長に適任だ
からということと、今回のように組織変革が起こっ
て、認知症対策は真正面からやるんだと。これが一
定程度まで目途がつくまで頑張ってほしいという
メッセージではないかと私は思うんですけど。どう
でしょう。
総務課のほうに持ってきたことの意味合いは、ど
ういうことになるんでしょうか。今までは１つの課
の中の１つでしたから、私はそうじゃなくて、ちゃ
んと名称を持ったものを作るべきだと言い続けたん
ですけど、総務課に持ってきた意味を一言お願いし
ます。
三浦：総務課は老健局全体に目配りする組織ですの
で、そこに認知症の担当を置くということは、老健
局においては、常に認知症対策を意識しながら業務
を進めることとしたということを意味しています。
大森：ということは、総務課長が重要になりますね。
従来以上に。
三浦：総務課長が重要であると同時に、老健局長の
役割は極めて重要です。
大森：大変心強いご発言でしたので、期待していま
すので、やり抜いて欲しいと思います。
一当たりお話しいただいたんですけど、今回はな
かなか興味深いコンセプトが出ていまして、山崎さ
んからは、自立支援の往復作用として、「共生支援」
という概念が出されました。
それから「働いて健康長寿」ということもありま
したし、市長さんからは「健康自生地」、地域を言い
換えて自生地という言い方が出ましたので、なかな
かいいコンセプトが沢山出ました。
山崎さんが最初にご発言していただいた時に、高
齢者問題だけじゃなくて、若者のことを触れている
んですけど、もう１つの論点についてお話しいただ
けますか。
山崎：ちょっとスライドを出していただけますか。
私、今、地方創生関係をやっていますので、少し
それについても大森先生から話をしろということな
ので、お話ししたいと思います。このことは、実は
介護の問題にも関係しています。
簡単に言いますと、日本は人口減少が現時点で確
定的になったということです。これは非常に厳しい
話ですが、よく私は「茹で蛙」の話をさせていただ
いています。蛙が熱い所にポッと入れるとピョンと
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飛び出す。火傷はするけど死なない。ところが水を
張った所に入れて段々温めていくと、最後は茹でら
れて死んでしまう。
実は人口の問題というのは「茹で蛙」現象でして、
知らず知らずに実は大変厳しい状況が起きているわ
けです。
そこでもう一度現実に立ち返る必要がある。人口
減少は特に地方が一番厳しくなるんですが、その地
方からもう一度立ち直っていく方法はないか。それ
を早く考え、実行に移そうというのが今回の地方創
生です。
このグラフを見ていただきたいんですが、簡単に
説明しますと、これは出生数です。一番多かったの
が第一次ベビーブーム世代、団塊の世代ですね。こ
の時は年間 270 万の人が生まれていました。
出生率が下がっているのは、みんな知っています
が、なぜ、今になって人口減少を持ち出すかと言い
ますと、この人口の山の動きが関係しています。こ
の第一次ベビーブーム世代、団塊の世代ですね。こ
の子供達が第二次ベビーブーム世代を作ったわけで
す。これを団塊ジュニアと呼んでいますが、本来は
ここに第三次ベビーブームが来るだろうと関係者は
期待していたんですね。これは政府も期待していた
んです。研究者もそう思っていたんですが、ついに
来なかった。
団塊ジュニアで、今一番若い方が 41歳になり、こ
れから出生数が急増するのは難しい。人口減少がい
よいよ決定的になったと言えます。
人口の山が一旦なくなりますと、その後は山はま
ず来ないだろうということで、極めて厳しい状態に
なったわけです。
第三次ベビーブームが来るとしたらいつごろだっ
たかと言いますと、実はさっき申し上げた自殺が高
まった 97 年から 2013 年頃の間です。その時に本
来は社会に出て、家族を形成して、子供を生んでい
ただく若い世代が極めて厳しい状況に追い込まれて、
その結果、日本は第三次ベビーブーム世代を失った
ということになります。
実はこの時私自身は何をやっていたかというと、
介護保険を一生懸命やってきたので、今考えると子
育ての問題をやったほうが良かったかなと、最近反
省しています。いずれにせよ、こうした人口減少を
前提に考えていかなきゃならない。これが日本社会
の一番大きな課題の一つであります。

いったいどの程度人口は減っていくかということ
を、もう一度お話ししたいと思いますが、今 100 と
しますと、2040年までは、高齢者は増えます。しかし、
若い人達は減ります。2060 年になると、高齢者も増
えなくなります。さらに 2060 年を過ぎると、高齢
者も減っていきます。年間60万、100万ずつ毎年減っ
ていくことになります。こういう極めて厳しい状態
なんです。加速度化するんですね。
これを見たら、2040 年、2060 年、大変だなと皆
さん思うかも知れませんが、実はもうすでにこれは
起こっていまして、東京とか大都市は、第一段階で
すが、地方都市はすでに第二段階に入っています。
そして過疎地はすでに第三段階まで行っています。
これはどんなことかと言いますと、2010 年から
2040 年、もう間近ですけれど、例えば人口５万の人
でいきますと、働き手が４割減るんですね。そして
過疎地でいきますと５割減る。中核都市でも３割減
る。東京でも実は２割減っていくんですね。
高齢者も減っていきますけど、若い人はそれを上
回るスピードで減っていく。これはもう不可避なん
です。そして、それが最初に起きるのは地方なんです。
この地方の問題は、いずれは東京に、そして日本
全体にやってくる問題です。日本の先駆けとして、
地方の創生がうまくいくかいかないかが、日本全体
の運命にも影響を与えかねない。それが問われてい
るというのが、今回の地方創生です。
こうした人口の動きは、介護にも大きな影響を与
えます。それは高齢者だけでなく、若い人の人口動
向も関わっています。
これまで介護保険が機能してきた背景の１つには、
介護人材の確保ができたということがあります。こ
れは 10 年間での職業別の数ですが、例えば東京と
３大都市と地方がありますが、地方はこの10年間で、
農業も製造業も建設業も全部減って、増えたのは医
療福祉だけなんですね。
地方の経済環境が悪化する中で、地方では人材が
介護のほうに大幅に移動したわけですが、これが可
能だったのは、地方にはそれだけの人材がいたから
です。
介護保険は、地方の方が高齢化が先行して進む中
で、介護を支える人材が地方にはいた。雇用の受け
皿になったということで、介護保険は支えられてき
たわけです。
この介護を支える人材がいなくなる。いずれです
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ね。そうなったら、いったい介護保険の仕組みはど
うなるかを考えないといけません。
東京はもうすでに足りないということもあり、非
常に厳しい状況になっていますが、地方も本当に介
護人材が減る時代がもう間もなくやってくると思い
ます。
我々は人を増やして、ケアの内容を高めていくこ
とで介護というのは成り立つという、そういうこと
を当然のように思っていますけれど、一方で実は無
尽蔵だと思っていた人材が、そういう大きな不安を
抱えているわけです。この介護人材不足の問題にしっ
かり取り組んでいくには、いろんなアプローチがあ
りますが、やっぱりサービスの内容を変えていくと
いうことを真剣に考えていくべきだと私は思います。
これは厚労省の資料から持ってきたんですけれど、
人材の問題に今から取り組んでいくとすれば、その
成果があがるのには 20 年かかります。したがって
20 年後にあわててやっても間に合わないわけです
ね。
もし人材が本当に減るのであれば、人材依存度を
低下させていくことが重要です。人が支援するしか
ないところは人が、そうでない業務は、いかに人の
手のかかり具合を減らしていくかということが重要
です。
これはイノベーションアプローチと呼んでいます
が、ロボット活用を含めてしっかり考える。
その上、サービス自体も、雄谷さんの話にあった
と思いますが、なるべく融合していく。障害や高齢
者サービスの分野もですね。
これまで社会保障分野は、常にニーズが増加して、
その結果、専門分化を繰り返してきた歴史なんです
が、今後は人材の面を考えたら融合していく、なる
べく一人の人材がいろんなことができるようにする
ことが重要です。
もう訪問介護だけとか、看護だけとかいうんじゃ
なくて、様々な仕事をみんなが担っていく。様々な
スキルを持って、幅広い支援サービスを提供できる
人をどうやって作っていくかが求められています。
こうした動きは、福祉職や介護職の価値を高めてい
くことにつながると思っています。
これからは人を丸ごと支援していく人材を、我々
はやっぱり 20 年ぐらいかけて作っていかないとい
けないのではないかと思います。
こうした仕組みは必ず世界に通用します。アジア

の少子化は日本より遥かにスピードが早いです。そ
して高齢化が進んでいきます。
つまり世界に先駆けて、人口減少に堪えられる人
材システムをつくっていくことが重要で、これから、
そうした議論が活発になるんだろうと非常に期待し
ているんですが、この話は皆さんにいろんな面で関
係すると思いますので、議論を重ねていただきたい。
地方創生の問題は、いろんなことがあるんですが、
その１つとして介護も実は変わっていかなきゃなら
ないということです。
大森：三浦さんとやり合ってもらってもいいんです
けど、ちょっとまた山崎さんにお聞きしたいことが
あるんですけど、石破大臣もそうですし、あなたも
そうなんですけど、地方創生の担当になっていて、
この地方の概念は、普通、国語の辞書的に言うと３
つです。
１つは全国津々浦々の地域のことです、地方とい
うのは。したがって東京圏も入っているはずです。
国との対比で地方公共団体のことを地方と言います。
もう１つが、首都及びそれに準ずる大都市地域以
外のところを言うと。この場合は東京圏と対比され
ていまして、今、政府が使っているのは、東京圏以
外の所を地方と呼んでいて、その創生を一生懸命やっ
ているんですけど、人口政策的に言うと東京及び大
都市が勝負なはずなんです。
この対比を強調すると、東京都及び大都市の人達
が、そっぽを向いているわけじゃありませんけど、
例えば、大阪や京都の方々は、自分達が地方と呼ば
れることを怒っていますので、地方創生という言い
方が気になります。言い方を変えたらどうかと。
基本的に目指しているのは地域創生のはずです。
地域創生と言えば全ての地域が入る。そういうふう
に考えたほうがいいんじゃないかと。この点はどう
でしょうか。
山崎：対象は地域全部です。
言葉をどうするかというのは１つの大事な部分で
すが、今、私どもの地方創生本部が感じているのは、
こういう人口減少という事態が起きていることを国
民に分かって欲しいということです。地域住民の人
もですね。
本当にこの日本がどうなるかということについて、
みんなに危機意識を持ってもらう。そこが我々は今
回一番大事だと思っています。この国の国民は分か
れば必ず動く国民なんですね。
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その時、この問題に一番はっきりと危機感を感じ
られるのは、やっぱり地方なんです。地方の深刻な
状況というのは、地方が一番分かっているんですね。
残念ながら東京の人に何度言っても実感としてほ
とんど分かってくれませんし、東京はうまくいくだ
ろうとみんな思っている。この思っていること自体
が実は問題なのです。
みんなが一緒の気持ちになってもらえればいいん
ですが、私は早く覚醒した所からやっぱり引っ張っ
ていく以外、解決はないと思っていますから、その
地方というのは、決して地方を低く見ているんじゃ
なくて、むしろこの地方が日本全体を変えていくだ
ろうという期待を込めて言っていると、こういうこ
とになります。
大森：イノベーション大事だと。革新することが大
事だと。介護保険制度全体の理念は維持しながら、
それを実現、具体化していく時に、時代が変わって
人々の意識が変わっていく時に、どういうイノベー
ションをやっていくか。そのイノベーションのいく
つかの側面を語りはじめている、今日は。
この点について、三浦局長から何かコメントがあ
ればうかがいましょうか。
三浦：山崎さんが出された絵で、イノベーションに
関して ICT 等の活用ということが書かれていたと思
うのですが、私のイメージは、そういうものだけで
はなくて、例えば、人が人をケアするという、この
ケアの方法も含めて、イノベーションというのは至
る所にあるのではないかと思います。
それをどうやって掘り出して、そしてできるだけ
早い段階で制度に乗っけて、イノベーションをさら
に育てていくかということがすごく大切だと思って
います。
それからもう１つ、山崎さんが出されたものの中
で、障害だとか高齢者だとか子供さんだとか、そう
いうもののサービスをやって、統合的にやっていく
か。こういうご提案もありました。
これらも含めて、実は９月のに新しい福祉のあり
方についての考え方を厚生労働省では提案して公表
しています。まさに障害のあるなしに関わらず、高
齢者であるか子供さんであるかに関わらず、様々な
サービスが統合的に提供される仕組みを、厚労省と
してこれから取り組んでいくということで、そのた
めの経費は概算要求の中にも盛り込まれています。
そういう意味では、山崎さんが言われることはもっ

ともでありまして、すでに厚労省としては手をつけ
ている部分が多々あるということは申し上げておき
たいと思います。
それからもう１つ、先ほど山崎さんのお話の中で、
団塊ジュニアの話がありました。三代目がなかった
という話でしたが、各県の人口の動きでは団塊ジュ
ニアのピークが目立たない自治体もあるようです。
そうなると、そういう自治体はさらにこれから高
齢者の対応をより速やかに対応していくことが必要
になります。
併せて申し上げると、介護、医療の分野に就業す
る人の就業率が高まっているというご指摘もありま
したが、これにも地域差があります。
ここ九州地方は、医療、介護に従事する人の割合
が全国に比べて高いという統計があります。産業構
造全体の中で、医療や介護がどの部分を占めていく
のかということはよく見ていく必要があります。
様々な分野で地域差が生じていると考えれば、そ
れぞれの地域を子細に分析しながら対応を考えてい
くことも地方分権の言わば醍醐味ではないかと思っ
ています。
大森：本題のほうに少し戻しましょうか。本題は「介
護保険とのつき合い方」になっていますので。秋山
先生にちょっと私から質問がございます。
今後、いろいろデータで示されたことですけど、
イメージで言うと、みんな働いて、健康長寿であっ
たほうがいいというふうにお考えになっている。
でも少々病を得ながら暮らすというやり方もあっ
ていい。不健康さというのは、どういうふうにお考
えになっているのか聞きたいんです。私は、やや不
健康化しつつあるもんですから、こういう不健康な
人間もいいとおっしゃってくれると、とても安らぐ
んですけど、いかがでしょうか。
秋山：ご存知のようにWHOも健康の概念を、以前
は病気がない、疾患がないということで定義してお
りましたけれども、今は疾患があっても、うまくつ
き合って、生活の質を保ちながら生きていくという
ふうに変えていっていますね。
私自身も高齢者ですが、何か多少の不具合はあり
ながらもそれとうまくつき合いながら生きていく。
私が、なるべく健康でというのは、そういう意味も
含めて申しております。
また、なるべく長く元気で、しかし、支援が必要
になったら、安心して支援が受けられて、快適に生
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活できるような生活環境をという、そこの部分も私
達は重要だと考え取り組んでおります。
１つだけ付け加えさせていただくと、さっき山崎
さんがおっしゃった、人材の仕組みを変える必要が
あるということですが、まさにそうだと思います。
私達はなるべく介護保険のお世話にならないよう
にという意味で、就労は健康によいことを裏付ける
データを集めていますし、そういう提言をしていき
たいと願っています。一方、セカンドライフの就労は、
近い将来、労働力が不足するという問題とも関わっ
ています。
日本の高齢者は、長生きするだけではなくて、元
気で長生きするようになっています。高齢者の通常
の歩行スピードを 1992 年と 2002 年で比べた大規
模調査がありますが、どの年齢層を見ても 10年間で
10歳ぐらい歩行スピードが若返っていると報告され
ています。
と同時にセカンドライフはいろいろな面で多様な
ので、みんな一律に働く制度は働く人にとっても、
雇用する側にとっても安全性や生産性の観点から望
ましくありません。
そこには、高齢者にやさしい職場環境を整えるた
めに、テクノロジーのイノベーションと同時に社会
技術の開発、ソーシャルイノベーションが必要だと
思っています。
各自が持っている時間と能力、能力には体力も含
みます、をフルに使って、みんなで社会を支えてい
く社会システムをつくる必要があります。セカンド
ライフの柔軟な働き方として、私達のプロジェクト
では時間のワークシェアリングを導入しています。
例えば２人分の仕事を５人でチームを作ってそれ
を回していく時間のワークシェアリングを実践して
いますが、次のステップとして、来年の４月から取
り組もうとしているのは、能力のシェアリングです。
皆さん強みが異なります。その強みをうまく合成
して労働者を作っていく。高齢者だけではなく、障
害者や子育てで時間の制約がある若い世代も対象に
なります。
例えば知的障害者と高齢者は、よいパートナーに
なります。強みが異なります。そういう形で能力を
合成して労働力のモザイクを作る。私達一人ひとり
が持っている能力や時間を最大限に活用して社会を
支えていく仕組みづくりに取り組んでいます。
大森：介護保険制度が持続可能になっている、現在

なっている理由は、１つは、65歳で考えているから
ですけど、要介護認定を受けている人も受けてない
人もいる。受けてもサービスを受けなくても済んで
いる人がいる。
もし、高齢者がみんな介護保険を使ったら、この
制度は破綻する。実に日本人は頑張って生きている。
８割以上の人達は、制度があっても使わないで済ん
でいる。だからこそ、この方々の地域の暮らしが大
事だという議論になっているはずなんですよね。そ
の時に、山崎さんがおっしゃっているんですが、社
会的に孤立している人たちをどうするかが強調され
はじめた。
それまでは孤独と言っていたんですけど、最近は
孤独と言わなくて孤立と言っている。ということは、
介護保険が前提にしている自立支援の自立ですけど、
自立に対比される概念は従来であったら依存だった
んだけどそうじゃない。自立と対比されている概念
は孤立じゃないかと。
そうすると、この孤立をどういうふうに捉え、地
域社会が対処していくのか、たぶんこれが日本の地
域社会の最大問題の１つですね。
秋山先生は孤立で、あるいは孤独とか孤立という
のは、どんなふうにお考えになって調査されている
んでしょうか、お聞きしたいんですけど。
秋山：孤立は非常に大きな問題だと思います。特に、
ヨーロッパの高齢者で一番大きな問題は、孤立の問
題だとも言われています。日本においも顕在化して
きていますし、今後ますます大きな問題になると思っ
ています。
私達が長寿社会のまちづくりで３番目の課題とし
て取り組んでいるのが、人のつながりづくりです。
コミュニティ食堂を団地の真ん中につくるのも人の
つながりづくりが主要な目的のひとつです。食を支
えると同時に、コミュニティのダイニングルームと
して、地域の人たちが一緒に食事をします。
事業者を公募しましたが、スーパー銭湯と食堂と
コンビニ、それと小さいジムの複合施設の提案が採
択されました。
日本人の場合、一緒に食べることに加え、お風呂
に一緒に入ることもつながりづくりに貢献します。
コンビニは人が出入りする所ですし、24時間電気
がついているのは非常に心強いですね。
単身世帯が増えていきますので、コミュニティを
つないで維持する仕組みを社会の中に埋め込んでい
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くことは大きな課題であると思います。
大森：ありがとうございました。
八田先生は「やっぱり介護保険は地方自治の試金
石」とおっしゃっていますが、再度強調しておられ
る意味をもう一言お話しいただけますか。そうする
と市長さんとの対話が成立すると思うんです。
八田：介護保険制度が始まった時に、要介護認定の
広域化をはじめ、行政のあり方や保険者としての役
割や機能について様々な議論があり、「介護保険は地
方自治の試金石」だということで始まったと思って
おります。
「やっぱり」と付けたのは、平成 10年から始まっ
てきた中で、いろんな制度改正の時に、本当に悩み
ながら、そこの自治体の体制を作りながら、一生懸
命行政として頑張ってこられた所が、先ほどご紹介
した、このご当地、日置市をはじめとする自治体だっ
たんですね。
その後、平成 23 年度に実施した保険者機能調査
でも、これらの自治体のスコアはほとんどが県平均
より高いところにありました。だからやっぱり介護
保険制度を頑張って推進していくと、地方自治とい
うか、その自治体としての力というのが非常に高まっ
ていくのではないかということを感じたので、「やっ
ぱり」とお付けしたところです。
大森：少し冷たく言うと、地方自治の試金石だと
思ってない自治体は問題ですね。
私も参加して、介護保険を作った時に、保険者を
市町村にお願いしたいと。単独でなければ広域連合
で結構ですという仕組みを作ったんですけど、その
時に言ったのが、これなんです。実際は介護保険の
出発点できちっと対応した自治体は他の政策領域で
もできる。でも、それは少数だったんじゃないかと
見ているんです。
介護保険がどういう意味で地方自治と結びついて
いるかについて、仕事が来ちゃったからやるという
自治体がまだ多数派なんじゃないかと見ているんで
すけど。どうでしょうか。
八田：ちょっと行政を離れましたので、正直なとこ
ろを申しますと、３分の１の原理みたいなところが
あって、３分の１の市町村、本当に頑張ってくださっ
ているんですが、３分の１はちょっと模様眺め、３
分の１は何か決まったらついていくみたいな、ちょっ
とアバウトですけど、そんな感じが実はしています。
でも、これからのテーマとして、ケアマネジメン

ト機能を高めるとか、地域づくりとなると、本当に
地方自治というか、自治体でやらざるを得ないので
はないかと思うので、どこに暮らしていても安心し
て暮らせるように、やっぱり自治体が頑張っていか
なきゃ、頑張っていって欲しいなと思っています。
大森：市長さん、どうですか。
私は「健康自生地」って、なかなかいいコンセプ
トをお作りになったと思うんです。「健康自生地」っ
て、市長さんがお作りになった概念ですか。
吉岡：私が作ったというか、提案があって、それを
採用したんですけど、名前は。
大森：どなたから提案があったんですか。
吉岡：先ほどの藤原さん。藤原さんを入れた市の委
員会の中で出てきた名前です。
大森：そうですか。それで八田さんのほうから、問
題提起があったんですけど。
地域の人達が自分達で何を行うか、何をやりたい
かということについては、行政があれやこれや言う
ことはないと思うんですよね。
吉岡：自生地という名前そのものが、やっぱり自ら
育っていくということがあるので、あまり我々がど
うこう言うべきことじゃないなと。自分達がそこで
暮らしていくのに、どういう関係づくりをしていっ
たらいいかという、まさに地域づくりなんだろうな
という思いが、この名前には込められていますね。
介護保険はまさに地方自治の試金石というお話
だったんですけど、たぶん介護保険制度と、今、国
が進めている地域へのいろんな投げかけというのは
大いにつながっていて、先ほどサービスの融合とい
うお話が山崎さんから出たんですけど、これは専門
職だけじゃなくて、地域の受け皿の中でも、課題は
子供の子育てであったり、生活困窮者の問題であっ
たり、そういう高齢者の問題であったりということ
で、地域というのはそれ一まとめで、その地域の中
で受けていくということで、みんなこういろんな、
うちで言えばいろんなグループ（課）から投げかけ
られるんですよね。
でもやっていく受け皿は１つで、そこにいる住民
達がやっぱり考えてやっていかなきしゃいけないと
いうことなので、これは本当に介護保険でどういう
流れができていくというのは、全国でやはりその地
域を作っていくんだという思いが伝わっていくとい
うふうに私は思っていますね。
自生地はだから本当にいい名前だなというふうに
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思います。
大森：私の観察が間違っているかも知れませんけど、
介護保険制度が動きはじめた段階で、自治体はどう
なったかというと、高齢者の問題は介護保険ができ
たから、そちらでやってもらえばいいじゃないかと
いう傾向が出てきた。その時に何が後退したかとい
うと、地域で暮らしている人達の健康問題、ヘルス
の問題ですよね。
それは自立支援の問題ですし、もうちょっと広く
言えば、日常生活が成り立つような様々な支援をす
るという生活支援事業ですが、それから引いたんで
すよ、自治体は。
現在、強調されている介護予防とか生活支援事業
こそが、本来ならば自治体がきちっと取り組む課題
だったんですよね。それを介護保険のほうで乗り出
しているんですけど、この点はどんなふうにお考え
ですか。山崎さん。
山崎：さっきの孤立化の話をちょっと補足したいと
思っているんですけど、要するに孤立とは何か、逆
に孤立させないのは何かというのは、きっとそれは
「居場所」と「役割」だと思うんですね。高浜の市長
さんがおっしゃったように。
「居場所」は、私は、いろんなところを相当用意
できたと思うんです、介護は。デイサービスセンター
を含めて。
そうやって「居場所」は用意したんですが、やっ
ぱり本当の意味で孤立ということを考えた時に、も
う一つの「役割」を、これは秋山先生がおっしゃっ
たように、そのお年寄りが持っている残存能力とい
うのは、単なる身体能力じゃなくて、社会にどう参
画できるかという能力、これをやっぱりもう前面に
出すということが、今、大事じゃないかと思います。
そうなると、実は介護の世界だけじゃもう足りな
いんですね。介護保険は、財政的にもしっかりした
仕組みとなっているので、介護を入口に使って様々
な取り組みを始めるケースが多いのですが、最後の
出口は、例えば、お年寄りの役割というのを考えた
場合、子供の教育ですね。これはお年寄りにとって
も大事だし、子供にとっても非常に大事です。とこ
ろが、どうしても教育分野と介護分野、福祉分野の
連携がうまくいかないし、これは自治体でもう頑張っ
てもらうしかないんですが、さらに引きこもりといっ
たような問題も、お年寄りが頑張る役割を作ると効
果があると思います。単に介護予防だというのでは

なくて、孤立させないような形を作ること。ケアの
基本論としても、役割づけ加算とか何か知りません
けど作って、もうそれぐらい発想を変えてやっていっ
たほうがいいのではないか。そうなると、介護から
始まったものが社会全体、他の分野へすごくいい影
響及ぼしていくんじゃないかなという感じがしてお
ります。
大森：市長さん、どうですか。
吉岡：地域福祉計画というのを皆さんのまちでも
作っていると思うんですけれども、第三次のものを
１年遅れで、今、私どもは作りはじめました。今度
の三次の地域福祉計画は、福祉部から所管を移して、
企画政策に持ってきて、全部まちが絡んでくるとい
うことで、今の話じゃないですけど、その介護保険
がどうだとか、地域福祉がどうだとかいうよりも、
これは地域の方々が自分達でできることを計画に盛
り込んでいくんだと。我々がやるんだということを
拾い上げていこうということで、実は今日も議会の
方が見えているんですが、最初にそれをやった時に
大変叱られまして、途中で予算を違うほうに持って
いくという話をしたら、どういうことだということ
ですが、ご理解をいただいて進めることができてい
ます。
専門的なこと、それから行政がやらなきゃいけな
いこと、社協がやらなきゃいけないことは別として、
やはり地域の人達が自分の住んでいく所をどうして
いくんだという思いを持っていただくところを重要
視して、計画づくりもやはりそういうところは、実
は二本立てになっていて、細かいところは別冊で作
ろうかなと思っていますが、やっていくべきじゃな
いかなと思います。
介護保険のこの流れは、やはり我々はその地域福
祉計画にも活かしていこうと思っております。
山崎：役割づけということを考えた時に、一番大事
なのは、今の身体介護とか心身の状況だけじゃなく
て、その人がどういう人生を歩んで、いったいどう
いうことをやってきて社会で最も輝いたのかという
ことを是非ともケアマネジャー、ヘルパーや介護職
員に分かって欲しいと思います。
そこのところにどうやって持っていくかというの
が、認知症の問題にも関係するし、役割づけだと思
うんですね。
今から新しいことは簡単にはできないわけですか
ら、昔から培った力をどうやって使うか、そのため
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の仕事を作ってあげる、当てはめてあげるというの
が、私は今度のケアの考え方で大事にして欲しいな
と思います。ちょっと追加させていただきます。
秋山：役割づくりと言いますかね、それを行政や町
内会で作る努力も非常に大切だと思いますが、民間
企業に大きな可能性があると思っています。
私達の柏市の仕事づくりでは、事業者はみんな民
間企業や法人です。
長寿社会の新しいビジネスモデルを作っていくと
いう発想が必要だと思います。
１つの例として、コミュニティ食堂の事業者を公
募しました。注文すると牛丼が 20 秒で出てくるビ
ジネスで繁盛している企業があります。あれは若く
て忙しい人には非常にアピーリングですが、一人暮
らしで 24 時間、時間があり、ゆっくり誰かと一緒
に食事をしたいと思う人には魅力がありません。
そういう人達が急増する時代、そのニーズに応え
る新しいビジネスモデルを作りましょうと民間企業
に声をかけると、いろいろ企画が出てきます。民間
のそういう活力を利用することは重要だと思います。
それからもう１つだけ例をご紹介しますと、ご夫
婦で働く方が多くなっているので、学童保育は大き
なニーズがあります。民間の進学塾の経営者からこ
んな提案がありました。
普通の進学塾より１ランク上の子供を育てるとい
うのです。国際性を備えた子ども、科学技術に関心
を持つ子ども、環境問題に敏感な子どもを育てるこ
とを目指すのですが、シニアが活躍しています。
海外に 10 年、20 年駐在された元商社マンが、受
験英語ではなくて生活やビジネスで使える英語を教
える。ロボットの開発に携わってきたシニアがロボッ
トクラブを作って、レゴでロボットを作る過程で、
新しい科学技術に関心を持つ子どもを育てる。この
塾は非常に人気があって、今、２軒できていますが、
長いウエイティングリストがあり、電車で通ってく
る子もいるということで、３軒目の場所を探してい
ます。
そうすると、はじめは講師として雇われたシニア
が、「こんなことも教えよう、少し投資するから、もっ
と大きな場所でドンとやろう」とかと言って、パー
トナーとして入っていくという動きもあります。
行政の努力と同時に、民間の参与を促すこともこ
れからは必要ではないかと思います。介護保険から
だいぶ外れました。

大森：鹿児島県では、孤立死というようなニュース
は結構出てきてますか。
八田：最近は、あまり新聞紙上には出ていないよう
ですけど、時々その問題は出て、以前警察の調査で、
統計的なところも出されたこともありますが、亡く
なってからせめて２、３日のうちに発見できたらと
いうようなことで、今、いろんなネットワークづく
りが進んでいるところです。
大森：三浦さんからちょっと衝撃的な話が出まし
た。認知症は症状のことでしょうから、認知症とい
うそういう症状を作り出している病気があるんです
ね、個別の病気が。その病気についての研究が進ん
で、その病気を抑え込むという、医学のほうというか、
治療のほうで進めば、我々が、今、考えているほど
の話ではなくなると。
しかし、例えばアルツハイマーなんていうのは根
治できないんでしょう、たぶん。症状は残るでしょう。
そのへんのことをお医者さんですから、もうちょっ
と詳しく教えてくださいますか。
三浦：アメリカの ICT の企業が、今、どんなことを
考えているかというと、いずれ ICT ではそんなに儲
からなくなるということも想定しながらバイオを次
の目標にしているところも少なくないようです。
ある企業は、平均寿命を 120 歳に設定してビジネ
スを展開することを構想していると聞きました。
中には、１人の人が１万年生きるための技術を開
発する方針のところもあるようです。鶴は千年、亀
は万年ということですから、これからはみんなが亀
になるような話を真剣に考えています。
皆さん方も、例えば iPS 細胞が開発された時に、
再生医療の中で新しい臓器が作製されて、例えば肝
臓が悪くなったら肝臓を入れ替えて、心臓が悪くなっ
たら心臓を入れ替える。こういうような技術がその
うちできるのではないかというふうに思われた方も
多いのではないかと思いますが、開発者である山中
教授自身は、むしろ医薬品の開発には今日にでも役
に立つと言ってこられたのが本当になってきていま
す。
以前は、ある薬を作るために、まず治療目的とす
る病気になるネズミを作ります。例えばアルツハイ
マーになるネズミを作る。そのネズミに医薬品の候
補となる化学物質を摂取させ、うまく治療効果があ
がれば、アルツハイマーの猿に投与して、これはい
けると思って人間に投与したら何の効果もなかった
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というようなことがしばしば起きます。
医薬品になるような化学物質は、世の中にはもう
ほとんどないと言われてきたのですが、iPS 細胞が
開発された結果、人間の細胞を使って直接に一つ一
つの化学物質の有効性を調べる方法が出てきたとい
うことです。
人間の細胞ですから、人間に効果があるかという
のを直接調べることができます。莫大な開発費用の
削減になると同時に、時間的にもものすごく短時間
で結果を判定できます。
認知症をもたらす疾患はいくつもあります。症候
群としての認知症ですので、アルツハイマー以外で
も、例えば脳血管疾患に伴う認知症もその中には含
まれるので、全ての認知症が１つの薬で治療ができ
るということを申し上げることは、なかなか難しい
ですが、それでも著しいスピードで、治療開発が行
われています。
大森：20 歳までも生きたくないのに、１万年なんて
何を考えている人かと思わないではないのですが。
イノベーションの可能性でしょうか。
今日、全体として山崎さんからは、新しいシステ
ム設計みたいな発想が出まして、従来の枠から少し
超えていかなきゃいけないような大きな話も出まし
たし、一応、このテーマは副題が「自分らしく地域
で老いていくために」と付いていますので、最後に
５人の方々から、ご自分は自分らしくどうやって地
域で老いていくかについてのイメージをお話しいた
だいて、総括にいたしたいと思っているんですけど、
今度は三浦局長からお願いします。
三浦：この問題は、はっきり言って主として男の問
題だと思っておりまして、女性はそれなりに社会性
高く、お友達も多く地域で活発に生きていますが、
自分自身を振り返ってみて、私を友達だと思ってい
る人間がどれだけいるだろうと思うと、もう極めて
心もとないということがございますので、まずは友
達づくりから始めたいと思っております。
大森：それでは、女性の八田さん、お願いします。
八田：自分のことをということなんですけど、
ちょっと一言だけ。
先ほど山崎先生が、地域を丸ごと支援していく人
が必要とか、三浦先生からは、認知症は生活習慣病
対策からだとか、障害者、高齢者、子どものことを
一体的にという言葉が出されていたのですが、そう
いうことをやってきたのは今までは保健師だったよ

うな気がしています。
保健師が、ここの会場にもいっぱい来ておられる
んですけれども、鹿児島県、先ほどご紹介した地域は、
本当に保健師さん達が地域を丸ごと見ながら、孤立
死をさせないぞとか、どう老いていくかということ
を住民の方と対話しながら地域に足を運んでいます。
そういう保健師の役割を、今回、このサミットで
再確認できたと思いました。
私はこれから保健師として、しばらくできること
をやっていきたいと思いますが、夫が 120、私が
100 歳まで生きる予定で、今、八田家は進んでおり
ます。
大森：そうなんですか。市長さんは老いていって、
いつまで市長をおやりになるつもりかということも
あると思うんですけど、どうぞ。
吉岡：いつまでと言うと差し障りがありますので、
敢えて申し上げませんけど、今、やっていることは
財政的なもので厳しくて、たぶん後ろから石が飛ん
でくるか、刺されるかするんじゃないかなという思
いがありますので、行政じゃないところで、今、一
生懸命、仲間を作っています。先生のおっしゃるよ
うに、お酒を飲む会をこそっとやったりとか、実は
バンドを作ってやったりとか、そういうところで最
後、地元で生きていけるような、そんな仲間を、三
浦さんと同じように、ちゃんと固めて、いつ降りて
もいいように、役職で、肩書きで生きていかなくて
もいいように、今、一生懸命やっておるところです。
そういうふうにありたいと思います。
大森：秋山先生、どうぞ。
秋山：私は、リタイアした方達を相手にして、柏市
で就労セミナーをやっています。これまでに 700 人
以上の方が受講されました。多くの方達が今までやっ
ていた仕事を柏に帰ってもやりたいと思っています。
経理だったら経理の仕事、部長だったら部長をやり
たいと願っていますが、それはほとんどの場合、叶
いません。私は長くなった 90 年の人生を、二毛作
でいこうと申しています。今まで１つの仕事をやり
遂げたのだから、ここでリセットして全く違ったこ
とをやってみてはどうですかと。90年あれば２つの
キャリアは十分可能です。そういうことを唱えてい
ます。
ところが、自分自身を振り返ってみると、ずっと
大学の教師をやっています。定年になったあとも特
任教授として残っているという、言っていることと
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やっていることが違うんですね。
私は元々農業をやりたいと思っていました。今で
も農業に関心があります。しかし、この年齢から、
露地栽培の農業は無理だと思っています。そこで、
今考えているのは、自分自身が農業できないから、
若い人達が新しい形の農業をするのに投資という形
で貢献できないかと。支援するという形でもう１つ
のキャリアを実現することも可能かなと思っていま
す。
それと同時に、先ほど三浦局長がおっしゃった心
配は男性だけではありません。私のようにフルタイ
ムで働いていると、女性でも地域とのつながりは弱
いです。
それは懸念であり、来年あたりから働く時間数を
減らして、住み開きをやろうと思っています。マン
ションに移って住んでいますが、水曜日は誰が来て
もいいよというふうに開放して、誰でも来て、一緒
にお茶飲んだり、食事したりするという住み開きを
ちょっと試してみようかなと考えています。地域参
加の第一歩です。
大森：そうですね。先生は農作業にご関心があった
んですか。私、孫が５人いるんですけど、１人は必
ず大学に行ったら農学部に行かせたいの。農業をや
りながら、日本の農業のことを考えるような人間に
なってもらいたいと一応言っているんですけど、今
のところ応答がありません。でも何とかして、そう
いう孫を育てたいなと思っています。農業は、自分
でできないもんですから、孫に託したいなと思って
いるんですけど。
最後は山崎さんからどうぞ。
山崎：いつまで生きるか分かりませんけど、生き方
だけは、自分で決めていましてですね。
昔、若いころ父親と話した時に、山崎って名前、
どんな意味だと聞いて、父親から言われた答えは、
もう父親は亡くなりましたけど覚えていまして、こ
れは「山の端っこ」の意味だということでした。山
の端っこで、昔は、どっちの方向に鹿などの動物と
か食い物があるのかを見る見張り役だったと言うん
ですよ。それが山崎という名前だと言われて、なる
ほどなと思って、それは確かに向こうの山に行った
ほうがいいぞとか、行く方向を間違えるとみんな死
んじゃうわけで、そうなのかと勝手に思い込んで、
私の生き方は、できれば皆さんよりちょっと先を見
て、どうもこっちのほうがみんないいよという見張

り役というか、そういう仕事をやり続けたいなとい
うつもりで、これまでもやってきました。その結果、
極めて忙しいというか、お騒がせばかりしちゃって、
大変申し訳ないんですけれど、したがって、あちこ
ちに行っては物事を仕掛けたりしていますが、ちょっ
とでも少し先にそういう方向性が示せるような生き
方をやり続けて、お騒がせしながら生きていきたい
なと、こう思っています。以上です。
大森：80 歳になった山崎老人は、どんなイメージに
なりますか。
自分について遠くをご覧になると。
山崎：80 ということを考えたこともないし、私、明
日どうしようか、どうなんだろうと考え続けている
んですね。自分の 80 というのは、あんまり考えた
ことない。
大森：そうですか。自分らしく地域で老いていくた
めにということを考える人は考えてないんだ、自分
については。
昔、余暇の研究をやった時に、余暇について研究
している人は余暇がない人でした。たぶんそういう
ことになる、世の中には少数だけど、そういう人が
いるのですね。
私のほうが先にどんどん年取っていきますので、
お手本にならない可能性があります。
私も全国をほっつき歩いているんですよ。私が地
域の会合に出ていくと嫌われる。うるさいんですっ
て。
だから私も反省しつつ、これからどうやって地域
で暮らせるかと自分の問題としては難しいなという
ふうに思いつつ、お聞きしていました。
時間が迫ってきまして、本日、特段の結論はござ
いません。
１つだけ、厚労省も言い続けて、私も言ってきま
したが、高齢者の暮らし方、高齢者以外の地域の暮
らし方について、「住み慣れた」というふうに過去形
で言っているんです。「住み慣れた地域」って。でも
本当は、住み慣れていく、地域というのは作ってい
くものでありますから、住み慣れた地域でずっと生
き続けていかなきゃいけないようなイメージが強す
ぎるんじゃないかと思うのです。「住み慣れていく」
ものじゃないかと。
そうすると、今日、いろんな方がおっしゃってい
るように、居場所とか出番があって、人とのおつき
合いが出てくるはずですから、住み慣れていくとい
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う面をもう少し考えてもいいのかと思います。
全体として、今後、介護保険制度がどうなってい
くか。今、ある種の大きな転換期になっています。
介護保険制度を作った結果として、日本の社会は
いい社会になったかどうか。私はいい社会になりつ
つあると思っていますし、市場は 10 兆円ですので、
ここでご飯を食べている人、その人達のサービスを
受けながら、自殺しないで済んでいる高齢者がいる。
そういう意味で言えば、介護保険制度を作ったこ
とは良かったんじゃないかと思っていますけど、こ
れからこの制度をどうやって維持していくかという
ことは、いくつかの難しい問題も出てきていますの
で、三浦さんにも頑張ってもらいたいと思いますし、
関心を寄せる我々も介護保険を大事に考えて、この
制度がいいものとして持続可能にしていきたいと思

います。そんな思いを新たにしまして、本日のパネ
ルディスカッションを閉じたいと思います。ありが
とうございました。



開催市からのメッセージ

10月2日■金　13:00 〜14:00

伊集院文化会館

地域の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築に向けて
～ 住民どうしの支え合いを主体とする地域支援を目指して ～

鹿児島県保健所長会会長　　宇田　英典　氏

江口蓬莱館出荷者協議会会長　　池田　澄弘　氏
高山地区公民館長　　立和名徳文　氏
日置市医師会理事　　坪内みゆき　氏

鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab 理事長　　永山　由高　氏

コーディネーター

パネリスト

日 時

会 場
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開催市からのメッセージ
10月2日■金　13:00 〜14:00

地域の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築に向けて
～ 住民どうしの支え合いを主体とする地域支援を目指して ～

鹿児島県保健所長会会長　　宇田　英典　氏

江口蓬莱館出荷者協議会会長　　池田　澄弘　氏
高山地区公民館長　　立和名徳文　氏
日置市医師会理事　　坪内みゆき　氏

鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab 理事長　　永山　由高　氏

コーディネーター

パネリスト
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宇田：どうも皆さん、ご苦労さまです。
昨日から始まりました会合「サミット in ひおき」
もようやく８合目ぐらいに来たのではないかな、あ
と２合ぐらいでこのサミットも成功裏に終了するこ
とができるのではないかなというふうに思います。
これまで午前中のパネルディスカッションでも多
くの有識者、あるいは経験をお持ちの先生方のほう
からご発表賜りまして、私自身も大変勉強になりま
した。
こうしてせっかく日置市で開催をしていただいた
ということもございます。介護保険の趣旨からして、
やはり地域の取り組みの現状についても発表の機会
をいただきたいということで、今回、この「開催市
からのメッセージ」というコマで発表をいただくこ
とになりました。
私のほうから、簡単にこのメッセージ、このコマ
の趣旨についてご説明させていただいて、パネリス
トの方々からのご発表を賜りたいと思います。
今回のテーマにも掲げられておりますとおり、あ
るいは皆様方すでにご承知のとおり、地域包括ケア
システムがテーマになっております。いつまでも元
気に暮らすために予防が大事でしょうし、あるいは
そのためには、住まい、家族、ご本人の心構えがベー
スになるということはもちろんですけれども、病気
になったら医療、あるいは医療を終えたあとは地域、
家で生活を継続する。必要によっては介護サービス
をうまく利用しながら生活を継続するということだ
と思います。
ただ、この地域包括ケアシステムがきっちりと機
能するということのためには、様々な資源や、ある
いはサポート体制、そういったようなものがどうし
ても必要ではないかという議論もあります。ではそ
のような資源やサービス、サポート体制が十分整っ

ていなければ、地域包括ケアシステムというのは、
絵に描いた餅になって機能しないのかどうかという
ことに関して、地域の取り組みを通じて皆様方と一
緒に考えてみたい。
実はこの地域の中でいろいろな取り組みがなされ
ていて、ある意味これも地域包括ケアシステムのモ
デルではないかといったような気もいたします。そ
ういうようなこともご発表の中で触れていただきな
がら、皆様方と一緒に地域包括ケアシステム、これ
からの我が国を支える概念だと思います。
誰が私達を支えてくれるのか。ちゃんとした施設
がなければ地域包括ケアシステムというのは機能し
ないのか。保険料を払っているから介護保険を利用
しないと損なんじゃないか。健康づくりとか介護予
防というのは、お医者さんとか保健師さんとか栄養
士、そういう専門家がやってくれるんじゃないか。
病気になれば病院に行けばいいじゃないか。介護が
必要なら施設に入れたらいいんじゃないか。そもそ
も私達の地域には何もないじゃないか。誰がこの地
域包括ケアシステムの主役となって誰が作っていく
のか。
今回の開催地からのメッセージ、パネリストの方々
のご発表を聞いていただき、一緒に考えていきたい
というふうに思います。
では最初に、今回、最初の日の確かオプショナル
ツアーの訪問先にも挙げられていたかと思いますけ
れども、高山地区の公民館長さんの立和名さんに、
ご発表いただきたいと思います。よろしくお願いい
たします。

立和名：皆さん、こんにちは。
それでは、日置市高山地区公民館の活動について、
ご紹介させていただきます。
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本日の説明をさせていただきます、高山地区公民
館長の立和名でございます。どうかよろしくお願い
いたします。
高山地区では、高齢者を地域ぐるみで支える共生、
協働の村づくりを目指し、美しい農村を受け継ぐ全
員参加型村づくりの取り組みを進めております。
まず私達高山地区をご紹介いたします。
日置市の最北部、旧東市来町に位置し、中山間地
域で県道や川沿いに農地が点在する以外は、ほとん
どが山でございます。
世帯数は 129 世帯、人口 225 人、旧小学校区の６
集落から構成され、高齢化率が 67％と独居高齢世帯
が 42 世帯という、過疎、高齢が進んでいる状況で
ございます。
このような中、高山地区公民館の村づくり推進体
制は、地区内の多様な活動実施団体と公民館が密接
に連携を取り、農地保全や都市農村交流高山ふるさ
と秋祭りの開催やNPO法人が地域活性化の事業な
どに取り組んでおります。
まず平成 16年から農業体験交流をスタートし、棚
田での田植えや収穫体験、地元食材を使った昼食交
流会を行っております。
次に、春の里山の豊かな自然に触れてもらおうと
いうことで、毎年４月に棚田散策と併せて、ワラビ、
ツワなど山菜狩りやタケノコ狩り体験イベントも
行っております。
これらのイベントを継続することは、非常に苦労
もありますが、訪れた方が棚田の風景や自然に癒さ
れると喜んでくださることで、地域住民も元気にな
り、次への大きな活力となっております。
都市農村交流を進めようと、平成 14 年度から各
集落の代表者等で構成する実行委員会を組織し、地
域全体で取り組む高山ふるさと秋祭りを開催してお
ります。各集落では、マス釣り、カヅラ工房、コンニャ
クづくり体験、田の神祭りなど、各集落の資源を活
かしたイベントを組み合わせて、高山の魅力を丸ご
と感じてもらうとともに、体験を通して地域住民と
のふれあいや新たな交流も生まれております。
地域資源を最大限に活用した、この高山ふるさと
秋祭りには、鹿児島大学サークルなどサポートもい
ただき、地域住民の豊かな知識や技術を引き出すこ
ととともに、農村地域に多くの人が訪れてくれる都
市農村交流活動として定着をしております。
このような中、棚田の農地保全や高齢者の送迎支

援など喫緊の課題に直面する中、任意団体ではなく、
社会的に信用のある団体として、安定した運営や活
動を活発化するために、平成 25 年度から、集落全
員が参加するNPO法人を立ち上げました。
設立の前年度から話し合いを重ね、母体となった
高山村づくり協議会で、NPO法人設立に関わる勉強
会をいたしております。
地域住民に共通した、みんなが支え合い助け合っ
て暮らす。このことのできる村づくりを目指そうと、
強い思いが実を結び、新たな共生、協働の村づくり
の取り組みがスタートいたしました。
次に、現在の住居に住み続けたいという希望が多
いことから、地域の区長、民生委員、民生委員協力
員など、地域ぐるみで見守り活動の推進体制を構築
して、日ごろから身近な支え合いの見守り活動を続
けております。
次に、高齢者の輸送サポートの仕組みづくりを構
築し、地域ぐるみで支える高齢者支援でございます。
高齢者の運送サポートを行うため、移動販売車の
導入やNPO法人のワゴン車を活用し、買い物、温
泉ツアーなど、高齢者を地域ぐるみで支える仕組み
づくりに取り組んでおります。
次に、地元食材を活用した、女性部の手作り高齢
独居老人へのボランティア弁当の無料配布や、高齢
者向けの健康教室の開催を行い、高齢者が生き生き
と健康で生活していただく、独自の取り組みも実施
しております。
次に、ふれあいグラウンドゴルフ大会、地域運動
会を地区民の健康づくり及び親睦交流を図る目的で
実施しております。
当日は、地区外に住んでいる多くの子供さんやお
孫さん方の参加をいただき、毎年盛会に開催されて
おります。また、各応援席などでは、競技の合間に
お互いの安否確認や昔話など、交流親睦を深めるよ
い機会となっております。
次に、また新たに農産物共同出荷の取り扱いも始
まっております。高山では農産物は作れますが、直
売所まで運ぶ手段がなく、また、直売所の蓬莱館さ
んのほうでも、生産者の高齢化により慢性的な品薄
状況が続いております。双方の課題解決する方法と
して、NPO法人の農産物共同出荷事業として、各農
家を巡回して、農産物共同出荷体制を構築している
ところでございます。
このことは、農家の農産物を育てる技術を活用し、
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これまで出荷できなかった高齢農家もできることが
あり、高齢者の生産意欲の増進及び所得向上につな
がり、健康づくり、生きがいづくりの原動力となっ
ていくと思います。
これから高齢者世帯が、一人暮らしの高齢者もさ
らに多くなってくることから、地域でどのように支
援していくかが課題となってくると思います。これ
らの問題解決のために、地域で見守り活動を続けな
がら、一人暮らしの高齢者の生活支援、高齢者の社
会参加、生きがいづくり、障害者の高齢者が暮らし
やすい環境づくりを、みんなで取り組んでいく必要
があると思います。
みんなで支え合い、助け合って暮らすことのでき
る地域づくりには、地域住民が地域活動に積極的に
関わっていく必要があると思います。
お互いに支え合って暮らせる地域社会の実現を目
指し、NPO法人がんばろう高山を軸に、生活支援サー
ビスを展開してまいりたいと思います。
本日は、ご清聴ありがとうございました。
宇田：はい、ありがとうございました。
オプショナルツアーに参加なさった方々は高山地
区の活動をお聞きになられたと思いますが、ご参加
なさらなかった方々も、今日、この場で活動の内容
をお聞きになられて、感心なさったり、いろいろ感
銘を受けたりなさったのではないかなというふうに
思います。黄金色の棚田がきれいだったですね。
続きまして、今の発表の中にも含まれ、また午前
中のパネルディスカッションでも何回も出てまいり
ました江口蓬莱館において、高山地区で生産された
野菜の販売等を通じて、役割をある程度その場で提
供してくださっている池田澄弘さんにご発表をいた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

池田：皆さん、こんにちは。江口蓬莱館出荷者協議
会の池田です。よろしくお願いいたします。
私達の取り組みについて、報告させていただきた
いと思います。座らせていただきます。
江口蓬莱館は、日置市の西側にあります。東シナ
海を目前に、平成 15 年に建設され、今年で 12 年目
になります。
また、建物の隣はサーフィンのメッカでございま
す。全国大会もこの前開かれました。
江口蓬莱館は、主に江口漁協に水揚げされた魚介
類や野菜、雑貨の販売、レストランを常設し、県内
外より多くの来客があり、平成 26 年度は来館者 44
万人、年間 10億円を売り上げております。
また、先月９月 23 日には 550 万人目の来場者を
お迎えし、イベントが行われたところでございます。
江口蓬莱館では、野菜や出荷している品物に対し
ての出荷者協議会というのを作っておりまして、現
在、352 名が登録しています。当初、130 名程度が
定期的に出荷していましたが、出荷者の高齢化もあ
り、現在、定期的に出荷するのは 100 名程度という
状況になっております。出荷者の平均年齢は 70 歳
ぐらいです。もうちょっと上かも知れません。最年
長の方が 93歳と幅広い年齢層でもあります。
出荷者から話を聞きますと、「蓬莱館に出荷するよ
うになってから忙しくなって、病院にあまり行かな
くなった」「腰や足が多少痛くても、野菜の成長が楽
しみで、毎日畑に行くのが、それがリハビリになる」
「野菜を売ったお金で孫にお小遣いをあげている」「野
菜を買ってくれるお客さんが喜んでくれるのが一番
嬉しい」など、野菜を出荷するということが生きが
いになり、元気の源になっていると感じます。
出荷者協議会では、出荷者全員が楽しく活動でき
るように様々な活動をしております。
１つ目には、出荷者が集まり情報交換を行う目的
に、グラウンドゴルフ、研修旅行、焼肉大会など、
仲間と交流を図れる機会を持つことにしています。
２つ目には、現在までの頑張りの評価として、一
昨年から表彰制度を設けて、現在まで７名の方が受
賞され、生産や出荷活動の励ましになっているよう
です。
３つ目には、携帯電話のメールを登録していただ
き、自分の出した野菜の売れ行きが分かるよう、売
り上げを事務所から定期的に配信してもらっており
ます。１日７回ほどメールが入ります。売れ行きが
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楽しみであったり、また、売れるためには値段をい
くらにしようか、どんな品物が売れるのかなど、頭
をフル回転させるので、認知症予防にも大変効果が
あると感じております。
以上のような支援をしながら、高齢者になっても
出荷できる体制を作っているところですが、やはり
課題はあります。
蓬莱館の人気は高まる一方で、新規登録者が少な
い、高齢のため、野菜を作ることはできるが蓬莱館
まで運べないなど、ここ数年、出荷量が減少し、午
後になると慢性的な野菜部門の品薄が課題となって
おります。
新規登録者対策については、就農支援や高齢者支
援など、自分達だけでは解決できないことも多いで
すが、蓬莱館までの配達の手段としましては、自分
達でアイデアを出し、先に発表のありました高山地
区の集配、配送、高山への配達など循環システムを
作り、課題解決に向けて、行政、NPOなど関係機関
と連帯して進めているところです。
まだまだ課題は山積みしていますが、自分達だけ
ではなく、いろいろな団体と話し合い、情報を共有
しながら、アイデアを出すことで、課題を解決して
いかなければと思います。
私自身を含め出荷者グループに所属する者として
の感想ですが、これからの超高齢化社会に向け、今
後は生きがい、豊富な知識や経験を活かせる、人と
の交流ができる、目標がある、収入がある、自分の
存在から役割を見出せるなど、そんな場が地域に沢
山必要であると感じます。
また、そのような場があることに気づいていない
かも知れません。今後はこのような場の発掘や活用、
または長く継続できる仕組みを作っていかなくては
ならないと思います。
私自身もその一助を担っていきたいと感じており
ます。
以上で報告を終わります。ご清聴ありがとうござ
いました。
宇田：はい、ありがとうございます。
このような取り組みを進めておられるのは高山地
区だけではないと思いますけれども、サポート体制
を作ってやっていただいている江口蓬莱館出荷者協
議会からその取り組みをご発表いただきました。あ
りがとうございました。
地域で安心して生活を営んでいくためには、やっ

ぱり医療とか介護といったような専門家の方々の存
在は不可欠です。地域におけるかかりつけ医として
医療を行っておられる、次に坪内先生に、医師会の
立場としてご発表いただきたいと思います。ではよ
ろしくお願いいたします。

坪内：日置市医師会理事の坪内でございます。よろ
しくお願いいたします。
本日は、日置市での地域包括ケアシステムにおけ
る現状報告と、当医師会の取り組みを中心にお話を
させていただきます。
このスライドの右上にありますのは、日置市在住
の方が書かれた言葉ですが、地域ケアに通じるもの
があり、最後のスライドにも載せております。
平成 17 年の市町村合併で日置市が誕生して 10 年
が経過いたしました。
平成 27 年５月、総人口 50,362 人、高齢化率
31.0％、75 歳以上人口 17.32％となっております。
医療資源といたしまして、病院９軒、診療所 28軒、
救急指定病院１軒、訪問看護ステーション２軒、医
師会員数は 83名となっております。
地理的には、急性期病院が集中する鹿児島市に隣
接しているため、そちらの医療機関を利用する住民
も比較的多いと存じます。
次に、在宅医療と介護を取り巻く社会資源として、
在宅療養支援病院１軒、在宅療養支援診療所、介護
サービス事業所については、表のとおりです。
地域包括ケアのデータの１つとして、平成 24年度
の日置市場所別死亡割合のグラフを載せております。
病院が 74％、診療所が 17.5％、老人ホームが 1.8％、
自宅が 5.9％と、全国平均に近い数字となっており
ます。
さて、皆様ご承知のように、今後、総人口、生産
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年齢人口の減少と、高齢化率のさらなる上昇に備え、
2025 年までには、地域包括ケアシステムの構築が必
要とされております。
このシステムは、地域性、包括性、循環性といった、
地域に根ざし、医療と介護が一体的に提供され、在
宅と医療と介護の各ステージが循環を繰り返し、連
続的かつシームレスに提供されるもので、この３つ
を柱として、地域住民の安心した生活を保証してい
くことを目指しております。
慢性的な人材不足に悩む医療、介護現場では、多
職種連携をより深めることによって、在宅医療をさ
らに充実させ、住み慣れた地域で尊厳ある人生を全
うすることを実現することが可能です。
そのためにも日置市行政、各種団体、日置市医師
会が一体となって、地域包括ケアシステムへの取り
組みの中心的役割を担う必要があります。そうする
ことによって、システム構築の推進力が増し、これ
からの日置市まちづくりへの貢献が期待されると考
えられます。
現在の鹿児島県医師会の地域包括ケアシステムに
向けた取り組みの概要になります。
鹿児島県は、このシステム構築に熱心に取り組ん
でおり、県医師会では、地域の実情に合ったシステ
ム構築を推進しています。
その事業に日置市医師会も参加しているわけです
が、昨年度より取り組んでいる在宅医療提供体制推
進事業についてのご紹介です。
この事業の１つとして、多職種が一堂に会し研修
会を開催いたしました。多職種連携の第一歩となる
顔の見える関係づくりとして、地域医療に熱心な医
師を交えたグループワークを行いました。これにつ
いては、参加者より予想以上の反響があり、医師を
交えて多職種や行政との情報交換、事例検討をする
ことで多職種連携の大きな足がかりとなりました。
また、地域住民の皆様にも在宅医療へのご理解を
深めていただくために、右にありますパンフレッ
トを作成し、配布いたしました。今後は連携におけ
るルールづくりや情報共有のためのツールの活用と
いった具体的な事案に取り組んでいく必要があると
思われます。
最後のスライドになります。
今後、病床数の減少に伴い、施設や自宅での看取
りが必然的に増加すると思われます。
これは、実際に私が患者様の看取りに関わった中

で、その方の印象的な言葉をご紹介させていただき
ます。
徳之島から日置に嫁に来て 80年、亡くなる前、思
いは島に行ったり、日置に帰ってきたりしました。「島
のみんなに会えて楽しかったー」。60 代の娘に自宅
で看取られた 103 歳の女性の言葉です。
昔、漁師をしていた肺がん末期の 83歳の男性。荒
い呼吸の中で、「いいから、ここでいいから、入院は
絶対しない」。夫婦船で荒波を乗り越えてともに生き
てきた妻に、海沿いの家で看取られました。
大阪在住の嫁が、ご本人が亡くなる１か月前に迎
えに来て、90歳の夫と一緒に車椅子で新幹線に乗っ
て、大阪に引き取られました。末期がんで認知症の
89歳の女性ですが、認知症がありましたので、私達
とその行く末について話し合う中で、いろいろ行き
違いもありましたけれども、「あとは大阪の子供に見
てもらいます。いろいろお世話になりました」と、
ちょっと怒ったような様子で、でもにこやかに新幹
線に乗って大阪に行って、三男さん宅で家族に看取
られました。
グループホームで亡くなった、日置生まれの 96
歳のおばあちゃんを、入居者の皆さんと一緒にさよ
うならのお見送りをした時に、「私もあの人みたいに、
ここからみんなに見送られたい」とポツッと漏らし
た 89歳女性の言葉です。
こういった「日置で生まれたのだから日置で死に
たい」といった、現場で経験する様々な思いを大切
にしながら、私達は今後、医療保険、介護保険、そ
れぞれにおけるサービス提供というよりは、地域包
括ケアシステムにおけるチームアプローチを求めら
れることになります。
そういう流れの中で、日置市医師会といたしまし
ては、これからも日置市民の医療、介護、福祉の向
上と、ひいては日置市まちづくりのために尽力して
いきたいと考えております。ご清聴ありがとうござ
いました。
宇田：はい、ありがとうございました。
坪内先生のような先生がいろんな所にお出でにな
ると、本当に安心して診ていただけるなという気が、
またさらにいたしました。
最後に、４番目に永山由高さんにご発表いただき
たいと思います。
永山さんは、NPO、民間企業と地方自治体の業務
支援を行いながら、各地域のコミュニティ形成と活
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性化支援を行っていただいている代表の方でござい
ます。じゃあよろしくお願いいたします。

永山：皆さん、こんにちは。鹿児島天文館総合研究
所 Ten-Lab の永山でございます。
少しだけ、今、鹿児島県内のまちづくりの事例を
中心に、医療、介護、保健、福祉に携わる皆様への
ご提案というような形で、お話を少しさせていただ
きます。
まず今日お話しすることなんですけれども、そも
そも私が何者かというお話と、今、まちづくり、鹿
児島ではこういう事例がございますという話題提供
をさせていただいて、その中で２つ目、無理なく地
域が支え合う仕組みづくりのために大切なこと、１
つ枠組みをご紹介できればと思っております。
そして最後に、私は医療や介護、福祉の専門家で
はございませんので、まちづくりを仕事にしている
人間からメッセージというものをお伝えできればな
というふうに思っております。
まず自己紹介ですけれども、鹿児島で生まれまし
て、今、32歳でございます。高校まで鹿児島で学び
まして、大学は福岡のほうにまいりました。その後、
東京の投資銀行、政策投資銀行という所で金融とあ
とはまちづくり、企業のコンサルティングというも
のをさせていただいておりました。
リーマンショックがきっかけになりまして銀行を
辞めまして、鹿児島に戻ってきて、今は地域コミュ
ニティの支援や民間企業の経営のお手伝いを手がけ
る会社を創業しまして５年目になります。
まちづくりという観点では、鹿児島は大変広い地
域でございます。南北 600 キロございますが、その
中の 16 か所で地域コミュニティの再生や自治公民
館の支援、商店街の再生など、地域づくりのお手伝

いをさせていただいております。
その中で、１つ特徴的な地域の話題をご紹介した
いと思います。
垂水市、こちらに海潟温泉、海潟地域という町が
ございます。古い温泉地なんですけれども、かつて
は絶景と温泉、そして海水浴場で賑わった町です。
それが垂水と言えば、もうブリ、カンパチという
ふうにイメージされる方も多いと思います。養殖が
始まってから環境が激変いたしまして、海水浴場と
しても使われず、温泉を訪れる方も減っていった。
そんなまちの地域づくりの手伝いをさせていただい
ています。
海潟温泉再生会というグループが、今から４年前
に立ち上がりまして、クリーニング屋さんとか、建
設会社とか、市長とか、漁師の方、いろんな方々が、
この地域をどうできるかということを話し続けてい
らっしゃいます。
その中で１つ特徴的なのがこちらです。こういっ
た話し合いを進めているんですが、桜島がとても元
気です。今年、噴火警戒レベルが上がったりしまして、
全国的に話題になりましたが、風評被害も含めて大
変なことになっている。
特に垂水市というのは、カンパチの養殖漁獲高が
日本で一番多いという地域なんですが、こちらの漁
協が降灰で灰まみれになってしまっている。これを
何とかできないかということで、みんなで知恵を出
し合いました。
そして生まれたのが、灰を取るのをスポーツにし
てしまおうという、スポーツ灰取り、スポ灰という、
そういう企画です。
左上のほうに灰テンションツアーと書いてありま
すが、ちょっとおかしなテンションになっておりま
す。
公式ルールを定めまして、大人は３人、子供を入
れたら５人まで参加可能で、沢山の灰を集めたチー
ムが勝利する。制限時間 30 分で、道具は指定しま
す。10分に１回ハイタッチをしましょうと。そうい
うルールで実際に開催したところ、沢山の方々のご
協力もいただいて、立派なチラシもできて、実際は
垂水市の外から、鹿屋市とか鹿児島市とかいろんな
地域から沢山の方にエントリーしていただきました。
中には鹿屋体育大学、国立では唯一の体育大学な
んですが、こちらの日本一の自転車競技部も参加を
してくださって、30分３名で真剣に火山灰を集めた
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結果、皆さん、どのぐらい集まると思いますか。正
解は 900 キロですね。約１トンです。90 袋。約１
トン集まると。
１チーム 3,000 円の参加料を取りますから、これ
お金を払って人んちの火山灰を集めるという訳の分
からない企画なんですが、それでも２つ大きく、売
り上げがまず立ちますということで、3,000 円 ×10
チームで３万円の、額としては小さいですが、収入
が地域に落ちるということと、合計６トンの火山灰
が集まる。６トンって相当な量です。これを見てい
る地元の漁協の職員さんは、にやにやしていらっしゃ
いました。
こういうようなことを地域地域に入らせていただ
いて、やらせていただいています。
こういった取り組みを進めるにあたって大切にし
ていること。１つご紹介したのがこちらです。
コミュニティデザインという言葉、昨日も沢山、
言葉の中で出てきましたが、これはコミュニティデ
ザイナー山崎亮さん、スタジオＬというチームの代
表の方が提唱していらっしゃる３つの柱。
私も各地域に入らせていただく時に、主にこの柱
を軸にお話をさせていただいています。
やりたいこと、できること、そして求められてい
ること、この３つが重なるテーマ、重なる所を手が
けましょうと。
例えば先ほどの火山灰の話でいきますと、灰の除
去をしたい、地域の外の人に来てもらいたいという
皆さんのやりたいことがあって、できること、火山
灰がどこに集まるか分かる。灰集めについては、皆
さん地元ですからプロ級の腕前だ。そして求められ
ることとして、地域の外の方が求めることは、灰の
掃除をしてみたい方がやっぱり一定数いらっしゃる
んですね。それから垂水のレアな楽しみ方を知りた
いと。こういうところの中心にあったのがスポ灰で
したということです。
これ、もしかしたら地域包括ケアシステムにも近
いところがあるのかなというのを最近思いはじめま
した。
医療、看護、介護、保健、予防、こういったものは、
求められることであったり、医療従事者の皆さんの
できることだと思います。
一方で、そこを支えていらっしゃるのは、支えて
いるのはご本人やご家族がどうこれからを迎えてい
きたいのかという、このやりたいことというのが、

やっぱりベースにあるのかなということで、この２
つが重なるところに生活支援や福祉サービスが生ま
れていく。そういうような構造になっているのかな
と思うと、ちょっと近いなというふうに最近は考え
ております。
まちづくりと医療、介護、福祉の接点というとこ
ろで、まずは地域の皆さんがやりたいことを語り合
える場を作る。こういったところから始まるのかな
ということで、ご当地、日置市にも湯之元温泉とい
う非常に泉質のいい温泉がありまして、ここではや
りたいことを語り合う場を毎月開いております。80
人会議という名前で、いろんな取り組みが進んでお
ります。ちょっと時間がないので飛ばしていきます
ね。
こういった場を作るにあたって、大切にしている
ことは、失敗を恐れるのではなくて、失敗をみんな
で悔しがって経験を次に活かそう。仲間のチャレン
ジを尊重して支え合う関係を作ろう。既存の関係や
利害関係を調整できる対話の担い手を育成していこ
う。こういったようなことを大切にしながら、取り
組みを進めております。
最後に、まちづくり領域から、医療、介護、福祉
領域へのメッセージということで、まずまちづくり
の領域が少しずつ変わってきていますという話を少
しさせてください。
人口が減少しているというお話は、昨日、今日、
いろんな方がおっしゃっています。そんな中で、こ
れまでは商店街の活性化とか、特産品開発のような
攻めの部分が語られることの多かったまちづくりに
おいて、少しずつ守りの部分が議論に上がってくる
ようになってきた。
地域活性化、経済活性化から、コミュニティの再
生やつながりづくり、そういう領域にまちづくりが
シフトしてきております。
けれども、これって実は、民生委員さんですとか
保健師の皆さんが、実際やってこられたことですよ
ねということで、今、まちづくりはググッと医療、
介護、保健、福祉の領域に近づいてきています。
もう１つ、まちづくりの複雑化ということで、こ
れまでは商工担当部署が手がけていたまちづくりが、
例えばこちら日置市では、地域づくり課という課が
できています。
さらには全庁的な、これは行政の中で言いますと、
全庁的な対応が求められてきている。地域総力戦の
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まちづくりというふうに、今、言われておりますが、
これって結局、地域包括ケアシステムそのものなん
じゃないかなというところでいきますと、まさに重
なるところが多いなというふうに拝見しているとこ
ろです。
ということで、最後、メッセージとして、今、ま
ちづくり分野が、医療、介護領域に急激に接近をし
ております。是非、今、お集まりの皆さんは、医療、
介護、保健分野の皆様だと思うんですけれども、ま
ちづくりの多様なプレーヤーと積極的な連携を、例
えば高山地区の皆さんが蓬莱館という商業施設と
がっちりタッグを組むことで、大きな成果を上げて
いらっしゃいます。なかなか一見つながりがなさそ
うな地元の商店のおじちゃんとかおばちゃん、そう
いった方々とまちの未来を一緒に語っていっていた
だけると嬉しいなというところで、私からのお話と
させていただきます。ご清聴ありがとうございまし
た。
宇田：はい、ありがとうございました。
取り敢えず４人の演者の方々にご発表いただきま
した。補足なさりたいことがあれば、どなたからで
も結構ですけれども、いかがでしょうか。
では私から高山の公民館長さんにちょっとおうか
がいしたいんですけれども、地域包括ケアシステム
だとか、あるいは互助だとか、共助だとかという話
になると、どうしてもその高齢者の方々が、地域の
中で高齢者を支えるという話にもなると思います。
その中で必ず出てくるのが、また何か高齢者に仕事
をさせるのかと。やる仕事がやたらと増えてくるの
で、何とか行政でやれることはやりなさいよという
ことで、一部の高齢者の方々、例えば民生委員とか
公民館長さんとか、一生懸命働いてくださる地域の
リーダーの方々の負担が非常に大きくなるというこ
とを心配なさる節もいろいろございます。高山地区
ではどうですか。
公民館長さんが１人で一生懸命やっておられて、
もう大変だ大変だということとはちょっと距離があ
るようにお聞きしたんですけれども、いかがでしょ
うか。
立和名：当地区では、いろんな行事を行います。そ
の時は、高齢者の方々も地域住民が自分達でやはり
自分達の地域は自分達で守っていこうという意識が
非常に強くなりまして、例え高齢者といえども積極
的に参加をしていただいて、自分からいろんな知恵

と声を出していただいて、皆さんで取り組もうとい
う意識が非常に高まっておりまして、高齢化率は高
いんですけど、地域の皆さん方のやる気がですね。
それとやはり１つはちょっと遊び心もあって、み
んなで楽しくやろうという意識が非常に強くなって、
地域の活性化につながっていると思います。
宇田：住民全員参加というと、非常に理想的で良さ
そうなんですけれども、いろんな集落にまいります
と、一部のリーダーの方々、例えば民生委員さんと
か公民館長さんとか、自治会長さんが一生懸命になっ
て、みんなを引っ張りだそうと奮闘しておられる。
ですからいろいろな事業が下りてくるたびに、そ
の会長さん、役職の方々がご苦労なさるということ
があるんですけれども、どうやってその全員参加の
プロセスと言いますか、そういうようなことになっ
ていったというふうにお考えですか。何かコツやお
考えがあれば教えてください。
立和名：いろんな取り組みを行う前に、当地区では
最初に地域の方のリーダーと、またそこに拡大委員
会というのを作りまして、１人でも多くの方に参加
をしていただいて、まず最初に、そういう取り組み
をすることにあたりまして、いろんな意見が出ます。
まず最初に反対意見を沢山言ってもらうというこ
とです。どうして自分達がそういうことをしなくて
はいけないかということを皆さん最初に思うと思い
ますので、行政とかこういうのに頼ったほうがいい
という、最初はそういう声が出ます。
でもやはりそういう反対の声が沢山出ることに
よって、また地域住民から、それではどうしてもい
けないという意見も出ますので、そういう反対の方
の意見も尊重しながら会議を進めることによって、
地域がよくまとまるということでございます。
宇田：はい、ありがとうございます。
高山地区のように皆さん参加を楽しんでおいでの
ような、そういう地域づくりというのがなかなかで
きない所も多いと思いますけれども、永山さんなん
か、今のお話なども聞かれて、あるいは他の地域の
取り組みなども見てこられて、なるべく一部の人に
負担がかからないような取り組みに関して、何かコ
メントとかアドバイスがございますか。
永山：まず全員がNPOのメンバーって、ちょっと
あり得ないぐらいすごいことだなと思うんですね。
普段、ほとんど難しいことだと思います。
必ずしもそこを目指さないといけないのかという
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と、そうでもないのかなという気持ちを持っていま
して、と言いますのも、例えば 30人の集落で、常に
30人がフルスイングしていると、余力が生まれない
というところがあるのかなというふうに思うんです
ね。
ですから例えば 30人の集落の中で、本当に頑張っ
ている 10 人の人。そしてそれを緩やかに支える 20
人。中には反対の人が２、３人いたっていいぐらい
のつもりでやっていただける地域もまだあって、そ
ういった所がうまくいっている部分があるのかな。
どうしてもしんどいとか、このタイミングでは全
員が必要だと、全員の力が必要だという時に助けを
願える。そういう関係性。
例えば先ほどご紹介した垂水の海潟温泉再生会は、
会員自体は 100 人ぐらいいるんですが、日常的に会
合に集まるのは 20 人ぐらいです。一番集まるのは
飲み会で、60人ぐらい集まるんですね。何かそうい
うような形で、そこには当然、濃淡がおそらくあって、
そこを受け入れる、必ずしも全員を巻き込まないと
いけないというのは、ちょっと辛くなっちゃうかな
というふうにお話をお聞きして思いました。
ただ、高山は素晴らしいなと思います。
宇田：はい、ありがとうございます。
高山地区もみんな同じレベルのことを求めて、み
んなで参加しているというよりは、高齢者の中でも、
年齢の高い高齢者の方はそれなりの参加、もうちょっ
と体が自由な方はもうちょっとハードなものをと
いったようなことで、必ずしも一律のデューティー
を課して、みんなで参加ということではないとうか
がっておりますので、そういう意味でも、いろいろ
な方々に参加をしていただくような、そういう機会
を、話し合いなどを通じて、長い経緯でこうやって
作ってこられたということには敬意を表したいなと

いうふうに思います。ありがとうございます。
池田さんにちょっと確認をさせていただきたい点
がございます。
高山地区では、作られた農作物を販売・出荷の機
会を提供され、また集荷のニーズを反映させた仕組
みも作って商品となる農産物を集めておいでです。
新規の農家の方々の数が減っているなか、売れれ
ばいいですけれども、残ってしまうようなことも、
場合によってはあり得るのではないかなと思います。
もちろん売れればモチベーションが上がることにな
りますけれども、残るとモチベーションの低下を招
くようなこともおありなのではないでしょうか。ご
参考までに、こうしたことにどのような考え方で対
応をしようとなさっておられるのか教えていただけ
ますか。
池田：江口蓬莱館では、全部が売れるというわけで
はありません。土日はほとんど売れます。しかし、
平日の場合において、残る品物も出てきます。雨が
降ったりしますと、客数が非常に減ることもあるわ
けです。
ジャガイモやカライモは日持ちがしますので、５
日程度の期限を設けておりますが、葉物野菜につい
ては、１日で全部処分をいたします。ですから、そ
ういった時に残る品物も出てくるわけです。
今は残ったものは２割引とか、外に出した分は半
額とかで売ってはいますが、さらに残る場合もある
わけです。そういったものを、今後、考えているの
が６次産業化でございます。
今、野菜の中でも乾燥したチップ、これが非常に
人気を集めてきておりまして、チップにするとか、
粉にするとか、そういったことを考えておりまして、
それを蓬莱館でやりたいなということで、今、市や
漁協と勉強会を行っているところでございます。今
後、そっちのほうに取り組みたいなということで、
そうしますと機械も入れなきゃいけないし、雇用も
しなきゃいけないし、そういった観点も出てきます
ので、今後、考えながらやっていきたいと思ってお
ります。以上です。
宇田：はい、ありがとうございます。
事業を進めていく上で、いろいろな課題が出てく
る。それは当然だと思いますけれども、その課題を
どういうふうにクリアしていくのか、あるいはクリ
アするために必要な、例えば行政的な支援だとか、
あるいは認可を得るために、何かの条件をクリアし
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なければいけないけれども、クリアするためには、
どこか他に知恵がないかといったようなことを先駆
的な地域などから教えてもらったり、そういうこと
を勉強することによって、新たな雇用だとか、新た
なサービスだとか、新たな役割だとか、そういうも
のが生まれてくるといったようなことのお話だった
と思います。
しかし実際に事業をやってみないと、例えば高山
地区などの農産物を集荷して、江口蓬莱館で売って
みて、それで余ったらということの発想が出てこな
いと思うんですよね。
やっぱり事業をやってみることによって、新たな
役割、新たなニーズというのが生まれて、それを解
決する努力でもって、みんながまた知恵を絞ってと
いうことになっていくんでしょう。好循環なんじゃ
ないかなと思うんですけれども、永山さん、何かそ
のまちづくりとか、あるいは新たな雇用の創出だと
か、ちょっと大きくなりますけれども、そういう観
点から、こういう立和名さんの高山地区、あるいは
江口蓬莱館とのコンビと言いますか、そのへんのと
ころをご覧になって、何かコメント等ございますか。
永山：まずは役割が増えていくって素晴らしいこと
だなと思います。なので、例えば蓬莱館がこれから
加工にも乗り出す、余ったものを加工していくとい
うのは、その加工のプロセスの中に、またいろんな
地域の方の手が入ると思いますので、そこがお仕事
として膨らんでいくと、雇用という面も出てくるの
かなというところに可能性をすごく感じるところで
す。
例えば、種子島に生姜山という集落がありまして、
私も６年ほどお手伝いしているんですが、そこでは
生姜山という名前に由来して、生姜を軸にした地域
づくり。おじいちゃん、おばあちゃんを巻き込んで
やっていて、最初は生姜を出荷していたんですが、
とても賞味期限が短いので、それをスライスして乾
燥して販売しようというふうに、加工しようとなっ
たわけですね。
その時にスライスと乾燥するために天日干しで並
べるって手間がかかる。そこを地域のご年配の皆さ
んにお金をお支払いする形で入っていただく。そこ
で大きく活動の輪が広がったりもしますので、役割
とともにお仕事を持っていくというのは、とても１
つ大きなところかなというのがまず１点です。
もう１つが、蓬莱館と高山地区の関係性、とても

素晴らしいなと思うのは、距離の近さですよね。こ
れが例えば東京とか福岡とか鹿児島市とか、消費地
と生産地が遠いと、なかなか生産者の皆さんに喜び
の声とか反応が返ってくることはないと思うんです
けど、自分達の身近にきっちりと売場を作れる。こ
こが高山モデルと高山蓬莱館モデルの素晴らしいと
ころなんじゃないかなと。そこのモチベーションを
高めるために、消費者の方の表情は、若しくは声が、
直接伝わりやすいというのが、この仕組みの素晴ら
しいところかなというふうに、お聞きして思った次
第です。
宇田：はい、ありがとうございます。
池田さん、やはりやっていて楽しいですか。
池田：はい、農業というのは非常に楽しい仕事でご
ざいまして、私もイチゴを中心に、トマトやキュウ
リをハウスで作っております。苦労もあるんですが、
できた時の楽しみ、売る時の楽しみ、蓬莱館からメー
ルが来ますと「今、どひこ売れたで、今、昼ごろやっ
で売るっどね」ということで、また持っていきます。
多い時は３回ぐらい走ることもあります。
作る楽しみもありますけれども、売れる楽しみま
で出てきたということで、非常に楽しみでございま
す。
宇田：はい、ありがとうございます。
発表のスライドの中にも、出荷者の方々がすごく
嬉しいといったような声がいっぱい掲載されていて、
午前中のパネルディスカッションでもございました
けれども、孤立とか孤独とか、それの対局にあるも
のとして自立とか役割という言葉が何回も使われて
いました。
やっぱり役割が、今回の場合は農作物の生産、出荷、
そういうようなことを通じてですけれども、あると
いうのは非常に重要なことだなというふうに、あら
ためて感じた次第です。
坪内先生のほうからは、一番最後に日置で亡くなっ
た、あるいは日置では亡くならなかったけれども、
最期近くまで一生懸命ご家族と日置市内で面倒を見
ておられて、最期はご家族に見守られて逝かれたと
いう４人のケースの言葉が報告されました。
昨日の第２分科会でも、予防から看取りまで一貫
したその取り組みといったようなキーワードも発
表者の中から紹介されていましたけれども、地域包
括ケアシステムでは、ご本人、ご家族の心構え、あ
るいは国民の理解の深化みたいなところも大切だと
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言われています。医療を提供なさっている先生の目
からご覧になられて、その予防あるいは医療もそう
ですけれども、看取りと言いますか、人間みんな
100％死亡率があるという話も昨日出ておりました。
そういうような一貫した流れの中で、国民への普及・
啓発の観点からコメント等、補足、ございましたら
お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
坪内：私が開業しております日置市の日吉町という
所は、人口は 5,000 人ちょっとです。徐々に減って
きまして、随分前になりますが１万人以上が住んで
おられたことがありました。来年、再来年になりま
したら小学校が１つ閉鎖しまして、４小学校が１小
学校、１中学校になりそうです。
5,000 人ぐらいになりますと、地域みんな家族と
いうような雰囲気が出てくるんですね。
私が日常やっていることを言いますと、幼稚園、
小学校、中学校の校医、企業の産業医をしております。
予防検診もしますし、高齢者の介護、医療、看取り等、
何でも屋みたいなことをしております。
そうするとやっぱり、この方とこの方が親戚で、
このおばあちゃん、いつごろ亡くなって、お孫さん
が生まれてという話を診療の中でしていくんですね。
でもこれから先も段々と人口も減っていって、生
まれる数より、亡くなる数のほうが多いとなってく
ると、じゃあこの日吉町をどうやって今後守ってい
こうかなというふうに思ったりします。
まちづくりという話になってくると高山地区とか、
蓬莱館さん、永山さんのお話を聞いていると、住ん
でいる方の暮らしを発展させていくようなものが日
吉町にも欲しいなというような気持ちになってきま
す。
最後のスライドにありました看取りをしていく中
で、「生の先には死が必ずある」というようなことが、
つい忘れがちなものだなというふうに思ったりしま
すし、でも死というのは必ず来るものだし、死の瞬
間までは生きている。
それは実は私達医療者が忘れがちなことで、そう
いう人生を支えて差し上げる、暮らしを支える、暮
らしの安心を支えるというようなことを命題として
頑張っていきたいと思ってやっているところです。
宇田：適切な言葉かどうか分かりませんけれども、
死に向かってのいわゆる生前からの啓発というか、
教育というか、意識の高揚に向けて、何か先生、医
療の現場でお感じになっておられて、こういうふう

にやっていくといいんじゃないかとか、あるいはフ
ロアの方も含めて、こういうような取り組み、もう
少しやったほうがいいんじゃないかということがあ
れば、最後にいかがでしょうか。
坪内：実は看取りに立ち会ったことのない方って結
構多いんですね。介護職や医療者でも、実際の身内
の看取りに立ち会ったことがないという方も結構い
らっしゃる。そういう中でやはり初めての看取りに
なると、ご家族は非常に不安感を抱えられるんです
ね。そこを私達が、自分達も勉強しながら支えて差
し上げる。
自宅で看取りというのが全てではないと思います。
どこで亡くなるかというのは、そのご本人のご希望
に添えばいいことであって、選択肢の一つとして在
宅での看取りというのが出てきているということだ
と思います。
宇田：我々もその準備を元気なうちからしておく必
要がありますよねということかも知れませんね。
この「開催市からのメッセージ」は、「地域の強み
を活かした地域包括ケアシステムの構築に向けて～
住民どうしの支え合いを主体とする地域支援を目指
して～」というテーマでご議論と言いますか、ご発
表いただきました。
田舎だから何もないということではなくて、今回
のように、いろんな所でいろんな方々が活動なさっ
ておられる。そのことを知ることと、そのことを知っ
て、うまくつながること、つなげること、あるいは
自分達でつながなければ、永山さんのような支援を
してくださる団体等のご協力をいただいたりしてつ
ながっていくことが、場合によってはまちづくりイ
コール地域包括ケアシステムにつながるのではない
かなというふうにも、このディスカッションを聞い
て、そのように思ったところです。
お集まりのフロアの方々のご参考になれば、大変
ありがたいと思います。
今日は大変お忙しい中、ご発表いただきました４
人の演者の方々、ありがとうございました。以上で
このセッションを終わりたいと思います。
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特 別 講 演
10月2日■金14:10〜15:30

東京大学名誉教授　　今村奈良臣　氏

講師
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ただいま紹介いただきました今村でございます。
ちょっとはじめに私ごとになりますけれども、２

つだけ断っておきたいと思います。
１つは、実は、私、家内を、ずっとこの２か月ほ

ど介護しているんです。７月のはじめに国立がん研
究センターで脳腫瘍だと診断されて、手術いたしま
して、１か月半ぐらい入院していて、もうだいたい
入院の必要ないから自宅で療養しなさいということ
になりまして、自宅療養に切り替えていただいたわ
けですけれども、ヘルパーさんだとか看護師さんと
いうのが、それなりにきちっと毎日来てくれるんで
すけれども、あの方々はだいたい 30 〜 40 分ぐらい
やってくださるだけで、あとのご飯を作る、食べさ
せる、それから脳腫瘍なもんですから、目は見える
んですけれども、口がきけない、耳があまり聞こえ
ないということで、私だとだいたい言わんとする欲
求は分かるもんですから、それで連日介護に明け暮
れております。

この講演に今度来るにあたっては、娘が３人いる
んですが、それぞれみなちゃんと仕事を持っている
もんですから、そう簡単に休むわけにいかないので、
今回は３人の娘が交代で１晩ずつ、それで今日帰り
ますので、３日３晩頼むということでやってきてお
ります。

そういうことで、特に参ったのは、食事を食べさ
せるには、ベッドに向かい中腰になるんですね、ど
うしても。そうすると腰は痛い、足は痛い。

実は、皆さんの前ではみっともないので仕方ない
んですが、半分びっこを引きながらやっているよう
な状態です。

介護というのは身にしみてよく分かりました、ど
れだけ大変か。しかしどれだけ重要かということも、
よく分かっております。それが１点。

それから、もう１点は、私、今、81 歳なんですけ
れども、20 歳代の終りから 30 代の半ばにかけて、
鹿児島県にはよく来ました。

鹿児島県の農政部というかな、農林水産部という
のか、そこの依頼を随分受けまして、薩摩半島、そ
れから大隅半島の開発現地調査、農村実態調査に、
特に大隅半島は笠之原台地に本当によく来ました。

まだ瞼を閉じると現地の姿が浮かんでくるし、あ
るいは優れた農民の方々の顔も浮かんでくるのが本
当のところです。

知覧から南の薩摩半島では、カライモをもう本当
に主産地で作っていたわけですけれども、このカラ
イモが大事なことは分かる。それから大根やそうい
うのも大事なことは分かるけれども、もう少し農家
の皆さんの所得を上げるためにはお茶を作れと提案
しました。

もちろんお茶も若干は作っていたんですけれども、
もう少しきちっと大規模に作れというふうな提言を
いたしまして、それが今、さつまみどりの源泉になっ
ていると思っておりますので、そういう意味では鹿
児島県にはだいぶ貢献したかなというふうに思って
おります。

いま一つは、笠之原台地なんですけれども、ここ
は特に冬の間は桜島の火山灰がものすごく落ちまし
て、火山灰で野菜はもちろん牧草が全部駄目になる
んです。

そういうことと、それから水源がないもんですか
ら、他の作物は作りにくいという、いろいろな事情
がありまして、水源開発を提言し、それから乳牛は
どうしてもやっぱり無理なところがあるということ
で、和牛、肉牛に変えたらどうかと提言いたしまし
た。それも主として子牛を取る繁殖牛の経営をやれ
ということで、今、日本でも有数の立派な子牛を出
荷する体制が出来上がってきたというふうに、その
後、私、認識しておりますけれども、そういうことで、
その他も随分あるんですけれども、まだ笠之原台地
は、目をつぶってもだいたい歩けるぐらいに、もち
ろん道路事情も変わっているとは思いますけれども、
最近行っておりませんけれども、少なくとも鹿児島
県の農業、あるいは農民のためには、それなりの努
力はしてきたつもりでおります。

そこで、今日は足が少々痛いので、滞るところも
あるかも知れませんけれども、精一杯熱弁をふるわ
せていただきたいというふうに思っております。
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早速、資料に沿って、時間の関係もありますので、
レジュメと言いましょうか、私の配布資料に沿って、
話してまいりたいと思います。

大会資料の 301 ページから書いてありますから、
それを若干丁寧に読みながら、論点をはっきりさせ
ていきたいというふうに思っております。

私は、「農業は生命総合産業であり、農村はその創
造の場である」というふうに、以前から説いてまい
りました。

そしてそれを実現するためには、トップダウン農
政、つまり中央の指令的農政ではなくて、ボトムアッ
プ農政、つまり地域から、農民の皆さんの側から提
案するような農政へ改革を全力を上げようというこ
とを主張してまいりました。

しかし、これは当たり前のことなんですけれども、
私、実は今の基本法である食料農業農村基本法が
1999 年７月に国会を通りまして、昔の旧農業基本法
に代わって制定されました。

その年の確か９月ごろだと思います。その当時の
総理大臣は小渕恵三さんという方なんですけど、お
嬢さんが、今、国会議員で、献金問題ごたごたして
おりますけれども、親父さんのほうです。もう亡く
なりました。あの「平成」というのを掲げた、官房
長官時代にテレビに出たあの小渕さんです。

人柄は非常にいいんですが、突如、私の自宅に電
話をよこしまして、「今村先生ですか」「そうです」「小
渕と言いますけれども」「どちらの小渕さん」「総理
の小渕です」そう言って「新しい基本法ができたから、
その基本政策審議会の会長になって欲しい」直談判
で私言われまして、それで「若干じゃあ考えさせて
ください」１日考えた末「じゃあやらせていただき
ます」ということで、受理いたしました。

その時に私はその後、正式の会合のある事前に小
渕さんにお会いして、私は、今言ったように、「トッ
プダウン農政からボトムアップ農政へ全力を挙げて
改革する。そういう路線です」と言ったら、「私もそ
う思っているので、それでやっていただいたら結構
です」ということで、百人力を得たような気持ちで、
相当腕をふるってやったつもりなんです。新しい法
律ができて。

ですが、何たってそうは簡単に、総理大臣が「よ
ろしいですよ」と言ったって、そうはいかない。役
所というのは難しいもんですからね。小姑が山ほど
いて、「先生、そんなことでは駄目です」という具合

にがちゃがちゃ言われて、第１回の農業白書という
のがありますね。あれをずっと見ていただければ、
私がどういうことをやってきたかということが分か
ります。今日、その話をするつもりはさらさらあり
ませんけれども、そういうこともやってまいりまし
た。ただ、政策立案の中枢にいながらも、それに飲
み込まれることなくということで、私の所信を鋭く
貫いてきたつもりでございます。

そういうことを踏まえながら、これから地域創生
ということをどういうふうに考えるべきかというこ
とを、配布資料に書いているのを少し読ませていた
だきながら進めていきます。その 301 ページの５行
目あたりから、ちょっと読まさせてください。大事
なところです。

『過疎という言葉が生まれて 50 年。この過程で三
大都市圏への人口集中が進み、さらにここ 10 年は
三極集中から東京圏一極集中へと目まぐるしく、か
ついびつな変容を日本列島は遂げてきた。これは日
本の将来を構想する上で、決して望ましいことでは
なく、悲しむべきことである。

こうした中で、今、地方創生が叫ばれはじめた。
かつての地方活性化、地方再生から地方創生へと看
板の塗り替えは進められようとしている。しかし、
看板の塗り替えでは、決して新しい生命力は生まれ
てこない。

これまで地方や農業、農村を疲弊させ、人口減少
を促進させてきた政策や、その看板の塗り替えでは、
真の地方創生はできるものではない。』これが私の基
本視点の第１点です。

私の地方創生論の核心は、私が今から 23 年前に
全国に向けて提唱した、農業の六次産業化の理論と
その実践の成果を踏まえつつ、５ポリス構想に基づ
く地域創生を、構造論、政策論、運動論の三位一体
による総合戦略を通して、農村の主体性と内発的発
展力を基盤に作り上げるというものである。これが
私の基本的な考え方です。

５ポリスとは、後で詳しく述べるつもりでありま
すが、これまでの手垢にまみれた用語や概念をやめ
て、ギリシャ語源に基づくポリス、すなわち都市で
もあるが、むしろ拠点という－ポリスというのは拠
点という意味です－斬新な考え方を導入したもので、
農の拠点・アグロポリス、食の拠点・フードポリス、
景観と生態系の拠点・エコポリス、医療、介護、保
育の拠点・メディコポリス、文化、技能の拠点・カ
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ルチュアポリスという５つのポリスからなる構想で
あります。

この５つのポリスを、総合的、包括的、体系的に
充実させることにより、望ましい農業、農村の姿が
実現されると考えており、東京砂漠の無味乾燥かつ
不安に満ちた巨大都市から移り住みたいと思う人々
も増えてくるであろう。私はそう考えています。

もとより、この５ポリス構想の実現のためには、
総合的、包括的な国の政策体系と財政措置が不可欠
であると同時に、地域住民、農民、さらに地方自治
体や農協をはじめとする多彩な農村諸組織の主体的
努力と内発的発展力が不可欠となります。

しかし、この 10 余年に渡る私の全国の農村調査、
農村地域での実態調査の中からは、この５ポリス構
想を実現しているような優れた先進事例を見出すこ
とができます。それらの先進事例の全てを紹介する
ことはできないんですけれども、その核心に触れな
がら、この５ポリス構想を実現していきたいという
ふうに私は考えております。

しかしいろいろ当面する問題を考える時に、やは
り明解な仮説とそれを実現するための手段と方法、
その実現に向けた主体的努力と多彩なネットワーク
の形成が不可欠であるというふうに私は考えており
ます。

仮説というと難しいことを考えるかも知れません
けれども、かつて京都大学の名誉教授で桑原武夫さ
んという大変な碩学、立派な先生がおられました。
この方が司馬遼太郎との対談でこういうことを言っ
ていたんです。

「学問とは仮説を立てる能力である。」
私は、この一言に巡り合わせた時に、本当に雷に

打たれたような気分になりました。
これはもうあまり議論する必要はないんですが、

桑原武夫の弟子には日本を代表する俊才がいっぱい
出たですね。これは時間がないから、余談になりま
すから省きますけれども、このことは、しかし、学
問だけではないと思うんですね。

いろいろな分野の政策もそうです。本当に立派な
政策とは、しっかりした仮説を立てることから始ま
ると思います。

先ほどのこの会場の皆さんのシンポジウムを聞い
ていて、一人ひとりはそんな学者じゃないし、論文
を書くような方じゃないんですけれども、聞いてい
て、皆さんそれぞれの立場でしっかりした仮説を立

て、こうやれば、こういう新しい方向が出てくる。
こういう新しい路線が作れるぞと、こういうことを
みんな言っているわけですね。私、そのことに本当
に感心しました。

誰も学者の専売特許ではなくて、大事だなという
ふうなことを、例えば先ほどの垂水の火山灰を集め
る、あの方もそういう仮説を持っている。それで新
しい仕事をされている。それから農産物直売所の皆
さんもそうです。やっぱりそういうところが非常に
大事じゃないかというふうに考えております。

そういう意味で、本当の仮説を立てなくちゃなら
ん。５ポリス構想というのは、私は、３年ぐらい考え、
各地の優れた先進事例を調査し考えた中から作った
言葉です。

そこで次にまいります。
５ポリス構想というのは何かということを、302

ページのあたりから書いてあります。先ほど言った
ように、５ポリスというのはギリシャ語源で、都市
あるいは拠点ということを意味するわけですけれど
も、いまだかつて、この５ポリスとか何とかポリス
ということを言った人は１人もいません。しかし、
農村で本当の志を持って考えている方には、この考
え方はあっと言う間に浸透してきていることは、私
もひしひしと分かっております。

そこで以下、順に、時間がありませんから、302 ペー
ジの中段あたから、また読んでいきます。

アグロポリスとは、言うまでもなく農業の拠点で
ある。農業就業人口の減少、高齢化の急速な進展の
中で、旧来からの慣習にとらわれずに、それぞれの
地域にふさわしい、新しい農業再生の路線を構築し
ようという意図を込めて、アグロポリスを提起した。

集落営農の組織化、例えば農地の地域の合意に基
づく効率的な集積を基盤にした農業法人化の推進、
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高齢者の技能を活かした「大小相補」の路線、ここ
が大事なんです。大きい経営も小さい経営も相補う
という路線を強化。

この大小相補ってどういうことかと言いますと、
例えば稲作だとか甘藷などは、これは土地利用型の
大規模経営は可能で機械化できるからできます。し
かし、全てがそれができるかというと違う。例えば
ハウスでイチゴを作るとか、それからトマトを作る
とか、様々なものがもちろんあります。米とか麦が
あれば生きて行けるか。決してそんなことはありま
せん。そうでなくて、その他の貴重なものがいっぱ
い必要になります。

私は、例えば年寄りの人と若い人がうまく組み合
わせるのは、アスパラガスなどですね。本当になか
なか力のいる仕事、若い人、これも必要だけれども、
年寄りも必要なんですね。

朝、一番鶏と同じぐらいに早く起きる年寄りはいっ
ぱいいます。その人達がいて初めて新鮮なアスパラ
ガスの収穫・出荷・販売はできるんです。

ところが、アスパラガスを本当に立派なものを作
るためには、相当深い溝を掘って、そこに牛糞堆肥
を山のごとく叩き込んで、それでやらないと、いい
アスパラガスはできません。

そういうことを「大小相補」、それから老若全部込
み、つまり「老・中・青・婦」の結合で、みんなそ
れぞれ持てる力を合わせてやらないと駄目なんです。
年寄りもいる。中年もいる。女性、婦人もいるとい
うことで。アスパラガスをしっかり観察しています
と、本当に年寄りの人が、ちゃんと朝早く起きて、
ちゃんと取る。腰をかがめて切らなくちゃなりませ
んから。そういうのじゃないと、若者だけでやって
いるアスパラガス経営は、ほとんど潰れてしまいま
す。そういうことを含めて、やっぱりそれぞれの持
ち場というのはあるんだということを、私はもうずっ
と現場を見ながら作物ごとの仕組みを観察してまい
りました。

以上のようなことを踏まえたアグロポリス、農業
の拠点を作ろうではないか。

それから次がフードポリス。多彩な農畜産物、あ
るいは林産物、水産物の加工や直売所をはじめとす
る販売戦略の開発、推進、展開など、私は 23 年前
に初めて全国に向けて提起した「農業の六次産業化」
の推進であります。

私は 23 年前に、どういう経緯でこの農業の六次

産業化ということを提起したかということを、少し
だけ話しておいたほうが、お分かりいただけるかと
思います。

私、郷里が大分なんです。大分の山の中なんです。
山の中から何でお前みたいな東大に行けたんだ。そ
れはちょっと省きます。たまたま行けたんです。

大分に大山町農協ってあるんです。わずか組合員
が 610 人ぐらいなんです。ですが、これがすごい頑
張りというか、すごいことをやっていたんです。

この大山町農協に今から 23 年前に行きまして、農
家に泊めていただきまして、１週間ほど詳細な調査
をしました。「木の花ガルテン」という直売所を始め
て２年ばかりの所なんです。コノハナガルテンです。

何でコノハナなんだ。キノハナじゃないか。コノ
ハナじゃないと意味は通じないんです。これはコノ
ハナサクヤ姫。古事記に出てくる伝説の大変な美人
の神様なんです。もちろん美人というから女性です
よ。それで子沢山の神様。子供をいっぱい生んだ。
古事記にあります。嘘だと思ったら古事記を読んで
みてください。コノハナサクヤ姫から取ったんです。

ガルテンって何だ。これは市民農園という意味で
す。これはドイツで都市の市民達が自分達で小さい
小屋がけ、小屋がけない場合もあるけど、要するに
都市の農園というか、農園というよりも、小さい野
菜畑と言っていいんです。

何でガルテンが結びついたのか。これは農協の青
年達が西ドイツ、当時ドイツは東西合併してすぐだ
と思うんだけど、ドイツに行きまして、この市民農園、
これが大事だと。

どうしてまた古事記とドイツが結びついたのかと
言い出すと、きりがないのでもうやめますけれども、
木の花ガルテンという農産物直売所を作った。これ
は誰にも真似ができない名前だということで作った
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んです。
ここに私、農家に１週間泊めてもらいまして、農

産物を作る人、加工する人、出荷する人、買いに来
る人、その人達の表情から作業から、１週間いて逐
一調査しました。

その中から私は、結論から言いますと、１＋２＋
３＝６、これは誰だって分かる。小学生でも幼稚園
でも分かる。一次産業＋二次産業＋三次産業は六次
産業。これを考えたんです。

それから今度は３年半経ちまして、１×２×３＝６、
これも６なんです。掛け算に変えました。なぜ変え
たかというと、農業がなくなれば、つまり農地がな
くなれば、いくら掛けてもこれは、０× ２× ３＝０
だぞということを言いたかったんです。

ちょうどバブルが崩壊したあとの、鹿児島にはそ
ういう馬鹿な農協はなかったかもしれないけど、次々
赤字、大赤字。借金を積み重ねる農協が全国に出て
きた。

大分もそうでした。特に国東半島とかあのへん一
帯のキャノンの工場が入ってきたものの、それが中
国に行った。農協が金を貸して、アパートだ、マン
ションだ、作っていたのがみんな０になったんです。
キャノンが撤退したら。それで農協は大赤字になる。
そういう実例を私は全部調べておりましたから。

それで土地を売ったら金になるという馬鹿なこと
を言うなと。農地がなくなったら、もうなんぼ頑張っ
ても０だぞということを言いたいために、３年半後
にこう変えました。

今はこの六次産業というこの定式がどこでも通用
しておりますが、学者や役所にはアホがいっぱいい
て、僕がちゃんと論文に書いているのを見もしない
で、六次産業をどうやら耳学問で聞いてきて、いか
にも自分が言ったようなことを書いているのがいっ
ぱいおります。もう涙が出るほど悲しいんですけど。

最初に申した、学問とは仮説を立てる能力である
という桑原武夫の爪の垢でも煎じて飲ませたい学者
が世の中にはいっぱいいます。本当そう思うんです。

もちろん私が言ったから威張っているわけでは決
してなくて、やっぱりこれを考え抜くためには、ど
ういう努力をしたかということをちゃんと評価しな
がら、次のステップに上がって欲しいというふうに
思っています。

要するに六次産業というのは、間違いなく六次産
業という言葉は、間違いなく私は 23 年前に世の中に、

公に出しました。今日も通用しております。
そういうことで、木の花ガルテン、ここで発見し

たんです。
この木の花ガルテンというのは、なかなか大した

ことをやっているんです。
この大山町農協というのは、創立以来、合併して

いないんです。日本で創立以来合併してないのは 6
つしかないんです。大分の下郷農協。馬路村って高
知にあります。柚子の村です。これも合併してない。
それから三ヶ日農協というのが静岡にあります。浜
松の一番北にあり、みかんの町です。それから千葉
に富里市農協というのがあり、青森の津軽に相馬農
協。もう数えると本当に 6 つしかないんです。

しかし、このいずれもがすごい、今日は時間がな
いから言えませんけど、すごいことをやっているん
です。

合併しなくても自分達の組合員に信頼を置き、そ
れでちゃんと組合員の作った農産物を加工し、販売
して組合員達の力量に高めてやっていくぞというこ
とをやっていくような農協が望ましいんです。

だいたい大山町農協というのは、矢幡治美さんと
いう立派な組合長、これは組合長を４期やるんです。
もう亡くなりましたけどね。家の光から立派な本ま
で出しています。矢幡治美って女みたいな名前だけ
ど、これは大した男なんです。

農水省が構造改善事業を始めた。その時に何と言っ
たか。「梅栗植えてハワイへ行こう。」こういうこと
を言ったんです。農業構造改革事業で農水省が言う
ような大型トラクターを入れるような田んぼは我が
農協中探しても 50 町歩もない。あとはみんな丘と
山ばっかりだと。そこに何でいるんだ、そんなもん。
そうじゃなくて、梅や栗を植えて、本当にそれを加
工し、いかに付加価値を付けて、それで都市の皆さ
んに喜んでいただける。そういう新しい時代にふさ
わしい農業をやろう。そして大いに稼いでハワイに
行こう。これが受けたんですね。

だからついでながら言うと、大山町農協というの
は、海外に行くなら大いに行きなさい。無利子で５
年間返済すればよろしいという、海外旅行の資金を
ちゃんと作っています、未だに、組合長の遺訓として。
だからみんな若者は、そういうことをやっているん
です。

週３日は勉強し休養する。あと４日はうんと働け
と、人の倍ぐらい働けと。どうぞ旅行とか、先進地
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と思われる所の視察とか。つまり勉強してこいと言
うんです。

農業というのは面白いもんで、私、本当につくづ
くそう思うんですが、やっぱり優れた農業をやって
いる所は、農協役員・職員、そして組合員も先進地
を視察・調査して、ノウハウを極めて、それを真似
するんじゃない。その先を考える。その知恵を磨き
上げてくるんですね。

つまり農業というのは本当に、人間の生命（いのち）
を預かる先端産業だと思うんです。もちろん先端産
業というのはいろいろあるかも知れませんけれども、
生命を預かる先端産業だというふうに思っています。

そういう意味で、それを磨き上げなくちゃならん。
そういう精神があるもんですから、ここの木の花ガ
ルテンは、自分達の作った農産物や加工品、本当に
多種多様な加工品がありますけれども、それを作っ
て、今、元々は直売所というのは地産、地消、地食、
これが基本だったんですね。だけど段々これだけじゃ
あ物足りない。

地産、地消、地食を原点に置きながら、都市の消
費者にもさらに大いに消費してもらおう。あるいは
都市の消費者に新しい自分達の作ったものを食べて
もらおうということで、大山の木の花ガルテンは福
岡に３店、それから大分に３店、それから別府に１
店、日田に１店、計８支店を持って、朝８時に保冷
車が本所から１年中間違いなくちゃんと支店に向け
て出るんです。８時きっかりに８台出ます。そうい
うことをきっちりやっているんです。つまり、時代
の変化とともに、地産、地消、地食から地産、都消、
都食へと大きく直売所の活動も展開させてきており
ます。

こういう知恵を働かせながらやらないと駄目なん
だ、というふうに私は思います。

今、直売所の話が出たついでに、私が、代表者・
責任者となって全国農産物直売サミットというのを、
毎年やってきて今年で 14 回です。秋田でやります。
10 月 22、23 日にやります。

１日目は座学。みんな集まって議論します。先進
地の多彩な報告もいただきます。次の日は現地視察。
バスを 10 台以上仕立てて、５〜６コースに分かれ
てみんな現地に行って、現地で議論する。あるいは
優れた手法や情報を獲得するということをやります。

全国から、北は北海道、南は沖縄に至るまで、約
600 〜 700 人、年によって違いますが、来ます。秋

にやるもんですから、みんな直売所に働いている人、
あるいは出荷する人が秋田まで行って一汗、汗を拭っ
てくるか。休み取って、お互いに毎年交代で行くか
という具合で、600 〜 700 人来るんです。来年は滋
賀県でやります。琵琶湖のほとりでやります。

ちょっと六次産業の話から、あちこちに行ってし
まいました。次へ行きます。

次は、フードポリス。食品加工とマーケティング、
販売ですね。食品の加工・製造、レストラン、食堂、
いろいろなものを全部含めて、フードポリスと言っ
ているわけですけれども、この食の加工ということ
について言いますと、私、今、農山漁村文化協会、
農文協の会長をしております。

あそこから食生活全集、全 50 巻出しております。
これは各県の、北海道から沖縄に至るまであります。
鹿児島県ももちろんあります。それで昭和戦前期、
昭和 10 年代の食の各地の姿をきちっと、素材から
製法に至るまで、みんなお年寄りに作ってもらって、
それを写真に撮ってレシピを作りまして、作った立
派な本なんです。これは本当に立派な本なんですが、
鹿児島県でも場所によって全然違うんです。鹿児島
県の食事といっても、大隅と薩摩、霧島さらに南の
島々とは全然違う。

宮崎県の食事といっても、宮崎県は旧藩時代の姿
が如実に反映するんです。例えば都城、あれは薩摩
藩だもんですから、昔。薩摩の、鹿児島の食の影響
が非常に濃いんです。言葉でも、焼酎を１杯飲むと、
もう鹿児島弁丸出しですよね。あれは宮崎県だけれ
ども、宮崎県人とは思っていないです、彼らは、あ
のへんの人は。食の姿もみんな違います。

そういう具合に、本当に薩摩半島と大隅半島、そ
れもまた大隅の中でも随分違う。こういうことをちゃ
んと考えながら直売所、あるいはレストランを出す
にしても、もう時代が違うと言いながらも、やっぱ
り根っこはずっとその味つけから調理の仕方から町
や村ごとに違うんです。こういうことをしっかりよ
く考えながら、これからやっていただきたいという
ふうに私は思っております。そういうことで、フー
ドポリスということも地域特性を踏まえてやってい
ただきたい。

次に 303 ページを見てください。
エコポリスとは、里地、里山の保全、農村景観の

維持修復、さらには豊かな水利、風力、太陽光など
自然資源の利活用を通した現代にふさわしい生活居
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住環境の整備、新しい時代にふさわしいグリーンツー
リズムの受け入れやそのための環境整備などの実現
である。

そこで、私、ちょっとレジュメに書いてない話で、
こういう話をちょっとしたいんです。

メ イ キ ン グ か ら グ ロ ー イ ン グ。”Making か ら
Growing” ということです。何だいきなり英語じゃ
ねえか。お年の方は、このくらい覚えておかんと孫
に馬鹿にされるから、ちゃんと覚えて、メモ取って。

女性の方ならみんな知らない人はいないと思いま
すが、メイキャップ（make-up）ということは知っ
ていますね。お化粧をするということです。若い人
は言わなくても分かるけど、メイキャップね。ちょっ
といろいろ顔に塗ってきれいになるという、その話
なんです。

メイキング、メイキャップ。きれいに外からベタ
ベタいろいろ塗って、口紅引いてきれいになる。こ
れも本当に大事だけれども、体の中から光り輝くよ
うなグローイング。これは成長とか、健康体になる
ということですけれども、メイキングからグローイ
ング、こういう話を、私、東大を定年になりまして、
８年間、日本女子大で教授をしておりましたが、そ
の最終講義が「メイキングからグローイング」とい
うタイトルで話しました。

あなた達メイキャップって知っているだろう。そ
れは知っています。外から白粉ベタベタ塗って、ルー
ジュを引いて、それできれいになる。それも大事だ。
否定はしない。けれども本当に大事なのは、体の中
からきれいになる。それが大事じゃないかという話
をやったんです。

一般論として、今の時代はメイキングの時代です。
いいですか。地底から石炭、石油、鉄鉱石、いろい
ろな金属、それらをみんな取り出して、それを産業

革命この方、機械から化学工業製品から電気、ガス
に至るまで作りました。

それで大変便利な時代になったけれども、しかし、
他方では公害だとか有害物質が山ほど溜まっていく。
もう様々な弊害が生まれてきております。それは言
い出せばきりがないほどあるんですけれども、ここ
では省略します。とにかく人間の健康をむしばむ被
害がいろいろと出てきた。

しかし、本当に大事なのはグローイング。体の中
から本当に健やかに育つ。光り輝く肉体を作ろうで
はないか、内から光る姿に変わろうじゃないかとい
う提言を、女子大生の最終講義でしたんです。

最終講義の時代は、ちょうど牛が本当にコロコロ
倒れる BSE ＝牛海綿状脳症が流行っていたころなん
ですけれどもね。そういう不健康な時代になっては
駄目だと。牛も本当は人工飼料ではなくて放牧方式
でやれということを、私はずっと今でもそれを言っ
ております。

つまり配合飼料で、人工の餌で飼うということも、
もちろんある程度は大事だけれども、世界に誇れる
草資源のある我が国は放牧でやろうではないかとい
う話をしたのです。

乳牛は７つの優れた特徴を持っているんです。第
１は、草を食む歯は、一生研ぐ必要のない自動草刈
機です。それから２番目は、あの長い首は非常に巧
妙なベルトコンベア。３番目、4 つある胃はいろい
ろ草、人間が食べられない草をみんな食べて栄養に
変えていく食物倉庫でしょう。４番目、内臓は未だ
に人工合成ができない優れた牛乳を作る非常な精密
化学工場。牛乳という本当に人間にとっていいもの
を作ってくれるわけです。それから５番目、あの尻
は非常に貴重な肥料をボタボタ落としてくれる肥料
製造工場。６番目の足は、35 度もある急傾斜を昇り
降りることができる。高性能のブルドーザー。７番
目は、１年１産で子孫を増やす。これだけのことを
やるのが乳牛なんです。

この乳牛を、牛骨粉などを混ぜた人工飼料の餌で
やって BSE が激発した。それがしっぺ返しで、あん
な大変な、私、審議会の会長をやっている時、もう
本当に BSE 騒動には参りましたけれども、そういう
ことがありました。

だから人間の知恵とか技術というのは限界がある
ということと併せて、やっぱりグローイング、それ
で牛の放牧、本当は放牧がいいんです。このごろ各
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地で下火になっていますが。
しかし、鹿児島は割とその放牧をやっている所が

多いです。霧島、それから隣の小林あたりは、まだ
放牧をいっぱいやっている。阿蘇を含めて久住。私、
是非、新しい時代にふさわしい放牧をやって、本当
に人間生活に密着した新しい Growing の時代を作り
たいというふうに、今、考えております。

そういうわけで、ちょっと余談になりましたけれ
ども、エコポリスですということをきちんと考えて
もらいたい。

それからメディコポリス。これは、そこに書いて
ありますように、高齢化する農村に必要不可欠な医
療、介護などの施設、それからそのための人材シス
テム。その多面的な活用を図るための重層的なネッ
トワークを実現することである。その最も典型的か
つ優れた活動は、長野県の佐久総合病院を見れば本
当に分かります。佐久総合病院については、私の友
人で、色平哲郎という大変立派な医者がいるんです。

色平哲郎君は、これは大した男です。時間がない
ので省略しますけれどもね。本当に私の親友なんで
す。もちろん私より遥かに歳は若いんですけれども、
東京大学の工学部に入って、東南アジアを流浪の旅
して、ずっと考え抜いて、それで帰ってきて、あら
ためて京都大学の医学部に入って医者になって、東
南アジアの医療、本当にそこで勉強しながら、それ
で佐久総合病院で特に農山村医療の分野を担う医者
なんです。

苦労を重ねた医者なんですけれども、その彼が様々
な介護システムその他を考案し、システムを作って
おります。これは時間がないので省略せざるを得ま
せんけれども、本当に各地域の特質を踏まえた、特
色あるメディコポリスを作っていただきたい。

最後にカルチュアポリスです。これは、どの市町
村あるいは集落においても存在する歴史的な神社仏
閣、あるいはそこにまつわる多彩な伝統芸能などの
文化遺産。さらに都市にはない、長年受け継がれて
きた伝統技術、伝統技能。

例えば、世界文化遺産とされている紙漉きの技術、
陶磁器に関わる技術、多彩な木工技術等々、数えれ
ば無数と言えるぐらい多彩な技術があります。技術
というより技能と言ったほうがいいです。

この町にも沈壽官さんの窯がある。これは私が愛
好している司馬遼太郎に「故郷は忘じがたく候」と
いう小説がありますけど、あれ読んで本当にハーッ

と思って、一度は来たいと思って、残念ながらまだ
行ってはおりません。

今度来た時は、必ずうかがいたいと思います。沈
壽官さんの壽官陶苑にうかがって、その歴史と伝統、
それから何かを発見したいというふうに思っており
ます。その時は、その後、この市役所に寄って、市
長さんはじめいろいろ教わりたいと思いますが、そ
の時は何とぞよろしくお願いします。

そういうこともありまして、ここはもう本当に薩
摩焼から何から、鹿児島というのは本当に古いもの、
それから江戸末期のいろいろ立派な殿様がいたこと
もあって、秀でた文物、美術、ガラスの技術にしても、
本当に私、感心しているんですけれども、そういう
優れた伝統文化をふんだんに持っている所でござい
ます。是非、そういうことも活かしながら、ここの
新しい路線を、是非、作り上げていただきたい。

それで、もう時間がなくなって、いろいろ言う
べきことを言えなくて申し訳ないんですけれども、
304 ページを見ていただきたいと思います。

ここに正五角形が書いてあります。アグロポリス、
フードポリス、エコポリス、メディコポリス、カルチュ
アポリス、このそれぞれが正五角形で、中心点から
10 点満点の正五角形を書いて、中に５点の五角形も
書いてあります。それぞれのポリスが、自分の所は
現状では何点か。これは１人で書くんじゃないんで
す。50 人いれば 50 人の 50 通りの五角形ができて
いいわけなんですけれども、それを書いていただき
たいと思うんです。

是非、一度試みてみてください。いかに８点以上
となる五角形ができるか、８点以下のところはどこ
か、どうすれば８点以上になるか、というように議
論を深めていただきたい。そのために、どのポリス
を充実させるべきか討議を地域全員で深めてくださ
い。地域の活力が生まれます。

１つだけ言い忘れたんですが、カルチュアポリス
の中に廃校になりそうな小学校とか、廃校になった
小学校とかをどう活用するか。これは大事なんです
が、忘れてしまいました。文章の中には書いてない
んですが、頭の中にある。

小学校がどんどん、今、廃校になってきているん
です。私は片方で廃校をいかに活かすかという活動
を全国に渡って広げております。

この鹿児島でもそういう事例が非常に多くなって
いると思いますが、小学校というのは地域の皆さん
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の心の拠点なんです。いくら年取っても小学校は拠
点なんです。私にとってもそうです。個人的にもそ
うなんです。

そういう意味で、この小学校を、直売所やそば打
ち道場にしたり、木工や焼き物の道場にしたり、い
ろいろなことをして、人が集まる、地域の人が集ま
るだけじゃなくて、外からの人もそこに参加してい
ただけるような場を作る。いろいろ新しい施設を作
るためになけなしの金を使うんじゃなくて、その小
学校やあるいは中学校でもいい。大いにそれを活か
す。

それで心の拠り所、その拠点を作る。これはある
意味ではこれからの時代、非常に大事だと思います。
そういうことを含めて、この 10 点満点にして、自
分の所はどうだと議論と実践の方向を打ち出してく
ださい。

今日、私がお話を聞いた、先ほどの高山地区などは、
いろんなことをやられている。そのままこれに当て
はめていくと、相当点数は高い五角形が書けると思
います。

そういうことをお互いに各地区ごとに競い合いな
がら、俺の所はこうだ、どうだということをやって
いただく。そういうことを含めて、私はその中で今
日のこの大会の主題であるメディコポリス、医療、
介護、子育て、こういうのがどういうふうな拠点と
して作られようとしているのか、あるいは機能しよ
うとしているかということを、よく考えていただき
たい。

しかし、この五角形のベースにあるのは、皆さん
の各地域の農村なんです。みなそれぞれ特徴を持っ
ています。是非、一度考えてみていただきたいとい
うふうに思います。

あと１つだけ申し上げたいんですけれども、ここ
も市町村合併で日置市になったということでござい
ますけれども、一昨年、農産物直売サミットをやっ
た山口県に萩市ってあります。あそこの市長さんが、
野村興兒さん、あの方は大蔵省にいたけれども、役
人臭は全然ないんです。私、好きな人なんですが、
この人と飲みながら、こういうことを彼が言うんで
す。「今村先生、市町村合併したらね。萩の町は港町
でね。それなりにまとまりは良かったのに、中山間
を山ほど抱え込んだ。中山間地域を抱え込むという
ことで、女性比率が非常に高まった。萩の町はどち
らかというと城下町であるし、それから漁業の町で

すから、男の比率が割と高かったんですが、中山間
を抱え込んだら女性比率が高くなった。女性は寿命
が長いからどんどん上がった。それから女性の行動
をじっと市長として観察していると、投票率が女性
は男性に比べて遥かに高い」と。

いいですか、これから市長になろうという人は、
女性を獲得しないと駄目ですよ。各級選挙を見ても
女性投票率が高い。つまり一言で決論的に言うと、
市長として何をやっぱり目をつけなくちゃならない
か。女性を元気にする、あるいは女性が安心して活
動できる場をどう作るか。だから道を作るにしても、
一輪車が通りやすいような、あるいは電動四輪車が
通りやすいような、そういうのをまず舗装する。自
動車が通るような道は後回しだと。限られた予算の
中でそういうのをやる。

それからもう１つは、農産物直売所を充実、整備
する、また、農産物の加工施設を非常に一生懸命作っ
ておりました。特に先ほどもお話に出ましたけど、
ドライ、乾燥野菜、乾燥果物を作る。これの施設を
非常に一生懸命作っておりました。なかなか優れた、
今はもう非常に高性能の機械も出てきまして、そう
いうのを作る。そういうことを通して、別に女性の
票が欲しいからやっているんじゃないんです。女性
の働き場を作ると、女性が一生懸命やり出すと、地
域の活力が高くなる、本当に男も引きずられてやる
ようになるというふうなことをおっしゃっておられ
ました。

そういうことを含めて、これからどういうふうな
地域づくりをするかということを私の提案している
５ポリス構想に沿って是非考えていただきたいとい
うふうに思います。

最後になりましたが、『私の地方創生論』という本
が、農文協から出しております。1,800 円です。今
日の話の不十分なところをこの本を読んで補ってく
ださい。

ありがとうございました。
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特別講演で語りきれなかった最後のまとめを著書から引用して以下に掲載します。

第 16 回介護保険推進全国サミット in ひおき参加者への提言
今村奈 良臣（東京大学名誉教授）

農業者大学校新入生への私の 10 の提言

① Challenge! at your own risk!
この言葉を、私は「全力をあげて挑戦せよ。そし

て自己責任の原則を全うせよ」と訳している。25 年
前（1984 年）から指導してきた全国各地の農民塾生
たちに何が胸に残っているかと聞いたら、いずれも
この言葉だと言った。この言葉を最初に耳にしたの
は、26 年前にアメリカ・ウィスコンシン大学客員研
究員として行っていたときである。農民の親から子
への農場継承についての実態調査を広汎に行ったが、
そのなかで中西部の農民から聞き胸にグッときた。
アメリカでは農場主の父が引退するとき、「私が農場
を買って経営主になります」と言った子ども（長男
ではなくても次男でも三男でも、次女でもよい）に
継承させる。そのとき発せられた言葉であり、重い。

② Boys be aggressive!
これは、「自らの新路線を切り拓き積極果敢に実

践せよ！」と訳している。明らかに、明治の初め札
幌農学校を辞するにあたり発したクラーク先生の
“Boys be ambitious!”（青年よ、大志を抱け）をもじっ
たものである（なお、Boys は一般名詞であり女性も
指す。男女差別語ではない）。

今から 52 年前（1963 年）、私が東京大学大学院
を終了し（財）農政調査委員会という研究所に研究
職員で入った折、理事長の故・東畑四郎氏が言われ
た言葉。この言葉を胸に農政改革の諸課題を積極果
敢に解明、その改革方向などを提言してきた。皆さ
んもこの二つの言葉のもつ路線を胸に抱き実践して
いただきたい。なお、東畑四郎氏は本農業者大学校
の創立者である。

③農業ほど男女差のない職業はない
この言葉は、青森県の JA 田子町の専務理事（現

JA 八戸監事）佐野 房（さの ふさ）さんから聞き、
胸にずしんときたものである。私はこれまで、「農業
ほど人材を必要とする産業はない」「JA ほど人材を

必要とする組織はない」と言ってきたが、この佐野
さんの言葉もまさに核心をついている。

これまで日本農業の６割は女性が支えており、他
のどの産業分野を見ても女性が半ば以上を占める産
業はない。JA も女性の正組合員化をすすめ、理事等
役員も女性比率を高めていかないと弱体化していく
恐れが強い。

④「多様性のなかにこそ、真に強靱な活力は育まれる。
画一化のなかからは弱体性しか生まれてこない」「多
様性を真に活かすのが、ネットワークである」

この考え方は私の信念とするところである。多様
性に富む地域農業があり、多様性に富む個性をもつ
組合員がいて、強力な JA になれる。とりわけ JA の
役職員、そして JA 女性部・青年部の皆さんは、多
様な個性に富み、多方面にわたり JA 改革に取り組み、
また女性部、青年部は多様な形で農業や農産物加工
や直売活動に携わり、地域コミュニティの活動を推
進していると思う。

その多様な個性をいかに活かすか、そのネットワー
クづくりが重要になってくる。個性を殺す画一化路
線は駄目だ。JA 女性部・青年部は多彩なネットワー
クの拠点である。

⑤ Change を Chance に／逆風が吹かなければ凧は
揚がらない

農業・農村そして社会経済の激変（Change）をた
だ嘆くのではなく、Chance がきた（好機到来）と
受け止め、新たな飛躍の路線をつねに考え実践に移
す。

"g" を "c" に変えるという発想で、つねに前向きに
考え新しい方向を切り拓こう。そして、逆風が吹く
からこそ凧は揚がるという精神で、つねに困難のな
かで新しい道を切り拓いてすすもう。

⑥ピンピンコロリ路線の推進を
今、農村では農村人口の高齢化が急速にすすんで

いる。しかし、私は農村の高齢者を「高齢者」と決
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して呼ばず、「高齢技能者」と呼んできた。農村の高
齢者は単に年齢を重ねてきたのではなく、知恵と技
能・技術などを頭から足の先まで五体にすり込ませ
て生きてきた人たちである。そのもてる知恵と技能
を、地域興しに、とりわけ農業生産活動に活かして
もらいたい。

高齢技能者はつくったり加工したりするのは上手
だが、売るのは下手だ。そのためには、とりわけ若
い女性、中堅の女性たちの多面的なリーダーシップ
が高齢技能者には必要不可欠である。高齢技能者を
老人ホームなどに送り込むのではなく、直売活動、
コミュニティ活動など、消費者や地域住民との接点
を求める活動に参加してもらい、そのもてる技能を
活かしてもらいたい。

それが元気回復の源泉になる。そういう活動を行
うなかで、ある日、みんなにたたえられて大往生を
遂げていただくようにしてもらいたい。

⑦計画責任、実行責任、結果責任
どういう仕事や事業、経営などを行っても、この

三つが基本原則である。「絵に描いた餅は食えない」
と昔から言われてきたが、JA 関係の分野では一般的
に絵に描いた餅、つまり計画ばかりつくり、計画倒
れが多すぎたと思う。

今こそこの三つの原則、つまり計画責任、実行責任、
結果責任をきちんと実現するような体制と活動スタ
イルを実現しなくてはならない。とくに JA の役員は
この三つのテーマをいつも胸に抱きつつ、JA 活性化、
地域活性化の活動をしてもらいたい。

⑧皆さん、全員、名刺を持とう
日本の農家で名刺を持っている人はこれまでほと

んどいなかった。他の産業分野と決定的に異なった
日本農村の特徴であった。名刺をつくり、持つ必要
がなかったからだが、これからは違う。名刺は情報
発信の基本であり、原点である。自らの行っている
仕事や活動に誇りをもち、世の中すべてに語りかけ
働きかけるためには、パソコンによる手づくりでよ
い、名刺を持とうではありませんか。

しかし名刺をつくるには、自らの経営や活動の内
容がわかる肩書きが要る。自らの活動を広く社会に
向かって示す内容豊富な肩書きを書いた、人目をひ
きつける美しい、そして楽しい名刺をつくりましょ
う。

⑨農業の６次産業化ネットワークを推進しよう、「農
工商」連携を推進しよう

1992 年から私は農業の６次産業化（１次 × ２次
× ３次＝６次産業）を提唱し、農村の皆さんに呼び
かけてきたが、多様な部門でそれを推進してもらい
たい。典型事例をあげておこう。

食の分野では、
〇農産物直売所のさらなる推進、女性起業のさらな
　る発展
〇大豆の本作化と非遺伝子組み換え大豆（Non-GMO
　大豆）による多彩な大豆食品の開発
〇多様な米粉加工品（パン・麺・非常食・防災食・
　老人食など）の開発
〇ペットボトルで米（精白・７分づき・５分づき・玄米・
　五穀米等々）を売る。若い女性が買いたくなるよ
　うな売り方である。そのラベルになるポスターを
　地域の児童・生徒から募集する。
〇伝統野菜や果実の販売と多彩な加工・全利用の開
　発による消費者の希望に応える。ドライ・フルー
　ツやドライ・ベジタブルは高齢化社会の必需品に
　なるだろう。
〇山菜やキノコなど多彩な林産物の多面的加工と販
　売など需要の拡大
〇農家住宅を活用した修学旅行の受け入れと食農教
　育の拠点づくりなどの多彩なグリーン・ツーリズ
　ムの展開（その場合、３点セット、つまり水洗便所、
　洗濯機、シャワーの改良・設置が必要）
〇とくに中山間地域は、その立地特性を活かし、そ
　の景観や多彩な資源を生かし、農林業はもちろん
　多面的産業拠点の創造と活性化
〇耕作放棄地、里山へソーラーシステム・太陽光発
　電機を導入して電牧を設置し、放牧牛の「舌刈り」
　による景観の回復と「景観動物」による豊かな農
　山村の実現（そのためには県や市町村による “Rent 
　A Cow” システムの設置）など農村活性化へ向け
　た新機軸を創造しよう。

⑩「所有は有効利用の義務を伴う」「農地は子孫から
の預かりものである」

「所有は有効利用の義務を伴う」、この原則は農地
改革の基本原則であり、私の信念でもある。農地改
革で生まれた零細多数の農民の経済的地位の向上と
農村の活力を推進するために組織されたのが、農業
協同組合であったはずである。
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戦後 70 年、それが今、風化しようという時代に
なりつつある。耕作放棄地が激増し、農地の有効利
用への関心が低下するなかで、改めて JA は今こそ「所
有は有効利用の義務を伴う」「農地は子孫からの預か
りものである」という基本理念に立ち返り、その旗
を高く掲げ、地域農業の活力を取り戻すべく多彩な
活動を行う責務がある。

⑪むすび
「時間軸」と「空間軸」という二つの基本視点に

立ち、近未来（５〜 10 年先）を正確に射程に捉え
つつ、一層の活力ある多彩なネットワーク活動を通
して、地域農業・農村の活性化に全力をあげよう。

＊今村奈良臣著「私の地方創生論」
　（発行元：農山漁村文化協会）194 頁〜 201 頁

〔私の５ポリス構想〕

＊今村奈良臣著「私の地方創生論」（発行元：農山漁村文化協会）より



メディコ・ポリス構想の推進に全力を
～ 介護を拠点に地域創生を ～

東京大学名誉教授　　今村奈良臣　氏

講師

特 別 講 演

10月2日■金14:10〜15:30

伊集院文化会館

日 時

会 場
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特 別 講 演
10月2日■金14:10〜15:30

東京大学名誉教授　　今村奈良臣　氏

講師

メディコ・ポリス構想の推進に全力を
～ 介護を拠点に地域創生を ～
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ただいま紹介いただきました今村でございます。
ちょっとはじめに私ごとになりますけれども、２

つだけ断っておきたいと思います。
１つは、実は、私、家内を、ずっとこの２か月ほ

ど介護しているんです。７月のはじめに国立がん研
究センターで脳腫瘍だと診断されて、手術いたしま
して、１か月半ぐらい入院していて、もうだいたい
入院の必要ないから自宅で療養しなさいということ
になりまして、自宅療養に切り替えていただいたわ
けですけれども、ヘルパーさんだとか看護師さんと
いうのが、それなりにきちっと毎日来てくれるんで
すけれども、あの方々はだいたい 30 〜 40 分ぐらい
やってくださるだけで、あとのご飯を作る、食べさ
せる、それから脳腫瘍なもんですから、目は見える
んですけれども、口がきけない、耳があまり聞こえ
ないということで、私だとだいたい言わんとする欲
求は分かるもんですから、それで連日介護に明け暮
れております。

この講演に今度来るにあたっては、娘が３人いる
んですが、それぞれみなちゃんと仕事を持っている
もんですから、そう簡単に休むわけにいかないので、
今回は３人の娘が交代で１晩ずつ、それで今日帰り
ますので、３日３晩頼むということでやってきてお
ります。

そういうことで、特に参ったのは、食事を食べさ
せるには、ベッドに向かい中腰になるんですね、ど
うしても。そうすると腰は痛い、足は痛い。

実は、皆さんの前ではみっともないので仕方ない
んですが、半分びっこを引きながらやっているよう
な状態です。

介護というのは身にしみてよく分かりました、ど
れだけ大変か。しかしどれだけ重要かということも、
よく分かっております。それが１点。

それから、もう１点は、私、今、81 歳なんですけ
れども、20 歳代の終りから 30 代の半ばにかけて、
鹿児島県にはよく来ました。

鹿児島県の農政部というかな、農林水産部という
のか、そこの依頼を随分受けまして、薩摩半島、そ
れから大隅半島の開発現地調査、農村実態調査に、
特に大隅半島は笠之原台地に本当によく来ました。

まだ瞼を閉じると現地の姿が浮かんでくるし、あ
るいは優れた農民の方々の顔も浮かんでくるのが本
当のところです。

知覧から南の薩摩半島では、カライモをもう本当
に主産地で作っていたわけですけれども、このカラ
イモが大事なことは分かる。それから大根やそうい
うのも大事なことは分かるけれども、もう少し農家
の皆さんの所得を上げるためにはお茶を作れと提案
しました。

もちろんお茶も若干は作っていたんですけれども、
もう少しきちっと大規模に作れというふうな提言を
いたしまして、それが今、さつまみどりの源泉になっ
ていると思っておりますので、そういう意味では鹿
児島県にはだいぶ貢献したかなというふうに思って
おります。

いま一つは、笠之原台地なんですけれども、ここ
は特に冬の間は桜島の火山灰がものすごく落ちまし
て、火山灰で野菜はもちろん牧草が全部駄目になる
んです。

そういうことと、それから水源がないもんですか
ら、他の作物は作りにくいという、いろいろな事情
がありまして、水源開発を提言し、それから乳牛は
どうしてもやっぱり無理なところがあるということ
で、和牛、肉牛に変えたらどうかと提言いたしまし
た。それも主として子牛を取る繁殖牛の経営をやれ
ということで、今、日本でも有数の立派な子牛を出
荷する体制が出来上がってきたというふうに、その
後、私、認識しておりますけれども、そういうことで、
その他も随分あるんですけれども、まだ笠之原台地
は、目をつぶってもだいたい歩けるぐらいに、もち
ろん道路事情も変わっているとは思いますけれども、
最近行っておりませんけれども、少なくとも鹿児島
県の農業、あるいは農民のためには、それなりの努
力はしてきたつもりでおります。

そこで、今日は足が少々痛いので、滞るところも
あるかも知れませんけれども、精一杯熱弁をふるわ
せていただきたいというふうに思っております。
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早速、資料に沿って、時間の関係もありますので、
レジュメと言いましょうか、私の配布資料に沿って、
話してまいりたいと思います。

大会資料の 301 ページから書いてありますから、
それを若干丁寧に読みながら、論点をはっきりさせ
ていきたいというふうに思っております。

私は、「農業は生命総合産業であり、農村はその創
造の場である」というふうに、以前から説いてまい
りました。

そしてそれを実現するためには、トップダウン農
政、つまり中央の指令的農政ではなくて、ボトムアッ
プ農政、つまり地域から、農民の皆さんの側から提
案するような農政へ改革を全力を上げようというこ
とを主張してまいりました。

しかし、これは当たり前のことなんですけれども、
私、実は今の基本法である食料農業農村基本法が
1999 年７月に国会を通りまして、昔の旧農業基本法
に代わって制定されました。

その年の確か９月ごろだと思います。その当時の
総理大臣は小渕恵三さんという方なんですけど、お
嬢さんが、今、国会議員で、献金問題ごたごたして
おりますけれども、親父さんのほうです。もう亡く
なりました。あの「平成」というのを掲げた、官房
長官時代にテレビに出たあの小渕さんです。

人柄は非常にいいんですが、突如、私の自宅に電
話をよこしまして、「今村先生ですか」「そうです」「小
渕と言いますけれども」「どちらの小渕さん」「総理
の小渕です」そう言って「新しい基本法ができたから、
その基本政策審議会の会長になって欲しい」直談判
で私言われまして、それで「若干じゃあ考えさせて
ください」１日考えた末「じゃあやらせていただき
ます」ということで、受理いたしました。

その時に私はその後、正式の会合のある事前に小
渕さんにお会いして、私は、今言ったように、「トッ
プダウン農政からボトムアップ農政へ全力を挙げて
改革する。そういう路線です」と言ったら、「私もそ
う思っているので、それでやっていただいたら結構
です」ということで、百人力を得たような気持ちで、
相当腕をふるってやったつもりなんです。新しい法
律ができて。

ですが、何たってそうは簡単に、総理大臣が「よ
ろしいですよ」と言ったって、そうはいかない。役
所というのは難しいもんですからね。小姑が山ほど
いて、「先生、そんなことでは駄目です」という具合

にがちゃがちゃ言われて、第１回の農業白書という
のがありますね。あれをずっと見ていただければ、
私がどういうことをやってきたかということが分か
ります。今日、その話をするつもりはさらさらあり
ませんけれども、そういうこともやってまいりまし
た。ただ、政策立案の中枢にいながらも、それに飲
み込まれることなくということで、私の所信を鋭く
貫いてきたつもりでございます。

そういうことを踏まえながら、これから地域創生
ということをどういうふうに考えるべきかというこ
とを、配布資料に書いているのを少し読ませていた
だきながら進めていきます。その 301 ページの５行
目あたりから、ちょっと読まさせてください。大事
なところです。

『過疎という言葉が生まれて 50 年。この過程で三
大都市圏への人口集中が進み、さらにここ 10 年は
三極集中から東京圏一極集中へと目まぐるしく、か
ついびつな変容を日本列島は遂げてきた。これは日
本の将来を構想する上で、決して望ましいことでは
なく、悲しむべきことである。

こうした中で、今、地方創生が叫ばれはじめた。
かつての地方活性化、地方再生から地方創生へと看
板の塗り替えは進められようとしている。しかし、
看板の塗り替えでは、決して新しい生命力は生まれ
てこない。

これまで地方や農業、農村を疲弊させ、人口減少
を促進させてきた政策や、その看板の塗り替えでは、
真の地方創生はできるものではない。』これが私の基
本視点の第１点です。

私の地方創生論の核心は、私が今から 23 年前に
全国に向けて提唱した、農業の六次産業化の理論と
その実践の成果を踏まえつつ、５ポリス構想に基づ
く地域創生を、構造論、政策論、運動論の三位一体
による総合戦略を通して、農村の主体性と内発的発
展力を基盤に作り上げるというものである。これが
私の基本的な考え方です。

５ポリスとは、後で詳しく述べるつもりでありま
すが、これまでの手垢にまみれた用語や概念をやめ
て、ギリシャ語源に基づくポリス、すなわち都市で
もあるが、むしろ拠点という－ポリスというのは拠
点という意味です－斬新な考え方を導入したもので、
農の拠点・アグロポリス、食の拠点・フードポリス、
景観と生態系の拠点・エコポリス、医療、介護、保
育の拠点・メディコポリス、文化、技能の拠点・カ
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ルチュアポリスという５つのポリスからなる構想で
あります。

この５つのポリスを、総合的、包括的、体系的に
充実させることにより、望ましい農業、農村の姿が
実現されると考えており、東京砂漠の無味乾燥かつ
不安に満ちた巨大都市から移り住みたいと思う人々
も増えてくるであろう。私はそう考えています。

もとより、この５ポリス構想の実現のためには、
総合的、包括的な国の政策体系と財政措置が不可欠
であると同時に、地域住民、農民、さらに地方自治
体や農協をはじめとする多彩な農村諸組織の主体的
努力と内発的発展力が不可欠となります。

しかし、この 10 余年に渡る私の全国の農村調査、
農村地域での実態調査の中からは、この５ポリス構
想を実現しているような優れた先進事例を見出すこ
とができます。それらの先進事例の全てを紹介する
ことはできないんですけれども、その核心に触れな
がら、この５ポリス構想を実現していきたいという
ふうに私は考えております。

しかしいろいろ当面する問題を考える時に、やは
り明解な仮説とそれを実現するための手段と方法、
その実現に向けた主体的努力と多彩なネットワーク
の形成が不可欠であるというふうに私は考えており
ます。

仮説というと難しいことを考えるかも知れません
けれども、かつて京都大学の名誉教授で桑原武夫さ
んという大変な碩学、立派な先生がおられました。
この方が司馬遼太郎との対談でこういうことを言っ
ていたんです。

「学問とは仮説を立てる能力である。」
私は、この一言に巡り合わせた時に、本当に雷に

打たれたような気分になりました。
これはもうあまり議論する必要はないんですが、

桑原武夫の弟子には日本を代表する俊才がいっぱい
出たですね。これは時間がないから、余談になりま
すから省きますけれども、このことは、しかし、学
問だけではないと思うんですね。

いろいろな分野の政策もそうです。本当に立派な
政策とは、しっかりした仮説を立てることから始ま
ると思います。

先ほどのこの会場の皆さんのシンポジウムを聞い
ていて、一人ひとりはそんな学者じゃないし、論文
を書くような方じゃないんですけれども、聞いてい
て、皆さんそれぞれの立場でしっかりした仮説を立

て、こうやれば、こういう新しい方向が出てくる。
こういう新しい路線が作れるぞと、こういうことを
みんな言っているわけですね。私、そのことに本当
に感心しました。

誰も学者の専売特許ではなくて、大事だなという
ふうなことを、例えば先ほどの垂水の火山灰を集め
る、あの方もそういう仮説を持っている。それで新
しい仕事をされている。それから農産物直売所の皆
さんもそうです。やっぱりそういうところが非常に
大事じゃないかというふうに考えております。

そういう意味で、本当の仮説を立てなくちゃなら
ん。５ポリス構想というのは、私は、３年ぐらい考え、
各地の優れた先進事例を調査し考えた中から作った
言葉です。

そこで次にまいります。
５ポリス構想というのは何かということを、302

ページのあたりから書いてあります。先ほど言った
ように、５ポリスというのはギリシャ語源で、都市
あるいは拠点ということを意味するわけですけれど
も、いまだかつて、この５ポリスとか何とかポリス
ということを言った人は１人もいません。しかし、
農村で本当の志を持って考えている方には、この考
え方はあっと言う間に浸透してきていることは、私
もひしひしと分かっております。

そこで以下、順に、時間がありませんから、302 ペー
ジの中段あたから、また読んでいきます。

アグロポリスとは、言うまでもなく農業の拠点で
ある。農業就業人口の減少、高齢化の急速な進展の
中で、旧来からの慣習にとらわれずに、それぞれの
地域にふさわしい、新しい農業再生の路線を構築し
ようという意図を込めて、アグロポリスを提起した。

集落営農の組織化、例えば農地の地域の合意に基
づく効率的な集積を基盤にした農業法人化の推進、



152

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

高齢者の技能を活かした「大小相補」の路線、ここ
が大事なんです。大きい経営も小さい経営も相補う
という路線を強化。

この大小相補ってどういうことかと言いますと、
例えば稲作だとか甘藷などは、これは土地利用型の
大規模経営は可能で機械化できるからできます。し
かし、全てがそれができるかというと違う。例えば
ハウスでイチゴを作るとか、それからトマトを作る
とか、様々なものがもちろんあります。米とか麦が
あれば生きて行けるか。決してそんなことはありま
せん。そうでなくて、その他の貴重なものがいっぱ
い必要になります。

私は、例えば年寄りの人と若い人がうまく組み合
わせるのは、アスパラガスなどですね。本当になか
なか力のいる仕事、若い人、これも必要だけれども、
年寄りも必要なんですね。

朝、一番鶏と同じぐらいに早く起きる年寄りはいっ
ぱいいます。その人達がいて初めて新鮮なアスパラ
ガスの収穫・出荷・販売はできるんです。

ところが、アスパラガスを本当に立派なものを作
るためには、相当深い溝を掘って、そこに牛糞堆肥
を山のごとく叩き込んで、それでやらないと、いい
アスパラガスはできません。

そういうことを「大小相補」、それから老若全部込
み、つまり「老・中・青・婦」の結合で、みんなそ
れぞれ持てる力を合わせてやらないと駄目なんです。
年寄りもいる。中年もいる。女性、婦人もいるとい
うことで。アスパラガスをしっかり観察しています
と、本当に年寄りの人が、ちゃんと朝早く起きて、
ちゃんと取る。腰をかがめて切らなくちゃなりませ
んから。そういうのじゃないと、若者だけでやって
いるアスパラガス経営は、ほとんど潰れてしまいま
す。そういうことを含めて、やっぱりそれぞれの持
ち場というのはあるんだということを、私はもうずっ
と現場を見ながら作物ごとの仕組みを観察してまい
りました。

以上のようなことを踏まえたアグロポリス、農業
の拠点を作ろうではないか。

それから次がフードポリス。多彩な農畜産物、あ
るいは林産物、水産物の加工や直売所をはじめとす
る販売戦略の開発、推進、展開など、私は 23 年前
に初めて全国に向けて提起した「農業の六次産業化」
の推進であります。

私は 23 年前に、どういう経緯でこの農業の六次

産業化ということを提起したかということを、少し
だけ話しておいたほうが、お分かりいただけるかと
思います。

私、郷里が大分なんです。大分の山の中なんです。
山の中から何でお前みたいな東大に行けたんだ。そ
れはちょっと省きます。たまたま行けたんです。

大分に大山町農協ってあるんです。わずか組合員
が 610 人ぐらいなんです。ですが、これがすごい頑
張りというか、すごいことをやっていたんです。

この大山町農協に今から 23 年前に行きまして、農
家に泊めていただきまして、１週間ほど詳細な調査
をしました。「木の花ガルテン」という直売所を始め
て２年ばかりの所なんです。コノハナガルテンです。

何でコノハナなんだ。キノハナじゃないか。コノ
ハナじゃないと意味は通じないんです。これはコノ
ハナサクヤ姫。古事記に出てくる伝説の大変な美人
の神様なんです。もちろん美人というから女性です
よ。それで子沢山の神様。子供をいっぱい生んだ。
古事記にあります。嘘だと思ったら古事記を読んで
みてください。コノハナサクヤ姫から取ったんです。

ガルテンって何だ。これは市民農園という意味で
す。これはドイツで都市の市民達が自分達で小さい
小屋がけ、小屋がけない場合もあるけど、要するに
都市の農園というか、農園というよりも、小さい野
菜畑と言っていいんです。

何でガルテンが結びついたのか。これは農協の青
年達が西ドイツ、当時ドイツは東西合併してすぐだ
と思うんだけど、ドイツに行きまして、この市民農園、
これが大事だと。

どうしてまた古事記とドイツが結びついたのかと
言い出すと、きりがないのでもうやめますけれども、
木の花ガルテンという農産物直売所を作った。これ
は誰にも真似ができない名前だということで作った
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んです。
ここに私、農家に１週間泊めてもらいまして、農

産物を作る人、加工する人、出荷する人、買いに来
る人、その人達の表情から作業から、１週間いて逐
一調査しました。

その中から私は、結論から言いますと、１＋２＋
３＝６、これは誰だって分かる。小学生でも幼稚園
でも分かる。一次産業＋二次産業＋三次産業は六次
産業。これを考えたんです。

それから今度は３年半経ちまして、１×２×３＝６、
これも６なんです。掛け算に変えました。なぜ変え
たかというと、農業がなくなれば、つまり農地がな
くなれば、いくら掛けてもこれは、０× ２× ３＝０
だぞということを言いたかったんです。

ちょうどバブルが崩壊したあとの、鹿児島にはそ
ういう馬鹿な農協はなかったかもしれないけど、次々
赤字、大赤字。借金を積み重ねる農協が全国に出て
きた。

大分もそうでした。特に国東半島とかあのへん一
帯のキャノンの工場が入ってきたものの、それが中
国に行った。農協が金を貸して、アパートだ、マン
ションだ、作っていたのがみんな０になったんです。
キャノンが撤退したら。それで農協は大赤字になる。
そういう実例を私は全部調べておりましたから。

それで土地を売ったら金になるという馬鹿なこと
を言うなと。農地がなくなったら、もうなんぼ頑張っ
ても０だぞということを言いたいために、３年半後
にこう変えました。

今はこの六次産業というこの定式がどこでも通用
しておりますが、学者や役所にはアホがいっぱいい
て、僕がちゃんと論文に書いているのを見もしない
で、六次産業をどうやら耳学問で聞いてきて、いか
にも自分が言ったようなことを書いているのがいっ
ぱいおります。もう涙が出るほど悲しいんですけど。

最初に申した、学問とは仮説を立てる能力である
という桑原武夫の爪の垢でも煎じて飲ませたい学者
が世の中にはいっぱいいます。本当そう思うんです。

もちろん私が言ったから威張っているわけでは決
してなくて、やっぱりこれを考え抜くためには、ど
ういう努力をしたかということをちゃんと評価しな
がら、次のステップに上がって欲しいというふうに
思っています。

要するに六次産業というのは、間違いなく六次産
業という言葉は、間違いなく私は 23 年前に世の中に、

公に出しました。今日も通用しております。
そういうことで、木の花ガルテン、ここで発見し

たんです。
この木の花ガルテンというのは、なかなか大した

ことをやっているんです。
この大山町農協というのは、創立以来、合併して

いないんです。日本で創立以来合併してないのは 6
つしかないんです。大分の下郷農協。馬路村って高
知にあります。柚子の村です。これも合併してない。
それから三ヶ日農協というのが静岡にあります。浜
松の一番北にあり、みかんの町です。それから千葉
に富里市農協というのがあり、青森の津軽に相馬農
協。もう数えると本当に 6 つしかないんです。

しかし、このいずれもがすごい、今日は時間がな
いから言えませんけど、すごいことをやっているん
です。

合併しなくても自分達の組合員に信頼を置き、そ
れでちゃんと組合員の作った農産物を加工し、販売
して組合員達の力量に高めてやっていくぞというこ
とをやっていくような農協が望ましいんです。

だいたい大山町農協というのは、矢幡治美さんと
いう立派な組合長、これは組合長を４期やるんです。
もう亡くなりましたけどね。家の光から立派な本ま
で出しています。矢幡治美って女みたいな名前だけ
ど、これは大した男なんです。

農水省が構造改善事業を始めた。その時に何と言っ
たか。「梅栗植えてハワイへ行こう。」こういうこと
を言ったんです。農業構造改革事業で農水省が言う
ような大型トラクターを入れるような田んぼは我が
農協中探しても 50 町歩もない。あとはみんな丘と
山ばっかりだと。そこに何でいるんだ、そんなもん。
そうじゃなくて、梅や栗を植えて、本当にそれを加
工し、いかに付加価値を付けて、それで都市の皆さ
んに喜んでいただける。そういう新しい時代にふさ
わしい農業をやろう。そして大いに稼いでハワイに
行こう。これが受けたんですね。

だからついでながら言うと、大山町農協というの
は、海外に行くなら大いに行きなさい。無利子で５
年間返済すればよろしいという、海外旅行の資金を
ちゃんと作っています、未だに、組合長の遺訓として。
だからみんな若者は、そういうことをやっているん
です。

週３日は勉強し休養する。あと４日はうんと働け
と、人の倍ぐらい働けと。どうぞ旅行とか、先進地
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と思われる所の視察とか。つまり勉強してこいと言
うんです。

農業というのは面白いもんで、私、本当につくづ
くそう思うんですが、やっぱり優れた農業をやって
いる所は、農協役員・職員、そして組合員も先進地
を視察・調査して、ノウハウを極めて、それを真似
するんじゃない。その先を考える。その知恵を磨き
上げてくるんですね。

つまり農業というのは本当に、人間の生命（いのち）
を預かる先端産業だと思うんです。もちろん先端産
業というのはいろいろあるかも知れませんけれども、
生命を預かる先端産業だというふうに思っています。

そういう意味で、それを磨き上げなくちゃならん。
そういう精神があるもんですから、ここの木の花ガ
ルテンは、自分達の作った農産物や加工品、本当に
多種多様な加工品がありますけれども、それを作っ
て、今、元々は直売所というのは地産、地消、地食、
これが基本だったんですね。だけど段々これだけじゃ
あ物足りない。

地産、地消、地食を原点に置きながら、都市の消
費者にもさらに大いに消費してもらおう。あるいは
都市の消費者に新しい自分達の作ったものを食べて
もらおうということで、大山の木の花ガルテンは福
岡に３店、それから大分に３店、それから別府に１
店、日田に１店、計８支店を持って、朝８時に保冷
車が本所から１年中間違いなくちゃんと支店に向け
て出るんです。８時きっかりに８台出ます。そうい
うことをきっちりやっているんです。つまり、時代
の変化とともに、地産、地消、地食から地産、都消、
都食へと大きく直売所の活動も展開させてきており
ます。

こういう知恵を働かせながらやらないと駄目なん
だ、というふうに私は思います。

今、直売所の話が出たついでに、私が、代表者・
責任者となって全国農産物直売サミットというのを、
毎年やってきて今年で 14 回です。秋田でやります。
10 月 22、23 日にやります。

１日目は座学。みんな集まって議論します。先進
地の多彩な報告もいただきます。次の日は現地視察。
バスを 10 台以上仕立てて、５〜６コースに分かれ
てみんな現地に行って、現地で議論する。あるいは
優れた手法や情報を獲得するということをやります。

全国から、北は北海道、南は沖縄に至るまで、約
600 〜 700 人、年によって違いますが、来ます。秋

にやるもんですから、みんな直売所に働いている人、
あるいは出荷する人が秋田まで行って一汗、汗を拭っ
てくるか。休み取って、お互いに毎年交代で行くか
という具合で、600 〜 700 人来るんです。来年は滋
賀県でやります。琵琶湖のほとりでやります。

ちょっと六次産業の話から、あちこちに行ってし
まいました。次へ行きます。

次は、フードポリス。食品加工とマーケティング、
販売ですね。食品の加工・製造、レストラン、食堂、
いろいろなものを全部含めて、フードポリスと言っ
ているわけですけれども、この食の加工ということ
について言いますと、私、今、農山漁村文化協会、
農文協の会長をしております。

あそこから食生活全集、全 50 巻出しております。
これは各県の、北海道から沖縄に至るまであります。
鹿児島県ももちろんあります。それで昭和戦前期、
昭和 10 年代の食の各地の姿をきちっと、素材から
製法に至るまで、みんなお年寄りに作ってもらって、
それを写真に撮ってレシピを作りまして、作った立
派な本なんです。これは本当に立派な本なんですが、
鹿児島県でも場所によって全然違うんです。鹿児島
県の食事といっても、大隅と薩摩、霧島さらに南の
島々とは全然違う。

宮崎県の食事といっても、宮崎県は旧藩時代の姿
が如実に反映するんです。例えば都城、あれは薩摩
藩だもんですから、昔。薩摩の、鹿児島の食の影響
が非常に濃いんです。言葉でも、焼酎を１杯飲むと、
もう鹿児島弁丸出しですよね。あれは宮崎県だけれ
ども、宮崎県人とは思っていないです、彼らは、あ
のへんの人は。食の姿もみんな違います。

そういう具合に、本当に薩摩半島と大隅半島、そ
れもまた大隅の中でも随分違う。こういうことをちゃ
んと考えながら直売所、あるいはレストランを出す
にしても、もう時代が違うと言いながらも、やっぱ
り根っこはずっとその味つけから調理の仕方から町
や村ごとに違うんです。こういうことをしっかりよ
く考えながら、これからやっていただきたいという
ふうに私は思っております。そういうことで、フー
ドポリスということも地域特性を踏まえてやってい
ただきたい。

次に 303 ページを見てください。
エコポリスとは、里地、里山の保全、農村景観の

維持修復、さらには豊かな水利、風力、太陽光など
自然資源の利活用を通した現代にふさわしい生活居



155

10/

1

10/

2

基
調
講
演

開
会
式

分
科
会

ま
と
め

第
１
分
科
会

パ　

ネ　

ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

第
２
分
科
会

開
催
市
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

第
３
分
科
会

特
別
講
演

閉
会
式

会
場
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

木

金

住環境の整備、新しい時代にふさわしいグリーンツー
リズムの受け入れやそのための環境整備などの実現
である。

そこで、私、ちょっとレジュメに書いてない話で、
こういう話をちょっとしたいんです。

メ イ キ ン グ か ら グ ロ ー イ ン グ。”Making か ら
Growing” ということです。何だいきなり英語じゃ
ねえか。お年の方は、このくらい覚えておかんと孫
に馬鹿にされるから、ちゃんと覚えて、メモ取って。

女性の方ならみんな知らない人はいないと思いま
すが、メイキャップ（make-up）ということは知っ
ていますね。お化粧をするということです。若い人
は言わなくても分かるけど、メイキャップね。ちょっ
といろいろ顔に塗ってきれいになるという、その話
なんです。

メイキング、メイキャップ。きれいに外からベタ
ベタいろいろ塗って、口紅引いてきれいになる。こ
れも本当に大事だけれども、体の中から光り輝くよ
うなグローイング。これは成長とか、健康体になる
ということですけれども、メイキングからグローイ
ング、こういう話を、私、東大を定年になりまして、
８年間、日本女子大で教授をしておりましたが、そ
の最終講義が「メイキングからグローイング」とい
うタイトルで話しました。

あなた達メイキャップって知っているだろう。そ
れは知っています。外から白粉ベタベタ塗って、ルー
ジュを引いて、それできれいになる。それも大事だ。
否定はしない。けれども本当に大事なのは、体の中
からきれいになる。それが大事じゃないかという話
をやったんです。

一般論として、今の時代はメイキングの時代です。
いいですか。地底から石炭、石油、鉄鉱石、いろい
ろな金属、それらをみんな取り出して、それを産業

革命この方、機械から化学工業製品から電気、ガス
に至るまで作りました。

それで大変便利な時代になったけれども、しかし、
他方では公害だとか有害物質が山ほど溜まっていく。
もう様々な弊害が生まれてきております。それは言
い出せばきりがないほどあるんですけれども、ここ
では省略します。とにかく人間の健康をむしばむ被
害がいろいろと出てきた。

しかし、本当に大事なのはグローイング。体の中
から本当に健やかに育つ。光り輝く肉体を作ろうで
はないか、内から光る姿に変わろうじゃないかとい
う提言を、女子大生の最終講義でしたんです。

最終講義の時代は、ちょうど牛が本当にコロコロ
倒れる BSE ＝牛海綿状脳症が流行っていたころなん
ですけれどもね。そういう不健康な時代になっては
駄目だと。牛も本当は人工飼料ではなくて放牧方式
でやれということを、私はずっと今でもそれを言っ
ております。

つまり配合飼料で、人工の餌で飼うということも、
もちろんある程度は大事だけれども、世界に誇れる
草資源のある我が国は放牧でやろうではないかとい
う話をしたのです。

乳牛は７つの優れた特徴を持っているんです。第
１は、草を食む歯は、一生研ぐ必要のない自動草刈
機です。それから２番目は、あの長い首は非常に巧
妙なベルトコンベア。３番目、4 つある胃はいろい
ろ草、人間が食べられない草をみんな食べて栄養に
変えていく食物倉庫でしょう。４番目、内臓は未だ
に人工合成ができない優れた牛乳を作る非常な精密
化学工場。牛乳という本当に人間にとっていいもの
を作ってくれるわけです。それから５番目、あの尻
は非常に貴重な肥料をボタボタ落としてくれる肥料
製造工場。６番目の足は、35 度もある急傾斜を昇り
降りることができる。高性能のブルドーザー。７番
目は、１年１産で子孫を増やす。これだけのことを
やるのが乳牛なんです。

この乳牛を、牛骨粉などを混ぜた人工飼料の餌で
やって BSE が激発した。それがしっぺ返しで、あん
な大変な、私、審議会の会長をやっている時、もう
本当に BSE 騒動には参りましたけれども、そういう
ことがありました。

だから人間の知恵とか技術というのは限界がある
ということと併せて、やっぱりグローイング、それ
で牛の放牧、本当は放牧がいいんです。このごろ各
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地で下火になっていますが。
しかし、鹿児島は割とその放牧をやっている所が

多いです。霧島、それから隣の小林あたりは、まだ
放牧をいっぱいやっている。阿蘇を含めて久住。私、
是非、新しい時代にふさわしい放牧をやって、本当
に人間生活に密着した新しい Growing の時代を作り
たいというふうに、今、考えております。

そういうわけで、ちょっと余談になりましたけれ
ども、エコポリスですということをきちんと考えて
もらいたい。

それからメディコポリス。これは、そこに書いて
ありますように、高齢化する農村に必要不可欠な医
療、介護などの施設、それからそのための人材シス
テム。その多面的な活用を図るための重層的なネッ
トワークを実現することである。その最も典型的か
つ優れた活動は、長野県の佐久総合病院を見れば本
当に分かります。佐久総合病院については、私の友
人で、色平哲郎という大変立派な医者がいるんです。

色平哲郎君は、これは大した男です。時間がない
ので省略しますけれどもね。本当に私の親友なんで
す。もちろん私より遥かに歳は若いんですけれども、
東京大学の工学部に入って、東南アジアを流浪の旅
して、ずっと考え抜いて、それで帰ってきて、あら
ためて京都大学の医学部に入って医者になって、東
南アジアの医療、本当にそこで勉強しながら、それ
で佐久総合病院で特に農山村医療の分野を担う医者
なんです。

苦労を重ねた医者なんですけれども、その彼が様々
な介護システムその他を考案し、システムを作って
おります。これは時間がないので省略せざるを得ま
せんけれども、本当に各地域の特質を踏まえた、特
色あるメディコポリスを作っていただきたい。

最後にカルチュアポリスです。これは、どの市町
村あるいは集落においても存在する歴史的な神社仏
閣、あるいはそこにまつわる多彩な伝統芸能などの
文化遺産。さらに都市にはない、長年受け継がれて
きた伝統技術、伝統技能。

例えば、世界文化遺産とされている紙漉きの技術、
陶磁器に関わる技術、多彩な木工技術等々、数えれ
ば無数と言えるぐらい多彩な技術があります。技術
というより技能と言ったほうがいいです。

この町にも沈壽官さんの窯がある。これは私が愛
好している司馬遼太郎に「故郷は忘じがたく候」と
いう小説がありますけど、あれ読んで本当にハーッ

と思って、一度は来たいと思って、残念ながらまだ
行ってはおりません。

今度来た時は、必ずうかがいたいと思います。沈
壽官さんの壽官陶苑にうかがって、その歴史と伝統、
それから何かを発見したいというふうに思っており
ます。その時は、その後、この市役所に寄って、市
長さんはじめいろいろ教わりたいと思いますが、そ
の時は何とぞよろしくお願いします。

そういうこともありまして、ここはもう本当に薩
摩焼から何から、鹿児島というのは本当に古いもの、
それから江戸末期のいろいろ立派な殿様がいたこと
もあって、秀でた文物、美術、ガラスの技術にしても、
本当に私、感心しているんですけれども、そういう
優れた伝統文化をふんだんに持っている所でござい
ます。是非、そういうことも活かしながら、ここの
新しい路線を、是非、作り上げていただきたい。

それで、もう時間がなくなって、いろいろ言う
べきことを言えなくて申し訳ないんですけれども、
304 ページを見ていただきたいと思います。

ここに正五角形が書いてあります。アグロポリス、
フードポリス、エコポリス、メディコポリス、カルチュ
アポリス、このそれぞれが正五角形で、中心点から
10 点満点の正五角形を書いて、中に５点の五角形も
書いてあります。それぞれのポリスが、自分の所は
現状では何点か。これは１人で書くんじゃないんで
す。50 人いれば 50 人の 50 通りの五角形ができて
いいわけなんですけれども、それを書いていただき
たいと思うんです。

是非、一度試みてみてください。いかに８点以上
となる五角形ができるか、８点以下のところはどこ
か、どうすれば８点以上になるか、というように議
論を深めていただきたい。そのために、どのポリス
を充実させるべきか討議を地域全員で深めてくださ
い。地域の活力が生まれます。

１つだけ言い忘れたんですが、カルチュアポリス
の中に廃校になりそうな小学校とか、廃校になった
小学校とかをどう活用するか。これは大事なんです
が、忘れてしまいました。文章の中には書いてない
んですが、頭の中にある。

小学校がどんどん、今、廃校になってきているん
です。私は片方で廃校をいかに活かすかという活動
を全国に渡って広げております。

この鹿児島でもそういう事例が非常に多くなって
いると思いますが、小学校というのは地域の皆さん
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の心の拠点なんです。いくら年取っても小学校は拠
点なんです。私にとってもそうです。個人的にもそ
うなんです。

そういう意味で、この小学校を、直売所やそば打
ち道場にしたり、木工や焼き物の道場にしたり、い
ろいろなことをして、人が集まる、地域の人が集ま
るだけじゃなくて、外からの人もそこに参加してい
ただけるような場を作る。いろいろ新しい施設を作
るためになけなしの金を使うんじゃなくて、その小
学校やあるいは中学校でもいい。大いにそれを活か
す。

それで心の拠り所、その拠点を作る。これはある
意味ではこれからの時代、非常に大事だと思います。
そういうことを含めて、この 10 点満点にして、自
分の所はどうだと議論と実践の方向を打ち出してく
ださい。

今日、私がお話を聞いた、先ほどの高山地区などは、
いろんなことをやられている。そのままこれに当て
はめていくと、相当点数は高い五角形が書けると思
います。

そういうことをお互いに各地区ごとに競い合いな
がら、俺の所はこうだ、どうだということをやって
いただく。そういうことを含めて、私はその中で今
日のこの大会の主題であるメディコポリス、医療、
介護、子育て、こういうのがどういうふうな拠点と
して作られようとしているのか、あるいは機能しよ
うとしているかということを、よく考えていただき
たい。

しかし、この五角形のベースにあるのは、皆さん
の各地域の農村なんです。みなそれぞれ特徴を持っ
ています。是非、一度考えてみていただきたいとい
うふうに思います。

あと１つだけ申し上げたいんですけれども、ここ
も市町村合併で日置市になったということでござい
ますけれども、一昨年、農産物直売サミットをやっ
た山口県に萩市ってあります。あそこの市長さんが、
野村興兒さん、あの方は大蔵省にいたけれども、役
人臭は全然ないんです。私、好きな人なんですが、
この人と飲みながら、こういうことを彼が言うんで
す。「今村先生、市町村合併したらね。萩の町は港町
でね。それなりにまとまりは良かったのに、中山間
を山ほど抱え込んだ。中山間地域を抱え込むという
ことで、女性比率が非常に高まった。萩の町はどち
らかというと城下町であるし、それから漁業の町で

すから、男の比率が割と高かったんですが、中山間
を抱え込んだら女性比率が高くなった。女性は寿命
が長いからどんどん上がった。それから女性の行動
をじっと市長として観察していると、投票率が女性
は男性に比べて遥かに高い」と。

いいですか、これから市長になろうという人は、
女性を獲得しないと駄目ですよ。各級選挙を見ても
女性投票率が高い。つまり一言で決論的に言うと、
市長として何をやっぱり目をつけなくちゃならない
か。女性を元気にする、あるいは女性が安心して活
動できる場をどう作るか。だから道を作るにしても、
一輪車が通りやすいような、あるいは電動四輪車が
通りやすいような、そういうのをまず舗装する。自
動車が通るような道は後回しだと。限られた予算の
中でそういうのをやる。

それからもう１つは、農産物直売所を充実、整備
する、また、農産物の加工施設を非常に一生懸命作っ
ておりました。特に先ほどもお話に出ましたけど、
ドライ、乾燥野菜、乾燥果物を作る。これの施設を
非常に一生懸命作っておりました。なかなか優れた、
今はもう非常に高性能の機械も出てきまして、そう
いうのを作る。そういうことを通して、別に女性の
票が欲しいからやっているんじゃないんです。女性
の働き場を作ると、女性が一生懸命やり出すと、地
域の活力が高くなる、本当に男も引きずられてやる
ようになるというふうなことをおっしゃっておられ
ました。

そういうことを含めて、これからどういうふうな
地域づくりをするかということを私の提案している
５ポリス構想に沿って是非考えていただきたいとい
うふうに思います。

最後になりましたが、『私の地方創生論』という本
が、農文協から出しております。1,800 円です。今
日の話の不十分なところをこの本を読んで補ってく
ださい。

ありがとうございました。
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特別講演で語りきれなかった最後のまとめを著書から引用して以下に掲載します。

第 16 回介護保険推進全国サミット in ひおき参加者への提言
今村奈 良臣（東京大学名誉教授）

農業者大学校新入生への私の 10 の提言

① Challenge! at your own risk!
この言葉を、私は「全力をあげて挑戦せよ。そし

て自己責任の原則を全うせよ」と訳している。25 年
前（1984 年）から指導してきた全国各地の農民塾生
たちに何が胸に残っているかと聞いたら、いずれも
この言葉だと言った。この言葉を最初に耳にしたの
は、26 年前にアメリカ・ウィスコンシン大学客員研
究員として行っていたときである。農民の親から子
への農場継承についての実態調査を広汎に行ったが、
そのなかで中西部の農民から聞き胸にグッときた。
アメリカでは農場主の父が引退するとき、「私が農場
を買って経営主になります」と言った子ども（長男
ではなくても次男でも三男でも、次女でもよい）に
継承させる。そのとき発せられた言葉であり、重い。

② Boys be aggressive!
これは、「自らの新路線を切り拓き積極果敢に実

践せよ！」と訳している。明らかに、明治の初め札
幌農学校を辞するにあたり発したクラーク先生の
“Boys be ambitious!”（青年よ、大志を抱け）をもじっ
たものである（なお、Boys は一般名詞であり女性も
指す。男女差別語ではない）。

今から 52 年前（1963 年）、私が東京大学大学院
を終了し（財）農政調査委員会という研究所に研究
職員で入った折、理事長の故・東畑四郎氏が言われ
た言葉。この言葉を胸に農政改革の諸課題を積極果
敢に解明、その改革方向などを提言してきた。皆さ
んもこの二つの言葉のもつ路線を胸に抱き実践して
いただきたい。なお、東畑四郎氏は本農業者大学校
の創立者である。

③農業ほど男女差のない職業はない
この言葉は、青森県の JA 田子町の専務理事（現

JA 八戸監事）佐野 房（さの ふさ）さんから聞き、
胸にずしんときたものである。私はこれまで、「農業
ほど人材を必要とする産業はない」「JA ほど人材を

必要とする組織はない」と言ってきたが、この佐野
さんの言葉もまさに核心をついている。

これまで日本農業の６割は女性が支えており、他
のどの産業分野を見ても女性が半ば以上を占める産
業はない。JA も女性の正組合員化をすすめ、理事等
役員も女性比率を高めていかないと弱体化していく
恐れが強い。

④「多様性のなかにこそ、真に強靱な活力は育まれる。
画一化のなかからは弱体性しか生まれてこない」「多
様性を真に活かすのが、ネットワークである」

この考え方は私の信念とするところである。多様
性に富む地域農業があり、多様性に富む個性をもつ
組合員がいて、強力な JA になれる。とりわけ JA の
役職員、そして JA 女性部・青年部の皆さんは、多
様な個性に富み、多方面にわたり JA 改革に取り組み、
また女性部、青年部は多様な形で農業や農産物加工
や直売活動に携わり、地域コミュニティの活動を推
進していると思う。

その多様な個性をいかに活かすか、そのネットワー
クづくりが重要になってくる。個性を殺す画一化路
線は駄目だ。JA 女性部・青年部は多彩なネットワー
クの拠点である。

⑤ Change を Chance に／逆風が吹かなければ凧は
揚がらない

農業・農村そして社会経済の激変（Change）をた
だ嘆くのではなく、Chance がきた（好機到来）と
受け止め、新たな飛躍の路線をつねに考え実践に移
す。

"g" を "c" に変えるという発想で、つねに前向きに
考え新しい方向を切り拓こう。そして、逆風が吹く
からこそ凧は揚がるという精神で、つねに困難のな
かで新しい道を切り拓いてすすもう。

⑥ピンピンコロリ路線の推進を
今、農村では農村人口の高齢化が急速にすすんで

いる。しかし、私は農村の高齢者を「高齢者」と決
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して呼ばず、「高齢技能者」と呼んできた。農村の高
齢者は単に年齢を重ねてきたのではなく、知恵と技
能・技術などを頭から足の先まで五体にすり込ませ
て生きてきた人たちである。そのもてる知恵と技能
を、地域興しに、とりわけ農業生産活動に活かして
もらいたい。

高齢技能者はつくったり加工したりするのは上手
だが、売るのは下手だ。そのためには、とりわけ若
い女性、中堅の女性たちの多面的なリーダーシップ
が高齢技能者には必要不可欠である。高齢技能者を
老人ホームなどに送り込むのではなく、直売活動、
コミュニティ活動など、消費者や地域住民との接点
を求める活動に参加してもらい、そのもてる技能を
活かしてもらいたい。

それが元気回復の源泉になる。そういう活動を行
うなかで、ある日、みんなにたたえられて大往生を
遂げていただくようにしてもらいたい。

⑦計画責任、実行責任、結果責任
どういう仕事や事業、経営などを行っても、この

三つが基本原則である。「絵に描いた餅は食えない」
と昔から言われてきたが、JA 関係の分野では一般的
に絵に描いた餅、つまり計画ばかりつくり、計画倒
れが多すぎたと思う。

今こそこの三つの原則、つまり計画責任、実行責任、
結果責任をきちんと実現するような体制と活動スタ
イルを実現しなくてはならない。とくに JA の役員は
この三つのテーマをいつも胸に抱きつつ、JA 活性化、
地域活性化の活動をしてもらいたい。

⑧皆さん、全員、名刺を持とう
日本の農家で名刺を持っている人はこれまでほと

んどいなかった。他の産業分野と決定的に異なった
日本農村の特徴であった。名刺をつくり、持つ必要
がなかったからだが、これからは違う。名刺は情報
発信の基本であり、原点である。自らの行っている
仕事や活動に誇りをもち、世の中すべてに語りかけ
働きかけるためには、パソコンによる手づくりでよ
い、名刺を持とうではありませんか。

しかし名刺をつくるには、自らの経営や活動の内
容がわかる肩書きが要る。自らの活動を広く社会に
向かって示す内容豊富な肩書きを書いた、人目をひ
きつける美しい、そして楽しい名刺をつくりましょ
う。

⑨農業の６次産業化ネットワークを推進しよう、「農
工商」連携を推進しよう

1992 年から私は農業の６次産業化（１次 × ２次
× ３次＝６次産業）を提唱し、農村の皆さんに呼び
かけてきたが、多様な部門でそれを推進してもらい
たい。典型事例をあげておこう。

食の分野では、
〇農産物直売所のさらなる推進、女性起業のさらな
　る発展
〇大豆の本作化と非遺伝子組み換え大豆（Non-GMO
　大豆）による多彩な大豆食品の開発
〇多様な米粉加工品（パン・麺・非常食・防災食・
　老人食など）の開発
〇ペットボトルで米（精白・７分づき・５分づき・玄米・
　五穀米等々）を売る。若い女性が買いたくなるよ
　うな売り方である。そのラベルになるポスターを
　地域の児童・生徒から募集する。
〇伝統野菜や果実の販売と多彩な加工・全利用の開
　発による消費者の希望に応える。ドライ・フルー
　ツやドライ・ベジタブルは高齢化社会の必需品に
　なるだろう。
〇山菜やキノコなど多彩な林産物の多面的加工と販
　売など需要の拡大
〇農家住宅を活用した修学旅行の受け入れと食農教
　育の拠点づくりなどの多彩なグリーン・ツーリズ
　ムの展開（その場合、３点セット、つまり水洗便所、
　洗濯機、シャワーの改良・設置が必要）
〇とくに中山間地域は、その立地特性を活かし、そ
　の景観や多彩な資源を生かし、農林業はもちろん
　多面的産業拠点の創造と活性化
〇耕作放棄地、里山へソーラーシステム・太陽光発
　電機を導入して電牧を設置し、放牧牛の「舌刈り」
　による景観の回復と「景観動物」による豊かな農
　山村の実現（そのためには県や市町村による “Rent 
　A Cow” システムの設置）など農村活性化へ向け
　た新機軸を創造しよう。

⑩「所有は有効利用の義務を伴う」「農地は子孫から
の預かりものである」

「所有は有効利用の義務を伴う」、この原則は農地
改革の基本原則であり、私の信念でもある。農地改
革で生まれた零細多数の農民の経済的地位の向上と
農村の活力を推進するために組織されたのが、農業
協同組合であったはずである。
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戦後 70 年、それが今、風化しようという時代に
なりつつある。耕作放棄地が激増し、農地の有効利
用への関心が低下するなかで、改めて JA は今こそ「所
有は有効利用の義務を伴う」「農地は子孫からの預か
りものである」という基本理念に立ち返り、その旗
を高く掲げ、地域農業の活力を取り戻すべく多彩な
活動を行う責務がある。

⑪むすび
「時間軸」と「空間軸」という二つの基本視点に

立ち、近未来（５〜 10 年先）を正確に射程に捉え
つつ、一層の活力ある多彩なネットワーク活動を通
して、地域農業・農村の活性化に全力をあげよう。

＊今村奈良臣著「私の地方創生論」
　（発行元：農山漁村文化協会）194 頁〜 201 頁

〔私の５ポリス構想〕

＊今村奈良臣著「私の地方創生論」（発行元：農山漁村文化協会）より
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介護保険推進全国サミット介護保険推進全国サミット ひおきひおきin第16回第16回
地域の強みを活かした地域包括ケアシステムの構築に向けて
～住民どうしの支え合いを主体とする地域支援を目指して～

「転ばぬ先の杖」
Ⓒ日置市ひお吉くん

10/

1
開
会
式

木 オープニング
−１日目−
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No. 団　体　名 役 職 名 氏　　名

1 公益社団法人鹿児島県栄養士会 理事 油　田　幸　子

2 社会福祉法人日置市社会福祉協議会 会長 井　上　幸　一

3 公益社団法人鹿児島県老人保健施設協会 会長 今　村　英　仁

4 鹿児島県保健所長会 会長（伊集院保健所長） 宇　田　英　典

5 公益社団法人鹿児島県理学療法士協会 会長 梅　本　昭　英

6 公益社団法人鹿児島県薬剤師会 常務理事 川　畑　信　浩

7 特定非営利活動法人鹿児島県介護支援専門員協議会 理事 具志堅　　　充

8 日置市民生委員・児童委員協議会 会長 窪　田　　　繁

9 公益社団法人鹿児島県社会福祉士会 会長 久留須　直　也

10 日置市介護（予防）サービス提供事業所連絡会 会長 黒　木　琢　磨

11 日置市高齢者クラブ連合会 会長 上　妻　　　勲

12 日置市自治会長連絡協議会 会長 佐　多　申　至

13 公益社団法人認知症の人と家族の会　鹿児島県支部 支部副代表 曽　木　やす子

14 一般社団法人鹿児島県作業療法士会 会長 竹　田　　　寛

15 一般社団法人鹿児島県介護福祉士会 名誉会員 田　中　安　平

16 公益社団法人鹿児島県医師会 日置市医師会会長 馬　場　順　道

17 公益社団法人鹿児島県歯科医師会 いちき串木野日置歯科
医師会副会長 林　田　賢　一

18 鹿児島県地域リハビリテーション広域支援センター
（医療法人昭泉会　馬場病院） 理学療法士 原　野　信　人

19 鹿児島県認知症疾患医療センター
（公益財団法人慈愛会　谷山病院） 精神保健福祉士 春　山　大　道

20 公益社団法人鹿児島県看護協会 会長 平　川　涼　子

21 鹿児島県 保健福祉部長 古　薗　宏　明

22 鹿児島県社協老人福祉施設協議会 会長 松　村　武　久

23 公益社団法人鹿児島県歯科衛生士会 会長 宮　脇　恵美子

24 鹿児島県地域包括・在宅介護支援センター協議会 会長 山　本　正　昭

25 一般社団法人福祉自治体ユニット 事務局長 菅　原　弘　子

26 日置市 市長 宮　路　高　光

（敬称略、順不同）

第16回 介護保険推進全国サミットinひおき
実行委員会委員名簿




	5①.pdf
	5②.pdf
	5③.pdf
	5④.pdf
	5⑤.pdf
	5⑥.pdf
	5⑦.pdf
	5⑧.pdf
	5⑨.pdf
	5⑩.pdf
	5⑪.pdf
	5⑫.pdf
	5⑬.pdf
	5⑭.pdf
	5⑮.pdf

